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■１．検討の概要 

 

1-1) 建築確認における BIM活用推進協議会について 

建築確認の申請者側と審査者側が共同で関係団体に呼びかけ、産学官の幅広い関係者（申請者、建

築主事又は確認検査員（以下「審査者」という）のほか、学識経験者、国土交通省、国立研究開発法人建

築研究所、BIM ソフトウエアベンダーなど）の力を結集して、BIM を活用した建築確認における課題解

決とその普及に向けた活動を継続的に行い、建築確認における BIM 活用を推進するため、令和元年 7

月 25 日に「建築確認における BIM 活用推進協議会（以下「協議会」）という」が設立された。以下に、協

議会の設立趣意書を抜粋する。 

建築確認における BIM 活用推進協議会 設立趣意書（抜粋） 

 

昨今の急速な ICT 技術の革新と発展に伴い、建築分野において計画から設計・施工・維持管理までのプ

ロセスに BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）の活用が一層の広がりを見せている。建築確認に

おいても、BIM を活用した事例が複数公表されており、今後、ますます増えることが予想される。 

BIM モデルから生成された図面は相互に整合性が確保されているため、確認申請図面の作成や確認審査

の効率化が期待できるが、確認申請図面の表現が申請者ごとに異なっていることから、その標準化が課題と

なっている。さらに、BIM モデルデータを建築確認の事前審査の際に利用することは、従来の二次元図面の

みの審査よりも、審査時間の短縮や審査の的確性の向上が期待できるが、審査者が少ない費用負担で利用

できる、確認審査に適した BIMモデル閲覧用のソフトウェア（BIMビューアーソフトウェア）が整えられていない

ことなどが課題となっている。これらのほか、法令改正時の継続的運用の確保などの課題もあり、それらに早

期に取り組むことが、申請者、審査者の両方から望まれている。 

（中略） 

協議会は、上記の活動などを継続的に行うことにより、建築確認申請業務に係る作業の合理化、期間の短

縮化など、広く公共の利益、今後の建築界の健全な発展に寄与することを目的に活動する。 

なお、以下に、協議会の運営規約第２条（目的）、第３条（事業）を抜粋する。 

建築確認における BIM 活用推進協議会 運営規約（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 協議会は、建築確認における BIM 活用について検討を行う他、制度改正への継続対応、電子申請

等 BIM 活用に係る課題検討、国際協調の推進等を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 建築確認における BIM 活用に関する意見交換 

(2) 電子申請における BIM 活用に関する意見交換 

(3) BIM を活用した確認図面の表現標準の策定に関する事業 

(4) BIM を活用した確認図面の表現標準に関連する入出力情報を定めるための解説書策定に関する事業 

(5) 確認審査用の BIM ビューアーソフトウェアの仕様策定に関する事業 

(6) BIM を活用した確認図面の表現標準等の普及啓発に関する事業 

(7) 国際情報の収集とそれを踏まえた国内対応に関する意見交換 

(8) その他協議会の目的に資する事業 

また、協議会会員構成を p.2に、協議会役員構成を p.4へ示す。  
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建築確認における BIM活用推進協議会 会員構成 

 

（令和 5年 3月 31日現在） 

 

会 員 

〈学識経験者〉 氏名で 50音順 

飯島 憲一 大阪電気通信大学工学部建築学科 教授 

池田 靖史 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻建築情報学研究室 特任教授 

志手 一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授  

髙橋 暁 国土交通省国土技術政策総合研究所 シニアフェロー 

松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

〈行政会員〉 団体名で 50音順 

大阪府 

東京都 

横浜市 

 

〈団体会員〉 団体名で 50音順 

一般社団法人住宅生産団体連合会 

一般社団法人日本建設業連合会 

公益社団法人日本建築家協会 

日本建築行政会議 指定機関委員会 

公益社団法人日本建築士会連合会 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

 

〈企業等会員〉 （ ）内は団体名。団体毎に企業・団体名で 50音順 

（公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日

本建築家協会） 

株式会社梓設計 

株式会社久米設計 

株式会社日建設計 

株式会社日本設計 

株式会社安井建築設計事務所 

 

（一般社団法人日本建設業連合会） 

株式会社大林組 

鹿島建設株式会社 

清水建設株式会社 

大成建設株式会社 

株式会社竹中工務店 
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（一般社団法人住宅生産団体連合会） 

旭化成ホームズ株式会社 

積水ハウス株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

パナソニックホームズ株式会社 

 

（日本建築行政会議指定機関委員会） 

株式会社 ACS熊本 

株式会社確認サービス 

株式会社グッド・アイズ建築検査機構 

一般財団法人さいたま住宅検査センター 

株式会社 J建築検査センター 

一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 

株式会社住宅性能評価センター 

株式会社都市居住評価センター 

日本 ERI株式会社 

一般財団法人日本建築センター 

一般財団法人日本建築総合試験所 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

一般財団法人北海道建築指導センター 

株式会社山形県建築サポートセンター 

 

オブザーバー 

国土交通省 

国立研究開発法人建築研究所 

一般財団法人建築行政情報センター 

一般社団法人 buildingSMART Japan 

BIM ライブラリ技術研究組合 

エーアンドエー株式会社 

オートデスク株式会社 

グラフィソフトジャパン株式会社 

福井コンピュータアーキテクト株式会社 

 

  

-3-



建築確認における BIM活用推進協議会 役員構成 

（令和 5年 3月 20日現在） 

 

会 長 

松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

 

副会長 

中澤 芳樹 日本建築行政会議 指定機関委員会 委員長 

 

理 事 

居谷 献弥 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 専務理事 

上田 洋平 一般社団法人日本建設業連合会 専務理事 

筒井 信也 公益社団法人日本建築家協会 専務理事 

橋本 公博 一般財団法人日本建築センター 理事長 

畑中 重人 株式会社確認サービス 代表取締役社長 

平松 幹朗 一般社団法人住宅生産団体連合会 専務理事 

 

監 事 

飯泉 洋 東京都都市整備局 市街地建築部長 

成藤 宣昌 公益社団法人日本建築士会連合会 理事 
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1-2) 令和 4年度 事業計画 

協議会の令和 4年度事業計画は、以下のとおりである。 

令和４年度 事業計画 

 

１．基本方針 

BIM を活用した建築確認における課題解決とその普及に向けた活動を継続的に行い、建築確認におけ

る BIM 活用を推進する。 

また、活動などを継続的に行うことにより、建築確認申請業務に係る作業の合理化、期間の短縮化など、

広く公共の利益、今後の建築界の健全な発展へ寄与することを目的とし、当面、次の活動に取り組む。 

 

２．事業計画 

令和 4 年度は、令和 3 年度の活動を継続するとともに、検討成果は報告書としてとりまとめ、協議会として

公表する。 

 

(1) BIM モデルデータを建築確認の事前審査の際に利用する場合に、審査者が使用する、確認審査

に適した BIMビューアーソフトウェアの仕様（機能、性能等を定めたもの。以下同じ。）を策定し、そ

の円滑な開発に向けた環境を整える。 

 

(2) 建築確認における BIM 活用に係る検討成果について、成果報告会の開催や関連講習会の支援

などを通じて普及を推進する。 

 

(3) 上記(1)、(2)のほか、建築確認における BIM 活用について、国土交通省建築 BIM 推進会議及び

その関連する各部会と連携した取り組みを行うとともに、BIM 活用に係る課題検討、国際協調の推

進などを行う。 

 

1-3) 検討体制 

協議会に検討委員会（構成は p.6,7参照）を設置して検討を行った。事務局は、日本建築行政会議指

定機関委員会（日本 ERI株式会社、一般財団法人日本建築センター）が務めた。 

検討委員会の検討成果は、報告書としてとりまとめ、その報告書を当協議会の検討成果とし、報告書

は当協議会会員間で情報共有するほか、一般に公開※することとした。 

※公開は、報告書の配布によるほか、報告書の電子データ（PDF ファイル等）を、協議会ウェブサイトへ掲載すること等

により行う 

（協議会ウェブサイト）https://www.kakunin-bim.org/ 
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建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 構成 

（令和 5年 3月 6日現在） 

 

委員長 

松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

 

委 員 

〈学識経験者〉 氏名で 50音順 

飯島 憲一 大阪電気通信大学 工学部建築学科 教授 

池田 靖史 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻建築情報学研究室 特任教授 

志手 一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授 

髙橋 暁 国土交通省国土技術政策総合研究所 シニアフェロー 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

〈行政会員〉 団体名で 50音順 

矢倉 道久 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室 審査指導課長 

栗原 聰夫 東京都都市整備局市街地建築部 建築企画課長 

倉本 一昭 横浜市建築局建築指導部 建築指導課長 

 

〈企業等会員〉 （ ）内は団体名。団体毎に企業・団体名で 50音順 

（公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日

本建築家協会） 

墓田 京平 株式会社梓設計 アーキテクト部門渡邉スタジオ 副主幹 

田中 武 株式会社久米設計 設計本部設計推進部 主管 

秋澤 大 株式会社日建設計 品質管理グループ法規管理部アソシエイト 法規管理アドバ

イザー 

岡本 尚俊 株式会社日本設計 取締役副社長執行役員 

繁戸 和幸 株式会社安井建築設計事務所 執行役員 

（一般社団法人日本建設業連合会） 

木村 達治 株式会社大林組 設計本部設計ソリューション部 課長 

小池 健 鹿島建設株式会社 建築設計本部デジタルデザイン統括 グループリーダー 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

石原 佳剛 大成建設株式会社 設計本部設計品質部 シニアアーキテクト 

野口 元 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ シニアチーフコ

ンサルタント 申請総括 

（一般社団法人住宅生産団体連合会） 

川合 淳也 旭化成ホームズ株式会社 設計本部 営業設計部長 

高見 昌利 積水ハウス株式会社 技術業務部長 

宮内 尊彰 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設 DX推進部 次長 

柳瀬 耕一郎 パナソニックホームズ株式会社 設計技術センター 所長 

（日本建築行政会議指定機関委員会） 

畑中 重人 株式会社確認サービス 代表取締役社長 
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藤田 孝行 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 代表取締役 

福島 克季 一般財団法人さいたま住宅検査センター 理事長 

丹野 智幸 株式会社 J建築検査センター 代表取締役 

大石 武司 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 副理事長 

伊藤 直也 株式会社住宅性能評価センター 常務取締役 

髙橋 一郎 株式会社都市居住評価センター 執行役員確認検査統括部長 

中澤 芳樹 日本 ERI株式会社 取締役名誉会長 

香山 幹 一般財団法人日本建築センター 専務理事 

平沢 隆志 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部 

建築確認検査課 課長 

川越 茂幸 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部 シニアアドバイザー 

鈴木 修 一般財団法人北海道建築指導センター 審査部長 

平吹 和之 株式会社山形県建築サポートセンター 取締役会長 

 

オブザーバー 

恵﨑 孝之 国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 

松本 朋之 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐  

中澤 篤志 国立研究開発法人建築研究所 企画部長 

木下 一也 一般財団法人建築行政情報センター 専務理事 

青井 俊洋 一般社団法人 buildingSMART Japan 技術委員会副委員長 

寺本 英治 BIM ライブラリ技術研究組合 専務理事 

塩澤 茂之 エーアンドエー株式会社 マーケティング部 部長 

羽山 拓也 オートデスク株式会社 技術営業本部建築ソリューション部 部長 

村田 晶規 グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス シニア BIM コンサルタント 

楠田 雄三 福井コンピュータアーキテクト株式会社 BIM 事業部エキスパート 
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検討委員会の検討を円滑に推進するため、検討事項に応じて以下のとおり［一般建築］および［戸建

住宅等］の２つの作業部会を設置した。 

 

◆［一般建築］作業部会 

［一般建築］作業部会は、令和３年度の検討を継続し、確認審査に適した BIM ビューアソフトウエア仕

様検討のために、確認審査に必要となる BIMの属性情報の整理と、BIM ビューアプロトタイプによる検

証を行うこととした。そのため、意匠、構造、設備の分野別に、指定確認検査機関担当者、設計担当者に

よる３つの検討チームを編成し、BIM ソフトウエア、及び一貫構造計算プログラムのベンダーの協力を得

て、検討を進めた。なお、部会長は武藤委員、事務局は日本 ERI株式会社、及び一般財団法人日本建

築センターが務めた。 

 

◆［戸建住宅等］作業部会 

［戸建住宅等］作業部会は、［一般建築］作業部会と同様、確認審査に適した BIM ビューアソフトウエ

ア仕様検討のため、指定確認検査機関を中心として構成し、検討を進めた。また、BIM ソフトウエアベン

ダーや設計者の協力を得て、昨年度検討した確認申請図書作成用 BIM操作マニュアルと BIMモデ

ルに対応した BIM 確認申請用審査マニュアルを作成した。なお、部会長は武藤委員、事務局は、株式

会社確認サービス、及び株式会社住宅性能評価センターが務めた。 

 

参考：建築確認における BIM活用推進協議会 体制図（令和４年度） 

 

 

 

 

［一般建築］作業部会の構成を p.9～13に、［戸建住宅等］作業部会の構成を p.14～15に示す。 
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建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 

［一般建築］作業部会 構成 

（令和 5年 3月 10日現在） 

 

 

部会長 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

意匠検討チームメンバー 

（審査側 意匠担当） 

平山 英 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 課長補佐 

久保田 稔 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第二課 指導第一担当課長 

代理 

今中 立太 横浜市建築指導部建築指導課 担当係長  

三ツ谷 信 株式会社確認サービス 業務部 統括 

水野 賢治 株式会社確認サービス 東京支社審査グループ 統括 

脇坂 学 一般財団法人さいたま住宅検査センター 事業部事業管理課 課長 

赤尾 良治 株式会社Ｊ建築検査センター 大阪支店意匠審査課 係長 

村田 直浩 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 課長 

除村 篤史 株式会社住宅性能評価センター 確認本部本社確認部 部長 

齊藤 佑一 株式会社住宅性能評価センター 性能省エネ部 課長代理 

藤田 祥一 日本 ERI株式会社 確認企画部 部長 

天野 穣 日本 ERI株式会社 確認企画部 主査 兼 BIM 推進センター 

阿部 和子 日本 ERI株式会社 確認企画部 次長(令和４年 12月迄） 

大野 敏資 一般財団法人日本建築センター 確認検査部企画課 課長 

武田 怜 一般財団法人日本建築センター 確認検査部企画課 副主査 

松川 和永 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部建

築確認検査課 専門役 

藤井 孝宏 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部建

築確認検査課 専門役 

本多 徹 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部 執行役員テクニカル

マネージャー 

渡邊 仁士 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築確認審査部技術課 意匠担当課長 

 

（設計側 意匠担当） 

吉田 哲 株式会社日建設計 設計部門 BIMマネジメント室 室長 

網元 順也 株式会社日建設計 設計部門 BIMマネジメント室 

安井 謙介 株式会社日建設計 品質管理グループ 技術部アソシエイト 設計技術アドバイ

ザー 

岩村 雅人 株式会社日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 シニアマネージャー、 

工学院大学建築学部建築学科 教授 

本間 智美 株式会社日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 主管 
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阿部 一博 株式会社日本設計 技術管理部 上席主管 

早瀬 幸彦 株式会社久米設計 設計本部 部長 

古川 智之 株式会社久米設計 設計本部医療福祉設計室 主査 

畑 伸明 株式会社大林組 設計本部建築法制部 部長 

木村 達治 株式会社大林組 設計本部設計ソリューション部 課長 

石井 利明 株式会社大林組 本社 DX本部 iPDセンター制作第一部 主任 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

宮本 敬行 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 設計長 

上甲 孝 大成建設株式会社 設計本部 設計品質部長 

畠山 尚 大成建設株式会社 設計本部設計品質部 BIM 推進室 室長 

石原 佳剛 大成建設株式会社 設計本部設計品質部 シニアアーキテクト 

野口 元 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ シニアチーフコ

ンサルタント 申請総括 

柴山 剛 株式会社竹中工務店 東京本店設計部申請グループ チーフコンサルタント 

鈴 晃樹 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ チーフアーキ 

テクト 

吉川 明良 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設 DX推進部 グループ長 

 

（オブザーバー） 

横田 圭洋 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐(令和 4年 12月迄） 

松本 朋之 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 

松林 道雄 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 主任研究員 

木村 謙 エーアンドエー株式会社 マーケティング本部 本部長 

羽山 拓也 オートデスク株式会社 技術営業本部建築ソリューション部 部長 

村田 晶規 グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス シニア BIM コンサルタント 

加藤 哲義  株式会社建築ピボット 開発部 マネージャー 

八塚 春子  株式会社建築ピボット 開発部 

菅原 潤一  生活産業研究所株式会社 ソフトウェア事業部 

中村 拓雄  生活産業研究所株式会社 ソフトウェア事業部 

飯島 勇  福井コンピュータアーキテクト株式会社 マーケティング推進課 リーダー 

楠田 雄三 福井コンピュータアーキテクト株式会社 BIM 事業部 エキスパート 

谷原 康介 福井コンピュータアーキテクト株式会社 BIM 事業部 主任 

 

構造検討チームメンバー 

（審査側 構造担当） 

平山 英 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 課長補佐 

阿部 渉 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第一課 構造設備担当課長 

代理 

竹内 洋美 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 BIM 推進チーム リーダー 

佐々木 彰 株式会社 J建築検査センター 企画部 部長(令和 5年 1月迄） 

田所 弘樹 株式会社 J建築検査センター 渋谷支店構造審査課(令和 5年 1月から） 

以頭 秀司 株式会社都市居住評価センター 確認事業部構造確認検査部 構造部長 

-10-



藤田 直人 日本 ERI株式会社 確認企画部構造技術センター 次長 

久保 歩美 日本 ERI株式会社 確認企画部 

中村 勝 一般財団法人日本建築センター 確認検査部 担当部長 兼 構造審査課長 

武平 俊秀 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部建

築確認検査課 専門役 

 

（設計側 構造担当） 

伊藤 央 株式会社久米設計 構造設計室 兼 SDG部長 兼 ストラテジスト 

田原 一徳 株式会社日建設計 設計部門３Dセンター室 シニアエンジニア 

坂井 悠佑 株式会社日建設計 構造設計部 アソシエイト 

武居 秀樹 株式会社日本設計 構造設計群 主管 

羽田 和樹 株式会社日本設計 構造設計群 主管 

畑 伸明 株式会社大林組 設計本部建築法制部 部長 

渡辺 哲巳 株式会社大林組 本社設計本部構造設計第四部 兼 本社デジタル推進室ｉＰＤ

センター制作第一部 副部長(令和４年 11月迄） 

藤原 章弘 株式会社大林組 本社設計本部構造設計第三部 副課長 

積山 悠 株式会社大林組 本社デジタル推進室 iPDセンター制作第 1部 主任 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

斎藤 利昭 清水建設株式会社 設計本部設計技術部 主査 

塚本 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 

野口 元 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ シニアチーフコ

ンサルタント 申請総括 

松原 由典 株式会社竹中工務店 設計本部アドバンストデザイン部門構造設計システムグル

ープ グループリーダー 

北沢 宏武 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設 DX推進部 主任 

 

（オブザーバー） 

横田 圭洋 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐(令和４年 12月迄） 

松本 朋之 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 

松林 道雄 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 主任研究員 

荒川 延夫 株式会社 NTTファシリティーズ ＣＳ本部営業・ソリューション企画部 IoTシステム

ソリューション PT構造設計システムセンター 担当部長 

蔵盛 正行 ユニオンシステム株式会社 BIM 企画室 部長 

黒田 武 ユニオンシステム株式会社 開発部 次長 

田中 志のぶ 株式会社構造システム 開発部門 マネージャー 

中嶋 明日翔 株式会社構造システム 

 

設備検討チームメンバー 

（審査側 設備担当） 

平山 英 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 課長補佐 

島嵜 貞雄 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第二課 構造設備担当 統括

課長代理 
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猪狩 直俊 日本 ERI株式会社 確認評価部設備省エネ審査グループ 次長 

小林 和斉 一般財団法人日本建築センター 住宅・環境審査部長、確認検査部担当部長 

兼 設備審査課長 

鈴木 丞治 一般財団法人日本建築センター 確認検査部設備審査課 技術主幹 

城ヶ原 達也 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部建

築確認検査課 主査 

 

（設計側 設備担当） 

酒井 義幸 株式会社久米設計 環境技術本部機械設備設計室 上席主管 

吉原 和正 株式会社日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 BIM室長 

大谷 文彦 株式会社日本設計 第 2環境・設備設計群 兼 BIM室 主管 

畑 伸明 株式会社大林組 設計本部建築法制部 部長 

藤澤 寛久 株式会社大林組 本社設計本部設備設計第一部 主任 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

大内 政治 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 設計長 

野口 元 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ シニアチーフコ

ンサルタント 申請総括 

桑形 航也 株式会社竹中工務店 東京本店設計本部 BIM 推進グループ 課長 

金本 雅二 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設 DX推進部 グループ長 

岡本 健司 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設 DX推進部 

 

（オブザーバー） 

横田 圭洋 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐(令和４年 12月迄） 

松本 朋之 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 

松林 道雄 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 主任研究員 

古賀 信貴 株式会社 NYKシステムズ 開発部 グループ長 

小倉 哲哉 株式会社 NYKシステムズ 開発部 

加藤 哲義 株式会社建築ピボット 開発部 マネージャー 

八塚 春子 株式会社建築ピボット 開発部 

 

（事務局協力） 

株式会社インクス 
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建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 

［一般建築］作業部会 在り方検討 WG 構成 

（令和 5年 3月 10日現在） 

 

部会長 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

ＷＧ主査 

鈴 晃樹 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ チーフアーキテ

クト 

審査側 

石川 康貴 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課 統括課長代理 

今中 立太 横浜市建築指導部建築指導課 担当係長  

水野 賢治 株式会社確認サービス 東京支社審査グループ 統括  

藤田 孝行 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 代表取締役  

脇坂 学 一般財団法人さいたま住宅検査センター 事業部事業管理課 課長  

赤尾 良治 株式会社Ｊ建築検査センター 大阪支店意匠審査課 係長  

除村 篤史 株式会社住宅性能評価センター 確認本部本社確認部 部長 

阿部 和子 日本ＥＲＩ株式会社 確認企画部次長（令和 4年 12月迄）  

武田 怜一 一般財団法人日本建築センター 確認検査部企画課 副主査  

藤井 孝宏 一般財団法人日本建築総合試験所 建築確認評定センター建築確認評定部建

築確認検査課 専門役  

渡邊 仁士 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築確認審査部技術課 意匠担当課長  

 

設計側 

安井 謙介 株式会社日建設計 設計品質管理部 アソシエイト 

吉原 和正 株式会社日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 BIM室長 

古川 智之 株式会社久米設計 設計本部医療福祉設計室 主査 

畑 伸明 株式会社大林組 設計本部建築法制部 部長 

上甲 孝 大成建設株式会社 設計本部 設計品質部長 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

 

オブザーバー 

横田 圭洋 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐（令和 4年 12月迄）  

松本 朋之 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐  

 

事務局協力 

株式会社市浦ハウジング＆プランニング 
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建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 

［戸建住宅等］作業部会 構成 

（令和 5年 3月 10日現在） 

部会長 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

［指定確認検査機関］参加メンバー 

畑中 重人 株式会社確認サービス 代表取締役社長 

藤田 孝行 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 代表取締役 

田口 大輔 一般財団法人さいたま住宅検査センター 企画管理部 企画管理課長 

佐々木 彰 株式会社 J建築検査センター 企画部 部長（令和 5年 1月迄） 

村田 涼太  株式会社 J建築検査センター 渋谷支店意匠審査課（令和 5年 1月から） 

二藤 美秋 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 主幹 

伊藤 直也 株式会社住宅性能評価センター 常務取締役 

中澤 芳樹 日本ＥＲＩ株式会社 取締役名誉会長 

天野 穣 日本ＥＲＩ株式会社 確認企画部 主査 兼 BIM 推進センター 

日比 学 一般財団法人北海道建築指導センター 審査部 参事 

平吹 和之 株式会社山形県建築サポートセンター 取締役会長 

オブザーバー 

松林 道雄 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 主任研究員 

 

 

建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 

［戸建住宅等］作業部会 意匠検討チーム 構成 

（令和 5年 3月 10日現在） 

部会長 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

［指定確認検査機関］参加メンバー 

水野 賢治 株式会社確認サービス 東京支社審査グループ 統括 

藤田 孝行 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 代表取締役 

星川 裕 一般財団法人さいたま住宅検査センター 東京事務所 主任 

佐々木 彰 株式会社 J建築検査センター 企画部 部長（令和 5年 1月迄） 

村田 涼太  株式会社 J建築検査センター 渋谷支店意匠審査課 （令和 5年 1月から） 

二藤 美秋 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 主幹 

除村 篤史 株式会社住宅性能評価センター 確認本部本社確認部 部長 

齊藤 佑一 株式会社住宅性能評価センター 性能省エネ部 課長代理 

天野 穣 日本 ERI株式会社 確認企画部 主査 兼 BIM 推進センター 

柴山 立行 一般財団法人北海道建築指導センター 審査部 参事 

平吹 和之 株式会社山形県建築サポートセンター 取締役会長 

オブザーバー 

松林 道雄 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 主任研究員  
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建築確認における BIM活用推進協議会 検討委員会 

［戸建住宅等］作業部会 在り方検討 WG 構成 

（令和 5年 3月 10日現在） 

 

部会長 

武藤 正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

ＷＧ主査  

鈴 晃樹 株式会社竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ チーフアーキテ

クト 

 

［指定確認検査機関］参加メンバー （企業名で 50音順） 

水野 賢治 株式会社確認サービス 東京支社審査グループ 統括 

藤田 孝行 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 代表取締役 

星川 裕 一般財団法人さいたま住宅検査センター 東京事務所 主任 

佐々木 彰 株式会社 J建築検査センター 企画部 部長（令和 5年 1月迄） 

村田 涼太 株式会社 J建築検査センター 渋谷支店 意匠審査課 （令和 5年 1月から） 

二藤 美秋 一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 主幹 

除村 篤史 株式会社住宅性能評価センター 確認本部本社確認部 部長 

齊藤 佑一 株式会社住宅性能評価センター 性能省エネ部 課長代理 

天野 穣 日本 ERI株式会社 確認企画部 主査 兼 BIM 推進センター 

柴山 立行 一般財団法人北海道建築指導センター 審査部 参事 

柴田 正司 株式会社山形県建築サポートセンター 確認審査 室長 

 

事務局協力 

株式会社市浦ハウジング＆プランニング 
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1-4) 検討期間・検討経緯（検討委員会・作業部会開催経緯） 

検討は、令和 4（2022）年 4月から令和 5（2023）年 3月まで行った。この間に、次のとおり総会を２回と、

理事会を４回、委員会を２回、［一般建築］作業部会を３回、［戸建住宅等］作業部会を３回開催した。 

１）総会 （回数は、設立からの通算回数） 

第 4回：令和 4（2022）年 6月 8日 

第 5回：令和 5（2023）年 2月 28日（電磁的記録による決議） 

2）理事会 （回数は、設立からの通算回数） 

第 11回：令和 4（2022）年 6月 8日 

第 12回：令和 4（2022）年 6月 8日 

第 13回：令和 5（2023）年 1月 27日（書面） 

第 14回：令和 5（2023）年 3月 20日 

3）検討委員会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1回：令和 4（2022）年 7月 8日 

第 2回：令和 5（2023）年 3月 6日 

4）［一般建築］作業部会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1回：令和 4（2022）年 8月 31日 

第 2回：令和 4（2022）年 12月 5日 

第 3回：令和 5（2023）年 2月 27日 

このほか、意匠、構造、設備の指定確認検査機関審査担当者打合せ、意匠、構造、設備の設計

担当者打合せ、意匠、構造、設備の設計担当者、指定確認検査機関審査担当者及び BIM ソフトウ

エア、一貫構造計算プログラムのベンダー担当者と打合せを複数回開催し、検討を進めた。 

5）［戸建住宅等］作業部会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1回：令和 4（2022）年 9月 2日 

第 2回：令和 4（2022）年 11月 24日 

第 3回：令和 5（2023）年 3月 10日 

このほか、意匠の指定確認検査機関審査担当者による打合せを複数回開催し、検討を進めた。 
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■２．[一般建築]検討内容 

 

2-1) 確認審査に必要な情報、審査機序、表現方法の検討 

建築確認の事前審査段階において、審査内容の理解を目的として BIM モデルを閲覧する場合

に必要となる情報、審査機序、表現方法を検討した。検討にあたりまず、BIM モデルを閲覧すること

が審査上効果的である内容を設定した上で、情報の抽出方法とその表現方法について検討を行っ

た。 

 

2-2) BIMモデルを閲覧することが審査上効果的である内容の設定 

BIM で設計される建築物の建築確認にかかる事前審査において、BIM モデルを閲覧することが

審査上効果的であるものについて、本検討で取り扱う内容の設定を行うものである。 

本検討において、BIM で設計される建築物の建築確認の事前審査段階で、審査者が BIM モデ

ルを閲覧する行為は、建築確認図書等の作成元となる BIM モデル等から抽出される数値等の情報

を利用したモデルビューを視認により確認し、これにより申請図書を代替する方法を想定する。なお、

想定するモデルビューは、BIM モデルデータの将来的な活用も視野に、以下１）、２）の各開発ステップ

を想定する。 

１）BIM モデル等から抽出される数値等の情報を表現し、審査者が表現される内容を視認することに

より、図書と同様の審査が可能となるもの（国立研究開発法人 建築研究所（以下、「建築研究所」と

いう）が定義する BIM建築確認の開発ステップの Step2+に相当） 

２）BIM モデル等から抽出される数値等の情報と、判断に必要となる算式に当たる情報を表現し、審

査者が、表現される算式の妥当性と算式の結果を視認することにより、図書と同等の審査が可能とな

るもの（建築研究所が定義する BIM建築確認の開発ステップの Step3-に相当） 

上記想定のもとに、BIM モデルを閲覧することが審査上効果的である内容の設定は、「令和 2 年

度報告書」p.319 において、設計者による設計作業の軽減、及び審査者による審査行為の効率化

について効果が高いと思われるものとして示した、下表の「課題別検証テーマ」のうちから、意匠、構

造、設備の各分野で、審査機序、参照情報が明確にされている表中下線を引いたものを選択し、設

定することとした。 

表１－課題別検証テーマ（令和 2年度報告書 p.319） 

意 匠 構 造 設 備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部算

定について 

3)各室仕上表について 

4)耐火リストについて 

5)階段の種類、寸法等の表記に

ついて 

6)非常用･代替進入口の設置位

置寸法の表現標準化について 

7)凡例（消防設備、防火区画図）

について 

8)申請書について 

9)書込み情報の可視化について 

10)断面図の表現について 

11)地盤面算定について 

12)その他、特筆すべきテーマ 

1)意匠図と構造図の整合性につ

いて 

2)計算書と構造図の整合性につ

いて 

3)構造図間の整合性について 

4)断面リストの表現方法について 

5)整合性確保のためのワークフロ

ーについて 

6)その他、特筆すべきテーマ 

1)意匠図と設備図の整合性につ

いて 

2)計算書と設備図の整合性につ

いて 

3)居室における非常用照明の設

置について 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置に

ついて 

6)ダクトの複線表示について 

7)系統図をアクソメ図とする可能

性について 

8)他ソフトとの連携 

9)書き込み情報の整理 

10)その他、特筆すべきテーマ 
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（余白） 

 

 

 

-18-



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図１：パラメータマッピングの概念図（令和 2 年度報告書（令和 3 年 3 月）p.411） 
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OK

NG

機能
-シート確認
-モデルを多方面から視認・確認

BIMモデル+定義ファイル

業務範囲/作業分担は今後協議が必要

Mapping

A社のパラメータ
→「主筋」に属性入力

B社のパラメータ
→「S_主筋」に属性入力

ビューワーで主筋に該当する
パラメータとマッピング

各社の使い方はそのまま

機能
審査用ビューワーでモデルが
閲覧出来る状況にあるかを確認

+図面化された情報
+その他図書

※モデル構築基準の制定や推奨パラメータの定義を行い、
入力の標準化で対応する事も考えられる

データフロー案

機能
-審査履歴の保存
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できるかについて検証した。なお、今回はパラメータマッピングはパラメータ名称をキーとした。

性情報で入力している項目が、審査対象として閲覧する場合に同じ属性情報として取り扱えることが

報の入力結果とを、対応付ける手法のことである。このパラメータマッピング手法を用いて、異なる属

示の意図が審査側の求める審査機序に対応した情報と、多様な BIM モデル作成手順で取り扱う情

  これは、審査対象となる建築物の設計時の多様な BIM モデル作成手順を考慮して、設計者の明

であっても、審査用ビューアで確認する場合に、同じ属性情報であると認識させることをいう。

  パラメータマッピングとは、設計において各々が一意の項目を異なる属性情報で入力している場合

向性」に記された、パラメータマッピングの手法を指す。

した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討」における「今後のビューア検討の課題と方

令和 2 年度報告書（令和 3 年 3 月）で示した、「BIM モデル等から抽出される数値等の情報を利用

  ここで、任意の方法で収蔵された情報に対して、必要な情報をどのように抽出するかの方法とは、

ように抽出するかの方法について検討した。

おいて、BIM モデルを閲覧し、参照する際に、任意の方法で収蔵された情報から必要な情報をどの

  BIM で設計される建築物の確認審査の、審査対象の視認、あるいは審査内容の適合確認等に

① 審査機序に対応した属性情報を抽出する手法の検討

2-3-1) 検討の手順や前提条件等

収蔵するデータの型などの整理を行った。

された情報を、必要な情報としてどのように抽出するかの方法の検討を行うとともに、その収蔵項目や

適合判断等の閲覧・参照する場合の「BIM モデルの数値等の情報」について、任意の方法で収蔵

  BIM で設計される建築物の建築確認の事前相談段階において、審査対象の視認や審査内容の

2-3) BIM モデルを閲覧する場合に参照する情報の定義



 

なお、パラメータマッピングの検証に供するビュー環境は、国立研究開発法人建築研究所（以下、

「建築研究所」とする）から審査用ビューアの提供を受け、次表に示す BIM モデルから抽出して行う

こととし、整理作業は、設計側として同表に示す「BIM モデル作成作業協力者」の作業協力を得て

行うこととした。 

 

表１－ BIMモデルデータの概要、作成環境等（令和 3 年度報告書（令和 4 年 3 月）p.18,121） 

項目 モデルＡ モデルＢ モデルＣ モデル D BLCJ 

使用

BIM 

ソフトウ

エア 

意

匠 

Revit Revit 

ARCHICAD 

Revit GLOOBE Revit 

構

造 

Revit Revit Revit － Revit 

設

備 

Revit Revit 

Rebro 

CADWe’ll 

Tfas 

－ Revit 

BIM モデル 

作成作業 

協力者 

㈱日建設計 

㈱日本設計 

㈱大林組 

㈱竹中工務店 

清水建設㈱ 

大和ハウス工

業㈱ 

福 井 コンピュ

ータアーキテ

ク ト ㈱ （ J-

BIM 研究会） 

BLCJ 

㈱日建設計 

 

用途 事務所・飲食

店 

共 同 住 宅 ・ 物

品販売業を営

む店舗 

ホテル・飲食

店 

サービス付き

高齢者住宅 
(確認申請支援

ツール活用サン

プルモデル） 

事務所・店舗 

延べ面積 10,430.27 ㎡ 6,823.66 ㎡ 9,485.29 ㎡ 2,338.69 ㎡ 861.45 ㎡ 

 

 

 

図２：審査用ビューアに追加されたパラメータマッピング機能 
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図３：マッピングするパラメータの設定画面 

 

 

図４：マッピングされたパラメータのカラーフィルタ設定画面 
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図５：マッピングしたパラメータのカラーフィルタ設定画面 

 

 

図６：属性情報を用いてカラー表示した画面 
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② BIM モデルの建築確認で参照するパラメータ標準の検討 

建築確認で参照するパラメータ標準の検討は、BIM オブジェクトの代表的なものを抽出した上で、

「令和 3 年度報告書（令和 4 年 3 月 p.21～115）」にて示されている。その検討成果は、BIM ライブ

ラリ技術研究組合（国土交通省建築 BIM 推進会議 部会２ 以下「BLCJ」）における今後のパラメ

ータ標準検討で活用されることとなっている。 

令和 3 年度に検討した内容は、以下の通りである。 

 

表１－ 属性情報入力状況の整理で活用されたパラメータリスト（令和 3 年度報告書（令和 4 年 3 月

p.19）） 

分野 概 要 

意匠 ・「設計 BIM ワークフローガイドライン 建築設計三会（第１版）」のうち、「資料．建築設

計三会カテゴリ別パラメータリスト」 

構造 ・BLCJ 構造標準 改訂 3 版  

設備 ・BLCJ オブジェクト標準 ver2.0β  

 

令和 3 年度検討したパラメータリストのうち、「BLCJ 構造標準 改訂 3 版」が「BLCJ 構造標準 

改訂 4 版」として改訂された。このパラメータリストの改訂に対応するため、追加されたパラメータにつ

いて、再度、審査における参照の要否等の審査側見解の検討を行った。今年度は、さらに、一貫構

造計算ソフトウエアと BIM ソフトウエアが直接連携する場合の、確認審査における整合性審査への

効率化の可能性を検討するため、一貫構造計算ソフトウエアと BIM ソフトウエアとの情報伝達のため

の入出力の状況を、「BLCJ 構造標準 改訂 4 版」のパラメータリストを用いて整理を行った。 

 

表２－ 属性情報の入力状況の整理で活用したパラメータリスト 

分野 概 要 

構造 ・BLCJ 構造標準 改訂 4 版 
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2-3-2) 検討成果について 

① 審査機序に対応した属性情報を抽出する手法の検討 

パラメータマッピング手法の検証は、BIM ビューアの開発等の状況を考慮し、以下のような内容で

実施した。 

 

（１）実施方法： 

◆検証対象 

意匠、構造、設備の分野別に、BIM ビューアのビュー環境による試審査の実施対象とするパラメータ

（「審査用パラメータ」という）から抽出して行うこととした。検討対象とするパラメータは、以下の通り。 

 

表３－パラメータマッピングの検証対象とした審査用パラメータ 

分野 項目 

意匠 ・防火区画 壁 

・建具種別 ドア 

・建具種別 窓 

構造 ・RC 造柱部材   ・コンクリート強度   ・部材断面 

・主筋本数      ・主筋径        ・主筋材料 

・S 造柱部材    ・ウエブ/フランジ材質 

設備 ・区画貫通処理防火ダンパー 
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◆評価実施方法 

・評価実施者は、過年度サンプルモデルを作成協力した設計者の協力を得て実施することとした。 

・設計者は検証用パラメータマッピング環境を用いて検証し、その結果をアンケート形式により回答を

得ることとした。 

・アンケート設問は以下のとおり。 

 

［設問］ 

① 操作性について 

以下１．から３．各項目について、それぞれ回答選択肢から回答を求めた。 

１．ビューア起動前のパラメータマッピングの設定について 

回答選択肢： 

□ とても操作しやすかった   □ 操作しやすかった   

□ 操作しにくかった   □ とても操作しにくかった 

 

２．ビューア起動後の審査用カラーフィルタの設定について 

回答選択肢： 

□ とても操作しやすかった   □ 操作しやすかった   

□ 操作しにくかった   □ とても操作しにくかった 

 

 

３．ビューア起動前とビューア起動後のパラメータマッピングの操作の容易性 

回答選択肢： 

□ ビューア起動前         □ ビューア起動後   

□ どちらも同じ         

 

② 機能や方法について 

以下１．から４．の各項目を対象に、具体的な意見の記入を求めた。 

１．検証したパラメータマッピングの機能や方法等について 

２．検証したカラーフィルタの機能や方法等について 

３．検証を踏まえ、実装に向けた改善点や検討内容 

４．その他、ご意見等 
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（２）実施結果 

① 操作性について 

１．ビューア起動前のパラメータマッピングの設定について 

 

２．ビューア起動後の審査用カラーフィルタの設定について 

 

３．パラメータマッピング操作は、ビューア起動前後の操作の容易性 

 

  

回答選択肢 回答結果 

とても操作しやすかった １ 

操作しやすかった ３ 

操作しにくかった １ 

とても操作しにくかった ０ 

有効回答数 ５ 

回答選択肢 回答結果 

とても操作しやすかった ０ 

操作しやすかった ５ 

操作しにくかった ０ 

とても操作しにくかった ０ 

有効回答数 ５ 

回答選択肢 回答結果 

ビューア起動前 ０ 

ビューア起動後 ４ 

どちらも同じ １ 

有効回答数 ５ 
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② 機能や方法について 

１．検証したパラメータマッピングの機能や方法等について 

◆（意匠）主な意見等 

・パラメータマッピングの機能は、標準パラメータが決めきられていない今日では、とても有用である

ことがわかった。使い方もすぐに理解できるが、パラメータグループやカテゴリ名、パラメータ名が

英語となっており、日本語の Revit を扱っている設計者には探すのに少し戸惑いがあるかもしれな

い。 

・マッピングのカテゴリにカーテンウォールはあるが、カーテンパネルがなかった。そのため、外装を

カーテンウォールで作成している場合で、カーテンパネルのバックパネルを耐火にしている場合

の色分けができなかった。 

◆（構造）主な意見等 

・マッピング機能については、十分理解できた。使い方もわかりやすかった。しかしながら、構造の審

査でどのように使えるかを考えると構造の審査は「数値の整合確認」が多く、構造の審査という点

では、マッピング機能はあまり使わないかもしれないと感じた。 

・マッピングのセットを申請者が行うことは理解できるが、無駄なセットを行わないで済むように、審査

側から必要な項目をもっと絞って提示してもらう必要があると感じた。 

・起動前に設定した情報がビューア起動後に引き継がれていないことがあった。 

（例１：設定していないパラメータに上のデータが表示される。） 

（例２：起動前に設定したはずなのに、設定できていない。） 

（例３：パラメータマッピングでウエブ／フランジのパラメータを TopSteelMaterial に設定した後に、

S 造柱部材を選択すると、S 造柱部材まで TopSteelMaterial に設定される。） 

・設定した審査用パラメータ名で何を表示すべきかわからない。 

（例１：RC 造柱部材は何を指しているのか。柱部材符号なのか。SRC 造も割り当てるべきなのか） 

（例２：コンクリート強度は柱も梁も床も壁も割り当てるべきなのか） 

（例３：部材断面とは？H-400x200x8x13 みたいな鉄骨部材断面を連結したパラメータが必要？左

端、中央、右端は？） 

（例４：主筋本数は何の主筋本数か。柱なのか大梁なのか小梁なのか。柱の上部なのか下部なの

か。X 方向なのか Y 方向なのか、総本数なのか） 

・パラメータの持たせ方がそもそも違う。設計者は視認性を重視して、Revit 上では主筋本数と主筋

径を 4D25 のようにつなげて持たせている。（縦方向に箱の数が少なくなり、設計者が確認する項

目がわかりやすくなる。）現状では、単純にパラメータの名前を審査用に変更するというマッピング

は適用できない。パラメータの持たせ方を変えると、すべてのシステム（プログラム・図面の体裁・そ

の他）に変更が必要になってしまう。 

・マッピングが細かい。ファミリタイプまで踏み込んでパラメータマッピングをしないといけない。S 造、

SRC 造、RC 造、CFT 造で選択してほしいパラメータが異なる場合に、その設定を一つずつ確認

するのは作業が多い。特に構造はパラメータの数が膨大なはずなので、一つずつのパラメータに

ついて細かな設定をして、その設定があっていることを保証しないといけないとなると現実的では

ない。チェックする側も正しく割り当てられているのかどうかの確認が必要になるのではないか。そ

の作業も膨大になる。 

◆（設備）主な意見等 

・マッピングの機能は使い方も分かり易く、共通のパラメータでの運用ができるまでの間は、現実的な 

活用方法であると思われる。 
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２．検証したカラーフィルタの機能や方法等について 

◆（意匠）主な意見等 

・審査機関が見やすければ良い。 

・カラーフィルタの機能は、とても有用だった。ただ、壁と建具の組み合わせで優先順位があるため、

操作が少し煩雑になる恐れがあるのでは、と感じた。 

・設計者によっては、建具の防火性能の略号が英数になるが、パラメータバリューが違ってもよいか

が判断できない。 

・審査用カラーフィルタの作成済フィルタの編集ができず、削除での対応となってしまい、煩雑であっ

た。 

 

◆（構造）主な意見等 

・カラーフィルタ機能を構造審査で使うとする場合は、符号と材料強度くらいの項目があれば良いの

ではと感じた。構造的な建物概要・建物構成を理解するのには非常に便利だと感じた。 

・カラーフィルタ機能は主に審査側が使用することになるため、審査側がどういう使い方をするのかを

示してほしい。 

・大規模平面、超高層、様々なビルディングタイプがある。今回の簡単なサンプルではうまく表現でき

ていても規模が大きい、形状が複雑、といった場合は適用が難しいかもしれない。想像をふくらま

せてもらいたい。 

・符号が多い場合に、カラー識別のバリエーションが多過ぎて見分けがつかない。 

 

◆（設備）主な意見等 

・カラーフィルタの機能は、分かり易く利用しやすい機能だと思った。 

・審査側でどのような色分けで確認したいのか、ある程度共通ルール化できれば、毎回設定せずに

済み、より合理化が図れるのではないかと感じた。 
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３．検証を踏まえ、実装に向けた改善点や検討内容 

◆（意匠）主な意見等 

・「パラメータマッピング」のボタンがアクティブになるまで時間がかかる。ビューア起動後のパラメータ

マッピング画面も同様。パラメータマッピングの文字が少々小さ過ぎると感じた。 

・壁のマッピングでは、複数の区画要件がかかる壁の場合の対応が難しい。フィルタ作成時に赤・緑

以外の複数の区画要件がかかっているという新たな色を設定したほうがよいのか、そうでない場合

は、色では区画毎に閉じられていることを確認できなくなるが、それでよいのかについて審査側の

見解を示してほしい。 

 

◆（構造）主な意見等 

・パラメータマッピング自体は非常に有用な事だと思うが、「構造審査」にどれほど使えるかは、まだ

不明な点が多い。実際に試審査を繰り返すことで、実装に向けた改善点や検討内容が見つかると

思われる。 

・審査の作業があまりイメージできていない。解析モデルを重ね合わせて比較する等、足りない機能

があるのではないかと感じた。上記のイメージ共有として、一人の審査員がサンプル建物を一通り

審査するのを動画にとって、どういうことをしているのかを共有してもらいたい。イメージが共有でき

ると、議論の前提がそろい、足りない部分がもっと表れてくると思う。さらに、現在の２D 審査も動画

にとってあるとなおよい。 

 

◆（設備）主な意見等 

・現状のマッピング機能では、BIM に入力されたパラメータを抽出し、色分け表示するところまではで

きるが、設備では、部屋の必要条件に対して、例えば換気機器の風量が満足しているかなど、空

間要素とオブジェクト間の関係性も踏まえたチェックが必要になるため、更に機能向上を図らない

と、合理化には繋がらないと感じた。 
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４．その他、ご意見等 

◆（意匠）主な意見等 

・審査に必要なパラメータは、審査側と国で決められれば、後は各社マッピングしてもらって対応とい

う形でよいのではないか。 

・ビューの表示とカラーフィルタだけでは読み取れないものもある。凡例ビューも出す必要があるので

はないか。もう少し検証が必要。 

 

◆（構造）主な意見等 

・構造の審査は、構造図と計算書の二つがあり、意匠・設備とは審査内容も大きく異なることから、ビ

ューアやマッピングに求める機能も大きく異なると感じる。また、パラメータマッピングに限らず、ビ

ューアを用いた審査は、書類ベースで審査している現状とは大きく異なる審査方法となる。そのた

め、審査項目を限定せず、ビューアだけを用いた試審査を繰り返し行うことで、必要な機器環境や

ビューア・パラメータマッピングに必要な追加機能・改善点がより明確になるのではないか。 

・「あれば便利な機能」という認識から「審査に必要な機能」という認識に変えていくことが必要。 

・今回の検証を通じて、マッピングをプロジェクト毎に手動で行う場合は、作業が膨大になることが分

かった。 

・Reivt・ArchiCAD・その他のソフトウエアがある中で、それぞれのソフトウエアでパラメータマッピング

するのか。パラメータマッピングは官民連携では問題が多いと思う。 

・IFC 認証をうけた共通のファミリを使う／それぞれの会社が IFC 認証をうける、このどちらかではな

いか。IFC 認証をうけた共通のファミリ（例えば RUG ファミリ）を多くの会社が使い、拡張に優位性

を感じる会社は独自のファミリやソフトウエアを使って IFC 認証を個別に取得するようになるのが自

由度も確保されていいのではないか。IFC への変換時点で申請 MVD によりマッピングされるはず。 

・IFC での確認申請となると、構造モデルの整合性をどのようにするかという問題が再燃する。IFC と

構造計算ソフトの整合性を確認するのが可能かどうかを考えておく必要がある。共通ファミリを使う

前提であれば、IFC になる前の Revit の段階で整合性をチェックしておけばよい。SS7 や BUS の

仕組みが IFC でもそのまま使えるのではないか。ST-Bridge から IFC への変換が保証されれば、

各ソフトウエアは ST-Bridge に出力することを前提とし、ソフトウエア>ST-Bridge->IFC の途中段階

の ST-Bridge で比較することが可能ではないか。（ただし、各ソフトから ST-Bridge への変換につ

いての別途保証は必要） 

 

◆（設備）主な意見等 

・今回の審査ビューアでは、設備の機能がそれほど無かったため、有用性があまり感じられない状況

であった。 
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（３）考察 

パラメータマッピング手法を活用した場合の利点と課題、今後の方向性についてまとめる。 

 

◆パラメータマッピング手法を活用した場合の利点と課題 

 [利点] 

・多様な BIM モデルの作成手順を用いる設計者の場合であっても、審査者が同一の条件で確認

することが可能となる。 

・標準のカラーフィルタに対応するパラメータに設計者の個別のパラメータが対応するため、申請

者側が個々にカラーフィルタを設定する必要がなくなる。 

 

 [課題] 

・申請者側で行うパラメータのマッピング設定は、マッピングする項目が多くなれば、膨大な作業と

なり、設計者の負担が大きくなる可能性がある。 

・マッピングするパラメータ設定は、一定程度のルール化が必要となる。 

 

◆パラメータマッピング手法の今後の方向性 

パラメータマッピング手法を用いる場合には、図に示すようなパラメータの収蔵の状況を踏まえ、い

ずれかの方法により、属性情報を定義することが考えられる。 

・項目に対し、1 つの属性情報を与える方法  

・項目に対し、複数の選択肢から属性情報を判別する方法 

 

 

図１：パラメータマッピングの元となる属性情報の収蔵の状況 

（左：１つの属性項目に情報を収蔵、右：複数の属性情報の組み合わせにより情報を収蔵） 
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②BIM モデルの建築確認で参照するパラメータ標準の検討 

A) 審査において参照の可能性がある BLCJオブジェクト標準の整理 

「BLCJ 構造標準 改訂４版」の改訂で追加されたオブジェクト情報について、審査における参照

の要否等の審査側見解の検討を行った。 

 

B) 一貫構造計算ソフトウエアと BIM ソフトウエアとの入出力状況の整理 

   一貫構造計算ソフトウエアと BIM ソフトウエアとの情報伝達のための入出力の状況は、BIM ソ

フトウエアと中間ファイルフォーマット等を介さず、構造データを双方向に連携可能な一貫構造計算プ

ログラムを対象に整理した。入出力状況の整理の対象は、「BLCJ 構造標準 改訂４版」で示される

オブジェクト標準のパラメータとし、直接双方向で連携可能かどうかの整理を行った。さらに、当該オブ

ジェクト標準のパラメータが、一貫構造計算ソフトウエアから ST-Bridge※ファイルフォーマットにより出

力可能かについても整理を行った。 

 

※「ST-Bridge（エスティーブリッジ）」・・・・buildingSMART Japan が策定する日本国内の建築構

造分野での情報交換のための標準フォーマット。国際フォーマットの IFC とは異なり、主に日本で

利用する一貫構造計算ソフトと BIM の連携をスムーズに行うために開発された。 

（出典：「令和 3 年度報告書（令和 4 年 3 月）」p.229） 

 

表１－構造設計時に利用する解析モデルから、直接構造データが連携可能な一貫構造計算 

ソフトウエア 

ソフトウエアベンダー 一貫構造計算ソフトウエア名 アドインソフトウエア名 

ユニオンシステム株式会社 Super Build®／SS7 SS7 Revit Link 

株式会社構造システム 構造モデラ―＋NBUS７ 構造モデラー+Revit Op. 

NTT ファシリティーズ SEIN La CREA SEIN ST-CNV 
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（１）審査において参照の可能性がある BLCJオブジェクト標準の整理 

審査側見解の整理における検討対象は、「BLCJ 構造標準 改訂４版」で部分的に追加されたパラメー

タと、新たに検討された BIM オブジェクトの部位（場所打ち杭、ベースプレート）とした。具体の検討対象と

検討成果は、以下のとおり。 

 

◆検討対象（整理対象とした BIMオブジェクトの部位等） 

［構造］ 鉄筋コンクリート造（柱・梁）／鉄骨造（柱・梁）／基礎／床／壁 

場所打ち杭、ベースプレート 

※アンダーライン部分は部分的に整理対象としたもの、太字は新たに検討対象としたもの 

  審査側が追加検討したパラメータ、オブジェクトは、表中のセルを青色にて表示 

 

◆検討成果 

・BLCJ が汎用的なパラメータリストの形式でまとめた内容が改訂されたことを受け、これに審査における

参照の要否等の審査側見解を追記することとした。 

・属性情報入力状況の整理手法は、主に建築確認での BIM 利用を視野に整理し、審査における参照の

要否と、その情報を参照する場合の重要度をまとめることができた。 

・整理結果は、建築確認で参照する情報の標準化に資する情報として BLCJ と情報共有し、BLCJ パラ

メータ標準の検討において活用されることとなっている。 

・表縦方向の項目１つに対し、整理した情報を見やすく表現するため、審査側の審査における参照の要

否と、その情報を参照する場合の重要度に、表横方向へソフトウエアの入出力の状況も示したことから、

横方向に長い整理表となっており、横方向の１項目に対する検討成果を、２ページに分割している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１―審査において参照の可能性がある BLCJオブジェクト標準の整理（抜粋） 

  

BLCJ構造標準改訂４版 審査における参照の要

否と、参照する場合の

重要度 
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（２）一貫構造計算ソフトウエアと BIM ソフトウエアとの入出力状況の整理 

一貫構造計算プログラムの入出力の状況の整理における対象は、審査における参照の要否等の審

査側見解審が示されたものとした。具体の検討対象と検討成果は、以下のとおりである。 

◆検討対象（整理対象とした BIMオブジェクトの部位等） 

［構造］ 鉄筋コンクリート造（柱・梁）／鉄骨造（柱・梁）／基礎／床／壁 

場所打ち杭、ベースプレート 

 

◆検討成果 

・整理結果は、建築確認で参照する情報の標準化に資する情報として BLCJ と情報共有し、BLCJ パラメ

ータ標準の検討において活用されることとなっている。 

・整理結果を総括すると以下のとおりである（BLCJ のリストにおいて確認申請に必要と思われるパラメータ

は以下の状況であると考察する） 

・審査側で必要とする主なパラメータは、現状でも鉄骨造をほぼ対応できていた。鉄骨コンクリート造は、

基礎、壁、場所打ち杭、ベースプレートも対応されているところがみられた。この検討結果を基に、計算

書と確認申請図書の整合性チェックに BIM データ等を活用する等、数的情報を連携、突合するような、

デジタルな手法を用いる構造審査に反映されることを期待する。 

・設計者が構造設計時に一貫構造計算ソフトウエアを利用して作成する解析モデルが BIM ソフトウ

エアを利用して作成する BIM モデルと直接双方向で連携できるかどうかについて、整理できた。 

・一貫構造計算ソフトウエアを利用して作成する解析モデルのパラメータが、ST-Bridge ファイルフォ

ーマットにより出力可能かについて整理ができた。 

 

◆検討成果 

 

 

 

 

 

 

図２-一貫構造計算ソフトウエアと BIMソフトウエアとの入出力状況の整理（抜粋） 

 

 

 

  

BLCJパラメータリスト 一貫構造計算ソフトウエアにおける 

BIM ソフトウエアのデータ連携の状況と 

ST-Bridge連携の場合の要素名 
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次頁より、検討した結果を示す。 
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②審査において参照の可能性があるBLCJオブジェクト標準の整理
鉄筋コンクリート造　[柱]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

種別 kind_column 〇 中

所属階 floor 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

X方向幅 width_X 〇 高

Y方向幅 width_Y 〇 高

径 D_main 〇 高

X方向_1段目芯位置 position_X_main_1st 〇 高

Y方向_1段目芯位置 position_Y_main_1st 〇 高

帯筋

径 D_hoop 〇 高

幅止筋 径 D_spacing × ―

芯鉄筋

径 D_axial 〇 高

X方向_片側総本数 N_main_X_total_top 〇 高

X方向_1段目本数 N_main_X_1st_top 〇 高

Y方向_片側総本数 N_main_Y_total_top 〇 高

Y方向_1段目本数 N_main_Y_1st_top 〇 高

X方向本数 N_hoop_direction_X_top 〇 高

Y方向本数 N_hoop_direction_Y_top 〇 高

ピッチ pitch_hoop_top 〇 高

X方向本数 N_bar_spacing_X_top × ―

Y方向本数 N_bar_spacing_Y_top × ―

芯鉄筋

本数 N_axial_top 〇 高

共通 主筋

柱頭 主筋

帯筋

幅止筋

RC柱_標準 識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 ○ StbSecColumn_RC:name 〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇（柱のみ） 〇（柱のみ）
StbSecColumn_RC:kind_c
olumn

〇(RC柱は間柱な
し)

○ ← ○ 〇 ←

〇 ○ StbSecColumn:floor 〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecColumn:strength_c
oncrete

〇 ○
StbColumn:strength_conc
rete

○ 〇
StbSecColumn:strength_c
oncrete

〇 ○
StbSecColumn_RC_Rect::
width_X

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecColumn_RC_Rect::
width_Y

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:D_main
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:D_main

〇(柱頭柱脚、XY、
1段筋2段筋、径1径

2別）
○ ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarArrangementC
olumn_RC:center_start_X

× ○ ← × ×

〇 ○
StbSecBarArrangementC
olumn_RC:center_start_Y

× ○ ← × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:D_band
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:D_band

〇(径1、径2あり) ○ ← × ×

× × × × × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:D_axial
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:D_axial

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ 〇 ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_2nd
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_2nd

△(1段筋+2段筋と
すれば〇)

〇 ← 〇 〇 ←

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ←

柱は1段目に2種類
までの径が入力で
きる。種類1,2があ

る
（2段筋の入力はな

い）
○

柱は1段目に2種類
までの径が入力で
きる。種類1,2があ

る
（2段筋は入力はな

い）

←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_2nd
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_2nd

△(1段筋+2段筋と
すれば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_band_direction_
X
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_band_directi
on_X

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_band_direction_
Y
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_band_directi
on_Y

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:pitch_bar_spacing

〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

〇（方向ごとの本
数）

○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_axial
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_axial

△(XY方向別) 〇 ← ○ 〇 ←

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

X方向_片側総本数 N_main_X_total_bottom 〇 高

X方向_1段目本数 N_main_X_1st_bottom 〇 高

Y方向_片側総本数 N_main_Y_total_bottom 〇 高

Y方向_1段目本数 N_main_Y_1st_bottom 〇 高

X方向本数 N_hoop_direction_X_bottom 〇 高

Y方向本数 N_hoop_direction_Y_bottom 〇 高

ピッチ pitch_hoop_bottom 〇 高

X方向本数 N_bar_spacing_X_bottom × ―

Y方向本数 N_bar_spacing_Y_bottom × ―

芯鉄筋

本数 N_axial_bottom 〇 高

径 D_hoop_panel 〇 高

X方向本数 N_hoop_direction_X_panel 〇 高

Y方向本数 N_hoop_direction_Y_panel 〇 高

ピッチ pitch_hoop_panel 〇 高

符号 name 〇 高

種別 kind_column 〇 中

所属階 floor 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

寸法情報
径 D 〇 高

径 D_main 〇 高

1段目芯位置 position_X_main_1st 〇 高

帯筋

径 D_hoop 〇 高

幅止筋 径 D_spacing × ―

芯鉄筋

径 D_axial 〇 高

主筋

本数 N_main_top 〇 高

帯筋
ピッチ pitch_hoop_top 〇 高

X方向本数 N_bar_spacing_X_top 〇 低

Y方向本数 N_bar_spacing_Y_top 〇 低

芯鉄筋

本数 N_axial_top 〇 高

RC丸柱_標準 識別情報

配置情報

コンクリート

断面

配筋情報 共通 主筋

柱頭

幅止筋

柱脚 主筋

帯筋

幅止筋

パネル 帯筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_2nd
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_2nd

△(1段筋+2段筋と
すれば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_X_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_X_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_2nd
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_2nd

△(1段筋+2段筋と
すれば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_main_Y_1st
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_main_Y_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_band_direction_
X
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_band_directi
on_X

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_band_direction_
Y
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_band_directi
on_Y

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:pitch_bar_spacing

〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

〇（方向ごとの本
数）

○

StbSecBarColumn_RC_Re
ctSame:N_axial
StbSecBarColumn_RC_Re
ctNotSame:N_axial

△(XY方向別) 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

〇 ○ StbSecColumn_RC:name 〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇（柱のみ） 〇（柱のみ）
StbSecColumn_RC:kind_c
olumn

〇(RC柱は間柱な
し)

〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○ StbSecColumn:floor 〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecColumn:strength_c
oncrete

〇 〇
StbColumn:strength_conc
rete

○ 〇
StbSecColumn:strength_c
oncrete

〇 ○
StbSecColumn_RC_Circle:
D

〇(柱頭柱脚別) 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:D_main
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:D_main

〇(柱頭柱脚別) 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarArrangementC
olumn_RC:center_start_X

× ○ ← × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:D_band
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:D_band

〇(径1、径2あり) ○ ← × ×

× × × × × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:D_axial
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:D_axial

〇(柱頭柱脚別) 〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:N_main
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:N_main

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:pitch_bar_spacing

〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:N_axial
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:N_axial

〇 〇 ← ○ 〇 ←
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

主筋

本数 N_main_bottom 〇 高

帯筋
ピッチ pitch_hoop_bottom 〇 高

X方向本数 N_bar_spacing_X_bottom × ―

Y方向本数 N_bar_spacing_Y_bottom × ―

芯鉄筋

本数 N_axial_bottom 〇 高

径 D_hoop_panel 〇 高

ピッチ pitch_hoop_panel 〇 高

柱脚

幅止筋

パネル 帯筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇 〇

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:N_main
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:N_main

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 ○
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:pitch_bar_spacing

〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

〇 ○

StbSecBarColumn_RC_Cir
cleSame:N_axial
StbSecBarColumn_RC_Cir
cleNotSame:N_axial

〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × ✕ × × ×

× × ✕ × × ×

-41-

035841
線



鉄筋コンクリート造　[梁]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

幅 width_start 〇 高

せい depth_start 〇 高

形状 kind_haunch_start 〇
中

（水平ハンチと垂直ハン
チを分けるべき）

長さ haunch_start 〇 高

水平方向寄りの種類 kind_haunch_position_H_start 〇 低

水平方向寄りの数値 haunch_position_H_start 〇 低

鉛直方向寄りの種類 type_haunch_V_start 〇 高

鉛直方向寄りの数値 haunch_position_V_start 〇 高

幅 width 〇 高

せい depth 〇 高

幅 width_end 〇 高

せい depth_end 〇 高

形状 kind_haunch_end 〇
中

（水平ハンチと垂直ハン
チを分けるべき）

長さ haunch_end 〇 高

水平方向寄りの種類 kind_haunch_position_H_end 〇 低

水平方向寄りの数値 haunch_position_H_end 〇 低

鉛直方向寄りの種類 type_haunch_V_end 〇 高

鉛直方向寄りの数値 haunch_position_V_end 〇 高

上端筋

1段目芯鉛直位置 position_V_main_top_1st 〇 高

下端筋

1段目芯鉛直位置 position_V_main_bottom_1st 〇 高

肋筋
径 D_stirrup 〇 高

腹筋
径 D_web 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）

径 D_bar_spacing × ―

ピッチ pitch_bar_spacing × ―

主筋

径 D_main_start 〇 高

総本数 N_main_Top_total_start 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st_start 〇 高

配筋情報 共通

幅止筋

始端

上端筋

終端 断面

ハンチ

部材の種類

パラメータの分類

RC梁3断面_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 始端 断面

ハンチ

中央

審査側見解
※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 ○ StbSecBeam_RC:name 〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○

StbSecBeam_RC:kind_bea
m
StbSecBeam_RC:isFounda
tion

〇 〇 ← ○基礎梁区別なし ○基礎梁区別なし ←

〇 ○ StbSecBeam_RC:floor 〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 〇
StbGirder:strength_concre
te

○ ○
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
width

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
depth

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbGirder:haunch_end

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × ×(常にBOTTOM） 〇（常にBOTTOM） StbGirder:type_haunch_V × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
width

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
depth

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
width

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Haunch:
depth

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbGirder:haunch_end

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × ×(常にBOTTOM) 〇（常にBOTTOM） StbGirder:type_haunch_V × ×

× × × × × ×

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)

× 〇 ← ○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置） ←

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_bott
om(かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_bottom(主
筋重心位置)

× 〇 ← ○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置） ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:D_stirrup

〇(左端中央右端、
径1径2別)

〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:D_main

〇(上端下端、1段
筋2段筋3段筋別、
径1径2別)※3段筋
は基礎ばりのみ

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_3r
d

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

総本数 N_main_bottom_total_start 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st_start 〇 高

本数 N_stirrup_start 〇 高

ピッチ pitch_stirrup_start 〇 高

腹筋
本数 N_web_start 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）
幅止筋 本数 N_bar_spacing_start × ―

主筋

径 D_main 〇 高

総本数 N_main_Top_total 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st 〇 高

総本数 N_main_bottom_total 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st 〇 高

本数 N_stirrup 〇 高

ピッチ pitch_stirrup 〇 高

腹筋
本数 N_web 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）
幅止筋 本数 N_bar_spacing × ―

下端筋

肋筋

中央

上端筋

下端筋

肋筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_3r
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_3rd

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:pitch_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:D_main

〇(上端下端、1段
筋2段筋3段筋別、
径1径2別)※3段筋
は基礎ばりのみ

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_3r
d

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_3r
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_3rd

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:pitch_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

-45-

035841
線



BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

主筋

径 D_main_end 〇 高

総本数 N_main_Top_total_end 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st_end 〇 高

総本数 N_main_bottom_total_end 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st_end 〇 高

本数 N_stirrup_end 〇 高

ピッチ pitch_stirrup_end 〇 高

腹筋
本数 N_web_end 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）
幅止筋 本数 N_bar_spacing_end × ―

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

幅 width 〇 高

せい depth 〇 高

形状 kind_haunch_start 〇 高

長さ haunch_start 〇 高

水平方向寄りの種類 kind_haunch_position_H_start 〇 高

水平方向寄りの数値 haunch_position_H_start 〇 高

鉛直方向寄りの種類 type_haunch_V_start 〇 高

鉛直方向寄りの数値 haunch_position_V_start 〇 高

幅 width_end 〇 高

せい depth_end 〇 高

RC梁2断面_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 始端 断面

ハンチ

終端 断面

終端

上端筋

下端筋

肋筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:D_main

〇(上端下端、1段
筋2段筋3段筋別、
径1径2別)※3段筋
は基礎ばりのみ

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_3r
d

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_2n
d

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_top_1s
t

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

△(1段筋+2段筋+3
段筋とすれば〇）※
3段筋は基礎ばりの

み

〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_3r
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_3rd

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_2n
d
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_2nd_main_botto
m_1st

△(径1+径2とすれ
ば〇)

〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:N_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Thre
eTypes:pitch_stirrup

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○ StbSecBeam_RC:name 〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇（大梁、基礎大梁
のみ）

○

StbSecBeam_RC:kind_bea
m
StbSecBeam_RC:isFounda
tion

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○ StbSecBeam_RC:floor 〇 × ← 〇 〇 ←

〇 ○
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 〇
StbGirder:strength_concre
te

〇 〇
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 ○
StbSecBeam_RC_Taper:wi
dth

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Taper:de
pth

〇 〇 ← 〇 〇 ←

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbGirder:haunch_end

× × 〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbGirder:haunch_end

× × × × × ×

× × × × × ×

× × ×(常にBOTTOM) 〇（常にBOTTOM） StbGirder:type_haunch_V × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBeam_RC_Taper:wi
dth

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Taper:de
pth

〇 〇 ← 〇 〇 ←
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

上端筋

1段目芯鉛直位置 position_V_main_top_1st 〇 高

下端筋

1段目芯鉛直位置 position_V_main_bottom_1st 〇 高

肋筋

径 D_stirrup 〇 高

腹筋
径 D_web 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）

径 D_bar_spacing × ―

ピッチ pitch_bar_spacing × ―

主筋

径 D_main 〇 高

総本数 N_main_Top_total 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st 〇 高

総本数 N_main_bottom_total 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st 〇 高

本数 N_stirrup 〇 高

ピッチ pitch_stirrup 〇 高

腹筋
本数 N_web 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）
幅止筋 本数 N_bar_spacing × ―

主筋

径 D_main_end 〇 高

総本数 N_main_Top_total_end 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st_end 〇 高

肋筋

終端

上端筋

配筋情報 共通

幅止筋

始端

上端筋

下端筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)

× × ○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_bott
om(かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_bottom(主
筋重心位置)

× × ○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_bott
om(かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_bottom(主
筋重心位置)

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Start
End:D_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

〇 ← 〇 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:D_main

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup
※片持梁は筋情報がない
ため固定値を出力

○ ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:D_main

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

〇 ← ○ ○ ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_top_1st
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

総本数 N_main_bottom_total_end 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st_end 〇 高

本数 N_stirrup_end 〇 高

ピッチ pitch_stirrup_end 〇 高

腹筋
本数 N_web_end 〇

中
（特殊な応力を受ける場

合は必要）
幅止筋 本数 N_bar_spacing_end × ―

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

材料情報

コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

幅 width 〇 高

せい depth 〇 高

径 D_main 〇 高

総本数 N_main_Top_total 〇 高

1段目本数 N_main_top_1st 〇 高

1段目芯鉛直位置 position_V_main_top_1st 〇 高

肋筋

下端筋

RC梁1断面_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報 主筋

上端筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_2
nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_2nd_main_bottom_1
st

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:N_stirrup

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)

×

StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup
※片持梁は配筋情報がな
いため固定値を出力

○ ○
StbSecBarBeam_RC_Start
End:pitch_stirrup

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 ○ StbSecBeam_RC:name 〇 〇 ← ○ ○ ←

〇（片持ち小梁、基
礎片持ち小梁は除

く）
○

StbSecBeam_RC:kind_bea
m
StbSecBeam_RC:isFounda
tion

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○ StbSecBeam_RC:floor 〇 〇
StbSecBeam_RC:floor
※大梁、基礎大梁のみ出
力

〇 〇
StbSecBeam_RC:floor

〇 ○
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 〇

StbGirder:strength_concre
te
StbBeam:strength_concre
te

〇 〇
StbSecBeam_RC:strength
_concrete

〇 ○
StbSecBeam_RC_Straight:
width

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○
StbSecBeam_RC_Straight:
depth

〇 〇 ← 〇 〇 ←

〇 ○
StbSecBarBeam_RC_Sam
e:D_main

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇
StbSecBarBeam_RC_Sam
e:D_main

〇 〇 ←

〇（各段の本数） 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_2nd

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_2nd
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_3rd
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_2nd

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_3rd
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)

× 〇

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)
※大梁、基礎大梁のみ出
力

○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

1段目芯鉛直位置 position_V_main_bottom_1st 〇 高

総本数 N_main_bottom_total 〇 高

1段目本数 N_main_bottom_1st 〇 高

径 D_stirrup 〇 高

本数 N_stirrup 〇 高

ピッチ pitch_stirrup 〇 高

径 D_web 〇
中

（特殊な応力を受ける場
合は必要）

本数 N_web 〇
中

（特殊な応力を受ける場
合は必要）

径 D_bar_spacing × ―

本数 N_bar_spacing × ―

ピッチ pitch_bar_spacing × ―

下端筋

肋筋

腹筋

幅止筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

〇（かぶり入力の場
合はかぶり厚さ）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_bott
om(かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_bottom(主
筋重心位置)

× 〇

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_top(
かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_top(主筋
重心位置)
※大梁、基礎大梁のみ出
力

○（鉄筋重心位置） ○（鉄筋重心位置）

StbSecBarArrangementB
eam_RC:depth_cover_bott
om(かぶり厚さ)
StbSecBarArrangementB
eam_RC:center_bottom(主
筋重心位置)

× 〇（各段の本数）

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_2n
d

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_2nd
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_3rd
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_2nd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_1s
t
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_2n
d

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_1s
t

大ばり：△(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_1st
基礎大梁の場合は上記に
加えて以下も出力
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_top_3rd
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_top_3rd
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_main_bottom_1st
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_2nd_main_bottom_1s
t

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:D_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

←
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:D_stirrup

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:D_stirrup

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_stirrup
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:N_stirrup

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:pitch_stirrup

大ばり：〇(RC梁3
断面と同じ)片持ば
り：✕(配筋情報な

し)
小ばり：✕(配筋情

報なし)

〇

StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:pitch_stirrup
※小梁は配筋情報がない
ため固定値を出力

〇 〇
StbSecBarBeam_RC_Strai
ght:pitch_stirrup

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×
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鉄骨造　[梁]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

種別 kind_column 〇 中

所属階 floor 〇 高

鉄骨の向き isReferenceDirection 〇 高

フランジ材質 strength_main 〇 高

ウェブ材質 strength_web 〇 高

形状タイプ type 〇 低

高さ H 〇 高

幅 B 〇 高

ウェブ厚さ tw 〇 高

フランジ厚さ tf 〇 高

ウェブ フィレット r △

中

（断面性能に影響あ

り）

符号 name_joint 〇 低

距離 joint 〇 低

柱頭 仕口 条件 condition_top 〇 高

条件 condition_bottom 〇 高

形式 base_type 〇 高

符号 name 〇 高

種別 kind_column 〇 中

所属階 floor 〇 高

材質 strength_main 〇 高

形状タイプ type 〇 高

高さ H 〇 高

幅 B 〇 高

板厚 t1 〇 高

板厚2 t2 〇 高

外側フィレット r △

中

（断面性能に影響あ

り）

符号 name_joint 〇 低

距離 joint 〇 低

柱頭 仕口 条件 condition_top 〇 高

条件 condition_bottom 〇 高

形式 base_type 〇 高

符号 name 〇 高

種別 kind_column 〇 中

所属階 floor 〇 高

材質 strength_main 〇 高

直径 D 〇 高

板厚 t 〇 高

符号 name_joint 〇 低

距離 joint 〇 低

柱頭 仕口 条件 condition_top 〇 高

条件 condition_bottom 〇 高

形式 base_type 〇 高

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

S柱H形鋼_標

準

識別情報

配置情報

材料情報

寸法情報

接合情報 共通 継手

柱脚 仕口

S柱⾓形鋼管_

標準

識別情報

配置情報

材料情報

寸法情報

接合情報 共通 継手

柱脚 仕口

S柱鋼管_標準 識別情報

配置情報

材料情報

寸法情報

接合情報 共通 継手

柱脚 仕口
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 ○ StbSecColumn_S:name 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇（柱のみ） 〇（柱のみ）
StbSecColumn_S:kind_col
umn

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecColumn_S:floor 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecColumn_S:isRefere
nceDirection

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecSteelColumn_S_Sam
e:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecSteelColumn_S_Sam
e:strength_web

〇 ○ ← ○ ○ ←

× 〇 〇 × × ○

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × ○ StbColumn:condition_top × ×

× × × ○
StbColumn:condition_bot
tom

× ×

〇 〇
StbSecSteelFigureColumn
_S:base_type

△(露出のみ、かつ
メーカーベースプ

レート以外)
○ ← × ×

〇 〇 StbSecColumn_S:name 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇（柱のみ） 〇（柱のみ）
StbSecColumn_S:kind_col
umn

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecColumn_S:floor 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecSteelColumn_S_Sam
e:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 〇 × ○ ×

〇 〇
StbSecRoll-BOX:A
StbSecBuild-BOX:A

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-BOX:B
StbSecBuild-BOX:B

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-BOX:t1
StbSecBuild-BOX:t1

〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecRoll-BOX:t2
StbSecBuild-BOX:t2

△(板厚2の同
値)(柱頭柱脚別)

○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecRoll-BOX:r 〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × ○ StbColumn:condition_top × ×

× × × ○
StbColumn:condition_bot
tom

× ×

〇 〇
StbSecSteelFigureColumn
_S:base_type

△(露出のみ、かつ
メーカーベースプ

レート以外)
○ ← × ×

〇 〇 StbSecColumn_S:name 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇（柱のみ） 〇（柱のみ）
StbSecColumn_S:kind_col
umn

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecColumn_S:floor 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecSteelColumn_S_Sam
e:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecPipe:D 〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecPipe:t 〇(柱頭柱脚別) ○ ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × ○ StbColumn:condition_top × ×

× × × ○
StbColumn:condition_bot
tom

× ×

〇 〇
StbSecSteelFigureColumn
_S:base_type

△(露出のみ、かつ
メーカーベースプ

レート以外)
○ ← × ×

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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鉄骨造　[梁]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

フランジ材質 strength_main_start 〇 高

ウェブ材質 strength_web_start 〇 高

フランジ材質 strength_main 〇 高

ウェブ材質 strength_web 〇 高

フランジ材質 strength_main_end 〇 高

ウェブ材質 strength_web_end 〇 高

位置合わせ 梁天端合わせ alignment_top 〇 高

水平方向寄りの種類 type_haunch_H 〇 低

水平方向寄りの数値 haunch_position_H 〇 低

鉛直方向寄りの種類 type_haunch_V 〇 低

鉛直方向寄りの数値 haunch_position_V 〇 低

形状タイプ type_start 〇 低

高さ H_start 〇 高

幅 B_start 〇 高

ウェブ厚さ tw_start 〇 高

フランジ厚さ tf_start 〇 高

ウェブ フィレット r_start △
中

（断面性能に影響あり）

形状 kind_haunch_start 〇
中

（水平ハンチと鉛直ハン
チを分けるべき）

サイドプレートか否か isSideplate_start 〇 高

長さ haunch_start 〇 高

水平部長さ horizontal_haunch_start 〇 高

サイドPL長さ side_plate_start 〇 高

サイドPL水平長さ horizontal_side_plate_start 〇 高

サイドPL先端立上り長さ tip_side_plate_start × ―

形状タイプ type 〇 低

高さ H 〇 高

幅 B 〇 高

ウェブ厚さ tw 〇 高

フランジ厚さ tf 〇 高

ウェブ フィレット r △
中

（断面性能に影響あり）

寸法情報 共通

ハンチ

始端 断面

ハンチ

中央

S梁H形鋼3断
面_標準

識別情報

配置情報

材料情報 始端

中央

終端

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 〇 StbSecBeam_S:name 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇（大梁のみ） 〇
StbSecBeam_S:kind_beam
StbSecBeam_S:isCanti

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇 StbSecBeam_S:floor 〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_web

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_web

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_main

〇 ○ ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Joint
:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Five
Types:strength_web

〇 ○ ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbBeam:haunch_start

〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

形状タイプ type_end 〇 低

高さ H_end 〇 高

幅 B_end 〇 高

ウェブ厚さ tw_end 〇 高

フランジ厚さ tf_end 〇 高

ウェブ フィレット r_end △
中

（断面性能に影響あり）

形状 kind_haunch_end 〇
中

（水平ハンチと鉛直ハン
チを分けるべき）

サイドプレートか否か isSideplate_end 〇 高

長さ haunch_end 〇 高

水平部長さ horizontal_haunch_end 〇 高

サイドPL長さ side_plate_end 〇 高

サイドPL水平長さ horizontal_side_plate_end 〇 高

サイドPL先端立上り長さ tip_side_plate_end × ―

仕口 条件 condition_start 〇 高

符号 name_joint_start 〇 中

距離 joint_start 〇 中

仕口 条件 condition_end 〇 高

符号 name_joint_end 〇 中

距離 joint_end 〇 中

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

フランジ材質 strength_main 〇 高

ウェブ材質 strength_web 〇 高

フランジ材質 strength_main_end 〇 高

ウェブ材質 strength_web_end 〇 高

形状タイプ type 〇 中

高さ H 〇 高

幅 B 〇 高

ウェブ厚さ tw 〇 高

フランジ厚さ tf 〇 高

ウェブ フィレット r △
中

（断面性能に影響あり）

形状 kind_haunch 〇
中

（水平ハンチと鉛直ハン
チを分けるべき）

長さ haunch 〇 高

水平部長さ horizontal_haunch 〇 高

サイドPL長さ side_plate 〇 高

サイドPL水平長さ horizontal_side_plate 〇 高

サイドPL終端立上り長さ tip_side_plate × ―

水平方向寄りの種類 type_haunch_H 〇 低

水平方向寄りの数値 haunch_position_H 〇 低

鉛直方向寄りの種類 type_haunch_V 〇 低

鉛直方向寄りの数値 haunch_position_V 〇 低

形状タイプ type_end 〇 低

高さ H_end 〇 高

幅 B_end 〇 高

ウェブ厚さ tw_end 〇 高

フランジ厚さ tf_end 〇 高

ウェブ フィレット r_end △
中

（断面性能に影響あり）
仕口 条件 condition_start 〇 高

符号 name_joint_start 〇 高

距離 joint 〇 中

仕口 条件 condition_end 〇 高

継手 符号 name_joint_end 〇 高

接合情報 始端

継手

終端

S梁H形鋼2断
面_標準

識別情報

配置情報

終端

寸法情報 始端 断面

ハンチ

終端 断面

材料情報 始端

接合情報 始端

継手

終端

継手

終端 断面

ハンチ
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_end
StbBeam:haunch_end

〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × 〇 × × ×

〇 〇 StbSecBeam_S:name 〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇（片持ち梁のみ） 〇
StbSecBeam_S:kind_beam
StbSecBeam_S:isCanti

〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × 〇 × ○ 〇

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Tape
r:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_main

△(元端先端で同じ) ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Tape
r:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_web

△(元端先端で同じ) ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Tape
r:strength_main
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_main

△(元端先端で同じ) ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇

StbSecSteelBeam_S_Tape
r:strength_web
StbSecSteelBeam_S_Haun
ch:strength_web

△(元端先端で同じ) ○ ← ○ 〇 ←

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbBeam:haunch_start

× × 〇 〇
StbGirder:haunch_start
StbBeam:haunch_start

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

符号 name 〇 高

種別 kind_beam 〇 中

所属階 floor 〇 高

フランジ材質 strength_main 〇 高

ウェブ材質 strength_web 〇 高

形状タイプ type 〇 低

高さ H 〇 高

幅 B 〇 高

ウェブ厚さ tw 〇 高

フランジ厚さ tf 〇 高

ウェブ フィレット r △
中

（断面性能に影響あり）
始端 仕口 条件 condition_start 〇 高

終端 仕口 条件 condition_end 〇 高

S梁H形鋼1断
面_標準

識別情報

配置情報

材料情報

寸法情報

接合情報
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇 〇 〇 × ○ 〇 ←

〇（小梁のみ） 〇 StbSecBeam_S:name 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× ×
StbSecBeam_S:kind_beam
StbSecBeam_S:isCanti

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecSteelBeam_S_Strai
ght:strength_main

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecSteelBeam_S_Strai
ght:strength_web

〇 ○ ← ○ 〇 ←

× 〇
StbSecRoll-H:type
StbSecBuild-H:type

〇 × × ×

〇 〇
StbSecRoll-H:A
StbSecBuild-H:A

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:B
StbSecBuild-H:B

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t1
StbSecBuild-H:t1

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecRoll-H:t2
StbSecBuild-H:t2

〇 ○ ← ○ 〇 ←

〇 〇 StbSecRoll-H:r 〇 ○ ← ○ 〇 ←

× × × × × ×

× × × × × ×
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鉄筋コンクリート造　[基礎]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

節点から荷重点のオフセット（X方向） X_load_point_offset 〇 高

節点から荷重点のオフセット（Y方向） Y_load_point_offset 〇 高

節点から作用点のオフセット（X方向） X_work_point_offset 〇 高

節点から作用点のオフセット（Y方向） Y_work_point_offset 〇 高

回転角度 rotate 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

X幅 Lx 〇 高

Y幅 Ly 〇 高

厚さ D 〇 高

径 D_X_top 〇 高

本数 N_X_top 〇 高

径 D_X_bottom 〇 高

本数 N_X_bottom 〇 高

径 D_Y_top 〇 高

本数 N_Y_top 〇 高

径 D_Y_bottom 〇 高

本数 N_Y_bottom 〇 高

径 D_horizontal 〇 中

本数 N_horizontal 〇 中

杭情報
下端筋かぶり厚さ bottom_cover 〇 高

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

節点からのオフセット（X方向） X_load_point_offset 〇 高

節点からのオフセット（Y方向） Y_load_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（X方向） X_work_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（Y方向） Y_work_point_offset 〇 高

回転角度 rotate 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

X幅 Lx 〇 高

Y幅 Ly 〇 高

天端X幅 Bx 〇 高

天端Y幅 By 〇 高

根本厚さ D 〇 高

先端厚さ De 〇 高

径 D_X_top 〇 高

本数 N_X_top 〇 高

径 D_X_bottom 〇 高

本数 N_X_bottom 〇 高

径 D_Y_top 〇 高

本数 N_Y_top 〇 高

径 D_Y_bottom 〇 高

本数 N_Y_bottom 〇 高

径 D_horizontal 〇 中

本数 N_horizontal 〇 中

杭情報
下端筋かぶり厚さ bottom_cover 〇 高

配置

横筋

横筋

配置

RC矩形テー
パー基礎_標準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報 X方向 上端筋

下端筋

Y方向 上端筋

下端筋

X方向 上端筋

下端筋

Y方向 上端筋

下端筋

RC矩形基礎_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

× ○
StbSecFoundation_RC:na
me

〇 〇 ← × ×

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × 〇 〇 StbFooting:rotate × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

〇 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

× ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Re
ct:width_X

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Re
ct:width_Y

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Re
ct:depth

〇 〇 ← × ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

×
〇（1段目芯鉛直位

置）

StbSecBarArrangementF
oundation_RC:depth_cover
_bottom

× 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:na
me

〇 〇 ← × ×

× × × × × ×

× × 〇 〇 StbFooting:offset_X × ×

× × 〇 〇 StbFooting:offset_Y × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × 〇 〇 StbFooting:rotate × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

〇 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

× ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Ta
peredRect:width_X

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Ta
peredRect:width_Y

〇 〇 ← × ×

×
〇（基礎柱入力時

のみ）
StbSecColumn_RC_Rect:w
idth_X

× 〇 ← × ×

×
〇（基礎柱入力時

のみ）
StbSecColumn_RC_Rect:w
idth_Y

× 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Ta
peredRect:depth_base

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Ta
peredRect:depth_tip

〇 〇 ← × ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

〇(径1径2別) 〇 ← × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

×
〇（1段目芯鉛直位

置）

StbSecBarArrangementF
oundation_RC:depth_cover
_bottom

× 〇 ← × ×

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

節点からのオフセット（X方向） X_load_point_offset 〇 高

節点からのオフセット（Y方向） Y_load_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（X方向） X_work_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（Y方向） Y_work_point_offset 〇 高

回転角度 rotate 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

X幅 Lx 〇 高

Y幅 Ly 〇 高

厚さ D 〇 高

径 D_main_top 〇 高

本数 N_main_top 〇 高

径 D_main_bottom 〇 高

本数 N_main_bottom 〇 高

径 D_transverse_top 〇 高

本数 N_transverse_top 〇 高

径 D_transverse_bottom 〇 高

本数 N_transverse_bottom 〇 高

径 D_horizontal 〇 中

本数 N_horizontal 〇 中

杭情報
下端筋かぶり厚さ bottom_cover 〇 高

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

節点からのオフセット（X方向） X_load_point_offset 〇 高

節点からのオフセット（Y方向） Y_load_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（X方向） X_work_point_offset 〇 高

荷重点からのオフセット（Y方向） Y_work_point_offset 〇 高

回転角度 rotate 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

底辺幅 Lx 〇 高

面取り幅 Ly 〇 高

厚さ D 〇 高

径 D_main_top 〇 高

本数 N_main_top 〇 高

径 D_main_bottom 〇 高

本数 N_main_bottom 〇 高

径 D_outside_top 〇 高

本数 N_outside_top 〇 高

径 D_outside_bottom 〇 高

本数 N_outside_bottom 〇 高

径 D_horizontal 〇 中

本数 N_horizontal 〇 中

杭情報
下端筋かぶり厚さ bottom_cover 〇 高

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

オフセット offset 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

幅 W 〇 高

根元厚さ D 〇 高

先端厚さ De 〇 高

径 D_main_top 〇 高

ピッチ N_main_top 〇 高

径 D_main_bottom 〇 高

ピッチ N_main_bottom 〇 高

径 D_transverse_top 〇 高

本数 N_transverse_top 〇 高

径 D_transverse_bottom 〇 高

本数 N_transverse_bottom 〇 高

径 D_horizontal 〇 中

本数 N_horizontal 〇 中

RC連続基礎_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報 主筋方向 上端筋

下端筋

配力筋方向 上端筋

下端筋

横筋

RC正三角形基
礎_標準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報 主筋方向 上端筋

下端筋

外周 上端筋

下端筋

横筋

配置

配置

RC直角三角形
基礎_標準

識別情報

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面

配筋情報 主筋方向 上端筋

下端筋

配力筋方向 上端筋

下端筋

横筋
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

× 〇（杭基礎のみ）
StbSecFoundation_RC:na
me

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecFigureFoundation_
RC:depth

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× × × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

×
〇（1段目芯鉛直位

置）

StbSecBarArrangementF
oundation_RC:depth_cover
_bottom

× × × ×

× 〇（杭基礎のみ）
StbSecFoundation_RC:na
me

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Eq
uiTriangle:depth

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

× × × ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

×
〇（1段目芯鉛直位

置）

StbSecBarArrangementF
oundation_RC:depth_cover
_bottom

× × × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:na
me

〇 〇 ← × ×

× × 〇 × × ×

× × 〇 〇 StbStripFooting:offset × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

〇 〇
StbSecFoundation_RC:str
ength_concrete

× ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Co
ntinuous:width

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Co
ntinuous:depth_base

〇 〇 ← × ×

× 〇
StbSecFoundation_RC_Co
ntinuous:depth_tip

〇 〇 ← × ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:D

× ×

× × 〇 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:N

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:D

〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:D

× ×

× 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Rect:N

〇 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:N

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:D

× ×

× × 〇 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:N

× ×

× × 〇(径1径2別) 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:D

× ×

× × 〇 〇
StbSecBarFoundation_RC
_Continuous:N

× ×

× × × × × ×

× × × × × ×
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鉄筋コンクリート造　[スラブ]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

室用途 use 〇 高

仕上げ重量 weight 〇 高

積載荷重（床用） liveload_slab 〇 高

積載荷重（小梁用） liveload_beam 〇 高

積載荷重（架構用） liveload_frame 〇 高

積載荷重（地震用） liveload_seismic 〇 高

コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

製品種別 kind_form △ 低

寸法情報
厚さ depth 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_end_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_end_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_end_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_end_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_end_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_end_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_center_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_center_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_center_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_center_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_center_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_center_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_end_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_end_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_end_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_end_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_end_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_end_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_center_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_center_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_center_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_center_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_center_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_center_bottom 〇 高

主筋方向角度 angle_main_bar 〇 高

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

室用途 use 〇 高

仕上げ重量 weight 〇 高

積載荷重（床用） liveload_slab 〇 高

積載荷重（小梁用） liveload_beam 〇 高

積載荷重（架構用） liveload_frame 〇 高

積載荷重（地震用） liveload_seismic 〇 高

材料情報

コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

RC片持ちスラ
ブ_標準

識別情報

配置情報

荷重情報

コンクリート

断面

配筋情報 主筋方向 端部

中央

配力筋方向 端部

中央

配筋角度

RCスラブ_標準 識別情報

配置情報

荷重情報

材料情報 コンクリート

型枠

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 〇 StbSecSlab_RC:name 〇 〇 ← ○ 〇 ←

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
× × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
× × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
× × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
× × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
× × ×

〇 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

〇 〇
StbSlab:strength_concret
e

○ 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

× × × × × ×

〇 〇
StbSecSlab_RC_Straight:d
epth

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

× × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇 StbSecSlab_RC:name 〇 〇 ←

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
×

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
×

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
×

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
×

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 ×
〇(配置情報に付

随)
×

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

〇 〇
StbSlab:strength_concret
e

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

元端厚さ depth_base 〇 高

先端厚さ depth_tip 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_base_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_base_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_base_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_base_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_base_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_base_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_tip_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_tip_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_tip_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_tip_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_tip_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_tip_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_base_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_base_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_base_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_base_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_base_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_base_bottom 〇 高

主筋方向角度 angle_main_bar 〇 高

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

室用途 use 〇 高

仕上げ重量 weight 〇 高

積載荷重（床用） liveload_slab 〇 高

積載荷重（小梁用） liveload_beam 〇 高

積載荷重（架構用） liveload_frame 〇 高

積載荷重（地震用） liveload_seismic 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

寸法情報
厚さ depth 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_end_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_end_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_end_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_end_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_end_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_end_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_center_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_center_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_center_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_center_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_center_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_center_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_end_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_end_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_end_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_end_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_end_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_end_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_center_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_center_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_center_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_center_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_center_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_center_bottom 〇 高

主筋方向角度 angle_main_bar 〇 高配筋角度

基礎スラブ_標
準

識別情報

配置情報

寸法情報 断面

配筋情報 主筋方向 元端

先端

配力筋方向

配筋角度

荷重情報

コンクリート

断面

配筋情報 主筋方向 端部

中央

配力筋方向 端部

中央
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇 〇
StbSecSlab_RC_Haunch:d
epth

〇 〇 ←

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 〇
StbSecSlab_RC_Haunch:d
epth

〇 〇

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

✕(配筋情報なし) × × ×

〇 × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

✕(配筋情報なし) × × ×

× × ✕(配筋情報なし) × × ×

〇 〇 StbSecSlab_RC:name 〇 〇 ← 耐圧版フラグあり 耐圧版フラグあり

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

〇 × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

〇 〇
StbSlab:strength_concret
e

○ 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

〇 〇
StbSecSlab_RC_Straight:d
epth

〇 〇 ← ○ 〇 ←

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_Stand
ard:pitch

〇 〇 ← × ×

× × × × × ×
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

符号 name 〇 高

所属階 floor 〇 高

室用途 use 〇 高

仕上げ重量 weight 〇 高

積載荷重（床用） liveload_slab 〇 高

積載荷重（小梁用） liveload_beam 〇 高

積載荷重（架構用） liveload_frame 〇 高

積載荷重（地震用） liveload_seismic 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

寸法情報
厚さ depth 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_base_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_base_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_base_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_base_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_base_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_base_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_main_bar1_tip_top 〇 高

上端筋 径2 D_main_bar2_tip_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_main_tip_top 〇 高

下端筋 径1 D_main_bar1_tip_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_main_bar2_tip_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_main_tip_bottom 〇 高

上端筋 径1 D_transverse_bar1_base_top 〇 高

上端筋 径2 D_transverse_bar2_base_top 〇 高

上端筋 ピッチ pitch_transverse_base_top 〇 高

下端筋 径1 D_transverse_bar1_base_bottom 〇 高

下端筋 径2 D_transverse_bar2_base_bottom 〇 高

下端筋 ピッチ pitch_transverse_base_bottom 〇 高

主筋方向角度 angle_main_bar 〇 高

先端

配力筋方向

配筋角度

基礎片持ちスラ
ブ_標準

識別情報

配置情報

荷重情報

コンクリート

断面

配筋情報 主筋方向 元端
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

〇 〇 StbSecSlab_RC:name 〇 〇 ←

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

×（片持ちと通常ス
ラブの区分けはな
い。配置で自動認

識）

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 × × × × ×

〇 〇
StbSecSlab_RC:strength_c
oncrete

〇 〇
StbSlab:strength_concret
e

× ×

〇 〇
StbSecSlab_RC_Haunch:d
epth

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:D

〇 〇 ← × ×

〇 × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecBarSlab_RC_1Way2
:pitch

〇 〇 ← × ×

× × × × × ×
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鉄筋コンクリート造　[壁]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

耐力区分 kind_wall 〇 高

所属階 floor 〇 高

材料情報
コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

寸法情報 厚さ t 〇 高

配筋タイプ bar_layout 〇 高

径1 D_vertical_bar1 〇 高

径2 D_vertical_bar2 〇 高

ピッチ pitch_vertical_bar 〇 高

径1 D_horizontal_bar1 〇 高

径2 D_horizontal_bar2 〇 高

ピッチ pitch_horizontal_bar 〇 高

径 D_bar_spacing × ―

ピッチ pitch_bar_spacing × ―

符号 name 〇 高

耐力区分 kind_wall 〇 高

土圧壁か否か isPress 〇 高

土に接するか否か（外側） soil_outside 〇 高

土に接するか否か（内側） soil_inside 〇 高

所属階 floor 〇 高

材料情報 コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

厚さ t_top 〇 高

切り替え位置 switch_top 〇 高

厚さ t 〇 高

切り替え位置 switch_center 〇 高

下部 厚さ t_bottom 〇 高

外側_最外縁の主筋方向 outside_outermost_main_direction 〇 高

内側_最外縁の主筋方向 inside_outermost_main_direction 〇 高

外側のタイプ type_outside 〇 高

上部_鉄筋切り替え位置 switch_top_bar 〇 高

中央_鉄筋切り替え位置 switch_center_bar 〇 高

上部_径1 D_vertical_bar1_outside_top 〇 高

上部_径2 D_vertical_bar2_outside_top 〇 高

上部_ピッチ pitch_vertical_bar_outside_top 〇 高

上部_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_outside_top 〇 高

上部_段数 layer_vertical_bar_outside_top 〇 高

中央_径1 D_vertical_bar1_outside_center 〇 高

中央_径2 D_vertical_bar2_outside_center 〇 高

中央_ピッチ pitch_vertical_bar_outside_center 〇 高

中央_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_outside_center 〇 高

中央_段数 layer_vertical_bar_outside_center 〇 高

下部_径1 D_vertical_bar1_outside_bottom 〇 高

下部_径2 D_vertical_bar2_outside_bottom 〇 高

下部_ピッチ pitch_vertical_bar_outside_bottom 〇 高

下部_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_outside_bottom 〇 高

下部_段数 layer_vertical_bar_outside_bottom 〇 高

配筋情報 配筋タイプ

縦筋 共通

外側

配置情報

コンクリート

寸法情報 断面 上部

中央

配筋情報 配筋

縦筋

横筋

幅止筋

RC壁3断面_標
準

識別情報

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

RC壁1断面_標
準

識別情報

配置情報

コンクリート

断面
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

〇 〇 StbSecWall_RC:name 〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × 〇 × × ×

〇 〇
StbSecWall_RC:strength_c
oncrete

〇 〇 StbWall:strength_concrete ○ ○
StbSecWall_RC:strength_c
oncrete

〇 〇 StbSecWall_RC_Straight:t 〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecBarWall_RC_Single
StbSecBarWall_RC_Zigzag
StbSecBarWall_RC_Double
Net
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecBarWall_RC_Single:
D
StbSecBarWall_RC_Zigzag:
D
StbSecBarWall_RC_Double
Net:D
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:D

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:D

〇 × ○ ○ ←

〇 〇

StbSecBarWall_RC_Single:
pitch
StbSecBarWall_RC_Zigzag:
pitch
StbSecBarWall_RC_Double
Net:pitch
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:pitch

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇

StbSecBarWall_RC_Single:
D
StbSecBarWall_RC_Zigzag:
D
StbSecBarWall_RC_Double
Net:D
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:D

〇 〇 ← ○ ○ ←

〇 〇
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:D

〇 × ○ ○ ←

〇 〇

StbSecBarWall_RC_Single:
pitch
StbSecBarWall_RC_Zigzag:
pitch
StbSecBarWall_RC_Double
Net:pitch
StbSecBarWall_RC_Inside
AndOutside:pitch

〇 〇 ← ○ ○ ←

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × 〇 × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

上部_径1 D_vertical_bar1_inside_top 〇 高

上部_径2 D_vertical_bar2_inside_top 〇 高

上部_ピッチ pitch_vertical_bar_inside_top 〇 高

上部_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_inside_top 〇 高

上部_段数 layer_vertical_bar_inside_top 〇 高

中央_径1 D_vertical_bar1_inside_center 〇 高

中央_径2 D_vertical_bar2_inside_center 〇 高

中央_ピッチ pitch_vertical_bar_inside_center 〇 高

中央_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_inside_center 〇 高

中央_段数 layer_vertical_bar_inside_center 〇 高

下部_径1 D_vertical_bar1_inside_bottom 〇 高

下部_径2 D_vertical_bar2_inside_bottom 〇 高

下部_ピッチ pitch_vertical_bar_inside_bottom 〇 高

下部_最内側ピッチ innermost_pitch_vertical_bar_inside_bottom 〇 高

下部_段数 layer_vertical_bar_inside_bottom 〇 高

始端_径1 D_horizontal_bar1_outside_start 〇 高

始端_径2 D_horizontal_bar2_outside_start 〇 高

始端_ピッチ pitch_horizontal_bar_outside_start 〇 高

始端_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_outside_start 〇 高

始端_段数 layer_horizontal_bar_outside_start 〇 高

中央_径1 D_horizontal_bar1_outside_center 〇 高

中央_径2 D_horizontal_bar2_outside_center 〇 高

中央_ピッチ pitch_horizontal_bar_outside_center 〇 高

中央_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_outside_center 〇 高

中央_段数 layer_horizontal_bar_outside_center 〇 高

終端_径1 D_horizontal_bar1_outside_end 〇 高

終端_径2 D_horizontal_bar2_outside_end 〇 高

終端_ピッチ pitch_horizontal_bar_outside_end 〇 高

終端_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_outside_end 〇 高

終端_段数 layer_horizontal_bar_outside_end 〇 高

始端_径1 D_horizontal_bar1_inside_start 〇 高

始端_径2 D_horizontal_bar2_inside_start 〇 高

始端_ピッチ pitch_horizontal_bar_inside_start 〇 高

始端_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_inside_start 〇 高

始端_段数 layer_horizontal_bar_inside_start 〇 高

中央_径1 D_horizontal_bar1_inside_center 〇 高

中央_径2 D_horizontal_bar2_inside_center 〇 高

中央_ピッチ pitch_horizontal_bar_inside_center 〇 高

中央_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_inside_center 〇 高

中央_段数 layer_horizontal_bar_inside_center 〇 高

終端_径1 D_horizontal_bar1_inside_end 〇 高

終端_径2 D_horizontal_bar2_inside_end 〇 高

終端_ピッチ pitch_horizontal_bar_inside_end 〇 高

終端_最内側ピッチ innermost_pitch_horizontal_bar_inside_end 〇 高

終端_段数 layer_horizontal_bar_inside_end 〇 高

径 D_bar_spacing × ―

ピッチ pitch_bar_spacing × ―

幅止筋

内側

横筋 外側

内側
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×
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場所打ち杭

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name 〇 高

工法名 construction_method 〇 高

所属階 floor 〇 高

コンクリート強度 strength_concrete 〇 高

鋼管材質 strength_pipe 〇 高

全長 length_all 〇 高

拡頭径 D_extended_top 〇 高

軸部径 D_axial 〇 高

拡底径 D_extended_foot 〇 高

長さ length_top 〇 高

切替長さ length_extended_top_taper 〇 高

傾斜角度 angle_extended_foot_taper 〇 高

立ち上がり長さ length_extended_foot 〇 高

長さ length_pipe 〇 高

厚さ t_pipe 〇 高

径 D_main_zone1 〇 高

総本数 N_main_zone1 〇 高

1段目本数 N_main_circumference_1st_zone1 〇 高

径 D_band_zone1 〇 高

ピッチ pitch_band_zone1 〇 高

径 D_main_core_zone1 〇 高

本数 N_main_core_zone1 〇 高

配筋情報 ゾーン1 主筋

帯筋

芯鉄筋

長さ

断面

拡頭部

拡底部

鋼管

51 識別情報

配置情報

材料情報 コンクリート

鋼材

寸法情報

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

× ○ StbSecPile_RC:name × ○ ← × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× ○
StbSecPile_RC:strength_c
oncrete

× ○ ← × ×

× × × ○
StbSecPile_RC:strength_pi
pe

× ×

× ○ StbPile:length_all × ○ ← × ×

× × × ○

StbSecPile_RC_Straight:D
StbSecPile_RC_ExtendedF
oot:D_axial
StbSecPile_RC_Extended
Top:D_extended_top
StbSecPile_RC_Extended
TopFoot:D_extended_top

× ×

× ○

StbSecPile_RC_Straight:D
StbSecPile_RC_ExtendedF
oot:D_axial
StbSecPile_RC_Extended
Top:D_axial
StbSecPile_RC_Extended
TopFoot:D_axial

× ○ ← × ×

× × × ○

StbSecPile_RC_Straight:D
StbSecPile_RC_ExtendedF
oot:D_extended_foot
StbSecPile_RC_Extended
Top:D_axial
StbSecPile_RC_Extended
TopFoot:D_extended_foot

× ×

× × × ○ StbPile:length_head × ×

× × × × × ×

× × × △（常に「12」）

StbSecPile_RC_ExtendedF
oot:angle_extended_foot_t
aper
StbSecPile_RC_Extended
TopFoot:angle_extended_f
oot_taper

× ×

× × × △（常に「500」）

StbSecPile_RC_ExtendedF
oot:length_extended_foot
StbSecPile_RC_Extended
TopFoot:length_extended_
foot

× ×

× × × 〇

StbSecFigurePile_RC:leng
th_pipe
StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:D_main_circumferenc
e_1st

× ×

× × × 〇
StbSecFigurePile_RC:t_pip
e

× ×

× 〇

StbSecBarPile_RC_Same:
D_main_circumference_1st
StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:D_main_circumferenc
e_1st
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_main_circu
mference_1st

× 〇 ← × ×

× × × × × ×

× 〇

StbSecBarPile_RC_Same:
N_main_circumference_1st
StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:N_main_circumferenc
e_1st
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:N_main_circu
mference_1st

× 〇 ← × ×

× 〇

StbSecBarPile_RC_Same:
D_band
StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:D_band
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_band

× 〇 ← × ×

× 〇

StbSecBarPile_RC_Same:p
itch_band
StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:pitch_band
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:pitch_band

× 〇 ← × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可
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BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

径 D_main_zone2 〇 高

総本数 N_main_zone2 〇 高

1段目本数 N_main_circumference_1st_zone2 〇 高

径 D_band_zone2 〇 高

ピッチ pitch_band_zone2 〇 高

上部配筋切替レベル length_bar_zone2 〇 高

上部継手長さ length_lap_bar_zone2 〇 高

径 D_main_zone3 〇 高

総本数 N_main_zone3 〇 高

1段目本数 N_main_circumference_1st_zone3 〇 高

径 D_band_zone3 〇 高

ピッチ pitch_band_zone3 〇 高

上部配筋切替レベル length_bar_zone3 〇 高

上部継手長さ length_lap_bar_zone3 〇 高

径 D_main_zone4 〇 高

総本数 N_main_zone4 〇 高

1段目本数 N_main_circumference_1st_zone4 〇 高

径 D_band_zone4 〇 高

ピッチ pitch_band_zone4 〇 高

上部配筋切替レベル length_bar_zone4 〇 高

上部継手長さ length_lap_bar_zone4 〇 高

径 D_main_zone5 〇 高

総本数 N_main_zone5 〇 高

1段目本数 N_main_circumference_1st_zone5 〇 高

径 D_band_zone5 〇 高

ピッチ pitch_band_zone5 〇 高

上部配筋切替レベル length_bar_zone5 〇 高

上部継手長さ length_lap_bar_zone5 〇 高

X 杭偏芯実績値_X eccentricity_X 〇 高

Y 杭偏芯実績値_Y eccentricity_Y 〇 高

施工情報 杭偏芯実績値

ゾーン4 主筋

帯筋

接合情報

ゾーン5 主筋

帯筋

接合情報

ゾーン2 主筋

帯筋

接合情報

ゾーン3 主筋

帯筋

接合情報
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

× × × 〇

StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:D_main_circumferenc
e_1st
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_main_circu
mference_1st

× ×

× × × × × ×

× × × 〇

StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:N_main_circumferenc
e_1st
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:N_main_circu
mference_1st

× ×

× × × 〇

StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:D_band
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_band

× ×

× × × 〇

StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:pitch_band
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:pitch_band

× ×

× × ×
△（各位置の配筋
長さを右記に出力）

StbSecBarPile_RC_TopBo
ttom:length_bar
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:length_bar

× ×

× × × × × ×

× × × 〇
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_main_circu
mference_1st

× ×

× × × × × ×

× × × 〇
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:N_main_circu
mference_1st

× ×

× × × 〇
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:D_band

× ×

× × × 〇
StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:pitch_band

× ×

× × ×
△（各位置の配筋
長さを右記に出力）

StbSecBarPile_RC_TopCe
nterBottom:length_bar

× ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

-79-

035841
線



[ベースプレート]

BLCJ標準

大分類 中分類 小分類 項目 名称
審査における
参照の要否

参照する場合の
重要度

符号 name

〇 高

製品キー 1 product_key1 〇 高

リリースキー 1 release_key1 ？ ？

製品キー 2 product_key2 〇 高

リリースキー 2 release_key2 ？ ？

製品キー 3 product_key3 〇 高

リリースキー 3 release_key3 ？ ？

所属階 floor
〇 高

材質 strength_plate 〇 高

材質 strength_bolt 〇 高

X方向幅 B_X

〇 高

Y方向幅 B_Y

〇 高

厚さ t

〇 高

偏芯タイプ isEccentricity 〇 高

偏芯の向き direction_type 〇 高

モルタル高さ height_mortar 〇 高

径 D_bolt

〇 高

本数 N_bolt

〇 高

出の長さ extend 〇 高

定着長 L

〇 高

X方向 rigidity_X 〇 高

Y方向 rigidity_Y 〇 高

柱脚ヒンジタイプ否か isHinge 〇 高

データ作成日 creation_date ？ ？

特記事項 remarks 〇 高

部材の種類

パラメータの分類
審査側見解

※白：令和３年度検討項目
   青：令和４年度検討項目

既成ベースプ
レート_標準

識別情報

配置情報

材料情報 ベースプレート

アンカーボルト

寸法情報 ベースプレート

アンカーボルト

計算諸元情報 回転剛性

塑性形式

利用者情報
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○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

○:出力可
×:不可

要素名
もしくは

要素名：属性名

× × × 〇

StbSecBaseProduct_S:pro
duct_code
StbSecBaseProduct_CFT:
product_code

× ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × 〇
StbSecColumn_S:floor
StbSecColumn_CFT:floor

× ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_Plate::B_X
StbSecBaseConventional_
SRC_Plate::B_X
StbSecBaseConventional_
CFT_Plate::B_X

× × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_Plate::B_Y
StbSecBaseConventional_
SRC_Plate::B_Y
StbSecBaseConventional_
CFT_Plate::B_Y

× × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_Plate::t
StbSecBaseConventional_
SRC_Plate::t
StbSecBaseConventional_
CFT_Plate::t

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_AnchorBolt::name_bolt
StbSecBaseConventional_
SRC_AnchorBolt::name_bo
lt
StbSecBaseConventional_
CFT_AnchorBolt::name_bo
lt

× × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_AnchorBolt::N_X,N_Y
StbSecBaseConventional_
SRC_AnchorBolt::N_X,N_Y
StbSecBaseConventional_
CFT_AnchorBolt::N_X,N_Y

× × × ×

× × × × × ×

× ○

StbSecBaseConventional_
S_AnchorBolt::length_bolt
StbSecBaseConventional_
SRC_AnchorBolt::length_b
olt
StbSecBaseConventional_
CFT_AnchorBolt::length_b
olt

× × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

ＳＳ７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

SS7からST-Bridge変換で出力可能な項目

NBUS７から
直接出力

可能な項目
○:出力可
×:不可

NBUS７からST-Bridge変換で出力可能な項目

SEIN La CREAから
直接出力可能な項

目
○:出力可
×:不可

SEIN La CREAからST-Bridge変換で
出力可能な項目
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（余白） 
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2-4) 審査機序に対応した情報の抽出方法とその表現方法 

2-2)で設定した審査内容に対応する審査手順は、令和 2 年度に一般的な申請図を用いた審査

手順として検討した。令和 4 年度は、その審査手順をより具体化し、BIM を活用して審査する審査

手順としてまとめた。また、建築確認で BIM モデルを受領して審査する場合、通常の図面よりも情報

が見えすぎてしまうという課題を解決するために、BIM モデルの情報について、BIM モデルから、そ

の審査機序に対応した情報を抽出し、視認又は数的情報による判定に至る表現方法（モデルビュー）

を実現することとした。そのうえで、モデルビューによる確認審査の環境（以下、ビュー環境）を用いた

試審査により、ビュー環境の実用性等の検証を行った。 

審査に必要な情報を表現するための審査手順を「法チェック手順」として整理し、審査に必要な属

性情報を抽出して一覧表で表す「集計表」を設定したうえで、その集計表をもとに法適合性を判断す

る「法チェック表」の要件をとりまとめた。 

ビュー環境による試審査を行う項目は、「2-2) BIM モデルを閲覧することが審査上効果的である

内容の設定」から設定した。 

そのうえで、審査に必要となる視認、あるいは、数的判断に係る表示等が可能であるか等、モデル

ビューが建築確認図書を代替する可能性について、設計者と審査者双方の評価（ビューや属性情

報の値による色分け表示などの設定に係る作業手間とモデルビューによる内容理解の容易性との得

失等）により検証を実施した。 

さらに、建築計画概要に係る情報を併せて表現することにより、昨年度の BIM ビューアプロトタイ

プに実装した「審査モード」（個々の審査項目に対する必要なビューの抽出とその表示のレイアウト設

定）をバージョンアップし、設計者側が審査に必要な表現を適切かつ十分に審査者に伝える仕組み

を検討した。 
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試審査に供するビュー環境は、国立研究開発法人 建築研究所（以降、「建築研究所」）が用意し

た下表に示す検証用試審査環境を利用した。また、試審査に供する BIM モデルは、新たに作成し

たサンプルモデルを用いた。 

 

表１－ 検証用試審査環境（概要） 

項 目 概 要 

①BIM ビューア WEB ベースで動作／Autodesk Forge（開発環境）／Revit モデル、

IFC モデルに対応 

②BIM モデル 新たに作成したサンプルモデル 

・意匠・構造・設備モデル 

（意匠 Revit2020、設備 Revit2020、構造 Revit2022） 
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2-4-1)モデルビューの検証対象項目の整理 

ビュー環境による試審査は、「2-2) BIM モデルを閲覧することが審査上効果的である内容の設

定」で設定した課題別検証テーマのなかから、意匠、構造、設備の分野別で、審査機序、参照情報が

明確にされている表中下線を引いたテーマに対して検討を行うこととした。 

 

表２－課題別検証テーマ（令和 2年度報告書 p.319） 

意 匠 構 造 設 備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部算

定について 

7)凡例（消防設備、防火区画図）

について 

8)申請書について 

2)計算書と構造図の整合性につ

いて 

3)構造図間の整合性について 

2)計算書と設備図の整合性につ

いて 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置に

ついて 

 

検証の対象とする項目は、上表の課題別検証テーマに、BIM ビューアの特性を活かす可能性の高い

ものを新たに加え、下表のように設定した。 

 

表３－BIMビューアによる課題別検証テーマ 

 

  

分野 検討項目 

意匠 

1) 法 52条 容積率、法 53条 建蔽率 

2) 法 35条 排煙設備 

3) 令 112条 防火区画 

4) 確認申請書 

5) 令 23条 令 24条 令 25条 階段、令 123条 2項 屋外避難階段の構造 

6) 法 56条 斜線 

構造 

1) 計算書と構造図の整合性 

2) 構造図間の整合性 

3) 設計内容確認の審査補助ツール（→意匠と構造の整合を確認する） 

設備 
1) 法 28条,法 28条の２ 換気設備 

2) 令 112条 防火区画の貫通措置（風道の防火区画貫通部措置） 

-85-



 

2-4-2) 確認申請書情報の活用 

 審査における確認申請書の確認にあたり、申請図書との整合が確保されていない場合が少なからず

みられ、申請者、審査者の作業手間が増え、確認審査の円滑化を妨げる要因となっている。この課題

を解決するため、BIMモデルに申請に係る建物情報を入力して一元的に管理し、その情報が申請書フ

ォーマットに反映されるということを検討した。 

 検討にあたりまず、各 BIM オーサリングソフトウエアを用いた確認申請書作成手法を整理した。そ

の作成手法のパターンは下記のとおり。 

 

図２―BIM オーサリングソフトウエアを用いた確認申請書作成手法の整理 

 

 さらに、BIM ビューアを用いた審査を想定した場合は、確認申請書の記載事項が BIM モデルに

含まれる情報を直接確認することが想定される。また、その記載事項は、BIM ソフト内に作成するフ

ォーマットとしてプロジェクト情報ファミリを作成し、ファミリ内の属性情報が、BIM ビューア上で表現

できることを検証することとした。 

 プロジェクト情報ファミリを使用することの利点としては、確認審査において、繰り返し参照される確認申

請書情報の内容が一元化されるとともに、建築計画概要書の提出などの、確認審査後の行政手続きにそ

の情報が連携されることにより、行政側においては、建築台帳情報の作成、PLATEAUなどの地理情報

システムとの連携つながり、最終的には、台帳情報を活用する様々なサービスとの連携が図られること

で、建築の DXの促進に寄与する可能性が高まる。 

 上記は、建築確認という１つの手続きの情報活用に端を発する展望ではあるが、建築の DXの促進が

図られることにより、それぞれの手続きとして行われてきた、構造計算適合性判定、省エネ適合性判定な

どの判定業務、定期報告や資産管理に係る情報の一元化への期待も高まることとなり、ホリスティックな建

築情報の活用という議論にも発展する可能性を秘めている。（図２） 

 

図３―プロジェクト情報ファミリを利用した確認申請データを活用した将来像 
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2-4-3) 「法チェック手順」の整理 

意匠、設備の審査項目について、以下のとおり「法チェック手順」を整理した。 

◆意匠 

１）法５２条 容積率、法５３条 建蔽率 

〇法５２条 容積率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇法５３条 建蔽率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１．敷地の容積率の限度を確認 

確認申請書記載情報 

・容積率 

１－２．敷地面積の範囲と算定範囲、面積との整合確認  

１－４．計画建物の容積率≦申請敷地の容積率の確認 

１－３．容積率算入対象、容積率算入対象外の確認 

１－１．敷地の建蔽率の限度を確認 

確認申請書記載情報 

・建蔽率 

１－２．敷地面積の範囲と算定範囲、面積との整合確認  

１－４．計画建物の建蔽率≦申請敷地の建蔽率の確認 

１－３．建築面積の確認 
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２）法３５条 排煙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－１．プロジェクト情報から下記情報を抽出し、集計表で表示 

確認申請書記載情報 

・建物用途 

・階数 

・延べ面積 

・最高高さ 

・主要構造部・建物用途 

・階数 

・延べ面積 

・最高高さ 

・主要構造部 

１－２．排煙設備の設置が必要な部分の抽出と各室計算 

・居室、非居室 

３．防煙区画の規定を適合確認 

・区画の面積、区画性能の確認 

・排煙口の位置、防煙区画(垂れ壁、開口部上部)を３Dビューで確認 

２．モデルから防煙区画エリアを抽出・リスト表示 

   申請されたエリア名称を集計表で表示 

   建物モデルに入力されたエリア名称と規定を色分けし表示 

・区画の用途  ：居室、非居室、火気使用室 

・排煙方法   ：自然排煙、機械排煙、排煙設備免除 

・排煙区画方法：防火区画、防煙区画 

・区画面積 

・天井高さ 

４．排煙設備の規定を適合確認 

  ・自然排煙：排煙有効面積を自動計算(位置や有効高さは３Dビュー) 

  ・機械排煙：排煙口の有無(設備 BIM との整合確認は要検討) 

  ・排煙設備設置免除：告示規定との整合を自動判定 
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３）令１１２条 防火区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－１．プロジェクト情報から下記情報を抽出し、集計表で表示 

確認申請書記載情報 

・主要構造部 ・延べ面積 

・耐火建築物、準耐火建築物(イ‐１、イ‐２、ロ‐１、ロ‐２) 

・階数 ・建物用途 ・特殊建築物(法２７条の適用有無) 

・各階床面積と各階用途(申請書第５面) 

１－２．BIMモデルから防火区画エリアを抽出し、、集計表で表示 

 エリア名称と設計者が申請した規定を集計表で表示 

 モデルにエリア名称と規定を色分けし表示 

・面積区画            ・高層区画 

・竪穴区画            ・異種用途区画 

２－1．区画エリアの緩和規定を抽出し、集計表で表示 

 ・自動式スプリンクラー設備 

 ・劇場の客席、体育館、やむ得ない場合 

 ・体育館で内装仕上が不燃または準不燃、階段室 

 ・避難階の直上階または直下階に通ずる竪穴部分で下地仕上不燃 

 ・階数３以下で床面積 200㎡以内の住宅部分 

 ・警報設備設置 

１－３．防火区画の規定を適合確認 

 プロジェクト情報と防火区画の規定により自動チェック、結果を集計表で表示 

２－２．防火区画の緩和規定の確認 

２－３．防火区画の緩和規定の適合確認 

区画種別に合った緩和規定が採用されているかどうかを自動チェック、結果を集

計表に表示 

で表示 
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３－１．区画エリアと壁中心線位置の整合を確認 

・区画エリアと壁を表示 

３－２．区画エリアの面積を抽出し、集計表で表示 

３－４．区画エリア面積の適合確認 

・区画エリア面積が面積制限内であるかを自動チェックし、結果を集計表で表示 

３－３．区画エリアの求積を確認 

・区画エリアの面積 

・求積寸法と計算式（要否は協議要） 

・緩和計算による面積 

※竪穴区画は上下階面積を算入 

４－１．区画エリアに接する壁・開口部の防火性能を色分け 

   表示 

４－２．区画エリアに接する壁・扉の防火性能の適合確認 

・区画エリアに接する壁・開口部の防火性能を集計表で表示 

・かかる規定を集計表で表示、自動チェック 

・壁・防火設備の防火性能が法制限を満たしているか 

 を自動チェックし、リストに結果表示 
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５）令 23 条 令 24 条 令 25 条 階段、令 123 条 2 項 屋外避難階段の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－１．階段から 2ｍ未満の範囲に、階段への出入口以外の窓・給排気口を設けられて 

いないことを確認。 

※開口面積が各々1㎡以内で、法 2条 9号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸 

であるものが設けられたものを除く 

１－２ ．屋内から階段に通ずる出入口には、法 2条 9号の二ロに規定する防火設備で 

第 112条第 19項第二号に規定する構造であるものを設けること。 

閉鎖方法は、以下の（イ）または（ロ）のいずれか 

（イ）常時閉鎖式 

（ロ）随時閉鎖式・煙感知器もしくは熱煙複合式感知器連動自動閉鎖 

※直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に

開くことができるものとすること。 

２．階段における寸法等の適合確認 

・階段・踊り場の幅  

・蹴上、踏面        

   ・直階段にあっては踏幅 

・手摺設置 

 

１－３ ．階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 

BIMモデルにエリア名称と規定を色分けし表示 
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１．部屋情報から下記情報を抽出・リスト表示 

・居室/非居室 

・換気上の無窓居室 

・火気使用室 

・建物用途 

・換気設備種別(自然換気設備,機械換気設備,中央管理方式による空調設備) 

２．法定換気量の計算(詳細は今後検討) 

・必要換気量の算出 

・建物区分(レストラン、喫茶店ほか)、室名 

・一人当たりの専有面積 

・居室の床面積 

・標準在室密度（m2/人） 

・必要換気量（m3/m2・h） 

４．換気経路を確認する 

３．法定換気量と設計換気量を集計表に表示、比較する。 

・法定換気量が対象 

・設計換気量 

・上記の比較結果表示、モデルにエリア名称と規定を色分けしてビュー表示 

 

・排煙方法：自然排煙、機械排煙、排煙設備免除 

・排煙区画方法：防火区画、防煙区画 

・区画面積、天井高さ 
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１)法 28 条の２ 換気設備

◆設備



 

２）令 112 条 防火区画の貫通措置（風道の防火区画貫通部措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．BIMモデルから下記情報を抽出・色分け表示 

下記情報は、設計者が申請した情報※１(事前に審査者と協議) 

・区画エリア 

（面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画、防火上主要な間仕切り壁） 

・区画壁種別 

（準耐火構造(１時間耐火)、準耐火構造(45分耐火)、準耐火構造、耐火構造） 

２．区画壁を貫通するダクトを抽出し、色分けして表示 

４－１．ダクトの区画貫通位置に防火ダンパーが設置されていることを確認する。 

 

３．ダンパーから下記情報を抽出・色分け表示 

・防火ダンパー(FD) 

・防煙ダンパー(SD) 

・防火防煙ダンパー(SFD) 

・排煙方法：自然排煙、機械排煙、排煙設備免除 

・排煙区画方法：防火区画、防煙区画 

・区画面積、天井高さ 

 

４－２．区画種別と防火ダンパー種別が一致しているかを確認する。 

ビューアを目視で確認 
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2-4-4)「集計表」「法チェック表」の検討 

意匠、構造、設備の審査項目について、以下のような「集計表」「法チェック表」を検討した。 

「集計表」「法チェック表」の構成は以下の通りである。 

（集計表の構成） 

・プロジェクト情報…確認申請書に記載する情報などを BIMモデルに入力するプロジェクト情報を

一覧表示する部分。 （薄い灰色のセル） 

・ビューアで自動入力…BIM モデルから審査に必要な属性情報を抽出して一覧表示する部分。 

             （濃い灰色のセル） 

・部屋の情報…（設備のみ）空間要素に紐づいた属性情報を抽出して一覧表示する部分。 

             （水色のセル） 

（法チェック表の構成） 

 ・ビューアによる審査補助…集計表をもとに法適合性を判断した結果を表示する部分。 

             （オレンジのセル） ※今回の検証では未実装。 

 

「法チェック表」の構成 

例）法 28 条、法 28 条の２ 換気設備 

 

  

プロジェクト情報 

ビューアで自動入力 

部
屋
の
情
報 

ビ
ュ
ー
ア
で
自
動
入
力 

報 部
屋
の
情
報 

ビ
ュ
ー
ア
で
自
動
判
定 

ビ
ュ
ー
ア
で
自
動
入
力 

報 部
屋
の
情
報 

ビ
ュ
ー
ア
で
自
動
入
力 

 

部
屋
の
情
報 

ビ
ュ
ー
ア
で
自
動
判
定 
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◆意匠 

１）法５２条 容積率 

 

 

 

２）法３５条 排煙 
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３）令１１２条 防火区画 

①防火区画(面積区画)  

 

 

 

②防火区画(高層区画)  
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③防火区画(竪穴区画) 

 

 

 

④防火区画(異種用途区画) 
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◆構造 

１）鉄筋コンクリート造[梁] 

 

 

 

２）鉄筋コンクリート造[柱] 
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３）鉄筋コンクリート造[スラブ] 

 

 

 

４）鉄筋コンクリート造[耐力壁] 
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５）鉄骨造[梁] 

 

 

 

６）鉄骨造[柱] 
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◆設備 

１）法２８条、法２８条の２ 換気設備 

 

 

 省エネ適判の検討は、まず設計者と審査者双方の作業効率化に向けた仕様書の共通フォーマット

を検討することとした。検討した結果は下記のとおり。 

 

2）省エネ関係（外皮計算） 
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3）省エネ関係（空調関係） 

 

 

 

4）省エネ関係（換気関係） 
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5）省エネ関係（照明関係） 

 

 

6）省エネ関係（給湯関係） 

 

 

7）省エネ関係（昇降機・コージェネレーション・太陽光関係） 
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2-4-5)BIM らしい新たな表現の検討 

１）延焼の恐れのある部分の可視化 

 延焼の恐れのある部分は、図面表示では平面図上に線分で記載をするところ、空間要素（ゾーン）とし

て設定することにより、延焼の恐れのある部分に含まれる部位・部材を抽出することが出来るようになる。

図４の左側は、立体的に見た形であるが、延焼の恐れのある部分の空間把握が容易になることが分か

る。実際の図面ビューによる審査では、延焼の恐れのある部分は敷地境界から一定の距離をおいた線分

として表現されているが、空間要素の設定による場合は、平面ビューに対して、延焼の恐れのある部分を

透過して表現することになる。 

 視認の上では、図面による審査に習熟する場合において、その表現の違いによる見えにくさが生じる懸

念はあるものの、審査に必要な表現は得られていると考えらえる。 

 一方、実際の建物の部位・部材を表現するオブジェクトが延焼の恐れのある部分に含む、含まないの関

係がソフトウエア上で判断できることになることから、防火性能等の部位・部材が持つべき性能について、

設計上充足しているかの確認が機械的に可能となることが、利点として挙げられる。 

 

  

図４－延焼の恐れのある部分の空間要素（ゾーン）の設定による可視化 

（左：アクソメ表現、右：平面ビュー表現） 

 

  

-104-



 

２）マス機能を使った防火・防煙区画毎の色分表示による可視化 

 建物空間の内部の区画についても、１）延焼の恐れのある部分の可視化と同様に、対象とする区画を単

純な空間要素（マス）として設定し色分け表現することにより、区画相互、特に竪穴の区画や、区画の上

下関係について瑕疵化することが可能となる。竪穴区画あるいは、階相互の区画の関係については、従

前の図面表現ではぞれぞれの図を見比べて空間構成を把握する必要があるが、この表現では、３次元

表現により容易に把握することが可能となる。 

 また、各区画に所属する部位・部材の性能についても、１）延焼の恐れのある部分の可視化と同様に、

区画に含む、含まないの関係がソフトウエア上で判断できることになることから、耐火性能等の部位・部材

が持つべき性能や、消防設備等が具備する性能等について、設計上充足しているかの確認が機械的に

可能となることが、利点として挙げられる。 

   

図５－防火区画・防煙区画の空間要素（マス）の設定による可視化 

（左：防火区画の色分け表示、右：防煙区画の色分け表示） 

 

３）スパンドレル、排煙口の有効高さの可視化 

 防火区画の審査において、図面では視認がしにくい、外壁のスパンドレルの対象範囲や、排煙口の有

効高さをオブジェクトまたは空間要素として入力することにより、その位置や領域が正しく設定されている

かについて、３Dビューにより確認することが出来る。外壁のスパンドレルの対象範囲や排煙口の有効高

さを３Dビューにより視認することで、防煙区画に設ける排煙口や防煙壁の位置等の視認による確認が、

従前の図書による視認と比べ容易となることが期待できる。 

 

図６ｰスパンドレル（赤）と排煙口の有効高さ（緑）の３Dビュー確認 
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４）屋外避難階段の２ｍ範囲の可視化 

 屋外避難階段から２ｍの範囲について、空間要素（ゾーン）を設定することにより、階段が地上まで直通

すること、階段から２ｍ未満の範囲に階段の出入口以外の開口部・給排気口等が設けていないことの確

認を３Dビューにより確認することが出来る。また、屋外避難階段の２m範囲について階段の出入口以外

の窓・給排気口を含む・含まないの関係がソフトウエア上で判断できることになることから、設計上法的基

準を充足しているかの確認が機械的に可能となることが、利点として挙げられる。 

 

図７－屋外避難階段の２m範囲の表示と、窓・給排気口の位置の３Dビューによる確認 
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５）BIM ソフトと構造計算ソフトの整合性確認 

 BIM建築確認の構造の審査において、図面による審査では構造図と構造計算書との間の整合性確認

が必要となるが、申請用のモデルを作成する際に、構造計算ソフトと設計用オーサリングソフトとの間で、

構造データが双方向にリンクあるいは、情報交換により同期・連携することを担保することにより、構造図と

構造計算書との間の整合性確認を BIMモデル内で可能とする方法を検討した。 

 図 8は、BIMオーサリングソフトと構造計算ソフト間で構造データが双方向にリンクする場合の情報連

携について、図９は、 BIMオーサリングソフトと構造計算ソフト間で中間ファイルフォーマットを用い構造

データを相互に同期させる場合の情報連携について、模式的に示したものである。 

 前者の場合、構造計算ソフト上での構造計算や、計算結果を反映した設計の変更が双方向リンクにより

直ちに BIMモデル側に反映させることが可能でであり、申請時のモデルの提出において、BIMモデル内

に、構造図と構造計算上の差異について比較できるような形で情報が確認できれば、BIMモデルのみで

相互の整合を 3Dビューによる視認（図 10）、あるいは、データの比較により確認する可能となる。後者の

場合は、構造計算に用いる部材等の情報が中間ファイルを介して構造モデルと構造計算モデルで同期

されるので、中間ファイルフォーマットのデータを照合用のデータとして提出することにより、構造 BIMモ

デルと構造計算 BIMモデルの整合をデジタルに確認することが可能となる。 

 

 

 

図８― BIMソフトと構造計算ソフト間で構造データが 

双方向にリンクするソフトを活用した場合 
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図９－構造計算ソフトの解析データから出力された中間ファイルの 

標準フォーマット(ST-Bridge形式データ)を活用した場合 

 

 

図１０－BIM ソフトと構造計算ソフトとの連動・非連動を抽出してカラー表示 
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2-4-6)「BIM ビューア」の概要 

BIMビューアはクラウドベースで動作し、ユーザーはブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge

等）からログインし、利用するものである。開発環境は、昨年度同様 Autodesk Forgeを継続利用し、

検証を行うこととし、今年度検証する BIM モデルは、昨年度同様、主に Revit モデルを用いて検証

することとした。 

 

 

 

①～⑫に示す機能ボタンの名称（機能）と、各ビュー等での対応は以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１－令和３年度検討した審査向けビューアに実装された機能の説明 

（引用：令和３年度報告書 P.119） 

（説明：BIM モデルは、BLCJ サンプルモデル（意匠モデル）） 

①  ②  ③   ④  ⑤  ⑥  ⑦   ⑧  ⑨  ⑩  ⑪    ⑫ 

拡大 
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 確認申請に用いることを想定し、BIMビューアに必要となる仕様要件を検討するため、今年度に機

能を追加、強化したものも含め、建築確認審査用 BIM ビューアの機能は下記の通りである。 

 

［建築確認審査用 BIM ビューアの主な機能］ 

※アンダーラインは機能を追加・強化したもの 

 

１．Web ブラウザから BIM モデル(Revit ファイル)や図書(PDF)を直接アップロード 

２．審査項目別にビューを予め指定して記録し、表示させる 

３．ビューリストからドラッグ＆ドロップで複数画面を表示 

４．属性情報を可視化するためのカラーフィルタ(塗分け凡例)  

５．必要な属性情報を抜き出して集計し表示  

６．3 次元モデルで空間把握を容易にする 

７．指摘事項や質疑の履歴を残す 

８．様々な属性値を、一つの属性情報に統一させる（パラメータマッピング）  

９．確認申請書情報（建築計画概要）を表示させる 

１０．空間要素（部屋）に内包された情報の可視化と、３D ビューにおける部屋名称の表示 

１１．IFC データを読み込む 

 

 具体の実装の状況を以下に示す。 

 

図１２－BIM ビューアのビュー画面（提供：建築研究所） 

（説明：確認したいビューを画面にドラッグ＆ドロップし、同一画面に複数のビューを配置可能）  

 

複数ビューのレイアウト

をセットする 

ビューを予め指定して記録する 

-110-



 

 

図１３－BIM ビューアの主な機能「２．審査項目別にビューを指定する」の紹介 

（提供：建築研究所） 

（説明：申請者が申請上必要と判断した３D ビューや２D ビューを予め設定し、審査側が審査においてそのビューを

選択して表示する機能。） 

 

 

図１４－BIM ビューアの主な機能「４．属性情報を可視化するためのカラーフィルタ(塗分け凡例)」

のビュー画面（提供：建築研究所） 

（説明：壁等の属性情報に基づき、任意設定カラーで凡例設定し、BIM モデルの情報から防火区画図を代替 

できる可能性があるビュー画面を表現） 

審査項目別にビューを

切り替え表示させる 

確認申請書情報（建築

計画概要）を表示する 

壁の属性情報を基に、カラーフィルタ機能に

より、塗分け表示 
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図１５－BIMビューアの主な機能「５．必要な属性情報を抜き出して集計し表示」のビュー画面 

（提供：建築研究所） 

（説明：梁等の属性情報から、審査上必要な属性情報を抽出し、部材を表形式で表現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６－「BIM ビューアの主な機能７：指摘事項や質疑の履歴を残す」の概要（提供：建築研究所） 

（説明：BIM モデルを閲覧しながら審査する場合の審査履歴等を記録するビュー画面を表現） 

 

任意のビューでコメント(指摘/質疑事項)の追記が可能 

コメント一覧の表示(将来的にエクスポート対応を想定) 

 

梁部材の属性情報を基に、 

カラーフィルタ機能で、 

塗分け表示 

梁部材の属性情報を 

抽出し集計して表示 
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図１７－BIM ビューアの主な機能「８．様々な属性情報の値を、一つの属性情報に統一させる 

（パラメータマッピング）」のビュー画面（提供：建築研究所） 

（説明：BIM モデルの属性情報から審査のビューで必要となる属性情報を紐づける画面） 

 

 

 

 

図１８－BIM ビューアの主な機能「１０．空間要素（部屋）に内包された情報の可視化と、３D

ビューにおける部屋名称の表示」のビュー画面（提供：建築研究所） 

（説明：３D 上（画面は階のビュー）に、部屋情報から室名を抽出し表示させる画面） 
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2-4-7)BIM モデルの概要 

今年度は建築確認図書等の作成元となる BIM モデル等から抽出される数値等の情報を利用し

たモデルビューを視認により確認し、これにより申請図書を代替する方法を検証することが目的とした。

そのため、BIMモデルに審査に必要な、多くの属性情報や審査ビューが必要となることから、従前の

モデルの改良ではなく、協議会の会員に設計者を得て新たに意匠・構造・設備モデル（サンプルモ

デル）を作成した。 

作成したサンプルモデルの概要は下記の通りである。 

 

図１９：作成したサンプルモデル 

 

■サンプルモデルの建築概要 

・場 所：某所 

・都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等：都市計画区域内、市街化区域 

・用途地域：商業地域 

・防火地域：防火地域 

・主要用途：事務所（1階〜８階） 

・工事種別：新築 

・主要構造：鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）、杭基礎 

・階 数：地下１階/地上 8階 

・敷地面積：829.06㎡ 

・建築面積：738.16㎡ 

・延べ面積：6,016.66㎡ (容積対象床面積：5,838.93㎡) 

・最高高さ： 34.85m 

・最高の軒の高さ：  32.85m 

・基準階(２〜8階)：階高  4.0m、天井高 2.7m、床面積 725.46㎡ 
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2-4-6) BIMビューアを活用した試審査の実施 

ビュー環境による試審査の実施方法は、BIM ビューアの開発状況等を加味し、建築研究所と協

議の結果、実施期間、実施方法は以下によることとした。 

 

（１）実施期間：2月 21日（火）から 3月 2日（木）まで 

（２）実施方法： 

◆ビュー環境による試審査の実施対象とする「課題別検証テーマ」 

意匠、構造、設備の分野別に、BIM ビューアの特性を活かす下表のテーマに対して行うこととし、下線

について検討した。 

 

表１－BIM ビューアの特性を活かす課題別検証テーマ 

意 匠 構 造 設 備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部算定

について 

7)凡例（消防設備、防火区画図）に

ついて 

8)申請書について 

2)計算書と構造図の整合性に

ついて 

3)構造図間の整合性につい

て 

2)計算書と設備図の整合性につい

て 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置に

ついて 

 

なお、各課題別検証テーマにおける詳細な検討項目は下記とすることとした。 

 

表２－BIM ビューアの特性を活かす課題別検証テーマ（詳細） 

 

  

分野 項目 

意匠 1) 法 52条 容積率、法 53 条 建蔽率 

2) 法 35条 排煙 

3) 令 112条 防火区画 

4) 確認申請書 

5) 令 23条,令 24条,令 25条 階段、令 123条 2項 屋外避難階段の構造 

6) 法 56条 斜線 

構造 1) 計算書と構造図の整合性 

2) 構造図間の整合性 

3) 設計内容確認の審査補助ツール（→意匠と構造の整合確認） 

設備 1) 法 28条,法 28条の２ 換気設備 

2) 令 112条 防火区画の貫通措置（風道の防火区画貫通部措置） 
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◆試審査の評価対象項目  

 意匠・構造・設備の共通項目と分野別項目について、審査項目毎に必要となる審査ビューを設定し、分

野別の審査者が検証を行った。設定した審査ビューは以下の通り。 

 

表３－試審査の評価対象項目 

分野 審査ビュー 

共通 【初期画面】 アップされた全 BIMモデルの表示 

【共通 01】 建築計画概要の表示 

【共通 02】 意匠・構造・設備統合モデルの表示 

【共通 03】 建物全体と各階平面ビューの表示 

【共通 04】 立面ビューの表示 

【共通 05】 配置ビューの表示 

【共通 06】 床面積求積ビューの表示 

【共通 07】 断面ビューの表示 

意匠 【意匠 01】 法 52条 容積率 

【意匠 01-1】 法 53 条 建蔽率 

【意匠 02】 令 112条 防火区画 

【意匠 03】 法 35条 排煙（防煙区画） 

【意匠 05】 法 35条 排煙（自然排煙） 

【意匠 06】 屋外避難階段（令 23 条,令 24 条,令 25 条 階段、令 123 条２項 屋外避難階段

の構造) 

【意匠 07】 法 56条 斜線 

構造 【構造 01】 スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（全体） 

【構造 02】 スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（各階） 

【構造 03】 スラブ符号と厚さ配置(各階)＋スラブ計算用荷重（集計表） 

【構造 04】 スラブ符号と厚さ配置(各階)＋小梁計算用荷重（集計表） 

【構造 05】 意匠ビューの部屋と構造ビューの用途配置 

【構造 06】 スラブ厚さ(全体と各階)  

【構造 07】 梁部材配置 

【構造 08】 柱部材配置 

【構造 09】 計算 BIM モデルと図面 BIM モデル配置 

設備 【設備 01】 換気計算（各フロアビュー表示） 

【設備 02】 設備の防火区画貫通処理（各階表示＋アクソメ表示） 
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◆設計者、審査者双方の評価実施方法 

・設計者、審査者が、検証用試審査環境を利用し、その結果をアンケート形式により回答を得た。 

・評価実施者は、検討委員会［一般建築］作業部会へ参加する設計者、審査者の協力を得た。 

・アンケート設問は以下のとおり。 

［設計者、審査者共通設問］ 

① BIMビューア閲覧のための動作環境について 

以下１．から４．各項目についてそれぞれ回答選択肢から回答を求めるとともに、具体的な意見の記

入を求めた。なお、５．は使用ブラウザの種類を自由記入とした。 

１．OS 

回答選択肢： 

□ Microsoft Windows 10 64 ビット版  □ Microsoft Windows 10 32 ビット版 

□ Microsoft Windows 11 64 ビット版  □ Microsoft Windows 11 32 ビット版 

□ その他 

２．CPU 

回答選択肢： 

□ Intel Core i3  □ Intel Core i5  □ Intel Core i7  □ Intel Core i9 □ Intel Pentium  

□ その他 

３．メモリ 

回答選択肢： 

□ 4GB 以下  □ 8GB  □ 16GB   □ 32GB □ その他 

４．グラフィックボード 

回答選択肢： 

□ あり  □ なし 

５．ブラウザ環境 

    □ Microsoft Edge □ Google Chrome □ Apple Safari □ Mozilla Firefox 

 □ Mozilla Firefox Soliton Secure Browser Pro □ その他 

② BIMビューアの操作性全般について 

以下１．から５．の各項目を対象に、以下回答選択肢から回答を求めるとともに、具体的な意見の記

入を求めた。 

回答選択肢： 

□とても操作しやすかった □操作しやすかった □操作しにくかった □とても操作しにくかった 

１．審査モードの操作性 

２．確認申請図に替わる確認申請ビューと３Dデータの供覧による確認方法 

３．審査対象となる属性情報をハイライトさせるカラーフィルタの表現 

４．審査対象となる属性情報を集計した集計表の表現 

５．審査対象となる属性情報を集計した集計表の手法 

６．その他の機能の操作（計測、指摘事項、断面表示等） 

７．BIM ビューアの操作における良い点 

８．BIM ビューアの操作における不満点 

９．BIM の今後の展望 

１０．その他、質問事項等 
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③ BIMビューアを使った審査について 

以下１．から７．各項目の明示事項、整合性、BIM らしい新たな表現についてそれぞれ回答選択肢

から回答を求めるとともに、表現の良否等の具体的な意見の記入を求めた。 

 

  [審査ビュー表現を得るための表示設定方法と、検証内容] 

１．【共通 01】建築計画概要の表示 

 

図１－【共通 01】建築計画概要の表示 

 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

(付近見取図)方位、道路及び目標となる地物 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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２．【共通 02】意匠・構造・設備統合モデルの表示 

 

図２－【共通 02】意匠・構造・設備統合モデルの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

（必要事項の確認） 

回答選択肢： 

□確認できた □部分的に確認できた □全く確認できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について（プロジェクト情報による申請書確認） 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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３．【共通 03】建物全体と各階平面ビューの表示 

 

図３－【共通 03】建物全体と各階平面ビューの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

縮尺及び方位 

間取、各室の用途及び床面積 

壁及び筋かいの位置及び種類 

通し柱及び開口部の位置 

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 

間取、各室の用途及び床面積 

・整合性審査の可否 

 回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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４．【共通 04】立面ビューの表示 

 

図４－【共通 04】立面ビューの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

縮尺 

地盤面 

各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並 びに建築物の各

部分の高さ 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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５．【共通 05】配置ビューの表示 

 

図５－【共通 05】配置ビューの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 

擁壁の設置その他安全上適当な措置 

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分

の高さ 

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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６．【共通 06】床面積求積ビューの表示  

 
図６－【共通 06】床面積求積ビューの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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７．【共通 07】断面ビューの表示 

 

図７－【共通 07】断面ビューの表示 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   縮尺 

地盤面 

各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部

分の高さ 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 
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［審査者固有設問－意匠］ 

以下１．から６．各項目の明示事項、整合性、法適合、BIM らしい新たな表現についてそれぞれ回答

選択肢から回答を求めるとともに、表現の良否等の具体的な意見の記入を求めた。 

 

１．【意匠 01】法 52条 容積率  

 

図８－【意匠 01】法 52条 容積率 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   敷地の位置 

指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 

蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位

置 

蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床

面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

 ・BIM らしい新たな表現方法（マス表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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２．【意匠 01-1】法 53条 建蔽率  

 

図９－【意匠 01-1】法 53条 建蔽率 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   防火地域の境界線 

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 
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３．【意匠 02】令 112条 防火区画  

 

図１０－【意匠 02】令 112条 防火区画① 

 

 

図１１－【意匠 02】令 112条 防火区画② 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否 

   防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 

防火区画の位置及び面積 

令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造 

防火設備の位置及び種別 
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・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

 ・BIM らしい新たな表現方法（マス、スパンドレル表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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４．【意匠 03】法 35条 排煙（防煙区画）、【意匠 05】法 35条 排煙（自然排煙） 

 

図１２－【意匠 03】法 35条 排煙（防煙区画） 

 

 

図１３－【意匠 05】法 35条 排煙（自然排煙） 

 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否   

   排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置 

令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積 

令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 
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・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

 ・BIM らしい新たな表現方法（マス、自然排煙の有効範囲の表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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５．【意匠 06】屋外避難階段（令 23条,令 123条２項 1号) 

 

図１４－【意匠 06】屋外避難階段（令 23条,令 123条２項 1号) 

 

  [設問] 

・明示事項（下記、明示事項の確認の可否）   

   階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 

令第二十七条に規定する階段の設置状況 

階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

 ・BIM らしい新たな表現方法（屋外避難階段の２ｍ範囲の表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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６．【意匠 07】法 56条 斜線 

 

図１５－【意匠 07】法 56条 斜線 

 

  [設問] 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法（斜線の表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 

 

  

-132-



 

［審査者固有設問－構造］ 

以下１．から９．各項目の明示事項、整合性、法適合、BIM らしい新たな表現方法ついてそれぞれ

回答選択肢から回答を求めるとともに、表現の良否等の具体的な意見の記入を求めた。 

 

１．【構造 01】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（全体）

 

図１６－【構造 01】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（全体） 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件※」で整理した審査項目の確認の可否 

  ※「令和２年度報告書 p.369～」 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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２．【構造 02】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（各階)  

 

図１７－【構造 02】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（各階)  

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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３．【構造 03】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋スラブ計算用荷重（集計表） 

 

図１８－【構造 03】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋スラブ計算用荷重（集計表） 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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４．【構造 04】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋小梁計算用荷重（集計表） 

 

図１９－【構造 04】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋小梁計算用荷重（集計表） 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状、 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 

  

-136-



 

５．【構造 05】意匠ビューの部屋と構造ビューの用途配置 

 

図２０－【構造 05】意匠ビューの部屋と構造ビューの用途配置 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

  部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状、 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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６．【構造 06】スラブ厚さ(全体と各階) 

 

図２１－【構造 06】スラブ厚さ(全体と各階)の確認 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状 

位置(レベル） 

床版敷込方向(一方向版の場合)  

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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７．【構造 07】梁部材配置 

 

図２２－【構造 07】梁部材配置 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（大梁） 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手位置、梁端部接合方法(剛接・ピン接) 

位置(レベル)、継手位置(通り芯からの寸法)、同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、 

「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（小梁） 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状・継手位置・梁端部接合方法(剛接・ピン接)、横補剛材の

位置（部材配置） 

位置(レベル) 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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８．【構造 08】柱部材配置 

 

図２３－【構造 08】柱部材配置 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、 

位置(基準からの寸法) 

同一部材の色別表示、「指定することで表現されるもの」部材断面寸法 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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９．【構造 09】計算 BIM モデルと図面 BIMモデル配置 

 

図２４－【構造 09】計算 BIM モデルと図面 BIMモデル配置 

 

  [設問] 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（大梁） 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手位置、梁端部接合方法(剛接・ピン接) 

   位置(レベル)、継手位置(通り芯からの寸法) 

同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、「指定することで表現されるもの」構造諸元(合成

スラブ版等)、部材厚さ、スパンの寸法 

・「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（小梁） 

   部材符号、位置(部材配置)・外形形状・継手位置・梁端部接合方法(剛接・ピン接)、横補剛材の

位置（部材配置） 

位置(レベル) 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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［審査者固有設問－設備］ 

以下１．から 2．各項目の明示事項、整合性、法適合、BIM らしい新たな表現方法ついてそれぞれ回

答選択肢から回答を求めるとともに、表現の良否等の具体的な意見の記入を求めた。 

 

１．【設備 01】換気計算（各フロアビュー表示） 

 

図２５－【設備 01】換気計算（各フロアビュー表示） 

  [設問] 

     ・明示事項（下記、明示事項の確認の可否） 給気機又は給気口の位置 

排気機若しくは排気口、排気筒または煙突の位置 

換気設備の有効換気量 

     ・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

     ・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

     ・BIM らしい新たな表現方法（３Dビュー表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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２．【設備 02】 設備の防火区画貫通処理（各階表示＋アクソメ表示） 

 

図２６－【設備 02】 設備の防火区画貫通処理（各階表示＋アクソメ表示） 

 

  [設問] 

・明示事項の確認の可否） 

 風洞の配置、 

 令第 112 条第 19 項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位 

置及び種別 

・整合性審査の可否 

回答選択肢： 

□審査できた □部分的に審査できた □全く審査できなかった 

・法適合審査の可否 

回答選択肢： 

□判断できた □部分的に判断できた □全く判断できなかった 

・BIM らしい新たな表現方法（３D ビュー表現）について 

回答選択肢： 

□とても確認しやすかった □確認しやすかった □確認しにくかった □とても確認しにくかった 
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（余白） 
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（３）実施結果： 

次ページ以降に示す。 
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［設計者、審査者共通設問］ 

① BIMビューア閲覧のための動作環境について 

１．OS 

回答選択肢 
回答 

結果 

Microsoft Windows 10 64ビット版 34 

Microsoft Windows 10 32ビット版 0 

Microsoft Windows 11 64ビット版 3 

Microsoft Windows 11 32ビット版 0 

有効回答数 38 

回答結果の傾向等：「Microsoft Windows 10 64ビット版」が 89％であった。 

 

２．CPU 

回答選択肢 
回答 

結果 

Intel Core i3 0 

Intel Core i5 10 

Intel Core i7 19 

Intel Core i9 1 

Intel Pentium 0 

その他 8 

有効回答数 38 

回答結果の傾向等：「Intel Core i7」が 50％と最も多く、次いで「Intel Core i5」であった。 

なお、設計者は、実務で BIMを利用しているため、PC処理性能が高い傾向に 

あった（以下同様の傾向）。 

 

３．メモリ 

 

回答結果の傾向等：「16GB」が 47％と最も多く、次いで「8GB」「32GB」であった。 

 

  

回答選択肢 
回答 

結果 

4GB以下 0 

8GB 10 

16GB 18 

32GB 10 

その他 0 

有効回答数 38 
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４．グラフィックボード 

回答選択肢 
回答 

結果 

あり 17 

なし 21 

有効回答数 38 

 

 

 

 

 

 

回答選択肢 
回答 

結果 

Microsoft Edge 26 

Google Chrome 12 

Apple Safari 0 

Mozilla Firefox 0 

Soliton Secure Browser Pro 0 

その他 0 

有効回答数 38 

回答結果の傾向等：「Microsoft Edge」が 68％、「Google Chrome」が 31％であった。 
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５．ブラウザ環境

回答結果の傾向等：「なし」が 55％であった。



 

② BIMビューアの操作性全般について 

１．審査モードの操作性 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても操作しやすかった 3 1 0 1 1 0 0 

操作しやすかった 26 7 4 3 7 4 1 

操作しにくかった 8 1 1 0 1 3 2 

とても操作しにくかった 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても操作しやすかった」、「操作しやすかった」の回答が全体の 76％となった。一

方、「操作しにくかった」、「とても操作しにくかった」との回答は 23%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・とても UIが解りやすく描画も早く、良かった。 

・やや挙動が不安定なものの、操作イメージをつかむことができた。 

・ある程度プリセットがされていれば、操作が容易にでき、カスタマイズも操作に慣れれば、可能と感じた。 

・BIM設計の場合に用いる拡張モニタにも対応すべく、最大 4つ割りのプレレイアウトを 6割も用意して

もらえると良い。2画面で表示してもレイアウトの大きさは調整できたので使いやすいと感じた。 

・PCの能力なのか、立ち上がりに時間がかかった。 

◆構造 

・ブラウザの縮小をかけると、最大化しても縮小されたサイズに固定された。構造計算書の遷移が遅い。

ページ枚数が多いため、ビューアだけで完結させるには動作が遅い。 

・建物モデルを回転して動かすことは、特に問題なかった。符号を確認するなどを行うには、大きなモニタ

でないと難しい。分割表示では形のみの識別しかできないかもしれない。 

・ビューの選択や表示の操作性は良かった。 

・表示の読み込みに多少時間が掛かったが、PCのスペックが高ければ問題ないと思う。 

・基本操作に不快感は無かった。 

8%

68%

21%

3%

審査モードの操作性

とても操作しやすかった

操作しやすかった

操作しにくかった

とても操作しにくかった
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＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・慣れておらず、欲しい情報を見つけることに苦労した。 

・最初は分かりにくい部分もあったが、慣れていけば操作しやすくなると思う。 

・初期表示は若干表示に時間はかかるが、その後は動作もスムーズで使いやすい。審査中（一時的に）

一部のファミリを非表示とする方法が、選択し右クリック非表示等で対応できるとよい。 

・審査モードを切り替える度に表示されるまでのレスポンスが少し長い。サクサク切り替えられるとよい。審

査モード毎に審査すべき内容が整理され、まとめて必要な情報が表示される設定になっている点は大

変わかりやすく審査しやすかった。 

・直感的に操作できた。 

・フリーズする頻度が高く、何度も再起動が必要になった。（PCのスペックの問題か） 

◆構造 

・フリーズして動かない頻度が高かった（他の作業もしながら審査するため、ビューア以外のデータも開い

た状態で検証した）。 

・ビューを複数開く、審査モードを切り替える際にフリーズしてしまう事が度々あった。 

・通り芯や SLが表示されると見易くなると考える。 

◆設備 

・分かり易い操作マニュアルが必要だと感じた。 

・操作に慣れていないせいか、断面確認の移動に手間がかかった。 
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２．確認申請図に替わる確認申請ビューと３Dデータの供覧による確認方法について 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても確認しやすかった 3 1 1 1 0 0 0 

確認しやすかった 24 5 3 3 9 3 1 

確認しにくかった 10 3 1 0 0 4 2 

とても確認しにくかった 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」の回答が全体の 71％となった。一

方、「確認しにくかった」、「とても確認しにくかった」との回答は 28%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・最初はドラッグ＆ドロップが難しかった。慣れれば問題ないと思う。「レイアウトを選択」すると最初からリソ

ースをドロップにすることになるため、開いているデータを分割表示してくれれば良いと感じた。 

・各ビューで表示する各々の情報相互の整合性がどのように担保されているか、確認しづらいのがもどか

しく感じた。特に、マスモデルと建築モデルとの整合や、アドインを利用している面積算定図の作成前

後にモデルに変更が加えられていないかなど。 

・3Dビューと平面ビューなど、ビューのみの表示の場合は、色分けの意味や略号の意味がわからないた

め、凡例ビューを合わせて表示させないと意図がよみとれない箇所があった。 

・現時点では、3Ｄデータに数値・文字など、判定材料となる情報が確認できなかったため、建築物のモデ

ルを認識する程度にとどまった。3Ｄモデルについてはもう少し具体的な活用方法を模索すべきと考え

る。また、申請書第 3面以降の情報を図面上で閲覧したい。 

・チェックもしくは審査を前提とすると、必要な情報を取り出すのはなかなか難しい。 

・ビューの切り替えは簡単だが、審査モードの設定方法はしっかりマニュアルを読み込まないと難しく、直

感的にできるものではないと感じた。慣れが必要。 

 

8%

63%

26%

3%

確認申請図に替わる確認申請ビューと

３Dデータの供覧による確認方法について

とても確認しやすかった

確認しやすかった

確認しにくかった

とても確認しにくかった
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◆構造 

・設計者側が設定する場合は、ビュー設定が手間だと感じた。設計者側が設定したビューが正しく設定さ

れている保証がなく、必要なビューや名前をルール化することで、最終的には自動で配置できるような

機能があるとよい。 

・設計者側が設定した場合、案件ごとにまちまちになる可能性があり、デフォルトで必要なビューが作られ

るようにした方が良い。デフォルトがない場合は足りないビューを審査側が指摘、新たに設計者側で追

加するというやり取りが生じ、それに対応する時間がもったいないと感じる。 

・実際に 1万㎡程度の BIMモデルを読み込んで審査モードのレイアウトを作成してみたが、操作性につ

いては概ね問題ないと感じた。 

・慣れの問題はあるが、基本的な操作に不快感は無かった。 

・現時点では 3Ｄデータに数値・文字などの判定の材料となる情報が確認できず、建築物のモデルを認

識する程度に留まった。3Ｄモデルについては、もう少し具体的な活用方法を模索すべきと考える。申

請書第 3面以降の情報は、図面上で閲覧したい。  

◆設備 

・UI的には、問題ないと感じた。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・整合が取れている前提で、どの部分の整合性を審査するべきかがわかりにくい。 

・審査モードは法適合確認に必要なものでありわかりやすい。但し、建築基準関係規定を全て網羅する

場合には、相当数の審査モードが必要となると想像され、現実的かは疑問。 

・ビューの切り替えは簡単だった。一方、審査モードの設定方法はしっかりマニュアルを読み込まないと難

しく、直感的にできるものではないと感じた。 

◆構造 

・ビューからのプロパティ表示ができない（見たいわけではないが要素が確認できなかった）。 

・操作方法が未熟なせいか、うまく突合せができなかった。 

・案件によっては確認申請ビューに必要な情報が異なると思われる。3D データより審査に必要な情報を

都度確認するには時間がかかるため、事前にビューの構成について設計者との協議が必要と考えられ

る。 

◆設備 

・慣れの問題なのか、3次元ビューの時 図面断面切断回転などしながら見たい場所にたどり着くのに手

間取る。また、画面の中央に来ないので見づらい。 
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３．審査対象となる属性情報をハイライトさせるカラーフィルタの表現について 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても確認しやすかった 0 0 0 0 0 0 0 

確認しやすかった 26 6 1 4 7 5 3 

確認しにくかった 11 3 4 0 2 2 0 

とても確認しにくかった 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」の回答が全体の 68％となった。一方、「確認しにくかった」、「と

ても確認しにくかった」との回答は 31%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・プロトタイプゆえの制約と思うが、画面遷移の度にウィンドウを開いてフィルタ設定する必要があるのは煩

雑だった。色分けが見づらい場合の色調変更や、フィルタ一覧のクリックによる該当部分の強調などが

簡易にできるとよい。 

・マスで表示されているが、普段の設計図書作成時に加えて、マスを作成する手間が増えると感じた。審

査側がマスの表示で審査しやすくなるのであれば、その手間をどう効率化させるか検討する必要があ

るため、審査側の意向を確認したい。 

・カラーフィルタを設定する際、使用しないパラメータを非表示にできればさらに良いと感じた。 

・必要な情報を自分で見に行く、設定するにはかなり頻度と時間が掛かる。 

◆構造 

・カラーフィルタの文字が変更できたが、変更できないほうがよいのではないか。自動配色されるカラーで

は、オブジェクトの種類が多い場合にはっきりとした色分ができず、色の違いで判別しづらい可能性が

ある。一方、ユーザーが手動で設定したとしても、どの色を当てればいいのか判断に迷う。また、審査

側が新規にカラー設定をしたい場合は、初見の BIMモデルのどのパラメータにどの値が入っている

かがわからないのではないか。同じ設定のモデルを使用しないと利用しづらいと感じた。 

0%

68%

29%

3%

審査対象となる属性情報をハイライト

させるカラーフィルタの表現について

とても確認しやすかった

確認しやすかった

確認しにくかった

とても確認しにくかった
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・使いやすいと思うが、構造審査のどういう場面で利用するのが良いのか、具体的にイメージできなかっ

た。 

・カラーフィルタの表示で、フィルタ適用のセットが意匠・構造・設備の分野別に表示されるとよい。 

・「カラーフィルタ・セットの適用」ウィンドウは表示項目が多く縦長になり、「適用」「閉じる」のボタンが画面

外にあったため、分かりづらかった。ウィンドウサイズを小さくするために「適用するセットを選択して下さ

い」「作成済みフィルタ」の下のチェックボックス項目の中をスクロールにするなどしてウィンドウを小さく

してほしい。 

・操作しにくいというより、設定する行為自体が分かりにくかった。カラーフィルタはデフォルトで表示されて

おり、カラーリングだけが変更できるような形が良い。 

◆設備 

・カラーフィルタ・セットで、同一カテゴリで複数のカラーフィルタをセットできるとさらにわかりやすい。例：

「壁：防火区画」「壁：防煙区画」など 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・自由に表示、非表示ができると良い。一人称視点では、ある室内から壁の向こう側や上階下階の情報

は、表示されない方が良い。（視点のある部屋に有るものと、部屋の外にあるものとで区別がつかず、

見にくい） 

・確認はしやすかったが、慣れるのに時間がかかる。 

・カラーフィルタからこの属性をハイライトさせたいと思っても、審査に関係ない部分で時間がかかってしま

う。機能として自分でハイライト出来るという選択肢は素晴らしいと思うので、もっと直感的に同じ属性が

ハイライトするような仕組みがあるとよい。 

◆構造 

・メニュー化されているものを読み込むことは簡単に操作できたが、現時点では、個別に設定することは

難易度が高く不可能ではないかと考える。 

・カラーフィルタ機能はよいが、カラーフィルタセットの作成内に複数のフィルタがあり、その名称が意図す

るものがなにかわからないものもあった。 

・種類が少ない場合は有効と思うが、多くなった場合には凡例から探す手間（微妙な色合いが判読できな

い）、または誤認の可能性が大きいと感じた。 

◆設備 

・使用するパソコンの画面の大きさがまちまちなため、カラーフィルタの表示場所や大きさを変えられる方

が使いやすい。 
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４．審査対象となる属性情報を集計した集計表の表現について 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても確認しやすかった 1 1 0 0 0 0 0 

確認しやすかった 22 7 1 4 5 4 1 

確認しにくかった 14 1 4 0 4 3 2 

とても確認しにくかった 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」の回答が全体の 60％となった。一

方、「確認しにくかった」、「とても確認しにくかった」との回答は 39%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・慣れるまで時間が必要ですが、これは便利ですね。 

・パラメータが膨大になると適切な項目を選んで集計表を作成するのが煩雑になるため、今後の開

発の中で設定方法の工夫が必要になると感じた。 

・Revitの操作に慣れていれば操作は可能と感じた。ただし、他会社のプロジェクトだとどこに何の情

報が入っているのか探す必要があるため少し手間取る。自社のプロジェクトであれば、容易に設定

が可能と感じた。 

・集計表の情報量が多い場合、見出し行の固定が必要になる。 

・構造角型鋼管柱の集計表がでなかった。 

◆構造 

・インスタンスの集計表の作り方、一度タイプでフィルタをかけた後に戻す方法が不明。 

・集計表が構造審査でどのように使われるかがイメージできなかった。 

・フィルタリングしたいパラメータを見つけることが出来ず設定できなかった。集計表を作成するためには

BIMモデルのデータ構造の理解が必要と感じた。 

2%

51%
44%

3%

審査対象となる属性情報を集計した

集計表の表現について

とても確認しやすかった

確認しやすかった

確認しにくかった

とても確認しにくかった
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・集計表をウィンドウ上に表示する場合に、1行目の「パラメータ 1」などは表記を変えられないか。文字が

多く、列幅が広くなってしまい見づらい。（横スクロールが必要になる） 

・集計機能は良いと思うが、直ぐに表示がバグってしまうため、操作感を確認するのは時期尚早と感じた。 

◆設備 

・表が大きくなるとスクロールして確認することになる。「ウィンドウ枠の固定」等ができれば、大きな表でも

確認しやすい。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・自由に見方を変えることができることが、難しくしているのかもしれない。必要な情報に特化して、それ以

外の情報は簡単には見られないような仕様でもよいと感じた。 

・審査に必要の無い属性情報をデフォルト状態では非表示にできると良い。 

・フィルタによる絞り込みの際、キーワードで絞り込みでき、面積などは階別で集計できるとよい。 

・主要構造部毎の集計（重複する仕様をまとめる）により、耐火リスト等も自動作成できるのではないか。 

・集計表の表示設定が、必要な情報とその範囲を集計できているのかは不明確だと感じた。どの属性を

集計したら審査すべき事項に正しく直結するのかは、設計者のパラメータ設定次第となってしまうた

め、集計表とその集計がどの範囲を行っているのかの表現は 1セットで確認が必要だと感じた。また、

審査者側が集計表を切り替えて見たいものを見る方式は設計者の考える意図と齟齬がある可能性が

あるので、設計者が設定した物を審査する対象とした方がよいと感じた。 

◆構造 

・メニュー化されているものを読み込むことは簡単に操作できたが、現時点では、個別に設定することは

難易度が高く不可能ではないかと考える。 

・着目する部材が集計表のどの部材なのか判断できなかった。（同符号で仕上げ荷重が異なる場合な

ど）。 

・審査方法を深く整理し、集計表の設定が必要と感じた。 

◆設備 

・操作に慣れている excel と比較して若干操作しにくかった。 

・意匠の建築データを基本としており、意匠と設備で室名・面積・居室非居室などの情報が同一というの

は安心感があった。 
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５．審査対象となる属性情報を集計した集計表の手法について 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても良いと感じた 1 1 0 0 0 0 0 

良いと感じた 25 7 2 3 6 5 2 

難しいと感じた 11 1 3 1 3 2 1 

とても難しいと感じた 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても操作しやすかった」、「操作しやすかった」の回答が全体の 68％となった。一

方、「操作しにくかった」、「とても操作しにくかった」との回答は 31%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・慣れるまで時間が必要だが、便利と感じた。Revitでもこのように簡単に集計表が作れれば良い。 

・パラメータが膨大になると、適切な項目を選んで集計表を作成するのが煩雑になるため、今後の開発の

中で設定方法の工夫が必要になると感じた。 

・Revitの操作に慣れていれば操作は可能と感じた。ただし、他会社のプロジェクトの場合は、どこに何の

情報が入っているのか探す必要があるため少し手間取る。自社のプロジェクトであれば、容易に設定が

可能と感じた。 

・設計者は集計表を BIM ソフトウエア上で設定し、「図面レイアウト」するため、ビューア上で表単体を完

結させることに慣れていないと感じた。ビューアで設計者が確認できるため、集計表の申請審査につい

ては、双方の伝達の在り方も改めて考えていく必要があるが、情報伝達の効率化という視点では良い

方向だと感じた。 

◆構造 

・列幅が一定以上小さくできないので、スクロールなしに画面で視認できる範囲が狭い。また、一部寸法

表示が、165ではなく、164.99999999999997 となっていた。 

  

2%

66%

29%

3%

審査対象となる属性情報を集計した

集計表の手法について

とても良いと感じた

良いと感じた

難しいと感じた

とても難しいと感じた
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◆設備 

・カテゴリ等を理解していればそれほど難しくはないが、データの構成を理解していなければ、集計表に

必要な項目の探し出しに手間取るかもしれないと感じた。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・集計機能（合計値・最大値・最小値）があると便利である。 

・BIMデータから直接抽出できれば、転記ミス等が無く信頼性の高い値になるのでとても良い。 

・審査すべき事項の内容が一覧で見ることができ、内容の把握がしやすかった。属性情報を集計表で見

る手法はまさに BIM らしいが、ビューにも表現がされていない「情報」を集計表だけで確認していった

際に、エンドユーザーが情報を探しに行かないと見つけられない状況にならないかが気になった。確

認した情報を見える化しておくために、集計表から作成された表は、ビューにも表現されていた方がよ

いと感じた。 

◆構造 

・メニュー化されているものを読み込むことは簡単に操作できたが、現時点では、個別に設定することは

難易度が高く不可能ではないかと考える。 

・一般的な計算書の表示形式と揃えていただければより見易いと感じた。 

・項目の列のみ、下にスクロールした時残っていると、より分かりやすいと感じた。 

・案件によっては情報過多となり、必要な情報が探しにくいと感じた。それぞれのビューを細かく設定し、

審査に必要な内容を個別にまとめられないか整理が必要と考える。 

◆設備 

・可能性は大きいが、今後も継続検討が必要と感じた。 
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６．その他の機能の操作（計測、指摘事項、断面表示等） 

 

回答選択肢 回答結果 

内訳 

設計 審査 

意匠 構造 設備 意匠 構造 設備 

とても操作しやすかった 4 2 0 2 0 0 0 

操作しやすかった 13 1 1 2 6 2 1 

操作しにくかった 20 6 4 0 3 5 2 

とても操作しにくかった 1 0 0 0 0 0 1 

有効回答数 38 9 5 4 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても操作しやすかった」、「操作しやすかった」の回答が全体の 44％となった。一

方、「操作しにくかった」、「とても操作しにくかった」との回答は 55%であった。 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・計測は狙ったポイントを正確に測るのが難しく、天井高さや幅員の審査に使用する場合は注意が必要と

思う。指摘事項コメントは、表示切替の挙動が分かりづらいと感じた。 

・計測は、おおよそであれば可能かと思うが、審査時に寸法と同様の可視性があるのか。指摘事項は、前

年度と同様、使い勝手の検証として操作したが、コメント一覧からの再表示の操作性がもう少しやりや

すい（ダブルクリックで再表示等）とよいと感じた。 

・廊下幅員などの情報を確認するために計測機能を使用したが、スナップがきく部分でないと有効幅員を

計測し難く感じた。「廊下、階段、敷地内通路などの有効幅員」や「開放部分の有効高さ」などの審査に

必要な情報（計測が必要な部分）はある程度特定できるため、アドオンなどの拡張機能でそういった情

報が自動表示化されると操作性が向上するかと考える。（そもそも操作を要しない） 

・指摘チェックが手書きフリーハンド以外に✅がワンクリックでできる機能や吹き出しで指摘事項が記載で

きるとよい。また、集計表にはコメントできるとよい。 

◆構造 

・指摘事項の雲マークが別の画面を表示した際に消えるような動作があった。 

10%

34%53%

3%

その他の機能の操作

（計測、指摘事項、断面表示等）

とても操作しやすかった

操作しやすかった

操作しにくかった

とても操作しにくかった

-158-



 

・指摘事項機能が、申請時の審査側が設計者に送る指摘通知書にうまく変換できると効率的でよいと感じ

た。 

・切断ボックス機能は良かった。 

・計測スナップが非常に難しく、選択要素を絞れるとよい。 

◆設備 

・UIは特に問題ない。  

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・計測したい部分がすぐに計測でき、便利な機能だった。ただ、計測するときに水平・垂直で計測されて

いるかが、不明であった。 

・計測は、始点終点の選択位置がずれていたため、操作が難しい。 

・指摘事項は、線種、色、フォント等を記録できると便利である。 

・通常マウスを使用していないため、マウスを必要としない（タッチパッドのみ）で操作できるとよい。 

・コメント一覧の表示が分かりにくい。 

・2Dビューと 3Dモデルが一意データから抽出したものであるという担保が必要である。2Dビュー（集計

表を含む）と 3Dモデルの一方の部位を選択した際に、他方の同一部位がハイライトするなど、連動し

ていることが視認しやすい仕様が望ましい。 

・計測機能は、芯～芯、芯～面、面～面等のなどで計測できるモードを追加してほしい。 

・指摘事項は、カテゴリー（審査項目、コメント作成者等）を増やし、カテゴリ別の表示もできるとよい。ま

た、一覧表示画面で内容の編集ができるとよい。 

◆構造 

・計測について、記載の寸法を確認する方法としては、2D記載でなければ、表示寸法に間違いないとの

理解でよいのか判断できなかった。 

・指摘事項は、画面上に残らないため一見して消えているように見えがち。表示切替などで操作が用意な

らば使用する。他、時間の関係上、検証ができなかった。 

・指摘事項(ユーザコメント)の表示で、一度表示をオフにしてからもう一度表示にしないとユーザコメント箇

所をタブで開けず、操作しにくいと感じた。計測・断面表示は操作しやすかった。 

・ビューの操作において、パラメータフィルタの凡例とプロパティやモデルツリーのウィンドウが重なり、反

対側に移動させるとデータスペースが少なくなり残念。現段階で、断面表示の操作がうまく使いこなせ

なかった。 

・審査において審査のチェックやコメント、指摘項目をビュー内に記載できるようになるとよいと感じた。 

◆設備 

・断面ボックス表示で切断面に色が固定され、確認が出来ないケースがある。 

・3Dビューの断面ボックス表示操作にて、Z方向に移動しながら各階のダクトの設置を確認したが、ビュ

ーを拡大すると XYZ軸の矢印表示が隠れてしまい、他の場所を見るのに縮小⇒移動⇒拡大を繰り返

すため手間がかかった。 
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７．BIMビューアの操作における良い点 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・BIM360に慣れていれば、全般的になじみやすい操作となっていると感じた。 

・集計表が表示できたことは、すごくよかった。 

・設計者が作成した BIMデータを BIMビューアで操作し、容積が３次元の色分けとして「共通のビュー

ア」で表示されることは大変意義があると感じた。これまで個人、組織のルールにより入力していた法規

情報が共通のシステムで確認・再現できることは生産性の向上のみならず、社会の価値につながる。 

・複数ビューの並行表示やパラメータの抽出表示など、ビューアの操作性はよい。また、マークアップで審

査履歴や指摘箇所が正確に共有できる点も良いと感じた。 

・マークアップ機能は何を審査しているかわかりやすいので良い。 

・動きはスムーズでストレスはなく、操作性は軽かった。 

◆構造 

・Revitユーザーは、画面構成等利用イメージにあまり齟齬がなく利用できた。 

・BIMモデルを簡単に見れるところは良い。 

・表示、非表示の切替など、必要項目が整理されているため直感的に操作することが出来た。 

・操作感覚が BIMに近いため、通常 BIMに触れている方であれば操作に慣れるのにそれほど時間は

掛からないと思う。 

・モデルとパラメータをセットで確認できるのは、情報の確認を行う上で有益であると感じた。 

・操作感は全体的に軽くて、良い。ただし、モデルデータが大きい場合の検証は必要。 

◆設備 

・UIは特に問題ない。  

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・平面的な図面ではなく、立体モデルなので、建物の把握がしやすそうだと改めて感じた。 

・建築物の形状を３Dで把握できることがよかった。 

・動作での引っ掛かりが少なく、殆どストレスなく見ることができた。 

・ブラウザ上の操作で完結している点がよかった。 

・図面閲覧だけでなく、属性情報を集計した集計表が活用できれば図面に頼らず法適合審査できる項目

を増やせる可能性があるため期待が持てた。 

・カラーフィルタの利用により、従来の 2D図面に比べて視認性が良かった。昨年度はシートを PDFに出

力したものを対象に審査を行ったが、これの代替として申請者が表示設定をしたビューで審査するとい

う方法は画期的だと感じた。 

・断面ビューは見やすく審査しやすいと感じた。 

・直感的な操作だと感じた。 

・審査モードという考え方がよかった。審査すべき事項の所在が明確になり、設計内容説明書の役割を担

っていると感じた。 

◆構造 

・機能が充実している。 

・ひとつずつの部材の詳細は見つけやすいと感じた。 

・複数画面表示と集計表の表示により、審査補助になりうると感じた。 

-160-



 

◆設備 

・審査モードによる審査項目の選択機能、カラーフィルタによる効率的な審査要素の選択機能、3次元ビ

ューにおける室名表示機能は良いと感じた。 
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８．BIMビューアの操作における不満点 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・UI も解りやすく、理解し易い。ドラッグ＆ドロップも慣れれば問題ない。 

・必ずしも審査に必要ないと思われるものも含め、雑多なパラメータや入力情報が漏れ見えてしまってい

ることで、設定作業の手間や UXの低下が生じている可能性が考えられる。今後、実務者側の効率性

の議論を深めていくうえでも、パラメータ整理の方法は重要な観点になると思う。 

・それぞれのビューで、その審査内容に関連する他のビューやパラメータがメニュー表示されるなど、操

作側の経験不足を補える機能があるとより良い。 

・法第 52条（容積率）の審査について、モデルのみでは確認できない項目は、データの補足が必要では

と感じた。具体的には、貯水槽の緩和算定範囲について必ずしも専用室である必要はなく、当該設備

を設けるために必要な範囲が客観的に異なる空間であることを示す措置が必要になるのではないか。 

・排煙設備の告示適用がリストに表示される際に、例えば告示第 1436号四-ニ-(4)を適用した居室の壁・

天井の下地仕上が不燃材料であることを表示されるとよい。 

・審査を BIMで達成させるには、まだまだ加える要素がたくさんある。 

・必要な情報を表示させるまでに相当な慣れが必要と感じた。 

・確認申請書は作成しないことを前提という事で、現在プロパティ入力のようでしたが 2面設計者や 3面

情報など入力しやすい画面があるとよい。（エクセルからインポートや入力画面の形など） 

◆構造 

・建物を理解するにはとても便利だと思った。ただ、構造審査をするという視点では、審査環境を整える

（例えば、大きな画面のデュアルモニターなど）ことが必要で、さらに、チェックの痕跡を残す作業も紙の

方が早く、紙に勝る「効率的な審査」となるかが難しいのではないかと感じた。 

・3Dビューを２つ並べてレイアウトし、同じ個所を違うカラーフィルタで確認したい場合など、２つのビュー

の視点移動や切断ボックスが連動してほしい。（または選択したビューと同じ視点、切断ボックス表示に

なるスイッチでも良い） 

・部材符号などはプロパティ表示により確認となるが、3Dビューに直接映し出せた方が分かりやすい。 

・ウィンドウの複数使用、ウィンドウサイズが大きいなど、使用する画面サイズによって、表示がウィンドウ外

になるなどの問題が生じ得る可能性がある。（検証では必要なボタンがウィンドウ外に出ており、見つけ

づらい場合があった。） 

・3D表示などがフリーズして、再読み込みを行わないといけない場合があった。 

・集計表の対象を選択した際、対象のオブジェクトの色が変わり、選択したことが分かるよう表示されるが、

ダンパのような小さいオブジェクトは対象にフォーカスされる（近づく）ような動作を加えて頂いた方がよ

り分かりやすいと感じた。 

◆設備 

・カラーフィルタ・セット等の設定がビューに保存できない等が改善されれば、使いやすくなると思う。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・3Ｄ、2Ｄ、集計表が各々視覚的にリンクしている部分がハイライトできると良い。（室名など） 

・ビューの表示など、操作に時間がかかる。 

・複数モニタの審査に対応できる仕様にしてほしい。 
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・3Dモデルの計測コマンドで長さを計測する際に Z軸が邪魔になり、狙ったポイント間の距離が測れな

かった。 

・3Dモデルにおいても計測の起点となる通り芯などのポイントを取り込めると良い。 

・３Dモデルでのパラメータ表示を増加させるとフリーズした。 

・回線状況等によって操作性に差があった／クリックできない、表示されない等 

・このビューワを設定する為に、設計者には大変な労力がかかっているのではないか。 

・誰もが入力する CDE化された内容で今後どれだけ審査活用できるのかが気になった。 

◆構造 

・構造審査の中で実際に計測するようなことはやっていない。図面では縮尺などでスケール感が認識でき

るが、ビューアの場合は実際のスケール感がつかみにくい。添付の構造計算書の PDFについて、ペ

ージめくりが遅いと感じる。2Dビューの種類が多く全てを確認できなかったが、必要なものかどうかわか

らなかった。（確認申請にこれらすべて添付しなければならないのかどうか）操作中に、ビューアが動か

なくなる事象が度々あった。 

・計算書 PDFでマウススクロール・ページ指定での移動ができなかった。 

・構造審査者は高齢なメンバーが多く、操作力不足からくる見落としが危惧されると感じた。 

・動作が遅く、実際の審査には支障が生じると感じた。 

◆設備 

・UNDO機能があるとよい。  

・メジャーについて、多点計測機能と合計表示機能と面積表示機能があるとよい。 

・Orbitの中心点選択機能があるとよい。 

・マウス左クリック操作時のパラメータ表示機能の充実が必要である。 

・断面表示コマンドが上手く操作できなかった。 

・断面ボックスコマンドで断面を見る際、ビューを拡大すると XYZ矢印が隠れていまい操作しづらい。 
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９．BIMの今後の展望 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・計測の寸法は Delキーでも Dでも消せるようになると良い。モデルツリーの再表示が右クリックではな

く、「全表示」ボタンを追加してもらいたい。 

・短期間でこれだけの機能を盛り込んだビューア開発ができたことは、将来的な展開に希望が持てると思

う。他の部会とも足並みを揃えつつ、データフォーマットが共通化された IFC基盤のビューア開発の進

展を期待する。 

・BIM申請は大いに賛成だが、設計側としては、通常申請する際に必要なモデル、情報入力以外に手

間がかかるため、設計～申請スケジュール等のマネジメントが必要と感じた。今回はプロトタイプであ

り、できる限りの内容を網羅するためにいろいろ作成されているが、審査側の効果としてどこまで有効な

のか検証するとともに、設計者としてもどこまで対応可能か見極めていきたい。 

・Plateauがポータルサイトを公開したことで多様な人が参入してきたと同様に、ビューアも検証の枠を広

げると良い。操作動画を共有したことがとても分かりやすかったため、各社が「こんな使い方をしてみた

らどうだろう」というように、動画ベースで情報共有が出来るともっと意見が集まると思う。 

・BIM活用による効率や正確さの向上は審査側には十分メリットになりそうに思うが、設計側ではこれまで

図面や文字の表記である意味曖昧に表現してきたことをすべてパラメータ化して明示していかなけれ

ばならず、労力の大幅な増加が予想される。今後の普及を考えると、新たなインセンティブを考えなけ

ればならないと思う。 

・広く普及していくであろうし、普及していかなければならない取組だと思う。 

・IFCデータでも同じことが出来ることが望まれる。 

・現段階では国交告 835号の確認審査指針に沿った審査手順に沿っているため、整合性審査を必要と

しているが、モデルの情報のみで審査を行えば、整合性審査の課題を飛び越えて BIM確認審査が

出来ると考える。そのため、当協議会の検証作業は進めながらも、将来的な法改正を目指しながら

BIMの特性を活かした独自の法適合審査手順を並行して検証すべきと考える。（レイアウトセットはカ

スタマイズ登録できるが、審査手順フローのビュー以外に審査でよく使うと思われる画面を並べて表示

できるようなビューが、初めからあると便利ではないか） 

・集団規定の適合確認のために必要な、都市計画情報や道路情報など、建物外の情報もモデル化が必

須と考える。 

・図表現は、審査者の確認事項が強制的に表現されており、図表現による審査が的を射ていると再認識

した。逆にいうと、設計者は確認してもらうために図表現を強制させられており、ビューアを活用した審

査は設計者の労働力軽減につながるはずだが、データの入力が尋常ではないことから軽減ではなく負

担になり、何をビジョンとするかが問われるのではないか。   

・設計プラスアルファの労力が大変と感じた。 

◆構造 

・各 BIM ソフトは自由度が高いため、例えば Revitの場合、設計者が個々に作成したファミリが正しく振

舞うかという「ファミリのチェック」が必要であるのではないか。設計者が使用するファミリをそのまま利用

するような仕組みとした際、審査側に見せたいダミーのパラメータをファミリ内に別パラメータとして非表

示で準備し、パラメータマッピングで審査側にダミーの値を表示させるみたいなことは簡単にできてしま

う。確認申請でこういった点を考慮せずに、設計者が作成したモデルはきれいに動く前提で進めてい

いのか、性悪説でこういう状況を許さないようなチェックが必要なのかが見えていない。ただ、何らかの

チェックは必要とされるのではないかと感じた。BIM確認申請に用いられるすべてのファミリをチェック
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する場合は、対応する会社数も多く、途中でファミリ修正の可能性もあり、さらに Revitのバージョンも毎

年上がるため、かなりの数のファミリチェックが必要となるため、現実的な運用ではないとも思う。このよう

な点を踏まえ、現実的には「確認申請ファミリ」などを整備する必要があるのではないか。整備するので

あれば、各社や各団体で整備している作業が無駄になるため、すぐにでも統一化にむけた協議をすべ

きである。設計者としては、ファミリが「カスタマイズ」可能な仕組みで最後まで進めばありがたいが、公

的な取扱いを厳密に考えた段階で前提が覆ってしまわないように先回りして検討してもらいたい。公的

な認証ではどの程度のハードルがあるのかが想像がつかず、今の作業が無駄になるのではないかと不

安に感じている。BIM確認申請について決められるのは協議会であると思っており、公的な部分をつ

めて検討してもらいたい。 

・BIMを使うことにより、審査を効率的に行えるように進めたいが、構造審査は BIMデータに加えて計算

書もあることから、それを踏まえたビューアの利用法をもっと具体的にイメージしていきたい。審査用

BIMデータと現場用（契約用）BIMデータなど、複数の BIMデータを作らなくてよい方法を検討して

いきたい。 

・現状において必ずしもモデリングせず、２D加筆により表現する項目（例えば、小梁端部横補剛やピン

接合、剛接合など）がある。モデルビューに必ず表現するべき内容として整理する場合は、モデリング

や表現方法も一緒に提示した方が良いのではないか。 

・構造は、計算書と BIMモデルの整合性確認を判断基準も含めてどのように行っていくかが重要と思う。

積載荷重と部屋名を比較するという検証項目があったが、将来への対応や変更を加味して計算上は

違う部屋名で大きめの荷重をセットすることもある。モデルと BIMの差異が分かる機能も追加された

が、解析モデルは計算のためにモデル化という手順を踏んでおり、構造的な知識がないとその差異の

可否判断が出来ないケースも多いと思う。構造適合性判定も含めた確認申請での審査内容を議論す

る必要があると感じた。 

・確認申請でパラメータ値を利用する場合には、BIMオーサリングソフトに共通化された仕様（審査項目

とパラメータの項目・定義・値の書式のルール化）を実装する必要があると思う。また、それが適切に設

定されていることを確認する術が必要になるのではないか。 

・確認審査項目とパラメータの関係を整理することで、審査で扱われるデータの範囲が明確化され、審査

者と設計者間での審査事項の内容の意識共有が行いやすくなることに期待したい。 

・実運用を考えた場合に「審査モード」の設定は非常に煩雑となることが予想される。作業手間を解消す

るための対応策は考える必要がある。（データをアップロードする際、自動的に審査モードが作られる

など。） 

・建築主にとって BIM活用のメリットが高くなれば業界全体として加速すると思う。 

◆設備 

・今回の BIMビューは、検証用として通常の設計実務より作りこんでいるため、今後の運用面を加味して

設計実務で無理が生じない落としどころを探る必要があると思う。 

・BIMによる審査の効率化の申請側（設計者）のメリットは、審査日数の短縮が考えらえる。そのために

は、ただ見るだけではなく、自動判定等の機能を盛り込む必要があると考える。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・BIM審査での本受付が可能となると、確認申請書や判定申請書に現在存在する代理者の欄が不要に

なると考えられる。 
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・今までは代理者を介して作業処理していた部分も、直接担当設計者さんが全て対応するとなると負荷が

かかると感じた。その負荷部分を BIM というツールが負担できるとよい。 

・プロパティ表示、3Dモードの設定方法を整理することにより、利用の可能性を感じた。 

◆構造 

・BIM審査での本受付が可能となると、確認申請書や判定申請書の代理者の欄が不要になるのではな

いか。今までは代理者を介して作業処理していた部分も、直接担当設計者が全て対応するとなると負

荷がかかると感じた。その負荷部分を BIM というツールが負担してもらえる未来を望む。 

・プロパティ表示、3Dモードの設定方法を整理することにより、利用の可能性を感じた。 

◆設備 

・BIMを利用することによる建築確認や施工、管理面でのメリットは明らかではあるが、属性情報への事

前の入力手間は膨大である。このため AI推測等によるこの入力作業に対する手間軽減化とヒューマン

エラー防止策が今後の普及のカギを握る技術と考える。 

・BIMを推進するにあたって、操作方法の習得について相当な周知が必要と感じた。 

・実際に BIMの 3Dビューで審査すると「どのビューをどう操作すれば、審査したい内容が表示できるの

か？」が判らずに審査が出来ないという事例が多くでるのではないか。特に操作が苦手な人間には、

非常に困難と思った。 
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１０．その他、質問事項等 

＜設計者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・BIMビューアのためにマスを作成することや、BIMデータの 1つのオブジェクトの中に申請書情報を

持たせることに疑問が残る。また、設計者の立場では、斜線の 3Ｄ表示も複雑な場合は特に手間がか

かるため、審査側の意見を確認したい。 

◆構造 

・ビューへの加筆（内部属性を使用していない出力）は明示してもらいたい。 

・鋼管柱の内側にスラブがあったが、こういうモデルも許容できるのか。受け取る審査者によって指摘事項

に差がないよう、モデリングルールを定めるようにしていくべきではないか。 

・今回ビュー作成は設計者側であったが、最終的にはモデルとビュー設定リスト（1FL+1200でビューを作

る)みたいな設定ファイルを設計者側で準備して、それに従ってビューを自動的に作成するようになれ

ばよい。設定条件が明示され、改変できないような受け渡しが理想である。 

・構造適合性判定も同じビューワを使用でき、BIMデータを共有出来るようにしてもらいたい。 

◆設備 

・T-fas、Rebro等のネイティブデータが読み込めるビューワを開発してもらいたい。 

 

＜審査者の主な意見等＞ 

◆意匠 

・誰でも使用できる汎用性、価格であることが、BIMの普及につながると考える。 

・モデルの全てを閲覧でき計測なども容易に出来るため、従前から課題とされている設計者・審査者の責

任の範囲について検討が必要と改めて感じた。 

・排煙や斜線など、高さ方向と横方向を総合的に確認して審査項目では、2D図面における現状の審査

において漏れやミスが多い部分だが、今回ビューアを操作してみて、これらの審査項目が 3D表現に

なることで、設計者、審査者双方において、ミスや漏れの防止につながると感じた。同時に、3Dである

必要が無いもの（2Dで良い、2Dの方が良い）ものもあると感じた。無理して 3D化する必要が無い情報

とのすみ分けを整理し、それぞれの利点を生かして 2D情報と 3D情報をセットで申請する形が良いと

感じた。また、既存の明示事項は 2Dをベースに規定されているため、3D化した方が良い規定は 3D

化の明示事項もセットで用意することが良い。 

・人の視認によらず BIMデータそのもので審査できる項目を検証していくことで、新たに BIM らしい表

現を確立し、審査の効率化や省力化を図っていきたい。 

・CDE化された情報から 2025年の 4号特例縮小及び省エネ改正時に審査省略できる仕組みができると

よい。 

・求積、窓面積などのエリアや部材面積情報から算出される数値や面積については、整合性審査の対象

外とし、必要面積との適合判定表示まで自動化される。その考え方について審査者側が確認を行い法

適合審査だけを行うとよいのでないか。 

・２D加筆以外の部分について整合性確認の対象外となる。 

◆構造 

・構造特有の問題として、構造計算と BIMのモデルとの連携は課題である。 

①一貫計算から出力された BIMモデルと一貫計算データとの同一性の担保 

→BIM と SS7等が直接連携できるという認識はある一方で、申請に出させたものと同一かどうかがわ

からないと信ぴょう性に欠けるものとなる。 
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②一貫計算と BIMモデルとの違いは、構造計算プログラムを用いた際に出力されるワーニングメッセー

ジなどに設計者が適切な所見を記載すると同様に、モデルの違いについても設計者の意図を示す必

要があると考える。審査側が設計者の意図を聞かずに判断することのない様（例えば明らかに安全側と

思える内容であっても審査側で判断するものでないなど）、国から指導されたこともあった。相違する箇

所は差分比較結果にその妥当性などを示してもらう必要があると思う。一方で、一貫計算と BIM との

連携がスムーズにでき、計算書とモデルの整合性が担保できるものとして一定の審査省略が可能とな

れば、申請者も審査側もメリットがあると思う。 

◆設備 

・当初データについて指摘を行った場合、修正後のデータと元データ間で差分表示が必要となる。（計画

変更時も同様） 
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［審査者(意匠・構造・設備)の共通設問］ 

１．【共通 01】建築計画概要の表示 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

◆意匠 

・北側道路種別が確認できなかった。 

・整合性確認は問題ないと思われる。 

・現状は 2Dの付近見取図と変わりないため特に不足等はないが、将来的には地域情報等との連携が取

れると良い。 

◆構造 

・2D書き込みが多くあり、BIM らしさというよりは通常の図面と同レベルに仕上がっているものと感じた。 

・プロジェクト情報の内容が、確認申請書に紐づけされるかどうかにより情報の信ぴょう性や審査の要否に

つながると感じる。 

◆構造 

（特になし） 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 11 7 2 2 

部分的に審査できた 9 2 5 2 

全く審査できなかった 0 0 0 0 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」の回答が全体の 100％となった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・方位の整合 

◆構造 

・寸法の確認方法がわからなかったが、計測ツールでザックリでは確認できた。 

・敷地のレベル関係 

・付近見取り図記載の方位とその他の方位の整合 

◆設備 

・上面表示における道路幅員等の計測時に建物トップから斜めに計測され、紛らわしい場合がある。 

・第四面【10.建築設備の種類】について、確認できなかった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・紙の審査では、付近見取図と配置図の方位を揃えて整合性を見ることがある。それぞれの北を合わせる

表示（又は、数値的な整合表示）があると良い。方位が公的な地域情報として取り込める場合は、取り

込んだものであることが分かれば、整合性の審査は不要と思った。 
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回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

とても確認しやすかった 1 1 0 0 

確認しやすかった 10 4 3 3 

確認しにくかった 7 3 4 0 

とても確認しにくかった 2 1 0 1 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」の回答が全体の 55％であっ

た。「確認しにくかった」、「とても確認しにくかった」は、全体の 45％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・申請書情報の値との整合（寸法（高さなど）の整合） 

◆構造 

・モデルが正しく統合できているかどうか。 

・構造棟数 

・代表の設計者とその他の設計者の区別 

◆構造 

(特になし) 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・慣れの問題かもしれないが、申請書データが見にくい。 

・申請書第１面の「・この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません」に対する申請

者・設計者の氏名の記載について、プロパティ内への格納で足りるのかが疑問である。WEBでのアク

ションの際に同意する等のシステム対応が必要ではないかと感じた。 

・表示・拘束・構築・文字・解析用位置合わせ・鉄筋セット・レイヤ・寸法・グラフィックス・解析モデル・機械

等の表現がわからない。→申請書〇面【1.〇〇】等様式の表現がほしい 

・現状は、申請書情報から必要な（見たい）情報を見つけ出すことが難しい。 

・確認申請書の情報を各面毎に切換えて見える方がよい。 

・申請書の情報のポイントとなる部分がもう少し見やすいものとなるとよい。 
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〇BIM らしい新たな表現方法（申請書情報確認）について

２．【共通 02】意匠・構造・設備統合モデルの表示

・付近見取り図から Google ストリートビューにアクセスできれば更に便利と思った。

・設備は、ここで特に審査・確認する項目は無いが、建物全体の把握には良いと思う。

◆設備

・申請図用に記載の寸法を計測・確認する方法は知りたかった。

◆構造

・コメントだけでなく、✔記号なども実装してほしい。審査の記録を残したい。



 

◆構造 

・プロパティ情報の文字が小さく視認しづらかった。 

◆設備 

・設備として、ここで特に審査・確認する項目は無いが、建物全体の把握には良いと思う。 

〇明示事項の確認の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

確認できた 12 8 1 3 

部分的に確認できた 7 1 6 0 

確認できなかった 1 0 0 1 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」の回答が全体の 95％であっ

た。「確認しにくかった」、「とても確認しにくかった」は、全体の 5％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・法令確認というよりは整合性担保として、統合されたモデルやタグ設定された室名が確認できた。 

◆構造 

・柱の位置等が意匠図と同じか、外形的におかしくないかといった、モデルが正しく統合できているかどう

かをどのように確認するのかがわからなかった。 

・最高の軒高が見つけられなかった。 

◆設備 

（特になし） 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・慣れの部分も多分にあるが、最終的には機能を絞ることも必要かと思った。 

◆構造 

・申請書情報について、とても見づらい。 

・法定の様式の形で表示できれば、審査が同時にできるので効率的であると感じた。 

◆設備 

・設備として、ここで特に審査・確認する項目は無いが、建物全体の把握には良いと思う。 

・かなりの操作時間を費やすと感じた。 
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３．【共通 03】建物全体と各階平面ビューの表示 

〇明示事項の確認の可否 

◆意匠 

・縮尺の確認方法が分からない。そもそも BIMで縮尺が必要なのか。 

・延焼ラインが BIMで表示されるのは見やすかった。告示への対応もできるとよい。 

・縮尺の確認はできなかったが、BIMは必要がないため建築基準法施行規則への対応の整理が必要に

なるのではないか。 

・2D加筆が分けて表現されており、整合性を原理的に確認出来てよかった。 

・縮尺表示がなかったが、ビューには表現上の縮尺設定はあるものの、印刷サイズが確定しない為、建築

基準法施行規則にある縮尺の表示という概念はそぐわないのではないか。 

◆構造 

（特になし） 

◆設備 

・区画種類や延焼ライン、屋外避難階段 2m範囲がカラーで表示されており確認が容易であった。設備と

しては更に各室（空間）の天井高さも明示されれば、非常照明審査やシックハウス換気審査の時に助

かる。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 9 5 2 2 

部分的に審査できた 8 4 4 0 

全く審査できなかった 3 0 1 2 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 85％、「全く審査できなかっ

た」は、全体の 15％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・平面図の凡例、縮尺、方位、外壁の構造、各室の床面積 

・整合性は何かを正としてその違いを見る（例えば、平面図を正とした断面図、意匠平面図を正とした設

備平面図）ため、平面図単体での整合性審査は難しい。 

◆構造 

・面積関係の確認が出来なかった。 

・平面ビューでは一部の柱表現が欠落していたため、整合性の確認が行えない部分があった。 

◆設備 

（特になし） 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・同じ BIMデータから表現された図であり、その点は整合していることが前提になるのではないか。 
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・加筆されたものの整合性は、これら平面図と他の図面の間で実施されることになると思われる。 

慣れもあるが、一画面だけで見るのは難しかった。 

・法令に関する個別の物は別モードで審査するとは思うが、凡例で表現されている物が何なのかがわから

ない現象が起こった時に困るので、平面ビューに使われている凡例表は合わせて見ることが出来る環

境の方がよいのではないか。 

◆構造 

・例題が整形でシンプルな建物で、立体的なイメージもつきやすいため、3Dビューのメリットが個人的に

はいかされていないように思った。 

・柱表現はビューで追記するのではなく、構造モデルとのリンクを図れるとよい。 

◆設備 

・3次元表現と 2次元図間で、クリック部のプロパティ表示に齟齬がみられた。 

・1階の敷地内に設置した設備機器も建物全体モデルで表示することは可能なのか。可能であればブー

スターポンプ等の容積対象面積確認に有効と考える。 
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４．【共通 04】立面ビューの表示 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

◆意匠 

・天井高さは断面図から計測するということで明示事項と替えてもよいか分からなかった。 

・2Dの立面図と同様な表現であり、ビューとして特に不足する部分は無いように思った。 

・縮尺の確認方法がわかりませんでした。縮尺はモデルデータに不要かと思った。 

・2D加筆が分けて表現されており、整合性を原理的に確認出来てよかった。 

◆構造 

（特になし） 

◆設備 

・見やすい表現である。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 12 5 4 3 

部分的に審査できた 6 4 2 0 

全く審査できなかった 2 0 1 1 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 90％、「全く審査できなかっ

た」は、全体の 10％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ 

・平面図同様に、整合性審査では他の図面等との見比べが必要と思う。 

◆構造 

・斜線緩和の数値（外壁後退）の根拠が不明であった。 

◆設備 

（特になし） 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

（特になし） 

◆構造 

・断面図にあるが、立面図にも矩計寸法があるとよい。 

◆設備 

・計測ポイントのスナップはよく効いていて使いやすい。 
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５．【共通 05】配置ビューの表示 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

◆意匠 

・土地の高低、下水などは、確認できなかった。擁壁等は、地盤のレベルが不明なため必要性が分からな

かった。 

・敷地内に高低差がある場合の表示、隣地との高低差も表示が可能か。 

・2D加筆が分けて表現されており、整合性を原理的に確認出来てよかった。 

・地盤面高さ（隣地、敷地、道路中心）、北側道路種別、敷地内の排水経路が不明であった。 

◆構造 

・下水管等の明示が確認できなかった。 

・レベル表示は四方にあるほうが良いと感じた。（平坦な時は±0の表示） 

・土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 

◆設備 

・公共下水道への接続が確認できなかった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 6 5 1 0 

部分的に審査できた 12 4 5 3 

全く審査できなかった 2 0 1 1 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 90％、「全く審査できなかっ

た」は、全体の 10％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 

・擁壁の設置その他安全上適当な措置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及

び申請に係る建築物の各部分の高さ 

・縮尺 

◆構造 

・下水管等の明示が確認できなかった。 

・土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 

◆設備 

・敷地の高低差、インフラとの接続点の明示が不明であった。 

・公共下水道への接続が確認できなかった。 

・インフラ関連の引込位置が確認できなかった。桝の設置位置、仕様、ルートも確認できなかった。 
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【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・隣地を含む地盤のレベル差等は、現状でも 3Dで容易に表現できるものでしょうか。地盤レベルの違い

は 2Dで表現しにくい部分であり、3D表現ができれば現地の状況をとても理解しやすいと思う。 

◆構造 

（特になし） 

◆設備 

・敷地の高低差、インフラとの接続点の明示が必要である。 
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６．【共通 06】床面積求積ビューの表示 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

◆意匠 

・2Dの求積図と同様な表現であり、ビューとして特に不足する部分は無いと感じた。 

・２D加筆の有無が図、表共に不明確だった。ビューに明示されている表の集計表を横並びにできれば

整合性の確認が原理的に確認できる。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 11 7 3 1 

部分的に審査できた 5 2 2 1 

全く審査できなかった 4 0 2 2 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 80％、「全く審査できなかっ

た」は、全体の 20％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・平面図との重ね合わせ表現のため、整合性は見やすいと思う。 

・平面図とエリアが重ね合わせされており、設定している範囲を確認出来たが、エリアの廻りに記載されて

いる辺の長さが２Dなのか、３Dなのか認識できない為、整合性確認が出来なかった。また、表が集計

表機能で表示されているのかそうでないのかが確認できなかった。 

◆構造 

・延床面積、建築面積 

◆設備 

・プロパティの表示が確認出来なかった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・ピンク加筆が無いことから、寸法や面積等の数値が BIMデータによるもので信頼できるものであるなら

ば大変良いと思う。 

・ビューに表示されている図や表が２D加筆なのか、３Dモデルや集計表によるものなのかがわかる仕組

みがビューアソフト自体にあるとよい。曖昧なままだと原理的な整合性確認に至ることが出来ない。 

◆構造 

・R階もしくは地階に延床面積と建築面積があると整合しやすいと感じた。 

◆設備 

・見やすい表現である。 
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７．【共通 07】断面ビューの表示 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

◆意匠 

・地盤面の記載だけでなく、設計 GL との関係を示す寸法の記載がほしい。 

・2D と同様な表現であり、ビューとして特に不足する部分は無いように思う。 

・2D加筆が分けて表現されており、整合性を原理的に確認出来てよかった。 

◆構造 

（特になし） 

◆設備 

（特になし） 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
内訳 

意匠 構造 設備 

審査できた 12 6 4 2 

部分的に審査できた 6 3 2 1 

全く審査できなかった 2 0 1 1 

有効回答数 20 9 7 4 

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 90％、「全く審査できなかった」

は、全体の 10％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

◆意匠 

・地盤面高さ、各階の天井高さ 

・縮尺 

◆構造 

・階高、天井高さ 

◆設備 

（特になし） 

 

【改善点等（自由記入）】 

◆意匠 

・立面図と断面図を重ね合わせできれば、整合性チェックとしてはとても有効に感じた。 

◆構造 

（特になし） 

◆設備 

（特になし） 
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［審査者(意匠)固有設問］ 

１．【意匠 01】法 52 条 容積率 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・立体的に連続となる階段や EVが色分けの表示は、分かりやすい。 

・平面図と容積対象と考える領域が重ね合わせされており、大変わかりやすかった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 6  

部分的に審査できた 3  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・壁芯とエリアやマス等の求積における設定位置の適正について（集計表面積と求積図面積が不整合の

箇所があった） 

・マスと平面図の透過設定ができなかった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・ビューの階の表示・非表示が選択できればよい。 

・BIMモデルにおいて不整合を生じない前提であったが不整合が生じていた。その原因を共有し、仕組

みが理解できるとよい。 

・求積図と平面図は重ねられているので整合審査がしやすいと感じた。 

・ビュー表現で２D加筆なのか、３Dモデル、集計表機能の表示の違いが認識できるとよい。それがビュ

ーア自体の機能で判別されると大変よいのではないか。 

・ビューに求積表がある場合には横に集計表も合わせて横並びで表示するとよい。 

・マスを平面図に透過させて見たかったが、モデルツリーから透過設定でできるとよかった。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 7  

部分的に判断できた 2  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は、全体の 100％であった。 
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【審査できなかった事項（自由記入）】 

・面積の不整合であった。 

・屋外階段の開放性が不明であった。 

【改善点等（自由記入）】 

・今回は、容積除外緩和対象が室単位だったが、宅配ボックス設置部分等、壁で区画されない部分等の

表現ができるとよい。 

 

〇BIM らしい新たな表現方法（マス表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 4  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は全体の 89％、「確認しにくか

った」は、全体の 11％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・集計において該当する部分をクリックすると３Dモデルの該当マスがアクティブになり、わかりやすかっ

た。 

・テスト物件はシンプルな計画だが、複雑な計画では状況を理解するためにマス表現がかなり助けになる

と思う。容積不算入の自動車車庫（容積対象外）内にある PS（容積対象）など、見逃しやすい部分が明

確に表現されることが期待される。 

・イメージの共有には良いが、マス表現では審査は難しい。 

・設計者の考えがよく伝わり理解できた。その考えが正しいのかどうかの法適合確認に集中でき、とても良

かった。 
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２．【意匠 01-1】法 53条 建蔽率 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・屋根伏図と建築面積対象と考える領域が重ね合わせされており、大変わかりやすかった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 6  

部分的に審査できた 1  

全く審査できなかった 2  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は全体の 78％、「全く審査できなかった」は、

全体の 22％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・ビューがうまく表示できなかった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・下絵は屋根伏図だけでなく、各階が見えるように切り替えられたらなお良いと思う。 

・各階平面図との重ね合わせも同時に確認したい。その表示もなされるとなおよい。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 6  

部分的に判断できた 1  

全く判断できなかった 2  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は全体の 78％、「全く判断できなかった」は、

全体の 22％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・屋外避難階段部分の建築面積算定（RF階部分の水平投影面積にて算定が必要） 

 

【改善点等（自由記入）】 

・庇等による１ｍ後退等の適用ができるとよい。 
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３．【意匠 02】令 112条 防火区画 

〇明示事項の確認の可否 

【自由意見（表現の良否等）】 

・区画の位置、面積が確認しやすかった。 

・区画の種類が重なる場合（面積区画と異種用途区画）、判別できる方法があるとよい。 

・防火区画面積_〇階に防火設備の凡例も一緒に明示されていると、良いと感じた。 

・延焼ラインと重なって見にづらく、必要に応じて容易に非表示でできるとよい。壁や扉の構造等は見つ

けることができなかった。この区画リストを選択した際に、区画マスの方もハイライトするなど連動すると

分かりやすい。 

・審査モードにあらかじめ表示された２D図面では防火設備の凡例がないため、凡例入りの図面を表示さ

せるほうが良い。 

・ビュー表現で２D加筆なのか、３Dモデルの違いが認識できなかった。集計表の数値が平面図に記載さ

れている面積と整合しない表現箇所があった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 5  

部分的に審査できた 4  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・１F面積区画面積が不整合であった。 

・防火設備の種別が不明であった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・区画の位置に関して、平面図と重ね合わせによりわかりやすかった。通常の審査では、壁等の構造、扉

等の構造は、それぞれ仕上表や建具表などとの整合チェックが必要になるが、これらの情報が容易に

確認できると良い。さらに、設備図との整合（適合性チェック）もできるとよい。審査では、区画貫通など

で不整合の多い部分である。 

・防火区画面積をプロパティで確認するのは手間がかかるため、一目で確認できる表現が望ましい。 

・ビュー表示は２D加筆の部分は違う表現でわかるようにしてほしい。 
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〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 3  

部分的に判断できた 6  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・水平スパンドレルの確認方法 

・屋外階段の竪穴区画 

・面積区画、水平区画のスパンドレル内の開口部・排気口（防火設備） 

・耐火構造の壁及び床の具体な構造詳細 

 

【改善点等（自由記入）】 

・平面図に表示する凡例別等に、3Dビューでカラーフィルタが適用できると一見できるのではないか。 

・屋外階段との竪穴区画は、明示されていないのか、区画していないのかが判断できなかった。 

・ビュー表示は２D加筆の部分は違う表現でわかるようにしてほしい。 

・集計表と平面図に記載の区画面積に相違があることを確認できた。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法（マス、スパンドレル表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 4  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は全体の 89％、「確認しにくかっ

た」は、全体の 1１％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・2D図面ではスパンドレルは 900mmの長さで表現することが多いが、BIMではビューア側でスパンドレ

ルとすることができる壁や防火設備を自動で判別して表現できるようにしてもよいのではないかと感じ

た。 

・スパンドレル部分を表現されることで、当該部分の開口部の有無確認が一見でき確認しやすい。また、

紙面の立面図等に記載されない排気口等も設備モデルを表現することで一見できる。 

・設計者の考えがよく伝わり理解できた。その考えが正しいのかどうかの法適合確認に集中でき、とても良

かった。 
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４．【意匠 03】法 35条 排煙（防煙区画）【意匠 05】法 35条 排煙（自然排煙）  

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・有効排煙開口部面積について合計値だけでなく、開口部毎に表現してほしい。 

・面積、距離等の数値は、2D図で確認できた。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 3  

部分的に審査できた 6  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・ビューモデルから排煙口の位置、防煙壁の位置の確認方法 

・排煙上有効な開口部の面積 

・対象建具と天井との関係性の確認 

・区画面積、有効面積、距離などは、それぞれ求積図、建具表、平面図、断面図等との整合を確認するこ

とになると思う。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・集計表に表示される部屋の順番を順列に並べ替えたかったのだが、室名の 1番より 10番が先に来て

しまう。部屋の番号の順に集計表の内容も並ぶとよい。 

・集計表と平面図に記載されている防煙区画面積で四捨五入などの違いによるものと思われるが、小数

点第 2位がずれていることを確認した。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 4  

部分的に判断できた 5  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・自然排煙の開口部面積の根拠 

・告示対応室の内装（下地）不燃の確認 

・開放装置、開き角度、排煙口までの距離など 
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・排煙上有効な部分の設定高さ、・内部建具と排煙上有効部分の可否 

・排煙有効面積の妥当性 

 

【改善点等（自由記入）】 

・排煙有効開口部モデルの面積を確認したかった。 

・排煙の規定は明示事項が多いので、明示事項の部分とそれ以外の部分が色分けされると見やすいの

ではないか。 

・合否の判定においては今の表現でもよいが、法適合確認のために排煙有効面積の算定式、建具符

号、建具の数を表示してほしい。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法（マス、自然排煙の有効範囲の表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 3  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 2  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は全体の 78％、「確認しにくかっ

た」は、全体の 22％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・防煙区画（区画垂れ壁）が３D断面により確認が容易であった。紙面では防煙区画を把握し建具表等で

開口部上の垂れ壁高さを開口部毎に確認する必要があったが、３D断面により階の防煙区画を一括で

確認できた。 

・室内に入って見回すと、排煙有効部分、垂れ壁高さ、排煙窓（有効部分）の関係が、立体的に見えるの

でとてもよく理解できた。排煙有効部分の色と垂れ壁や排煙窓などの色が明確になると、もっと見やす

いように感じた。 

・排煙告示は色分けをしたほうが見やすいと感じた。 

・排煙の有効範囲が３Dで部屋を見渡すように確認できたため、防煙区画の形成が平面図だけでは読み

取れない部分まで理解でき、防煙区画が一目瞭然で大変良かった。排煙有効 Hいくつで考えている

のかなどの数値も、３D内観を使って審査時にすぐわかるようになればなおよい。 
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５．【意匠 06】屋外避難階段（令 23条,令 123条２項 1号 ) 

〇明示事項の確認の可否 

【自由意見（表現の良否等）】 

・2ｍの範囲が表示されているのは、とても分かりやすい。手摺壁や袖壁が耐火構造になったときも、それ

に合わせた 2ｍの表示になるとよい。 

・集計表が審査に必要な情報が整理され表示しており、わかりやすかった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 6  

部分的に審査できた 2  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 8  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・令 27条に規定する階段の設置状況 

 

【改善点等（自由記入）】 

・8F-RFの階段寸法が、平面図の記載と集計ビューで不整合であった。 

・令 27条の用途の階段であることを明示、又は制限値を記載してほしい。 

・集計表で審査を行った際に、ビューに記載される階段についての内容との整合確認が必要となるので

はないか。審査モードにより審査する場合には、平面図に２Dで加筆する階段に対する内容の記載を

省略してしまう方が整合性確認の観点からはよいと感じた。逆に平面ビューに２D加筆されている内容

を確認に行くのが手間だと感じた。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 7  

部分的に判断できた 2  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・屋外避難階段への出入り口の仕様 

・有効幅、開放性、落下防止、出入り口の構造等 

【改善点等（自由記入）】 

・他の図面で確認できる部分もあり、全体的には支障ないものかもしれない。 
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〇BIMらしい新たな表現方法（屋外避難階段の２ｍ範囲の表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 5  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 0  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は、全体の 100％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・屋外避難階段２ｍの範囲が立体で示されており、わかりやすい。また、排気口等の設備モデルを表示す

ることで当該範囲内の開口部が一見できた。 

・２ｍの範囲は、平面図、立面図、断面図等を頭の中で合成しながら審査するので、3D表示がとても助け

になると感じた。 

・屋外避難階段から２ｍの範囲内に開口部があるのかないのか一目瞭然でわかりやすかった。 
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６．【意匠 07】法 56条 斜線 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 7  

部分的に判断できた 2  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は、全体の 100％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・各斜線の制限イメージは把握しやすいが、後退緩和等制限値付近のものについての適合確認は難し

い。斜線モデルの開始位置と高さが不明であった。 

・詳細な審査をしようとする場合は、まだ情報量が不足しているように感じた。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法（斜線の表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 5  

確認しやすかった 3  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 9  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は全体の 89％、「とても確認しにく

かった」、「確認しにくかった」は、全体の 10％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・立体モデルなので一目瞭然分かりやすかった。緩和があるときの表示もどのようになるのか、更に検証し

てみたい。 

・斜線規制に関する全体的な概要を見るには有益だと思う。 

・2Dビューに水平距離などの寸法が表示されていないため斜線の起点が正しい位置に設定されている

かどうか確認できなかった。ただ、3Dビューの鳥かご（制限高さ）が正しく設定されているという前提で

あれば、視認性が高く適否の判断をしやすい表現だと思った。 

・視覚的に理解が出来てわかりやすかった。 
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［審査者(構造)固有設問］ 

１．【構造 01】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（全体） 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・全体のバランスを俯瞰するという意味では必要なビューとは思うが、審査項目を審査するためのビュー

ではないと感じた。入力間違いなど、特異点を探すのには必要かもしれないが、積載荷重_用途との比

較では、スラブ厚さより、スラブ符号の表示の方がより良いのではないか。 

・識別表示の色は、2Dで見ると梁の位置が確認できなかったので視認できるとよいと感じた。一方向版は

2D若しくは 3Dビュー等で方向がわかる表現ができるとよい。 

・このビューから各階に切断していくのも使い勝手がいいと感じた。 

・あらかじめカラーフィルタの設定をルール化されていると望ましい。 

・部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口部位置・形状が確認できなかった。 

・最初の情報の表示数が多すぎる。プロパティの画面で直接表示・非表示ができた方がいい。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 1  

部分的に審査できた 6  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・スラブ配筋の整合 

 

【改善点等（自由記入）】 

・集計表の位置づけや使い方によるが、部材リストの位置づけなら、すべての部材ではなく符号ごとにわ

かるとよい。構造計算書と BIMモデルは連動している前提の認識で、一貫計算プログラムでは、床は

ｓ1.2.3.4...等と便宜的に符号をつけ、その符号毎にスラブ厚や積載荷重・仕上げを設定しそれを配置

するイメージである。一方、建物モデルでは、一貫計算で設定した床のｓ1.2.3.4 とは別に別途検討を

行い床符号や配筋を決めているように思う。一貫計算と BIMモデルの間でどのように整理されるのか

が疑問である。 

・審査モードを変更する度に、カラーフィルタの設定の設定が必要となったため、この審査モードを選択し

たらカラーフィルタが表示されるようにしてもらいたい。 

・一貫計算プログラムでは同一スラブ名称で仕上荷重や積載荷重の異なる床を入力することができるた

め、設計者側での入力ルールがあることが望ましいと感じた。 
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〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 7  

確認しにくかった 0  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は、全体の 100％であった。 

 

【表現の良否等（自由記入）】 

・スラブ厚さだけを見ることが今までなかったので、不慣れなだけかもしれませんが、積載荷重_用途との比

較では、スラブ厚さより、スラブ符号の表示の方がより良いと感じた。 

・SS7 と BIMモデルが連携している担保がなんらかでとれていることが前提になるのではないか。意匠図

の室名の設定で床荷重が設定可能で、それが一貫計算に反映されるなどすれば一貫性があって数値

の誤りさえなければ整合は取れると思う。 

・計画建物がもっと複雑な形状をしていれば、この表現方法のメリットがより感じられると思う。 

・カラーフィルタのバリエーションが多く、違いが判らなかった。ユニバーサルデザインカラーでの表示を

採用することが望ましいと感じた。 
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２．【構造 02】スラブ厚さとスラブ積載荷重用途（各階） 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・平面図の部屋の外形と部屋名も重ね合わせられれば視認しやすいと感じた。 

・スラブレベルが分かりづらいと感じた。 

・モデルビューのスラブ位置を選択すると、集計表の該当部がハイライト表示されるような設定が必要と感

じた。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 3  

部分的に審査できた 2  

全く審査できなかった 2  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 70％、「全く審査できなかった」

は、全体の 28％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・集計表に同符号のスラブがたくさんある中、選択してもモデルがハイライトされず、どこがどの符号のスラ

ブか確認できなかった。 

・スラブ配筋の整合 

 

【改善点等（自由記入）】 

・緑色の表現で、色の差が感じられなく視認が難しかった。部屋名のように平面上に連続した用途の中央

などに「用途」名が出てもよいのではないか。 

・モデル上に符号の表記をする・集計表とモデルが連動する・集計表は符号ごとにまとめる等しなければ

計算書との整合性の確認は不可能と思う。符号の記載さえあれば、3Dでなく 2Dビューでも良いと思

う。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 1  

確認しやすかった 5  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「とても確認しやすかった」、「確認しやすかった」は、全体の 85％、「確認しにくかっ

た」は、全体の 14％であった。 
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【審査できなかった事項（自由記入）】 

・各階別のほうがシンプルでわかりやすいと感じた。 

・荷重用途のカラーフィルタと併せて部屋名を確認したかったが、切断面の問題か、下階の部屋名も表示

されてしまい、見づらく感じた。 
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３．【構造 03】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋スラブ計算用荷重（集計表） 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・色別表示方法について、梁の表示が透けて見えるとよい。 

・集計表の並びについて、整理が必要と感じた。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 3  

部分的に審査できた 3  

全く審査できなかった 1  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 8６％、「全く審査できなかった」

は、全体の 14％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・集計表がスラブ 1つ 1つ表示されるため、確認が困難だった。符号ごとにまとめて表示してほしい。 

・スラブ配筋の整合は確認できなかった。仕上げ荷重の配置が分からなかった。（同符号で荷重が異なる

場合に集計表の各部材がビューのどの部材に対応しているのか読み取れなかった。） 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 6  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 86％、「確認しにくかった」は、全体の 14％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・二次部材で、スラブの計算を確認する際に、とても分かりやすく情報を抽出できとても便利だと感じた。 

・集計表は、符号や条件が同じものは符号ごとにまとめた表示がよい。構造計算書の荷重表も配置した床

毎の荷重を審査していない。（同じスラブ符号で荷重やスラブ厚を変えるような入力をしない設定にす

れば間違うことはなくなるのではないか） 

・集計表の項目欄は、常に表示されているほうが分かりやすい。 

・床スラブのスパン寸法がプロパティ内で表示されることが望ましい。 

・集計表と他のビューで選んだものがすべてのビューでも表示できるとわかりやすいのではないか。 
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４．【構造 04】スラブ符号と厚さ配置(各階) ＋小梁計算用荷重（集計表） 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・色別表示において、梁の表示が透けて見えるとよい。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 3  

部分的に審査できた 4  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・集計表ではスラブ 1つ 1つが表示されており、確認が困難だった。符号ごとにまとめて表示してほしい。 

・集計表の各部材（SC総荷重_小梁用）がビューのどの梁に対応しているのか読み取れなかった。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 3  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 57％、「確認しにくかった」は、全体の 43％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・二次部材で、小梁の計算を確認する際には、とても分かりやすく情報を抽出できてとても便利であると感

じた。鉄骨造では、ピン接・剛接などの接合部や継手部分の情報、方杖などの補剛材の情報などがど

のように抽出できるか理解しておきたいと思った。 

・集計表は、符号や条件が同じものは符号ごとにまとめた表示がよい。構造計算書の荷重表も配置した床

毎の荷重を審査していない。（同じスラブ符号で荷重やスラブ厚を変えるような入力をしない設定にす

れば間違うことはなくなるのではないか） 
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５．【構造 05】意匠ビューの部屋と構造ビューの用途配置 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・平面図と床荷重配置図を横並びにし、階の平面図表示で切り替えることができれば視認しやすいので

はないかと感じた。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 2  

部分的に審査できた 5  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」の回答合計は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・意匠ビューの部屋名称が表示されなかった。 

・おおよそ確認はできたが、時間的な制約で細かな部分を視認できなかった。 

・意匠上では同じ用途だが、構造上は荷重用途が異なる場合の確認が出来ませんでした。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・部屋と用途の関係性が、明らかにわかればよいが、部屋名と用途と関連しないような入力の場合は設計

者の意図を確認せざるを得ない。 

・室名表示で下の階の室名も表示されており、該当する階だけの室名表示にしてほしい。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 6  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 86％、「確認しにくかった」は、全体の 14％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・意匠の部屋名と積載荷重の用途の整合はしやすいと感じた。 

・室名称は矢印等があった方が見間違いが無くスムーズかと思う。 
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６．【構造 06】スラブ厚さ(全体と各階) 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

（特になし） 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 4  

部分的に審査できた 2  

審査全くできなかった 1  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 86％、「全く審査できなかった」

は、全体の 14％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・スラブ配筋の整合 

 

【改善点等（自由記入）】 

・モデルビュー表示中に各階平面を選択表示した場合に、一部カラーフィルタの着色部分が出なかっ

た。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 7  

確認しにくかった 0  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は、全体の 100％であった。 

 

【表現の良否等（自由記入）】 

・3Dモデルで部材を選択した際に、同一符号の部材が強調表示されるとわかりやすい。 

・3Dビューよりも 2Dビューの方が、床については見やすいと思った。 

・通り符号の記載があればより確認しやすいと感じた。 
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７．【構造 07】梁部材配置  

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（大梁） 

【表現の良否等（自由記入）】 

・剛接・ピン接は、どのように確認すればよいかわからなかった。 

・2D表示の方が視認しやすいと感じた。 

・同一部材の色別表示は、グラデーションの表現が部材の種類が多くなると色による判読がしにくくなると

感じた。 

・梁端部接合方法（剛接、ピン接）の表現がブラケット線の有無のみのため、モデルビュー上で確認するこ

とは難しいと感じた。 

 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（小梁） 

【表現の良否等（自由記入）】 

・通り符号の記載があればより確認しやすい。 

・小梁の梁端部接合方法の差異が判別できなかったが、剛接合となる場合の表現が必要と感じた。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 2  

部分的に審査できた 5  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・剛接合・ピン接合 

・小梁 

・継手関係 

 

【改善点等（自由記入）】 

・3Dビューの並び方法について、審査に即した方法とすることの整理が必要と感じた。 

・ビューで確認する時に、部材符号も切り替え表示等で表現できるとよい。（着色表示でわかりやすいが、

色の違いが分かりにくい部分もあるため）大梁のみ小梁等のみでビュー表現が可能なら視認しやすい

と思う。 

・大梁の保有耐力横補剛の審査において、大梁のモデルビューと集計表、小梁のモデルビューと集計表

が四分割で表示された審査ビューがあると尚良いと感じた。 
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〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 3  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 57％、「確認しにくかった」は、全体の 43％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・カラーグラデーションの見分けが難しい。選択した部材の情報が表示、または、部材符号を選択すると

モデル側で強調表示などされると確認しやすい。 

・簡単に階ごとの表示に切り替えることができるとより確認しやすい。また、通り符号の表示があるとより確

認しやすい。 

・部材が多く分かりにくい、カラーフィルタからその部材だけを選んだ状態にできた方が見やすくなるので

はないか。 
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８．【構造 08】柱部材配置 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・同一部材の色別表示は、部材の種類が多くなるとグラデーションの色違いは判読しにくい。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 4  

部分的に審査できた 3  

全く審査できなかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 100％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・仕口関係 

 

【改善点等（自由記入）】 

・集計表は階および符号毎でまとめられるとよい。 

・集計表と 3Dモデルが連動していると、断面情報などの確認が容易になると思う。 
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〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった  0  

確認しやすかった 6  

確認しにくかった 1  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 86％、「確認しにくかった」は、全体の 14％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・選択した部材の情報が表示、または、部材符号を選択するとモデル側で強調表示などされると確認しや

すい。 

・材端部の接合条件（剛接、ピン接）の表現が必要と感じた。（ブレースも含む） 
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９．【構造 09】計算 BIMモデルと図面 BIMモデル配置 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で整理した審査項目の確認の可否（大梁） 

【表現の良否等（自由記入）】 

・ピン接・剛節の情報が、計算と連動しているのか不明であった。計算がどこまで連動可能で、何が連動

不可能なのか、整理する必要があると感じた。 

・計算と連動しない部材の配置・断面情報を表示及び比較という観点では、相違箇所が色付きで視認し

やすいと感じた。 

「モデルビューに必要なものの内容及びその条件」で確認できたもの（小梁） 

【表現の良否等（自由記入）】 

・計算と連動しない部材の配置・断面情報を表示及び比較という観点では、相違箇所が色付きで視認し

やすいと感じた。 

  

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 4  

部分的に審査できた 2  

全く審査できなかった 1  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 86％、「全く審査できなかった」

は、全体の 14％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・集計表で、変更前・変更後が分からなかった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・集計表で違いが分かるようにできると設計者も申請者も対応しやすいと感じた。 

・計算プログラムの計算結果のデータと連動している計算書からの BIMモデルの同一性をどこかでわ

かるようにする必要である。 

・アップされた構造計算書と 3Dモデルが同一である担保が必要と思った。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 6  

確認しにくかった 1  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 7  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は全体の 86％、「確認しにくかった」は、全体の 14％であった。 
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【表現の良否等（自由記入）】 

・「別モデル」や、「非連動部分以外」の部材以外の部材を透過させて表示できると、一貫計算書で確認

できない部分（別計算で確認すべき部分）の把握がしやすくなると感じた。 

・連動・非連動の有無が分かるのは、審査しやすいと感じた。 

・該当するものだけを表示できるようにしてほしい、見やすくするためにモデルツリーから邪魔なものを消

していくのが面倒と感じた。 
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［審査者(設備)固有設問］ 

１．【設備 01】換気計算（各フロアビュー表示） 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・換気機器仕様の明示が必要（機器表） 

・ダクトを色分けで表示されているが、その色の意味（OA,EA,SA,RA）が確認できなかった。 

・OA、EAの末端までのルートが不明であった。 

・上下階にわたるダクトの確認が出来なかった。（ダクトのみの表示の仕方が不明） 

・機器番号の確認ができなかった。 

・情報（プロパティ表示？）を読み取るために機器毎に数回クリックするのは作業手間がかかる。 

・換気設備の有効換気量の確認方法が不明であった。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 2  

部分的に審査できた 1  

全く審査できなかった 1  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「審査できた」、「部分的に審査できた」は、全体の 75％、「全く審査できなかった」は

全体の 25％であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・ダクト交差部の確認が出来ない（モデル作成時に融合している）  

・ダクト及び、防火設備のプロパティの確認が出来ない。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・換気計算の室面積が意匠図の床面積算定と同じであることのチェックが切替え操作でできるとよい。 

・集計表の室名、面積、居室非居室が意匠データと同じであることがわかれば、審査上非常に効率化に

つながる。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 2  

部分的に判断できた 1  

全く判断できなかった 1  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「判断できた」「部分的に判断できた」は、全体の 75％、「全く判断できなかった」の回

答合計は、全体の 25％であった。 
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【判断できなかった事項（自由意見）】 

・必要換気量に対する機器能力の確認、及び、24時間換気における圧力損失計算結果 

・ALVS との面積整合が出来なかった。 

・換気設備の機器リストが不明であった。 

 

【改善点等（自由記入）】 

・チェックリスト表のアップグレードが必要である。 

・「換気計算書」「ALVS表」「室高さが明示されたビュー」「換気設備の機器リスト」「圧力損失計算書」「PQ

線図」を並べて審査できるのであれば便利である。 

・換気計算書の行を選択した際、平面図の該当室が強調されるとよい。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法（３Dビュー表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 4  

確認しにくかった 0  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は、全体の 100％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・3Dビューの断面ボックス表示操作にて、Z方向に移動しながら各階のダクトの設置を確認したが、ビュ

ーを拡大すると XYZ軸の矢印表示が隠れてしまい、他の場所を見るのに縮小⇒移動⇒拡大を繰り返

すため手間がかかった。 

・階表示がないため、どこの階の断面を見ているのかわからくなった。 

・サンプルモデルの計画では、給気・排気を屋上でとっており、縦方向のダクトのつながりの確認を行わな

ければならないが、縦方向の確認に手間がかかった。（【設備 02】に表示のアクソメビューがあると縦の

つながりが判りやすくなる。） 

・ダクトは天井内に設置されるため、ダクト配置の断面図は天井部分を切った箇所になるが、実際に確認

するのは天井下の部屋の換気となる。天井内のダクトから天井下の部屋の給気口・排気口の設置を確

認するのは難しかった。 

・3Dビュー断面図で部屋名表示すると、複数の階の部屋名が重なって見づらかった。 

・3Ｄビューの階平面図の操作にて階を表示させると、ダクトが表示されなかった。 
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２．【設備 02】設備の防火区画貫通処理（各階表示＋アクソメ表示） 

〇明示事項の確認の可否 

【表現の良否等（自由記入）】 

・防火区画の種類（面積・竪穴等）毎のカラーフィルタ表示では区画の種類が判らなかった。 

・各階表示とアクソメ表示を頭の中でリンクさせて審査することが難しかった。別物に見えてしまうので、ど

ちらか一方のとある機器を選択すると、もう一方の機器も強調される等、リンクして動作すると分かりや

すいと思う。 

・アクソメ表示を見ただけで FD、SFDの区別ができる方が良い。 

・屋外まで直通ダクトで竪穴区画の防火設備を FDにする場合の、ルート確認や水平区画貫通時の確認

も試してみたい。 

 

〇整合性審査の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

審査できた 0  

部分的に審査できた 3  

全く審査できなかった 1  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「部分的に審査できた」は、全体の 75％、「全く審査できなかった」は、全体の 25％

であった。 

【審査できなかった事項（自由記入）】 

・ダクト交差部の確認が出来なかった。（モデル作成時に融合している）  

・ダクト及び、防火設備のプロパティの確認が出来なかった。 

・3Dビュー及びアクソメに表示される FD・SFDが、各階防火防煙ダンパが集計表のどのダンパに該当す

るのかわかりにくかった。 

 

〇法適合判断の可否 

回答選択肢 回答結果 
 

判断できた 3  

部分的に判断できた 1  

全く判断できなかった 0  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「判断できた」、「部分的に判断できた」は、全体の 100％であった。 

 

【判断できなかった事項（自由意見）】 

・特になし 

 

【改善点等（自由記入）】 
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・サンプルモデルは、建築の竪穴区画内の縦ダクトが区画を出る分岐部分で SFDが設置されるという比

較的わかりやすいケースであったが、床区画貫通の場合や屋上で異なる階へダクトが接続しているケ

ースなど、様々な形態があるため、3Dビューによる実審査は困難ではないかと感じた。 

・現在の申請ではダクトの縦のつながりはダクト系統図で確認している。ダクト系統図ではダクト末端の室

名まで表記されていることが一般的だが、アクソメビューではそこまで表示されていないため、審査上、

確認が困難ではないかと感じた。 

・防火区画を貫通する箇所には、自動的（デフォルト）に FDをし、SFDが必要な個所のみを人がチェック

するという方法はあり得るのではないか。（少なくとも FDの設置漏れは防ぐことが出来る） 

・区画貫通だけでなく、延焼ラインのダクトにも FD表示があり確認がしやすかった。しかし、実審査では、

ダクト径 100㎜以下の場合、FDではなく防火覆いによる措置がなされている場合が多く、それをどう表

示させるかは、今後検討が必要と思う。 

・各階表示やアクソメ表示に FD、SFDの表示をクリックせずに確認できるようにしてほしい。 

 

〇BIMらしい新たな表現方法（３Dビュー表現）について 

回答選択肢 回答結果 
 

とても確認しやすかった 0  

確認しやすかった 2  

確認しにくかった 2  

とても確認しにくかった 0  

有効回答数 4  

回答結果の傾向等：「確認しやすかった」は、全体の 50％、「確認しにくかった」の回答合計は、全体の

50％であった。 

【表現の良否等（自由記入）】 

・3次元表現が FD,SFDの判別に役立ったと感じた。 

・天井内でダクト施工の高さが異なると、断面を切る位置によって、ダクトが表示されないことがあった。天

井高さが異なる場合などは注意が必要となる。 

・ダンパの表示が、FD・SFDで色分けされており、視覚的に見やすいと感じた。 

・見たいところが拡大できるのは、ありがたい。 

・防火区画箇所をそれぞれ拡大して確認する必要があり、時間がかかった。 
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2-5) 実用に向けた課題の整理 

 今年度の検討の目的は、下図のようにまとめられる。以下、目的の項目別に課題等の整理をする。 

 

 

図１－今年度の検討の目的 

 

2-5-1） 申請・審査の効率化・合理化の視点 

 申請・審査の効率化・合理化の視点からは、審査機序に対して、「法チェック手順」を意識したビューの

設定と、各ビューにおいて、数値等の情報を集計、一覧できる「法チェック表」の表現を実装した。このビ

ューと法チェック表を組み合わせることで審査側が確認する情報が特定でき、審査上不必要な情報は審

査対象としないという仕組みが試行できた。凡例については、色塗り表現による凡例表示を可能とする

「カラーフィルタ」の設定を行うことで、各ビューに対する視認による形状や空間構成の確認が出来るよう

にした。また、プロジェクト情報を活用することで、確認申請書作成プログラムとの連携の手法についても

方向性が確認できた。 

 設計者、審査者に対するアンケートでは、これらの新しい表現方法は、これまでの図書による表現を代

替しうるという意見が過半であり、概ね好意的に受け止められていた。また、マス表現による空間構成の表

現については、意欲的な取り組みとして評価があった。一方で、これまでの確認申請図書の作成では求

められなかったビューを表現するための事前の設定について、誰が行うか、負担とならないか、法適合の

確認の根拠として取り扱えるのか、といった懸念についても意見が示された。 

 

2-5-2） 申請・審査の共通化の視点 

 申請・審査の共通化の視点からは、審査の機序（法チェック手順）に対応した表現を得るためのパラメー

タを一つの「標準」とみなし、多様な設計方法で作成された BIM モデルのパラメータの対応関係を指定

して変換する「パラメータマッピング」を試行した。 

 パラメータマッピングの動作原理は、標準のパラメータに対して、閲覧表示するモデルの具体のパラメー

タ項目を一意に対応付けすることで実装が可能であることを明らかとし、具体のモデルによる検証も行うこ

とができた。一方で、パラメータの入力方法は、必ずしも 1対 1の関係でない場合も想定されるため、あら

ゆる数量の関係について動作を担保できないこと、また、対象とするビューによっては、情報項目が複雑
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になることも予見される。このことから、技術的には可能ではあるが、運用上の煩雑さを考慮すると、申請・

審査の共通化の方向性は、審査に必要な標準パラメータを定めたうえ、提出するモデルの作成時に、標

準パラメータを用いてモデリングする方が合理的であるといえる。 
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■３．［戸建住宅等］検討内容 

 

［戸建住宅等］作業部会は、［一般建築］作業部会と同様、確認審査に適した BIM ビューアソフトウエ

ア仕様検討のため、戸建住宅等作業部会の意匠検討チームメンバーの審査者を中心として構成し、

BIMビューアプロトタイプによる検証を行うこととした。 

また、建築確認における BIM 活用に係る検討成果の普及を図ることを目的として、BIMを活用した

審査の方法等を示す「BIM確認申請用審査マニュアル」を作成した。作成にあたり、昨年度公表した「確

認申請図書作成用 BIM操作マニュアル」に対応した内容とするため、操作マニュアルで対象とした戸建

住宅等サンプルモデルを用い、BIM ソフトウエアベンダーや設計者の協力を得て、当該モデルの審査

手順を整理した。 

 

3-1) 確認審査に適した BIM ビューアソフトウエア仕様検討 

戸建住宅における BIM ビューアソフトウエア仕様検討では、BIM モデルを直接視認、又は属性情

報を可視化するためのカラーフィルタの適用により、判定に至る表現方法（モデルビュー）による確認

審査環境（以下、ビュー環境）を整えたうえ、ビュー環境を用いた試審査により、その実用性等の検

証を行った。 

試審査に供するビュー環境は、国立研究開発法人 建築研究所（以降、「建築研究所」）が用意し

た下表に示す検証用試審査環境を利用した。また、試審査に供する BIM モデルは、新たに作成し

たサンプルモデルを用いた。 

 

表１－ 検証用試審査環境（概要） 

項 目 概 要 

①BIM ビューア WEB ベースで動作／Autodesk Forge（開発環境）／Revit モデル、 

IFC モデル対応 

②BIM モデル 昨年度作成した戸建住宅サンプルモデルを改編したもの 

・意匠モデル（Revit2019 作成） 
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検証に使用した BIM モデルの建築概要（規模等、法令上の規定の想定）は下表の通り。 

 

表２－建築物の規模等に応じた建築基準法令の規定と構造方法等 

〇：モデルの要件 

  戸建住宅モデル 

建
築
物
の
規
模
等 

延べ面積 117.59 ㎡ 

階数 ２階 

構造種別 
木造 

その他建築物 

主要用途 一戸建て住宅 

その他の

要件 

都市計画区域及び 

準都市計画区域の内外の別等 

都市計画区域内 

市街化区域 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

防火地域 準防火地域 

その他の区域、地域、地区又は街区 なし 

建
築
基
準
法
令
の
規
定 

集
団
規
定 

容積率 ○ 

建蔽率 ○ 

道路斜線 ○ 

北側斜線 ○ 

外壁の後退距離の限度 ○ 

準防火地域内の建築物 ○ 

単
体
規
定 

採光 ○ 

24 時間換気 ○ 

シックハウス対策 ○ 

排煙無窓 ○ 

住宅用火災警報器 ○ 

火気使用室 ○ 

火気使用室の換気 ○ 

関
係
規
定 

ガス ○ 

給水、排水その他の配管設備の設置及び

構造 
○ 

※都市計画において外壁の後退距離の限度は 1.0ｍとして設定した。 
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検証にした BIM モデルに係る審査対象項目を整理し、BIM ビューアを用いて検証可能な項目

を抽出し、検証を行うこととした。整理した審査対象項目と、BIM ビューアによる検証項目は下

記の通り。 

 

表３－戸建住宅（４号特例）に係る審査対象項目（赤枠は、BIMビューアを用いた検証対象項目） 
  条項 内容 チェック 審査概要 

1 法第 19 条 敷地の衛生及び安全 □ 
□敷地と敷地の接する土地等との高低差   

□ただし書き 

2 法第 28 条第 3 項 居室の換気 □ 
火気使用室の換気設備：Ｖ＝（40・30・20）ＫＱ（適用除

外):6kW 以下･換気上有効な開口部 

3 法第 28 条の 2 
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する

衛生上の措置 
□ 

□使用材料  天井裏等：□使用材料 □気密層 □

通気止め □空気圧 □換気回数 □換気経路 □換

気能力 □給気口 □適用除外(告示 273 号第 2 二～

四号) 

4 法第 35 条の 2 特殊建築物等の内装 □ □火気使用室（□一体の室) 

5 法第 40 条 地方公共団体の条例による制限の附加 □ □条例 

6 法第 41 条の 2 適用区域 □   

7 法第 43 条 敷地等と道路との関係 □   

8 法第 44 条 道路内の建築制限 □   

9 法第 48 条 用途地域等 □   

10 法第 52 条 容積率 □ □都市計画 □道路幅員  

11     敷地面積 □ 
□配置図と形状が整合 □2 項道路の後退部分を敷

地面積から除外 

12     床面積 □ 

開放性  ：□外部廊下 □バルコニー □ピロティ □

ポーチ □寄付 □庇下 出窓：□出寸法 □床面から

の高さ □窓の大きさ □形状 

計算結果：□求積図と平面図の整合 

13 法第 53 条 建蔽率 □ □都市計画 □条例 

14     建築面積 □ 

不算入部分 :□はね出し等 □高い開放性   

□地階で地盤面下１ｍ以下 

計算結果   ：□求積図と平面図の整合 

15 法第 54 条 
第一種低層住居専用地域等内における外壁

の後退距離 
□ 

外壁後退：□無 有（□1.0ｍ □1.5ｍ □  ｍ） 令

135 条の 22：□一号 □二号 ⇒ □有効寸法記入 

16 法第 55 条 
第一種低層住居専用地域等内における建築

物の高さの限度 
□ 高さ限度：□無 □有（□10ｍ □12ｍ □  ｍ） 

17 法第 56 条 建築物の各部分の高さ □   

18   一号 道路斜線 □ 

後退距離：□有 □無 → 令 130 条の 12（  ）号適

用※建築設備も対象となる 

２以上の道路：□有 □無  

敷地と道路の高低差：□有 □無   

19   三号    北側斜線 □ 

□無 □有  

 方位   ：□真北方向  

 地盤面  ：□地盤面の確認 

 地盤面と北側隣地の高低差：□有 □無   

20 法第 61 条 防火地域及び準防火地域内の建築物 □ 

防火設備：□開口部   

設備開口：□ＦＤ □防火覆い 

□令第 136 条の２ 

21 法第 62 条 屋根 □ □屋根（令 136 条の 2 の 2） 

            

建築基準関係規定 

1 消防法第 9 条 火を使用する設備、器具等に関する規制 □ □火災予防条例 

2 消防法第 9 条の 2 
住宅用防災機器の設置および維持に関する

基準 
□ □火災予防条例 □住宅用防災機器（設置位置） 

3 ガス事業法第 162 条 ガス消費機器の基準適合義務 □ □ガス消費機器の基準適合 

4 水道法第 16 条 給水装置の構造および材質の基準 □ □給水装置の構造および材質の基準適合 

5 
下水道法第 10 条第

1 項 

公共下水道の排水区域内に設置する排水設

備 
□ 

□公共下水道の排水区域内に設置する排水設備の基

準適合 

6 
下水道法第 10 条第

3 項 

排水設備の設置基準に関して他法令の規定

によるほか政令で定める技術基準 
□ 

□排水設備の設置基準に関して他法令の規定による

ほか政令で定める技術基準適合 
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 具体の検証結果を以下に示す。 

 
図１－BIM ビューアのビュー画面 

（説明：確認したいビューを画面にドラッグ＆ドロップし、同一画面に複数のビューを配置可能）  

 

 

図２－集団規定関係の表現例 
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図３－延焼の恐れのある部分の外観① 

 

 

図４－延焼の恐れのある部分の外観② 
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図５－延焼の恐れのある部分の内観（１階） 

 

 

図６－延焼の恐れのある部分の距離計測の状況 
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図７－室内ドアの 24 時間換気用アンダーカットをカラーフィルタにて色塗り表示（１階） 
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図８－室内ドアの 24 時間換気用アンダーカットをカラーフィルタにて色塗り表示（２階）



 

 

図９－24 時間換気用給気口、排気機をカラーフィルタにて色塗り表示 

 

 

図１０－24 時間換気用給気口、排気機をカラーフィルタにて色塗り表示 
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図１１－住宅用防災機器をカラーフィルタにて色塗り表示 

 

 

図１２－北側斜線をカラーフィルタにて色塗り表示 
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（余白） 
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3-2)  試審査の実施 

 BIMビューアを用いて検証する審査対象項目は、下記の通りである。 

【検証対象項目】 

１．延焼の恐れのある部分の開口部（法第 61条） 

２．換気対策（法第 28条の 2） 

３．住宅用防災機器（消防法第 9条の 2）、換気設備（法第 28条の 2） 

４．北側斜線（法第 56条１項三号） 

 

3-3)  検証の結果 

１．延焼の恐れのある部分の開口部（法第 61条）について 

◆良い点  

・高窓も含めて確認できるため、見落としが防止できる。 

◆課題 

・作図、確認共、これまでにない作業が発生し、作業負担につながらないかが懸念される。 

・延焼ラインの妥当性の確認（始点が境界線から設定されているか。各境界線から３ｍ、５ｍの範囲 

で設定されているか。） 

・３Dによる延焼ラインの表示の際、各フロアの高さをどこに設定するか。 

・窓、ドア以外の設備開口部も同様の表示が必要になる。 

２．換気対策（法第 28条の 2）について 

◆良い点  

・アンダーカットの意思表示が、確認しやすい。 

◆課題 

・作図、確認共、これまでにない作業が発生し、作業負担につながらないかが懸念される。 

・襖などの引き系の内部建具にもアンダーカットの情報入力が必要となる。（１階は、引き戸のみの 

ため、表示がされていない） 

３．住宅用防災機器（消防法第 9条の 2）、換気設備（法第 28条の 2） 

◆良い点  

・審査者は、設置場所が即座に分かり易い。 

・設計者は、設備が平面切断位置より高い部分にあるため、３D部品を配置しても、平面図に設置の 

２次元加筆が必要となる場合があるが、BIMモデルでの審査になった場合は、その作図作業が

効率化し、不整合がなくなる。（設置場所の規定も部品化できると尚よし） 

◆課題 

・配置するための３D部品の整備と、作図方法のマニュアル作成が必要。 

・設置場所のビュー設定が必要。 

４．北側斜線（法第 56条１項三号） 

◆良い点  

・北側斜線が立体的に確認でき、分かり易い。 

◆課題 

・表示された北側斜線の妥当性の確認ができない。 

・面的表示が、角度によっては表示されない。（技術的課題） 
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3-4） 建築確認における BIM 活用に係る検討成果の普及  

本協議会では、３年にわたる活動を経て、確認審査用のビューアの試作や手引きの作成などを行って

きたことから、これまでに得られた知見を広く還元するため、今後の確認審査におけるデジタル化にむけ

た電子申請や BIM 活用の現状とその仕組みを、ソフトウエアの操作をまじえて理解できる講習会を開催

することが必要であると考えた。 

このため、特定行政庁、及び指定確認検査機関の審査担当者向けに、今後の確認審査におけるデジ

タル化にむけた電子申請やBIM活用の現状とその仕組み、BIMソフトウエアの操作を通じたBIMの理

解を深めるための講習会を、日本建築行政会議にて開催した。 

 

BIM操作講習会の構成は下記の通りである。 

1. 概要 

   ・方式  対面集合形式（ハンズオン講習） 

・期間  2022年 8月～2023年 3月末 

・BIM ソフト  Revit、Archicad、Vectorworks、GLOOBEのいずれか１つ。 

・主催  日本建築行政会議 

・講習コンテンツ 建築確認における BIM活用推進協議会が提供（マニュアル・モデル） 

 

2. 講習内容 

① 電子申請・BIM活用の現状について 

② BIMの概要説明（BIMの基礎知識、建築確認への BIM活用など） 

③ BIMモデルの閲覧・操作（ソフトウエアの基本操作） 

④ 確認申請図書の表現内容の確認（BIMを用いた確認申請図の閲覧と試審査） 

 

３． 使用したモデル概要 

BIM操作テキストで使用した BIM ソフトウエアは、下表に示す、４つの BIM ソフトウエアである。 

 

表１－BIM 操作テキストで使用する BIMソフトウエア環境と作業協力者 

BIM ソフトウエア 
使用した 

バージョン 
作業協力者 

Archicad  

(グラフィソフトジャパン(株)） 
Archicad 25 

   

 

GLOOBE   

（福井コンピュータアーキ 

テクト(株)） 

GLOOBE2021 
畝啓建築事務所（株）畝氏、 

福井コンピュータアーキテクト（株）楠田氏、菅原氏 

Revit   

（オートデスク(株)） 
Revit2019 

㈲アーキ・キューブ 大石氏 

オートデスク（株） 羽山氏、シャフ氏 

Vectorworks   

（エーアンドエー(株)） 
Vectorworks2021 

architect builder 原忠 原口氏 

エーアンドエー（株）佐藤 氏 

 

日本建築行政会議によるBIM操作講習会は、全国計 11回開催し、特定行政庁、指定確認検査機関

の審査担当者が延べ 195名受講した。実施状況は下記の通りである。 
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グラフィソフトジャパン（株）志茂氏、村田氏

アトリエ・クー　杉本 氏



 

表２－日本建築行政会議 BIM 操作講習会開催実績 

 東京① 大阪 岡山 東京② 

場所 
工学院大学  

新宿キャンパス 

大阪電気通信大学 

寝屋川キャンパス 
岡山理科大学 

AUTODESK セミナー

ルーム（晴海） 

実施日 
①８月２日（火） 

②８月３日（水） 

①８月２６日（金） 

②８月 29 日（月） 
９月 22 日（木） 

①10 月 14 日（金） 

②12 月９日（金） 

BIM ソ

フト 
Revit Revit Revit Revit 

 

 中部① 中部② 北海道・東北 九州・沖縄 

場所 
昭和ビル  

ホール（名古屋） 

金沢勤労者 

プラザ（金沢） 

駅前のぞみビル（仙

台） 

麻生建築＆デザイン

専門学校 

（福岡） 

実施日 １月 13 日(金) １月 20 日(金) ２月１日(水) ２月 17 日(金) 

BIM ソ

フト 
GLOOBE GLOOBE Vectorworks Archicad 

 

 また、提供した教材は下記の通りである。 

①電子申請・BIM活用について 

②確認申請図書審査用 BIM操作テキスト（Archicad、GLOOBE、Revit、Vectorworks） 

 

  

  

図１－電子申請・BIM 活用について（抜粋） 
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図２－確認申請図書審査用 BIM 操作テキスト Archicad編（抜粋） 

 

 
図３－確認申請図書審査用 BIM 操作テキスト GLOOBE編（抜粋） 
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図４－確認申請図書審査用 BIM 操作テキスト Revit編（抜粋） 

 

 

図５－確認申請図書審査用 BIM 操作テキスト Vectorworks編（抜粋） 
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以下に、BIM 操作マニュアル作成で使用した BIM モデルのパースを示す。 

（令和 3 年度報告書（令和 4 年 3 月）より再掲） 

 

図６－戸建住宅サンプルモデル パース 

Archicadで作成・BIMｘで表示した BIMモデル外観（意匠） 

 

 
図７－戸建住宅サンプルモデル パース 

GLOOBE で作成・表示した BIMモデル外観（意匠） 
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図８－戸建住宅サンプルモデル パース 

Revitで作成・表示した BIM モデル外観（意匠） 

 

 
図９－戸建住宅サンプルモデル パース 

Vectorworks で作成・表示した BIMモデル外観（意匠） 
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3-5) 検討成果から得られた所見等  

今年度は、一般建築作業部会の検討で使用する検証用試審査環境を使用し、昨年度作成した戸

建住宅サンプルモデルに、法適合確認の項目の情報を追加したモデルを改作したものについて、ビュ

ーア上における視認による確認の可否について検討を行った。 

空間構成要素の確認としては、斜線の表現、延焼のおそれのある部分について、その形状をモデルに

入力し、カラーフィルタの機能を用いて表示をさせる機能を審査環境に実装することにより、審査用の表

現を実現させた。また、個別の部位、部材の性能や位置の確認については、換気の性能に係る部位（ア

ンダーカット、給気口、排気機）の区別、住宅用防災機器の区別について属性値を入力し、カラーフィル

タの機能を用いて表示をさせる機能を審査環境に実装することにより、審査用の表現を実現させた。 

いずれの表現も、モデルの形状表現に対して、審査に必要となる情報が分かりやすく表現されている

他、審査環境が持つ計測機能を活用することにより、モデルに入力されている区画位置の適切さについ

て、審査画面上で確認が可能である事を示すことができた。 

また、これまでに得られた知見を広く還元するため、今後の確認審査におけるデジタル化にむけた電

子申請や BIM 活用の現状とその仕組みを、ソフトウエアの操作をまじえて理解できる講習会を開催する

ことが必要であると考え、特定行政庁、及び指定確認検査機関の審査担当者向けに、今後の確認審査

におけるデジタル化にむけた電子申請や BIM 活用の現状とその仕組み、BIM ソフトウエアの操作を通

じた BIMの理解を深めるための講習会を、日本建築行政会議にて開催した。 

BIM 操作講習会は、令和 3 年度に日本建築士会連合会が受託した「建築基準法・建築士法等の円

滑な執行体制の確保に関する事業（建築分野における IT 活用・リモート化の検証等への支援）」におい

て、同一の設計内容に対して市販 4 ソフトウエアによる、設計者向けの「BIM 操作マニュアル」、「確認申

請図書作成マニュアル」に対応する形で、審査員向けの「確認審査マニュアル」が整備され、BIM の基

本知識の教材と本マニュアルを利用した講習会を、全国計 11 回開催し、特定行政庁、指定確認検査機

関の審査担当者が延べ 195名受講する結果となった。 

 以上を総合すると、昨年度の確認申請図書の作成から 1歩進んだ BIM モデルによる審査に向

けた技術の検討が戸建住宅作業部会でも進むとともに、これまでの BIM により作成された確認

申請図書の審査実務につながる BIM の知識と技能についての成果普及が確実に行われたと言え

る。特に、成果普及については、国土交通省の BIM 推進の加速化を踏まえ、その下支えとなる

ことが期待できることから、継続的に取り組むことが必要であると考えられる。 
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■４．［一般建築］［戸建住宅等］検討内容  

 

4-1) 建築確認における BIM活用の在り方の検討 

建築確認における BIM 活用の技術開発及び実務への展開に資する建築確認における BIM

活用のロードマップ策定に向け、下記の項目について、開発の方向性をまとめた。 

 

・建物データベースの性格をもつ、BIM モデルの審査の探求 

・設計者、申請者双方の BIM 活用による確認申請のメリットの探求 

・BIM 審査による効率化に向けた在り方の検討 

・BIM 確認申請のロードマップ（素案）の検討 

 

取りまとめの対象となる建築確認審査の事案は、戸建住宅等の小規模なものから、一般建築の

中大規模なものとした。 

整理にあたり、建築確認の申請者（設計者）側と審査者側に対するヒアリング・アンケートを行い、

上記の項目についての所見を聴取し、取りまとめるとともに、開発の方向性について審査事案の

規模によらない共通の内容と規模による個別の内容の別に分けて整理した。 

  取りまとめの結果は、別添のとおりである。 

 

（次ページより別添） 
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建築確認における BIM活用のあり方の整理 
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１．BIM の性質を考慮した、効率化等の BIM モデルによる確認審査のメリットの検討  

 

（１）建物データベースの性格をもつ、BIM モデルの審査の探求 

 １）BIM の特徴と確認申請における意義 

   BIM は３次元の「形状情報」であると同時に室等の名称や面積、材料・部材の仕様等の「属

性情報」を併せ持つ。このような特徴から、BIM を用いた建築の設計・生産のプロセスにお

いては、次のような役割を期待できる。 

   ①「コミュニケーション」ツールとして 

    …形状を含んだ建築物情報の一元化により、関係者間での情報や意図の伝達に有効であ

る。   

   ②「データベース」として 

    …BIM モデルは、情報の詰まった“箱”と捉えることができる。建築物の運用面におい

て、有効なデータベースとして利用することができる。 

    

   一方、建築確認は、申請図書等にもとづき建築基準法に係る法適合を審査するものであり、

審査を経た確認申請図書は、法令により一定程度共通化され、第三者により確認された情報

として価値をもつ。 

建築物は着工する前に、建築確認の手続きが原則必要であり、建築生産の入口となる建築

確認手続きを BIM データを用いて行う仕組みを構築することは、共通化された BIM データ

やデータの伝達手法を社会が共有することにつながり、BIM の可能性を更に広げることが期

待できる。 

   現状の法令や運用に基づく確認申請手続きにおいては、BIM を用いることにより追加的な

作業が生じている場合があるが、今後 BIM ならではの確認申請の方法も併せて検討する必要

がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 BIM による確認申請の意味 

なぜBIM確認申請なのか？

Communication

Database

形状を含んだ建築物情報の一元化により関係者間での情報や意図の伝達に有効

BIMは情報の箱ー建築物の利活用にとって有効なデータベース

BIMの特徴/可能性？

BIMの確認申請の意義？

Common rule
確認申請は新築の建築物の多くが経る手続きであり、申請に必要な情報が法令により一定程度共通化されている。
確認申請をBIMデータにより行うことができるようにすることで、共通化されたBIMデータやデータの伝達手法が社会
に共有され、BIMの可能性をさらに広げることが期待される。

一方で、これまでの法令や運用に基づく確認申請手続きを行うため、BIMで追加的な作業が生じている場合があり、
BIM活用の制約となっているとの指摘もあることから、BIMならではの確認申請の方法を検討する必要がある。
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  図書の取り扱いも含めた検討が必要。

• データの活用の観点からは、確認申請プロセス単体での効率化・合理化だけでなく、確認済

  よって損なわれないよう丁寧な議論が必要。

• 一方、現行の制度により担保されている建築の安全性や建築主の権利などが、制度の変更に

  情報（明示事項）のありかたに加え、審査すべき内容や方法が変わる可能性がある。

  る確認申請によりコミュニケーションの方法が変われば、法適合確認を行う上で必要となる

• 「明示事項」は現行の制度や審査方法、図書のありかたに紐づいていることから、BIM によ

３）課題・検討事項

  検査機関等で長期間（15 年）保存（検証可能な状態で）される。

・確認申請図書（副本）は、建築物の維持管理や増改築等に活用される。一方、正本について

④維持管理／図書保存

  要した図書等のとおりに実施されたものであるかどうかを検査する。

  が、多くは委任を受けた設計者が完了検査を申請し、検査者は、現場の建築物等が確認に

・建築主は、工事が完了したときは検査者（建築主事等）の検査を申請しなければならない

　合）を行う。

　書にもとづき施工し、工事監理者は設計図書通り施工されているか設計監理（図書との照

・確認済証が交付されると工事を着工することができる。工事を受注した施工者は、設計図

③施工・工事監理・検査

　申請 図書の副本を添えて確認済証を申請者に交付する。

・建築主事等は、申請等に係る建築物等が建築関係規定に適合することを確認したときは、　

②通知・図書保存

  たものであることを示す図書としても扱われる。

・審査済の申請図書は、施工や工事監理、検査に活用されるだけでなく、建物が法に適合し

  を行う。このように申請図書は、申請者と審査者とのコミュニケーションの手段となる。

  基づき図書として表現する。一方、審査者は図書に表現された設計意図を読み取り、審査

・申請者（設計者）は「明示事項」を中心に、法の解釈を含めた設計の意図を一定のルールに

  どうか審査する。

  とを確認するとともに、明示すべき事項にもとづき、建築基準関係規定に適合しているか

  が定められている。確認検査員は、申請図書等における記載事項が相互に整合しているこ

・法適合確認を行う上で必要な情報は、審査すべき事項として図書に表現すべき「明示事項」

①申請図書作成・審査

建築確認審査は、概ね次のような手順で実施される。

２）確認申請の仕組み



3 

 

図 1-2 確認検査の仕組み 

 

 

図 1-3 確認検査の仕組みと課題・検討事項 
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４）検討の目的と課題の整理 

  

①目標（Goal） 

本検討の目標は、大きく以下の２点に整理される。 

  ａ）申請・審査の効率化・合理化 

…１点目として「申請や審査の効率化や合理化」が挙げられる。申請者（設計者）は「明示事

項」を中心に、法の解釈を含めた設計の意図を一定のルールに基づき図書として表現し、

審査者は図書に表現された設計意図を読み取り、審査を行っているが、図書間の不整合が

多くその指摘・修正等に多くの時間を費やしているほか、申請者の意図の確認にも多くの

時間がかかっているのが現状である。 

BIM を活用することで、図書間の不整合が減少することが期待されるだけでなく、データ

を活用した BIM ならではの審査方法を実現することで、申請・審査の効率化・合理化が期

待されている。 

ｂ）データの連携・利活用 

…２点目として、「データの連携・利活用」が挙げられる。申請や審査の効率化や合理化のた

め BIM を活用しデジタル化が進むと、その副産物として多くのデータが生成される。確認

申請は多くの新築建物が経る手続きであり、法令に基づき一定の共通化が図られているが、

BIM の活用により確認申請の建物情報をさらに標準化・共通化することで、様々な用途へ

の利活用が可能となることが期待されている。 

 

②課題（Task） 

これらの目標を実現する上での課題は、大きく以下の３点に整理される。 

  ａ）コミュニケーション手段としての課題 

   ・申請者（設計者）の意図・意思の表現と読み取りの方法 

…確認申請においては、申請者が何らかの意思や意図のもと一定のルールのもと申請図書

を作成・表現し、審査者は図書を読み取って判断を行っている。BIM を活用した確認申

請においては、意思や意図を伝達する手段としての図書をどのように代替するか、コミ

ュニケーション手段としての検討が必要である。 

・審査の範囲、責任の区分 

…確認申請においては、図書に表現された内容をもって審査を行っており、審査の範囲は

図書に表現された内容と一致している。BIM を活用した確認申請においては、これまで

の図書と異なる形式で申請や審査が行われることが想定されることから、どのように審

査の範囲、責任の区分を明確にするかについて検討を行う必要がある。 

ｂ）デジタルデータの利用に伴う技術的な課題 

 ・データの真正性の確保 

…データの受け渡しや共有により審査が行われ、審査後の図書は一定期間保存されること

になるが、そのプロセスにおいて、データが正しく扱われ、不正な書き換え、消去、差

し替え等が行われていないかといった、データの真正性の確保が課題として挙げられる。 
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・データの見読性の確保 

…確認申請後、申請図書は一定期間保存されることになるため、紙や PDF データ以外で保

存を行う場合、所定の期間データを読み込めるか、確認処分時と同様に確認できるかと

いったデータの見読性の確保が課題である。 

ｃ）制度上の課題  

・審査方法の整理（明示事項・整合性の審査ほか／建築組基準法施行規則第１条の３、 

国土交通省告示第 835号（指針告示）） 

…主に建築組基準法施行規則１条の３における明示事項や、指針告示の存在が、BIM によ

る確認申請を事前相談段階にとどめている一因と考えられていることから、今後の検討

により、これらの規定を変更するための具体的な検討や働きかけが必要である。 

・図書保存の整理（建築組基準法施行規則第６条の３） 

…図書保存については、技術的なデータの見読性が確保されることを前提として、データ

による保存を実現するための制度の整理が必要である。 

 

図 1-4 コミュニケーション手段としてのステップの整理 
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（２）設計者、申請者双方の BIM 活用による確認申請のメリットの探求 

 ①BIM 活用による確認申請のメリット等に関するアンケート調査〔アンケート調査①〕 

  第１回目ＷＧ開催に向けて、参加メンバーに対してアンケート調査を実施した。 

   ※アンケート調査票は巻末参考を参照 

 ＜対象＞ 

   在り方検討ＷＧメンバー（一般建築） 

 ＜時期＞ 

   令和４年 9月 13日～9月 29日 

   メールにて調査票を配布し、メールにて回収。 

 ＜調査内容＞ 

  ａ）BIM モデルによる審査の将来的なイメージ 

  ｂ）BIM モデルによる審査で懸念される事項や制度的課題 

ｃ）BIM 活用による確認申請のメリット（申請者、審査者それぞれの立場で） 

  ｄ）BIM 審査において、何が効率化されるべきか（理由も含めて） 

  ｅ）BIM 確認申請のロードマップ検討に向けた最終目標や中間目標の設定 

  ｆ）確認申請以外申請手続きの BIM 活用について 

    （中間・完了検査、定期報告、省エネ適判、構造適判など） 

ｇ）その他 

 

②アンケート結果 

  ①の調査結果について、「設計者（申請者）」「審査者」それぞれの立場からの意見を抜粋して

整理する。 

 

ａ）BIM モデルによる審査の将来的なイメージ 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・3次元形状と統合された情

報  

・必要な情報をリストアッ

プやハイライト 

・従来の２次元図面での表

現簡素化の実現。 

・モデルで自動チェック 

・外部データベースと連携

した新たなサービスの実

現 

・3 次元形状と統合された情報を活かした審査用 BIM ビューアーによ

る、審査者/ 申請者共に効率的な審査。BIM は建築情報のデータベ

ースであるため、審査の各段階で必要な情報をリストアップやハイラ

イトすることで、従来手法と比較して分かりやすく、ヒューマンエラ

ーが起きにくい手法が見出せると考えます。 

・モデル審査を併用することによる、従来の２次元図面での表現簡素化

の実現。 

・面積確認や、単純な突き合わせ（ex.特定防火設備が必要な扉が特定防

火設備になっている等）はモデルで自動チェックできる仕組みを構築

し、本当に協議が必要なところに時間を使える審査の実現。 

・防火避難規定の解説等の外部データベースと連携し、判断の難しい箇

所について、事例を表示させるサービスの実現。 
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●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）懸念される事項や制度的な課題 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●審査者意見 

 

 

 

  

・現在の紙の図書による審査と同様に、画面上には法定の明示事項が表

示され、必要な審査項目を確認することができる。それに合わせて、

必要な提出物がきちんと定められており、申請者から適切な内容の申

請データ等が提出される状況となっている 

・図面間の整合性確認、室名、建具形状、計算式の検算等が不要で、BIM

による裏付けのある内容について整合性確認については審査すべき事

項の対象外となる。 

・タブレットの画面にカテゴリ別のボタンが並んでおり、順番にタップ

していくと BIM 活用により審査し易い表示に切替り、法令チェック

が確認できる。３Ｄ表示も自由に動かすことが出来る。 

・採光、換気、排煙の法令チェックが自動的になされ、適否まで表示さ

れる。演算の整合については審査対象外。 

・耐火構造等、不燃材料等、防火設備等の材料認定番号等は AI によりデ

ータベースを活用し自動審査される。 

 

・法定の明示事項から必要

な審査項目を確認でき

る。 

・整合性確認については審

査すべき事項の対象外 

・ BIM活用により審査し易

い表示に切替り、法令 

 チェックが確認できる。 

・演算の整合については審

査対象外。 

・データベースを活用し自

動審査される。 

・設計 BIM としては非効率

または追加作業&調整が

発生することが 

 懸念される。 

・費用対効果を念頭に置い

た検討が望まれる 

・ BIM のモデルと 2次元ビ

ューを同時に閲覧し確認

できるような 

 仕組みを構築する必要が

ある。 

・どこまで審査するのか、と

いう範囲を明示すること

が必要。 

・軽微変更や変更申請時の

手続きが増えないように

する必要がある。 

・図面であれば審査に必要な図書に絞って提出されるが、BIM モデルに

は審査に直接 関係ない情報も含まれるため責任の範囲が曖昧となる 

・審査に必要な情報（明示すべき事項の内容）を審査側がモデル内を探

すことなく、すぐに見ることができる仕組みが必要。また設計者の法

的な考え方を審査側が理解できる表現で示される必要がある 

・３Ｄでは審査しにくい項目も多いため BIM モデルでも２Ｄ状態で簡

単に見られる仕組みが必要 

・規則第 1 条の 3 は二次元を想定したものであるから、３Ｄモデルを本

申請に利用できない 

・確認審査の報告、消防庁等の同意、保健所への通知などもデータで行

えるようにする必要がある 

・責任の範囲が曖昧 

・設計者の法的な考え方を

理解できる表現で示す 

・BIM モデルでも２Ｄ状態

で簡単に見られる仕組み

が必要 

・規則第 1 条の 3 は二次元

想定、３Ｄモデルを本申

請に利用できない 

・審査以外との連携 

・設計 BIM は確認申請だけを目的として作成される訳では無く、あく

まで設計を効果的に行う事を主目的とします。そのため、審査用 BIM

ビューワーでの閲覧を優先した手法を採用していくと、設計 BIM と

しては非効率または追加作業&調整が発生することが懸念されます。ま

た従来の 2 次元図面の方が相応しい審査内容もあると考えられるた

め、一手法に捉われず、費用対効果を念頭に置いた検討が望まれます。  

・BIM モデル審査を実現するために、従来の建築確認申請では必要なか

った資料作成や情報入力を強いて、申請者の負担が増えてしまうこと

が懸念される。 

・建築確認を行う上では、モデル審査よりも 2 次元図面の方が確認しや

すいものもあるため、BIM のモデルと 2 次元ビューを同時に閲覧し確

認できるような仕組みを構築する必要がある。 

・３Ｄでは、これまでの申請図に表記されなかったところも見えてしま

うので、どこまで審査するのか、という範囲を明示することが必要。 

・変更申請の際、詳細度が進んだ BIM データを使っても、審査可能にす

る必要がある。 

 （例えば、確認申請では、形状的に壁厚は一律で情報のみ入っており、

変更申請では、形状も壁厚が正しく入力され情報も入っている、とい

うような違いがあっても審査可能である仕組みが必要。） 

・BIM モデル審査により、軽微変更や変更申請時の手続きが増えないよ

うにする必要がある。例えば、「廊下幅員＝1,200mm 以上」と表記し、

合法状態を保ったまま「1,230mm」が「1,220mm」になっても変更に当

たらないようにする対応も、実務上の工夫であるが、こうした、「合

法ではある極めて微小な変更」の取り扱いの整理が必要。 
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ｃ）BIM 活用による確認申請のメリット 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）BIM 審査において、何が効率化すべきか 

〇設計者意見 

 

 

 

 

●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・網羅的なチェックから抜

取的なチェックが可能 

・事前チェック、自動チェッ

ク可能による審査期間短

縮 

・従来の 2 次元図面の表現

を簡素化し、確認申請図

作成を効率化 

 

・確認審査期間が短縮される。（審査が効率化されスピードが上がるこ

とが大前提） 

・申請書情報を直接デジタル化できる。 

・法令チェック機能がある BIM ソフトを利用する事で、法令チェック

漏れがなくすことが出来る。 

・空間構成を把握しやすいため、二次元図面では確認できないために行

っていた質疑応答が不要になる 

・BIM モデルから切り出した図面および情報は整合性が担保されている

ため精度の高い図書で審査が行える 

・審査期間が短縮 

・申請書情報を直接デジタ

ル化 

・法令チェック漏れをなく

す 

・二次元図面では確認でき

ない質疑応答が不要にな

る 

・整合性が担保されている

ため精度の高い図書で審

査が行える 

・図面間相互の不整合(建具キープランと建具表、図面内部屋名称と仕上

表など)が無くなることで、相互チェックにかかる時間が減ること。 

・審査に必要な情報をリストアップやハイライトし、網羅的なチェック

から抜取的なチェックが可能になる 

・事前チェック、自動チェックが可能になれば、申請機関の短縮を期待

したい 

・BIM モデルにより建物の把握を容易にし、図面間の整合確認を合理化

することで、審査期間の短縮を可能にすること(BIM で審査機関が短

縮できるのであれば、発注者のインセンティブになり得る)。 

・BIM モデルを審査に活用することで、従来の 2 次元図面の表現を簡素

化し、確認申請図作成を効率化できること。 

・モデルチェック機能による、入力必要項目の事前確認や、自動チェッ

クができること。 

・図面間相互、意匠、構造、

設備の整合性確認 

・審査期間の短縮 

・クラウド上での指摘事項

の共有 

・整合審査 

・審査項目の法適合を確認するために必要な情報の検索 

・質疑回答時の、補正等の内容の確認作業 

・採光、換気、排煙等の有効開口面積算定、建物面積の演算の検算や整

合性の確認 

・平面、立面、断面、室名、建具記号等の表示の整合性の確認が効率化

されるべき 

・申請書の入力が効率化されるべき 

・法チェックの自動化があげられる。用途・建蔽率・平均地盤などの重

要項目と思われる審査の際、ヒューマンエラーを極力なくす事ができ

ると期待できる。 

・ 整合性の省略があげられる。整合性は審査する上で時間を要し、審査

者の効率を上げるには重要であると思われる項目である。いづれも、

有資格者が審査する上での補足的事項という位置づけにはなるが、こ

れらが効率化される事は審査する側として重要であると思われる。 

・整合審査 

・必要な情報の検索 

・補正等の内容の確認作業 

・演算の検算 

・申請書の入力 

・法チェックの自動化 

・図面間相互の整合性確認 

・意匠、構造、設備の整合性確認 

・審査者の指摘や確認から、図面(BIM モデル)修正までの期間短縮 

・審査者のコメント（チェック）がクラウド上で行われる  
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ｅ）BIM 確認申請のロードマップ検討に当たっての目標設定 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ）確認申請以外の BIM 活用 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・最終目標：IFC 審査、中間

目標ではネイティブデー

タによる審査 

・ 2025 年法改正による 4 号

特例縮小に合わせ、まず

効果があり、難易度の低

い所をゴールにするべ

き。  

・現行の手法の有効性を維

持しながら、BIM 申請に

移行する必要がある。 

・シンガポール BIM 年表が

参考として、建築基準法

の改正時期と考える。 

・中間目標は BIM ビュワーの作成、最終目標は確認申請が BIM により

効率化される 

・設計者が申請書作成時に BIM から取り出した CSV ファイルを活用で

きるようにする。その為に、申請書に転記すべき情報を BIM から共通

のフォーマットで取り出せるよう、CSV 形式のひな形を作成し公開す

る。また、BIM データから取り出す IFC データからは、確認審査に活

用できる情報を取り出し、法規への適否の判定を行えるようにする。 

・取り出した IFC データを何らかのソフト（クラウド）に読み込ませる

と法令チェック表が出来上がり、PDF 印刷でき、設計者記名の上申請

に提出できるようにする。それを添付することにより BIM の整合性

確認及び法令チェックの一部を審査省略出来る制度設計ができない

か。 

・中間目標として、現在の審査・検査方法による基準（審査時間、費用、

CO2 排出量、環境への負荷）を１とした時に、BIM 審査・検査が各基

準を上回る時期がどのあたりになるのかの目標設定。  

・中間目標は BIM ビュワー

の作成、最終目標は確認

申請の BIM による効率

化。 

・ BIMの整合性確認及び法

令チェックの一部を審査

省略出来る制度設計 

・事前審査から完了検査ま

でデジタル上で審査・検

査が完結させる 

・申請書の入力 

・目標設定を決める 

・最終目標：IFC 審査、中間目標ではネイティブデータによる審査 

・2025 年法改正による 4 号特例縮小に合わせ、まず効果があり、難易度

の低い所をゴールにするべき。難易度を低、中、高と設定し、2025 年

～2030年の 6年間位をかけて自動化やビューワーの更新を行うイメー

ジかと思います 

・現在の申請方法や設計者の申請時の工夫は、実務上、有効な部分も多

い。そうした有効性を残したまま BIM 申請に移行する必要がある。 

・重要なキーデートは、建築基準法の改正時期と考える。シンガポール

BIM 年表が参考となる。    

  

・設計図書の位置付けである PDF データ＋BIM モデルを審査ビューワ

ーによる視認が 3 年。これには、建築だけでなく構造設備も含まれる。

計画変更も同様。 

・消防同意への BIM 検討 

・省エネ適判で必要な入力

項目に連携することで、

整合確認を合理化 

・確実な施工者への法的情

報伝達 

・認定書データに連携する

仕組みづくり 

 

・消防同意についても審査用 BIM ビューワーを用いた審査が可能か否

か、検討が必要と考えます。 

・BIM に入力される建築モデルの部屋名や用途、設備モデルの機器仕様

情報などを活用して、省エネ適判で必要な入力項目に連携することで、

整合確認を合理化する 

・バリアフリーや、東京都建築安全条例等、建築基準法と一緒に審査頂

いている法令関係についても、考慮する必要があると考えます。 

・設計 BIM モデータを使って、確認申請を行ない、施工者にデータを引

き継ぐことで、確実に施工者にも法的情報を伝達できる。 

・施工段階で、使用製品の認定書データ（BIM の外部）に連携する仕組

みを作ることで、情報を一括管理することができる。完了検査でのチ

ェックも迅速化が期待できる。  
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●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ｇ）その他 

〇設計者意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●審査者意見 

  

 

 

 

 

 

 

  

・省エネ審査で設備機器特定に苦慮しているので BIM 活用により効率

化される。 

・省エネ適判のモデル建物法や標準入力法のエクセルフォーマットに

BIM ソフトが直接エクスポートできる場合に、整合性確認の審査省略

ができる制度にできないか。  

・中間、完了検査は AR（拡張現実）などを活用したクラウド上の BIM デ

ータ（デジタルツイン）と現場の差分照合＋目視による検査となるの

ではないか。 

・リモート機能を利用した XR検査   

  

・定期報告についてもタイミング毎に情報を BIM に集約。定期報告時

の検査情報を次回の検査時に共有ができる。 

・構造適判に関わらず構造審査は、別途検討の計算書と一貫計算書の２

種類で審査を行っているのが現状である。今後 BIM データのみの一

貫計算書のみで計算書作成が完結するとなると、BIM を最大限に活用

する上で期待できると思われる。  

・省エネ審査への活用 

・中間、完了検査は AR（拡張

現実）などの活用による

差分照合＋目視による検

査 

・リモート機能を利用した

XR 検査 

・定期報告への活用 

・構造審査の効率化 

・審査用 BIM ビューワーを

管理/継続開発するため

の運営母体の構築、マネ

タイズ手法の検討 

・BIM 審査を永続的に利用

し続けるための運営母体

を構築 

・BIM 確認申請を一般化す

るためには様々な課題が

あります。この WG での

議論が建築 BIM 推進会

議で共有され、社会実装

に向けた活動となること

を期待します。  

 

・ BIM の情報から確認審査に直結させられる、橋渡し的なシステムや

制度がない場合、確認審査機関は BIM データを活用して審査を行う

ことについて、整合性確認に対する責任を問われてしまうかと思う。

    

・整合性確認に対する責任

の所在 

・実現の可能性 

 

・審査用 BIM ビューワーを管理/継続開発するための運営母体の構築

や、その維持に必要な費用を捻出するためのマネタイズ手法を同時に

検討する必要があると考えます。 

・審査ビューワーを開発したり、BIM ベンダーに対応させるだけではな

く、BIM 審査を永続的に利用し続けるための運営母体を構築すること

が重要だと考えます。（具体的には新製品や複合素材の BIM 情報化、

CDE 環境の運営、法改正へのライブラリなどの改定など維持するのに

必要な運営母体）  

・審査用 BIM ビューワーを開発したり、BIM ベンダーに対応させるだ

けではなく、社会実装を見据えて、審査用 BIM ビューワーを継続的に

維持管理・改善し続けるための運営母体を構築することが重要だと考

えます。  

・ BIM 確認申請を一般化するためには様々な課題があります。この WG

での議論が建築 BIM 推進会議で共有され、社会実装に向けた活動と

なることを期待します。  
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（３）BIM 審査による効率化に向けた在り方の検討 

 

 １）検討項目について 

  BIM 審査による効率化に向けて、具体的な検討項目ついては次のとおり整理する。 

主にコミュニケーション手段としての課題 

①「図面」を置き換える表現方法について（２Ｄ/３Ｄ） 

②「図面」を置き換える表現方法について（図面の必要性） 

③ 図書への表現内容と審査の方法 

④ BIM の特性を生かした審査方法とデータの取り扱い 

⑤ 設計段階における法適合確認の方法について 

主にデジタルデータの利用に伴う技術的な課題 

⑥ データの責任について（設計責任） 

⑦ 図書の補正とデータの修正について 

⑧ 保存図書の取り扱い 

⑨データの形式とビューアについて 

主に制度上の課題 

⑩ 仮受付の取り扱い 

⑪ 審査省略の可能性について 

⑫ ４号建築物の審査省略範囲の縮小への対応 

⑬ 省エネ適判義務化範囲拡大への対応 

 

 ２）各項目と現時点の方向性について 

  上記、検討項目毎に、現時点の方向性について整理する。 

 ①「図面」を置き換える表現方法について（２Ｄ/３Ｄ） 

BIM を活用した審査においては、BIM の特性である３次元の情報に注目されることが

多い。３次元の建物モデルを自由に回転・切断し任意の箇所から建物の確認ができること

で、これまで図面ではわかりにくかった部分の確認が容易になることが期待される。 

一方で、３次元の建物情報すべてを審査対象とした場合、これまで図書で表現されてい

なかった部分まで審査の対象となる恐れがあり、申請者・審査者の負担が増えることも予

想されることから、３次元の建物情報そのものを審査対象とすることには慎重な判断が必

要であると考えられる。 

＜方向性＞…「BIM 審査＝「情報の塊」の審査」 

BIM を活用した審査における重要な点は、形状が３Ｄであることよりも、属性情報を抽

出することによる審査の効率化や、情報が一元化されることで情報の整合性がはかられる

ことにあると考えられる。 

また、BIM が３Ｄの形状情報を持っていることの審査上のメリットは、建物情報を３次

元でそのまま確認できることよりも、そこから書き出された２Ｄ情報の整合性が確保され

ていることにあると考えられる。 

このことから、現時点ではあくまで審査は２次元の図面表現を前提とし、有効と考えら
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れる部分には一部３Ｄも併用する方針とする。 

一方で、BIM だからといってすべての情報が自動的に整合するわけではないことから、

BIM 上で「２Ｄ加筆」された情報等、不整合が生じる可能性のある部分を特定する手法の

検討や、その部分に限って整合性を確認する制度の整理等について検討を行う。 

 

②「図面」を置き換える表現方法について（図書の必要性） 

意匠・構造・設備の各 WGでチェックリスト等による図面表現の置き換えが検討されてい

る。審査の効率化のためには、個別の法令にそってビューを切り替えて審査を行うことが

有効であると考えられるが、表現方法が審査に最適化されすぎると、情報の一覧性が低く

なるなど、審査以外の局面では適した表現でない可能性が残る。 

また、消防同意や、施工者への意図伝達において、結局「図面」としての表現が必要と

なる可能性があり、審査のみに最適化せず、求められる要件にそった表現方法について検

討が必要である。 

   ＜方向性＞…「ルールベース＋「モノ」ベース？」 

ビューアでの表示は、旧来の「図面」と全く同じ表現、情報量である必要はないことか

ら、必要に応じた表現や情報量を整理・検討する。 

審査の効率化・合理化を目指した審査用ビューアが、審査の手順に適した表現方法を追

求するルールベースの表現とすると、実際の建築物がどのように作られるべきか、その通

りに作られているかを確認するためのビューとして、「モノ」ベースの表現も有効性がある

と考えられる。 

ルールベースの表現とは、それぞれの法令の審査機序に沿って必要な情報を抽出し、確

認を容易にするものであり、「モノ」ベースの表現とは、各種法令が重ねあわされた結果、

それぞれの「モノ」に必要となる条件が一覧できるものと整理できる。 

このような「モノ」ベースの情報や表現は、施工・工事監理・検査等には有効であると

考えられる。 

また、それらの情報の整合性をどのように担保するか、情報全体を表示するビュー（全

情報 orサマリー）の必要性についても検討を行う。 

   

 

 

 

 

③図書への表現内容と審査の方法 

図書に不備があり補正が必要な場合にも、単純な記載ミス、法令の存在を認識していな

い場合、解釈に誤りがある場合等さまざまなパターンが考えられる。 

法令の適用に関する方針や意図については、図面に十分に表現されない場合が多いこと

から、審査において「法規をどのように解釈・適用したか」に関し質疑を行い、意図の確

認が必要な場合が生じている。現状では、このような解釈や意図は文字による加筆による

場合が多く、BIM データならではの方法について検討が必要。 

審査用ビュー   ＝ ルールベースの表現 

   ※対象となる法令の審査機序にあわせた図面表示 

検査用ビュー（仮）＝ モノベース（部屋や材料など） 
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   ＜方向性＞…「計画内容の明示から必要条件の明示へ」 

審査に必要な「明示すべき事項」は、計画としてどのような寸法・面積・仕様となって

いるかではなく、どのような寸法・面積・仕様が必要か、さらにはそれを満たしているか、

であるべきではないかと考えられる。 

BIM データであれば、与条件（必要条件）と計画値の両方を保持することが可能ではな

いかと考えられる。 

さらに、「必要条件の審査」を実現することで、計画の変更に関する柔軟な取り扱いが可

能となると考えられる。 

 

④BIM の特性を生かした審査方法とデータの取り扱い 

現時点では明示事項が表現された図書を視認に基づき審査を行っている。図書の作成方

法や視認の方法（ツール）のバリエーションだけでなく、審査の考え方そのものへの検討

が必要。また、審査方法の検討にあたっては、BIM の特性をどのように生かせるか、とい

う観点が重要。 

   ＜方向性＞…「視認による審査から判定結果の確認による審査へ」 

図書の作成方法、審査方法等に基づきパターンの整理と、それぞれのパターンにおける

課題の整理を行う。法的条件の解釈や意図の表現はコミュニケーション上の課題として整

理する一方で、機械的な判定ができる部分や数値判定など正確性が求められる部分につい

て、BIM データからの抽出や機械的判定を利用した審査について検討を行う。 

 

⑤設計段階における法適合確認の方法について 

設計とは、図面を作りながら考えることといえる。設計を進める上で、設計の意図を何

らかの方法（スケッチ・モデル・図面 etc…）で表現し、法適合確認も含めた様々なチェッ

ク、検証を行っており、BIM ソフトによる法チェックもその一つである。 

現状では、図面化することによってはじめてわかる法規チェックもあることから、「図面」

が果たしている役割をどのように置き換えるかが課題となる。 

  ＜方向性＞…「審査者が使用するツールから 設計をしながら設計者が法適合確認をするツールへ」 

審査者が使うビューア等の法適合確認のためのツールを、設計者が設計時に利用するツ

ールとして位置づけることで、「確認申請のためにチェックをする、図面を作る」というネ

ガティブなイメージから脱却する。 

設計をしながら使えるツールとしての整理ができれば、そのまま審査にも活用できる。

既存の法チェックツールを収集・整理し、設計段階における法チェックへの有効性を確認

するとともに、今後の自動チェックに向けた検討につなげる。 

 

⑥データの責任について（設計責任） 

BIM データには、一般に審査に必要な情報以外にも多くの情報が含まれている。BIM デ

ータを用いて審査を行うためには、これまでの図書と同程度の情報量に制限し、その範囲

の情報について設計者、審査者が相互に責任を負う仕組みである必要がある。また、これ

まで個別の図書に記名していた建築士の記名について、BIM データにおいてどのように代
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替するか検討が必要となる。 

    ＜方向性＞…「データの制限／抽出 と明示」 

ビューアによる表示の限定、もしくはモデルから必要な情報のみ抽出することができる

ようにすることで、審査対象範囲を適切に制限する等、ステップに応じた方法を検討する。

記名については、ビューアの各ビューに設定、もしくはモデルの属性情報に埋め込みを行

うなどが考えられることから、現行の法制度との関係も含め整理を行う。 

 

⑦図書の補正とデータの修正について 

図書の補正が必要な場合、現状では図面単位での図面の差し替えも行われており、この

場合、補正部分以外に意図しない修正が行われていないかは目視にて確認を行っている。 

BIM での審査時、データの差し替えを許容すると、審査済の箇所以外にも修正が行われ

ている場合があることから、その確認方法について整理が必要である。 

現状は、ネイティブデータであれば CDE 環境により審査担当者立ち合いのもと BIM デ

ータの修正を行う場合や、データの差し替えを行って CDE の機能によりデータの差分チ

ェックにより修正点の確認を行っている場合等がある。 

    ＜方向性＞…データの差分チェック 

技術的には、データの差分チェック機能の実装により対応可能と思われることから、制

度上、差分チェックにより OKとする整理とともに検討を行う。 

 

⑧保存図書の取り扱い 

確認申請を BIM データで行い、ビューアでの審査を行った場合、保存図書を BIM デー

タで保存することが必要になる。図書保存とは、一定の期間（15年）において図書を保存

することで、審査後の任意の時点において審査の追跡を可能とするもの。審査済データは、

図書保存の観点からは同一性や真正性が求められている。 

   ＜方向性＞…「審査時データと保存図書の同一性の確認方法の検討」 

ビューアでの審査を行う場合、BIM データとビューアの環境（ビューアの設定情報等）

を保存することで、一定の期間において審査時と同様のビューを得る（審査時の見え）を

再現することが可能と考えられる。この場合、必ずしも IFC データ等の共通データ形式に

よらず、ネイティブデータでも実現可能と考えられるが、BIM ソフトのバージョンアップ

等があっても、ネイティブデータを視認できる環境が確保できる場合に限られることから、

現時点ではその担保が難しいと考えられる。 

そのため、データでの保存を行う場合、現時点では IFC データ等の共通データ形式を前

提とすることが考えられる。 
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図 1-5 保存図書の取り扱いについて 

 

⑨データの形式とビューアについて 

ネイティブデータでの確認申請を行う場合、各ベンダーの形式に対応したビューアの開

発や、それぞれ異なる操作方法等への対応が課題となる。一方で、IFC 等の共通データに

は現時点で制約（できないこと）もあり、ネイティブデータのメリットも大きい。 

   ＜方向性＞…提出データ統一化とビューアによるデータ変換の検討 

国の方針として今後は原則 IFC 化を掲げていることから、IFC データでの提出を中心と

して検討する。ビューアによるデータ変換については、対応範囲やネイティブ併用でのメ

リット等について検討を行う。 

 

⑩仮受付の取り扱い 

多くの指定確認検査機関では、確認申請業務の合理化のため、確認申請に先立ち仮受付

を行っている。現状は、仮受付での図書と本申請での図書の同一性の確認を行うことで、

仮受付の実効性を確保している場合が多く、そのまま本申請の図書とすることを仮受付の

条件としている指定確認検査機関や特定行政庁も存在している。 

現行の仮受付の仕組みを BIM による確認申請で実施するにあたっては、仮受付でチェッ

クした内容が本申請にて同一の内容で申請されているかの確認方法について検討が必要。 

   ＜方向性＞…「仮受付と確認申請での審査内容の同一性の確認方法の検討」 

データの形式や表示内容等により、以下の通り整理が可能。具体的にどのような方法で

実現できるか検討を行う。 

   ・実現可能と考えられる方法 

(1)同一形式：データ形式・審査方法が同じ場合 

       例 PDF 図面→PDF 図面、 

         ネイティブデータ＋ビューア表示→ネイティブデータ＋ビューア表示 
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(2)同一表示：別の形式で同じ表示を実現している場合 

       例 ビューア表示→ビューア表示内容の書き出し PDF 

・検討が必要と考えられる方法 

(3)形式・表示が異なる方法 

       例 ネイティブデータ＋ビューア表示→IFC＋ビューア表示 

         ビューア表示→ビューア表示と異なる PDF 

 

図 1-6 仮受付の取り扱いについて 

 

⑪審査省略の可能性について 

審査の効率化、合理化には、これまでの審査方法を代替する仕組みにより実現できる部

分も多いが、抜本的な効率化・合理化のためには、BIM の特性に応じ、審査が省略できる

部分を検討し、制度上位置づけることが有効である。 

 ＜方向性＞…「各ステップに応じた技術と制度の整理」 

整合性の審査においては、２Ｄ加筆部分を特定することで、それ以外の部分の整合性チ

ェックは省略することが可能と考えられる。 

BIM からの面積情報の書き出しにより、面積を算出するために必要とされている寸法の

明示や計算式を不要とすることや、データベース等を利用した検算ツールとの連動による

整合性審査の省略等、個別の対応方針を検討する。その場合、ツールの明示を行うことを

求めるなど、制度上の整理を含め検討を行う。 

 

⑫４号建築物の審査省略範囲の縮小への対応 

４号建築物の審査省略範囲が、2025年に縮小することが予定されている。審査省略範囲

が縮小されることで、申請業務に不慣れな設計者が申請を行う場合があることや、審査機

関の業務量の増大が見込まれる。そのため、業務の効率化や共通化により、スムーズな申

請・審査を実現する必要がある。 
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一方、４号建築物は一般建築物に比べ審査項目が少なく、整理すべきルールも少ないこ

とから、BIM により共通化され、完成度の高い申請図書（データ）を作成できる可能性も

考えられる。 

   ＜方向性＞…「BIM から申請図を作成するツール等を普及させ、共通化された申請図面を

普及させる」 

戸建住宅向けの BIM のモデリングルールを共通化し、申請図面への書き出しツール等に

より共通化された BIM 由来の申請図書を普及させる。同時に電子申請や省エネ適判等との

一体運用等の環境を整備することで、申請・審査の合理化を図る。 

 

⑬省エネ適判義務化範囲拡大への対応 

戸建住宅を中心に、省エネ適判の義務化範囲が拡大される。設計と同時に省エネ計算も

行う必要があり、設計者にとっては省エネ計算、建築主への説明、申請等の業務が負担と

なる可能性がある。また、審査機関の業務量の増大が見込まれる。 

   ＜方向性＞…「BIM によるシミュレーションツールや省エネ計算の効率化ツールの普及」 

BIM による環境シミュレーションは一定程度普及している。省エネ適判と BIM との連

動や自動計算等のツールの普及により、設計・審査業務の効率化・標準化を図るとともに、

省エネ性能の高い建築物を容易に生み出す検討を行う。 

 

 

＜参考：確認申請における BIM 活用のパタンの分類＞ 

 

図 1-7 確認申請における BIM 活用申請パタンの分類 
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２．BIM 確認申請のロードマップの検討 

（１）検討ステップの目的と課題 

 ① 検討ステップの整理  

アンケート調査①及びＷＧでの意見を踏まえ、BIM 確認申請の普及に向けた検討ステップ

を次のように３つの段階に整理した。 

１段階目は、整合性の高い図面を作成する段階として、CAD から BIM に置き換えるイメ

ージである。 

２段階目は、BIM の特性を活かし、情報の取り出しによる効率的な法適合審査を目的とす

る段階である。 

３段階目は、確認申請データをハブとしたデータ連携を目指す段階である。 

 

   

 Step１ 「整合性の高い図面の作成」 

  ↓  …BIM データからの書き出しによる整合性の高い確認申請図を効率的に作成する 

 Step２ 「効率的な法適合審査」   

  ↓  …審査対象となる情報の適切な取り出しと視認による効率的な審査を実現する 

 Step３ 「『きれいな』データ連携」  

     …必要な情報の整理によりデータ連携基盤を確立し自動チェックを実現する 

 

 

図 2-1 BIM 確認申請の検討ステップ 
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② ステップ毎の目的及び課題の整理 

  ①で整理した３つのステップにおいて、１.（１）４）で整理した目標（Goal）と課題(Task)

との関係を次の表のように整理する。 

 

＜ステップ毎ごとの「目標」の整理＞ 

 検討 

ステップ 

 

 

 

目標 

(Goal) 

Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３ 

整合性の高い図面作成 

 

 

 

 

効率的な法適合審査 

 

「きれいな」データ連携 

 

 ・BIM データからの書き

出しツール等により

BIM からの申請図作

成を普及させて図面間

の整合性を高め、整合

性チェックの効率化を

図る。 

・BIM からのデータ抽出

と２Ｄ加筆情報の特定

により、整合性審査を

一部省略する。 

・BIM データそのものを

審査することで、整合性

審査を（原理的に）不要

とする。 

 ・法適合の審査フローの

明確化と、それに適し

た審査ビューワ、チェ

ックリスト等の審査ツ

ールによる法適合審査

の効率化を図る。 

・法適合審査における数

値チェック等の自動化

により、法適合審査の効

率化を図る。 

 

  ・BIM データへの明示事

項入力の有無を自動チ

ェックすることで、明示

事項審査を不要とする。 

  ・プロジェクト情報等の

共通化された情報を取

り出す仕組みを構築

し、データの連携の基

礎を作る。 

・データの入力ルール、

抽出や変換方法を確立

し、「どこにどんなデー

タがあるか」を共通化

し、確認申請データを

データの連携基盤とす

る。 

 

  

ｂ）データの

連携・利活用 

BIM データからの書

き出しによる整合性

の高い申請図を効率

的に作成する 

審査対象となる情報

の適切な取り出しと

視認による効率的な

審査を実現する 

必要な情報の整理に

よりデータ連携基盤

を確立し自動チェッ

クを実現する 

ａ）申請・審

査の効率化・

合理化 
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＜ステップ毎ごとの「課題」の整理＞ 

 検討 

ステップ 

 

 

 

課題 

(Task) 

Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３ 

整合性の高い図面作成 

 

 

 

 

効率的な法適合審査 

 

「きれいな」データ連携 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

ａ）コミュ

ニケーショ

ン 

ｂ）技術的

課題 

ｃ）制度 

標準モデリングルー

ルの検討・公開 

BIM らしい図面表現

の検討 

標準モデリングルール

の検討・公開(ver.2) 

 

効率的な審査手法／

フローの検討 

 

標準モデリングルール

の検討・公開(ver.3) 

 

ビューアによる図書

保存の検討 

 

審査対象範囲の明確

化ルール／ツール 

 
図面化ツールの開発 

 

審査用ビューアの開発

（PDF 化含） 

 

データの変換・抽出方

法の開発 

 

２Ｄ加筆情報の明確

化手法 

 

ビューアによる図書保

存の検討 

 

自動チェックツールの

開発 

 

明示事項の取扱い整理

（ビューア表示） 

 

明示事項の取扱い整理

（BIM データ提出） 

 

図書保存の取扱い整理

（BIM データ保存） 

 

図書保存の取扱い整理

（BIM データ保存） 

 

整合性審査を不要とす

る取扱い整理？ 

 

BIM データからの書

き出しによる整合性

の高い申請図を効率

的に作成する 

審査対象となる情報

の適切な取り出しと

視認による効率的な

審査を実現する 

必要な情報の整理に

よりデータ連携基盤

を確立し自動チェッ

クを実現する 
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（２）アンケート調査の実施 

 

１）活用ステップに関するアンケート調査〔アンケート調査②〕 

BIM 活用ステップの一例（案）を提示し、これに関する意見をアンケート形式で徴収した。 

なお、調査票原本及び調査結果は、巻末参考を参照のこと。 

 ＜対象＞ 

   在り方検討ＷＧメンバー（一般建築） 

 ＜時期＞ 

   令和４年 10月 5日～10月 18日 

   メールにて調査票を配布し、メールにて回収。 

 ＜調査内容＞ 

   ａ）確認申請における BIM 活用ステップの一例（案）について 

   ｂ）BIM 活用ステップを進める場合の課題について 

   ｃ）確認申請における BIM 活用ステップの別案について（自由書式） 

   ｄ）その他、ご意見・質問事項等（自由記入） 

  

２）BIM 確認申請の試行開始に関するアンケート調査〔アンケート調査③〕 

BIM 活用について、 

➢ 2025年に BIM 確認申請試行開始（＝STEP2の試行開始） 

➢ 2030年に STEP3を試行開始 

という目標を設定した場合、それぞれの「目指すべき姿・到達点」、「得られる効果」、「解決

すべき課題」、「課題解決案」について、ＷＧメンバーにアンケート調査を実施した。 

なお、調査票原本及び調査結果は、巻末参考を参照のこと。 

＜対象＞ 

   在り方検討ＷＧメンバー（一般建築及び戸建住宅等） 

 ＜時期＞ 

  【一般建築】 

  令和４年 12月 6日～12月 13日（メールにて調査票を配布し、メールにて回収） 

  【戸建住宅等】 

令和４年 12 月 23 日～令和５年 1 月 13 日（メールにて調査票を配布し、メールにて回収） 

 ＜調査内容＞ 

   ａ）確認申請における BIM 活用ステップの一例（案）について 

   ｂ）BIM 活用ステップを進める場合の課題について 

   ｃ）確認申請における BIM 活用ステップの別案について（自由書式） 

   ｄ）その他、ご意見・質問事項等（自由記入） 

   

 ３）審査における確認項目のアンケート調査〔アンケート調査④〕 

   確認審査プロセスに要する時間及び手間や誤り・指摘の多い項目等を把握するため、アン

ケート調査を実施した。 
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＜対象＞ 

   在り方検討ＷＧメンバー（一般建築ＷＧ、戸建住宅等ＷＧ参加の審査メンバー） 

 ＜時期＞ 

   令和５年 2月 13日～28日 

（メールにて調査票(Excelフォーム)を配布し、メールにて回収） 

 ＜回答状況＞ 

回収 22/配布 33 

＜調査内容＞ 

   ａ）各分野（意匠・構造・設備）の１回目の審査プロセスにかかる時間の割合 

   ｂ）規則要否の確認について（手間・時間がかかる項目／誤り・指摘が多い項目） 

   ｃ）明示事項の確認について（手間・時間がかかる項目／記載漏れ・指摘が多い項目） 

   ｄ）整合性の確認について（手間・時間がかかる項目／不整合が多い項目） 

   ｅ）法適合性の確認について（手間・時間がかかる項目／不整合・指摘が多い項目） 

   ｆ）その他について（手間・時間がかかる項目／作業を効率化したいと思う項目） 

   ｇ）その他意見等 

 

（３）アンケート調査を踏まえたステップの設定 

  （２）で示したアンケート調査、及びその結果をもとにしたＷＧでの意見を踏まえ、確認申

請における BIM 活用に係る各ステップの到達点をつぎのように設定する。 

 

 ①【Step１】整合性の高い図書作成  

  ａ）申請図書の作成 

・「申請者」は BIM でモデリングを行い、モデルからの切り出し、２Ｄ加筆により図面を作

成し、PDF に出力して「審査者」に提出（電子データをアップロード）する。 

・「申請者」は、申請図の基となった BIM データを参考情報としてアップロードする。 

ｂ）審査・指摘対応（仮受付・確認申請とも） 

・「審査者」は PDF 図面を目視により読み取り、“明示事項の審査”、“法適合の審査”、

“整合性の審査”を実施。 

・アップロードされた BIM データは、３次元モデルによる形状の理解等に利用し、直接の審

査対象とはしない。（寸法の測定等も行わない） 

・不明点、指摘事項等についてはメール等でやり取りを行い、必要に応じ図書の補正（図面

の差し替え、追記修正等）を実施。（修正データをアップロード）BIM データにより生じ

た疑問については、PDF 図面の修正や追記等を指示し、図面により確認を行う。 

ｃ）通知／図書保存 

・「審査者」は、審査完了後、確認済証（紙）を発行。正本は PDF のまま保存する。 

・「申請者」は、審査済 PDF データを副本としてダウンロード。 

ｄ）施工・工事監理／検査 

・副本（PDF）の情報が施工者･工事監理者に電子データとして共有され、それをもとに施工･

工事監理を実施する。「検査者」は建築物と正本（PDF）とを照合し、検査を実施する。 
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図 2-2 Step１ 整合性の高い図面作成 

 

②【Step２】効率的な法適合審査   

ａ）申請図書の作成 

・「申請者」は、BIM でモデリングを行い、ビューアでの表示のため必要に応じデータの変

換やデータ抽出等を実施し、ビューアでの表示情報を整理する。 

・ビューアにより申請上必要な情報が過不足なく表示され、申請意図と照らし問題ないこと

を確認する。 

・BIM データ、ビューア設定等をアップロードする。 

※ビューアは、図面を表示する手段として PDF を代替するが、これまでの図面表現によ

らず、審査上適切な方法を検討。 

ｂ）審査・指摘対応（仮受付・本申請とも） 

・「審査者」はビューア図面を目視により読み取り、“明示事項の審査”、“法適合の審査”、

“整合性の審査”を実施。 

・不明点、指摘事項等についてはメール等でやり取りを行い、必要に応じ図書の補正（図面

の差し替え、追記修正等）を実施。（修正 BIM データをアップロード） 

・審査完了後、ビューア表示情報あるいは BIM 図面を PDF に書き出す。 

・「申請者」及び「審査者」はビューア表示情報と PDF が一致することを確認する。 

ｃ）通知／図書保存 

-255-



24 

・「審査者」は、審査完了後、確認済証（紙）を発行。正本は PDF のまま保存する。 

・「申請者」は、審査済 PDF データを副本としてダウンロードする。 

ｄ）施工・工事監理／検査 

・副本（PDF）の情報が施工者・工事監理者に電子データとして共有され、それをもとに施

工、工事監理を実施する。「検査者」は、建築物と正本（PDF）とを照合し、検査を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 Step２ 効率的な法適合審査 

 

③【Step３】「きれいな」データ連携 

ａ）申請図書の作成 

・「申請者」は BIM でモデリングを行い、データの変換やデータ抽出等により、申請上必要

な情報のみが過不足なく盛り込まれたデータを作成する。 

ｂ）審査・指摘対応 

・「審査者」は、ビューア図面を目視により読み取り、“明示事項の審査”、“法適合の審

査”、“整合性の審査”を実施。 

・数値の整合性の確認や計算の誤りがないか等、一部の審査については外部データベースと

の照合や自動チェックプログラム等によりチェックを実施。結果の確認をもって審査の代

替とする。 

・不明点、指摘事項等についてはメール等でやり取りを行い、必要に応じ図書の補正（図面
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の差し替え、追記修正等）を実施。（修正 BIM データをアップロード） 

ｃ）通知／図書保存 

・「審査者」は、審査完了後、確認済証（紙）を発行。正本（BIM データ、ビューア設定等）

を保存する。 

・「申請者」は、審査済 BIM データと、ビューア設定等を副本としてダウンロードする。 

・“審査済確認申請 BIM データ”を活用する仕組みを構築し、外部のデータとの連携基盤と

する。 

ｄ）施工・工事監理／検査 

・副本（BIM データ、ビューア設定等）の情報が施工者・工事監理者に電子データとして共

有され、それをもとに施工、工事監理を実施。「検査者」は、建築物と正本（BIM データ、

ビューア設定等）とを照合し、検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 Step３「きれいな」なデータ連携  
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（４）確認申請における BIM 活用ロードマップ（案） 

   ＷＧでの設計者・審査者意見や国土交通省における建築 BIM 推進に向けた方針等を踏ま

え、協議会としての確認申請における BIM 活用に向けたロードマップ（案）を取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM確認申請のステップ

（データ／図面の取り扱い）

Step3 BIMデータ審査

確認申請におけるBIM活用ロードマップ（案）

Step2 BIMビューア審査

Step1 BIM図面審査

2022 2023 2024 2025

Step1 普及

ネイティブデータ／IFC併用

図面が正／BIMは参考情報

ネイティブビューアによる審査の検討

制度の検討（明示事項）

審査用CDE環境構築

図面化ツール開発普及

電子申請受付システム（+BIM）

IFC共通ビューア開発

確認申請用IDM・MVD

共通モデリングルール構築

・ネイティブビューアにより審査機序を踏まえた審査方法を検

討する。審査機序に合わせた柔軟な図書の種類や明示事項の

許容等、制度を整理する。

・ビューアの機能拡張による計算の自動チェック等を実現。情

報の視認によらず、チェック結果をもって確認とするよう制

度を整理する。

・データの抽出・変換により提出データが審査に必要なデータ

を過不足なく含んだ状態を実現。データに含まれる情報を明

示事項とみなし、整合性審査を合理化・自動化するよう制度

を整理する。

・BIMのデータ入力ルールの整理と、図面書き出しツール等の普

及によりBIMの裾野を広げ、特定行政庁への電子申請、消防同

意の電子化を進める。

・IFCデータを前提としたモデリングルールとIFCの書き出しルー

ルを策定し、IFC検定に基づいた確からしいデータの抽出・変

換と、IFCビューアによる審査を実現する。

・電磁的記録の真正性・長期見読性の確保に係る技術、持続性

のある体制等の手当てとともに、BIMデータそのものを保存対

象とするよう制度を整理する。

・データ入力ルールや抽出・変換方法を確立し、「どこにどん

なデータがあるか」を共通化することで確認申請データによ

るデータの連携基盤を確立する

申請・審査の効率化・合理化

データの連携

審査機序の整理と審査方法の検討

既存の法       の整理
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Step2 普及 Step3 試行Step2 試行

ネイティブデータ／IFC併用 IFCを原則？

図面が正／BIMは参考情報 BIMデータが正／図面を参考情報

共通ビューア機能追加（自動チェック）

IFCの抽出・変換の確立（IDM/MVD）

制度の検討・改正（審査の方法）

制度の検討・改正（明示事項の考え方）

共通モデリングルール構築

保存方法・環境の検討

制度の検討（図書保存）

BIMソフト実装・検定

計算等の一部自動チェックの試行

IFCデータを正とした審査の試行

BIMデータによる図書保存の試行

IFCビューア審査（確認申請）の試行

BIMによる申請図書作成・電子申請の普及

IFCビューア審査（事前審査）試行

確認申請用BIMデータ抽出環境構築 確認申請用データ連携の試行

共通データ抽出環境構築 確認申請用共通データ連携の試行

BIMデータによる図書保存の普及

IFCビューア審査（確認申請）の普及

自動チェック手法の検討

BIMの閲覧（参考情報）の普及
Step1-3

Step2-2(PDF保存)

Step2-3(ビューア保存)

Step3-1（データの自動チェック）

Step1-2
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１．BIM活用による確認申請のメリット等に関するアンケート調査 

＜調査票＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■BIMモデルによる審査の将来的なイメージをお聞かせください。

■BIMモデルによる審査にあたり、懸念される事項や制度的課題をお聞かせください。

■申請者、申請者等（ご自身の立場で）がBIM活用による確認申請のメリットと思われる内容をお聞かせください。

■BIM審査において、何が効率化されるべきか、また、その理由をお聞かせください。

■BIM確認申請のロードマップ検討にあたり、最終目標や中間目標の設定についてご意見をお聞かせください。

建築確認におけるBIM活用の在り方検討WG　アンケート調査票

社名 氏名

■確認申請以外申請手続き（中間・完了検査、定期報告、省エネ適判、構造適判など）のBIM活用について、具体的な

　ご意見をお聞かせください。

■その他、質問事項等あればご自由に記入ください。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは9月26日17時までに、<y_sekido@j-eri.jp>へお送りください。
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２．活用ステップに関するアンケート調査 

（１）調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■確認申請におけるＢＩＭ活用ステップの一例（案）について、ご意見を記入ください。(メール添付PDF）

■ＢＩＭ活用ステップを進める場合の課題について、ご意見を記入ください。

■確認申請におけるＢＩＭ活用ステップの別案ある場合は〇で記入、別案は別紙にてお送りください（自由書式）

■その他、ご意見・質問事項等あればご自由に記入ください。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは10月18日17時までに、<y_sekido@j-eri.jp>へお送りください。

在り方検討WG　アンケート調査票

社名 氏名

あり

本アンケート調査結果を基に、在り方検討WG ②で議論します。忌憚ないご意見をお願いいたします。
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（２）添付資料 
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（３）調査結果 

  

① ステップの一例（案）についての意見 

〇設計者意見 

＜ステップ全体＞ 

・設計業界ではほぼ浸透した２Ｄから入っていく導入ステップ（データ検証も広範囲な審査機

関で可能）は良いと感じた。  

＜ステップ別案＞ 

以下の内容による活用ステップ１ー４が必要と考える（※③＜別案１＞参照） 

・設計者が BIM のビュー・シートで加筆による申請情報(BIM データ)→クラウドに提出、審

査者がビューアでアクセスして審査、長期保存はモデル＋ビューア環境を保存。 

＜BIM審査の定義＞ 

・BIMによる審査の定義を議論すべきである。「BIMモデル」か「BIMデータ」なのか。 

   情報量は、BIMモデル＜BIMデータ 

   同じ情報量を持たせるための入力作業量は、BIMモデル＞BIMデータ 

●審査者意見 

＜ステップ全体＞ 

・目指すべき姿をこのように見える化し、共通認識が持てる試みはとてもいいと思いう。 

・ステップの順番、内容として、おおむね問題ないのではと思う。 

・図書を BIM化していくロードマップとして大変有効なステップだと感じた。 

・全体のステップを進めると同時に、具体的に利用価値が高い機能に特化して制度化するステ

ップがあった方がスピーディかつ効率的で具体的に BIM 推進と効率化に寄与するのではな

いかと思った。 

・ 「ビューワー」と「BIMを活用した審査」の関係性について、よく分からない部分があった

が、「２Ｄ図面による審査（現状）」から「ビューワーによる審査（ビューワーの位置付け）」

→「BIMによる審査」と進んで行くロードマップ（ステップ）のイメージを一例として見え、

少し整理が出来たと感じた。 

＜審査方法イメージの共有＞ 

・BIMによる審査」を、次のように考えた。 

   BIMは、設計者等によって入力されたある建築物に関する「情報」を多く持っている。  

   BIMは、この「情報」を使って人が視認できる形で２Ｄ、３Ｄの画を表示する。 

   建築基準法令は、建築に関する基準を文字で書き表しており、これも「情報」である。 

   建築確認の審査では、確認審査員がこの「情報（法令）」を頭の中で２Ｄ（又は３Ｄ）の図

に置き換えて、提出された図面との照合を行っている。 

   そうであれば、建築確認の審査では、BIMに入力された「情報」と法令の「情報」を照合

し法適合確認を行えばよく、これは、BIMが「情報」を変換した図と、法令を変換した図を

照合し法適合確認をしたことと同等であるとする考えである。 

「文鎮」を使うという提案を例にすると、確認審査は、この「文鎮」が適切に使用されて

いること（入力情報）を確認（法令と照合確認）するイメージである。 
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  （当然に、例えば「3 室以下の専用」の緩和適用の部分など、細かい部分では作成された図

（２Ｄ、３Ｄ）を見る必要性が残るかもしれないが、あくまでも 2 次的な参考情報として位

置付けるのが BIM審査のイメージである） 

   よって、審査側の作業は次のように変わってくると思う。 

    明示事項の審査→入力情報の審査（審査に必要な入力情報が全て入力されているか） 

    法適合の審査→法適合の審査（変更なし） 

    整合性の審査→不要（？） 

    最終的には、この情報相互の照合作業が自動審査に繋がる。 

＜審査効率化イメージの共有＞ 

・BIM 導入で審査の省略化が図れるイメージを各ステップに反映していく必要があると思う。

最終ステップまで各審査項目が全て残っているが、理想としては明示事項審査・整合性審査

は自動化となり、法適合審査の部分のみを審査者が行うような仕組みとなれば良いと思う。 

・審査側の「審査補助」という概念では責任の所在が不明確な為、活用しようとしても確実性

がなく、従前と変化なく審査効率化に直結しないのではないか。 

 

 ② 活用ステップを進める場合の課題 

 〇設計者意見 

＜（審査ステップ）3＋＞ 

・活用ステップ 3+の BIM による自動審査を目指すなら、保存図書のデータ形式はこれも見据

えたものにしておく必要があると思う。  

＜審査で想定される課題＞ 

・BIMモデルの確からしさの検証が一番の課題だと感じる。図面化（PDF化）だけを目的に構

築されたデータと、リアル着工を目指したデータでは、完成度に違いがある。LODとは別の、

データの素性と言った表現になるのではないか。 

＜その他（設計者の負担）＞ 

・データ変換のためにすべての法関連情報を BIM モデルに持たせる作業は設計者の作業が過

大になり、活用は進まない。 

・建築基準法第２条の１２および１７、建築士法第２条の６で規定される「設計」「設計図書」

「設計者」の定義の見直し、設計者の BIM業務量に対する価値創出 

＜その他（インフラ）＞ 

・在り方は公的な動向を無視できない。確認申請を提出するクラウドの運用などの在り方も議

論する必要があると思う。 

●審査者意見 

＜（審査ステップ）３－＞  

・Step『3-』の一部『数値チェック等の一部自動化』ではその数値の根拠（例えばその数値の算

定位置の正しさ等）をどう効率的に審査できるかが重要になるかと思う。 

＜（審査ステップ）3＋＞  

・Step『3+』の自動審査についてはその責任の所在の明確化や、自動審査が行政庁も認める審

査根拠として扱えるようにならないと審査方法の位置付けにすることは難しいのではないか。 
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＜審査方法イメージの共有＞ 

・図面を見るのではなく、データベースから抽出された情報だけ確認して一部の審査が終了す

るような審査方法があってよいのではないか。計画変更時も現場との法令に関するデータ監

理方法がわかりやすくなる。 

・前回の WGにおいても議論されていた、従来の図面や２Ｄでの審査を３Ｄモデルではどのよう

に審査すべきかのイメージを共有するため、各条文・関係規定ごとに具体的に議論して設計

側・審査側双方にとってメリットとなる方法を文章化する作業がいずれ必要になる時期が来

ると考える。（例として廊下の幅員を計測するための文鎮の件はとても分かりやすいと感じ

た。） 

・BIMによる整合性審査などの大項目を可能にしていくフローと、整合審査の中でもどのよう

な項目から始めていけるのか、小項目のフローも作成が必要だと思う。 

＜審査効率化イメージの共有＞ 

・どのような形で審査が省略化されていくのか具体的なイメージを共有したい。例えば以下が

考えられる。 

  ・特例 10条の改正により BIMを用いた申請の一部が審査省略可となる。 

  ・CAD求積が可能になったように BIM申請案件の取扱や技術的助言が発表される。 

  ・BIM データを HP 上にアップロードし、適合と判断された部分の審査省略が可となる。省

エネ適判のような方法。 

・デジタル情報から審査すべき事項の整合性確認の省略等が出来る制度や手法がないと、BIM 

データ活用は参考情報の域を超えないのではないか。最終的には図面ですべてを目視確認出

来ない限り本審査が完了しない為、いくらデジタル化しても表示内容がデジタルに代替され

ず、抜本的に設計者審査者共に効率化に至らないのではないか。 

・審査者と設計者側との間にはビューワソフトしかない場合、今まで通り「図面を見る」とい

う審査方法を土台にしている為、BIMを活用する責任や活用方法は審査機関にゆだねられて

いるように感じます。ビューワーで見える情報がすべて整合しているとは限らない為、確実

な効率化に繋がらないのではないか。 

＜審査で想定される課題＞ 

・活用ステップを進める過程においては、モデルデータとモデルからの切り出し図書の整合確

認、２Ｄ図書に記入された情報の扱いをどのようにしていくか。 

・提出すべきものが増えることや、見るべきものが増えることは、広く普及する際の障害にな

ると思う。審査の補助としてのモデル利用の段階では、まだ普及は難しいと思う。 

・規則で定められた明示事項への対応 

＜その他（インフラ）＞ 

  ①BIM申請を受け入れる為の初期投資（PCの高性能化） 

②BIMを活用した審査をする人材の育成→構造審査担当者の高齢化 

  ③デジタルに慣れている若手を起用し、電子申請による審査の教育が最重要課題 

   →審査側が追い付いていない 

＜その他（保存図書）＞ 

・ステップを踏むにあたり、成果物である「保存図書」の形態の議論も必要だと感じた。BIM
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活用において審査側としては、審査過程における効率化が図られることを期待しているので、

保存図書は必ずしも BIMモデルである必要はないと思う。 

＜その他（特定行政庁の BIM活用）＞ 

・BIM 活用ステップを検討するにあたり、許認可を担当する特定行政における BIM の活用も

同時に議論されるべきと感じた。 

 

③ BIM活用ステップの別案 

＜別案１＞ 

〇設計者意見 

以下の内容による活用ステップ１ー４が必要と考えます 

・設計者が BIM のビュー・シートで加筆による申請情報(BIM データ)→クラウドに提出、審

査者がビューアでアクセスして審査、長期保存はモデル＋ビューア環境を保存。 
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＜別案２＞ 

●審査者意見 

・BIM活用ステップの別案については、全体ステップの別案ではなく、ステップの一つを提案

する形である。ステップ代替え案は審査現場ですぐに活用できるのではないかという点と、

設計者の明示事項の代替、今後の法改正などにも対応可能で継続利用が出来るのではないか

という観点で作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各活用ステップについての意見 

《活用ステップ１ー１》「図書審査（CADによる図書作成＋紙による申請）」 

 ○設計者意見 

 ・特になし  

●審査者意見 

・特になし 

 

《活用ステップ１－２》「図書審査（BIMモデル切り出しによる図書作成＋PDF電子申請）」 

○設計者意見 

  ＜意見＞ 

・紙を公文書的に扱う慣習をどのように PDFに置き換えていくのかは、十分な説明が必要だ

と思った。また、BIM データからの PDF 化については、文字化け、変換ミスなどがなけ

れば、これも一般化出来ると感じたが、BIMから図面化する際に表記されていない寸法や

有効幅員などを PDF のなかで検証できるのかどうか、まだ検討の余地があるようにも感

じる。BIMモデルをビューワで事前確認しているから大丈夫であると言い切れるのか、そ

のあたりの信頼感頼りとなるのかを確認したい。 

●審査者意見 

・特になし 
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《活用ステップ１－３》  

「図書審査（BIMモデル切り出しによる図書作成＋モデルの参考利用＋PDF電子申請）」 

○設計者意見 

＜意見＞ 

・現実的には、活用ステップ１−３ 図書審査（BIMモデル切り出しによる図書作成＋モデル

の参考利用＋PDF電子申請）が幅広い申請者・審査者が活用出来るステップだと思うので、

戸建て同様に、申請審査のマニュアルが必要になるのではないか。 

●審査者意見 

＜意見＞ 

・現時点では活用ステップ１－３図書審査が現実的ですが、将来的には２－１モデルビュー

審査までが効率化の観点からは必要と感じる。また当該フローにおいては、保存図書であ

る PDFの作成及びアップロードは設計側で行われる必要があると思う。 

・活用ステップ 1-3（BIMモデル切り出しによる図書作成+モデルの参考利用-PDF電子申請） 

   →審査機関側としては、このステップに到達するまでは現実的に可能と判断し、設備投資

に着手できると思う。 

 

《活用ステップ２－１》「モデルビュー審査（BIMモデルビューワーによる審査＋PDF保存）」 

○設計者意見 

＜意見＞ 

・活用ステップ 2-1について、保存図書 PDFが活用ステップ 1-3と同程度の内容が必要な場

合には、合理化には繋がりにくいので、BIMデータ保存方法の目途が経つまでの暫定措置

という位置づけになると思う。 

・活用ステップ 2-1 以降は段階的にステップを踏んでいくのではなく、保存図書の保存方法

をどれにするかを定めたうえで、一気に進めるべきだと考える。ステップを踏むとしたら、

ネイティブデータでの審査を先行した上で、BIMモデルビューワーによる審査の目途が経

ったところで、最終的に IFC 等汎用的な中間データでの審査に進めていくべきだと思う。 

●審査者意見 

＜課題＞ 

・BIM活用ステップを進めるには、「モデルビュー審査」で提出物も審査もモデルで完結す

ることが必要であり、そのためには法令の整備が不可欠だと思う。 

＜意見＞ 

・活用ステップ 2-1 審査側からの PDF化とありますが、ビューワーの表示情報は誰が PDF

化しても完全に同じ表示になることが必要かと思う。 

・活用ｽﾃｯﾌﾟ 2-1（ﾓﾃﾞﾙﾋﾞｭｰ審査） 

   →この段階になると、審査者側のﾊﾟｿｺﾝｽｷﾙのﾊｰﾄﾞﾙが一気に上がる。 

    ﾋﾞｭﾜｰ自体の導入は可能。ﾋﾞｭﾜｰ審査（参考）と PDFでの平行審査が移行期間にありえる

と思う。 
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《活用ステップ２－２》  

「モデルビュー審査（BIMモデルビューワーによる審査＋モデル・ビューワー保存）」 

○設計者意見 

  ＜意見＞ 

・活用ステップ 2-2 について、ビューワ環境を保存とあるが、建物ごとに保存が必要なもの

があるとしたら、BIMモデルをビューワで見えるようにするための、マッピングリスト程

度ではないか。ビューワ環境そのものは建物ごとではなく、共通の環境として複数のもの

を保持し続けるというイメージなると思う。 

●審査者意見 

＜意見＞ 

・ステップ 2-2以降 viewer自体が確認申請図書になる場合、モデルビューワに「記名」が必

要ということについては、責任の明確化という観点では確かに必要だが、モデルビューワ

自体に法的な責任を求めると、以下のような内容が懸念される。 

・モデルビューワで審査を行うとき、モデルの全てを審査することは困難なため、審査の

見落としにつながりかねない。又、設計者の意図が全てモデルに反映されるか。 

・モデルビューワで施工を行うとき、設計者が意図していない納まり等が生じる恐れがな

いか。そこまで設計者の責任になるのか。 

 

《活用ステップ３－１》 「モデル審査（BIMモデルによる審査＋モデル保存）」 

○設計者意見 

＜意見＞ 

・活用ステップ３−１ モデル審査（BIMモデルによる審査＋モデル保存）ですが、一足飛

びにモデルだけの保存となるとイメージが追い付かず、議論が出来ないと思う。PDFと

モデルが共存する時期があり、どの明示すべき事項がモデルとして抽出できるか考えるこ

とになると思う。 

●審査者意見 

・特になし 

 

⑤ 課題整理案１（モデル変換と可読性の制限による審査手法） 

―１モデル情報の削減による方法 について 

○設計者意見 

＜意見＞ 

・課題整理案 1について、－1モデル情報の削減による方法は、作成している BIMモデルの

チェックだけではなく、データ変換の手間や、データ変換等により不要な情報を削減した

後の審査用データのチェックも必要になり、申請者の負担が膨大になる危険性があると思

う。 

●審査者意見 

 ・特になし 

 

-276-



45 

３．BIM確認申請の試行開始に関するアンケート調査 

（１）趣旨文 

【一般建築】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【戸建住宅等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築 BIM環境整備部会で示された「建築 BIMの将来像と工程表」の改訂に関する資料で

は、2025年度の達成目標として「BIM確認申請の試行開始」が掲げられており、それまでに

行うタスク案として「確認用 CDEの構築」「確認用書き出し／読み込みルールの策定」が示

されました。 

これを受け、在り方検討 WG では、2025 年の達成目標を実現するためのより詳細な検討課

題について議論を深め、より詳細なロードマップを取りまとめることが必要と考えています。 

一方で、これまでの WG でも議論されてきた通り、BIM 確認申請の試行は、あくまでその

先のゴールを見据えた中間到達地点として位置づけるべきと考えていることから、2025年時

点での目標やそれまでの課題だけでなく、その先の課題解決も含めた議論を行いたいと考え

ています。 

そこで、今回のアンケートでは、前回 WGにて示したステップ 1～３に基づき、2025年の到

達目標である「BIM確認申請の試行開始」を「ステップ２の試行開始」と位置付けたうえで、

さらに先のゴールであるステップ３の試行開始を 2030年と仮設定し、それぞれの段階におい

て目指すべき到達点や解決すべき課題について、改めて皆様のご意見を伺いたいと思います。 

◆回答様式：添付エクセルデータに記入して提出 

◆回答期限：12月 13 日（火）中 

建築 BIM環境整備部会で示された「建築 BIMの将来像と工程表」の改訂に関する資料で

は、2025年度の達成目標として「BIM確認申請の試行開始」が掲げられており、それまでに

行うタスク案として「確認用 CDEの構築」「確認用書き出し／読み込みルールの策定」が示

されました。 

これを受け、在り方検討 WG では、2025 年の達成目標を実現するためのより詳細な検討課

題について議論を深め、より詳細なロードマップを取りまとめることが必要と考えています。 

一方で、BIM確認申請の試行は、あくまでその先のゴールを見据えた中間到達地点として

位置づけるべきと考えていることから、2025年時点での目標やそれまでの課題だけでなく、

その先の課題解決も含めた議論を行いたいと考えています。 

そこで、今回のアンケートでは、前回 WGにて示したステップ 1～３に基づき、2025年の到

達目標である「BIM確認申請の試行開始」を「ステップ２の試行開始」と位置付けたうえで、

さらに先のゴールであるステップ３の試行開始を 2030年と仮設定し、それぞれの段階におい

て目指すべき到達点や解決すべき課題について、戸建住宅ならではのご意見を伺いたいと思

います。 

◆回答様式：添付エクセルデータに記入して提出 

◆回答期限：1月 13日（金）17時まで 
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（２）調査票 

【一般建築】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは、2030年にSTEP3を試行するという目標を設定した場合の、2025年、2030年についてお聞きします。

■2025年（BIM確認申請試行開始＝STEP２の試行開始)のため、下記についてご意見を記入ください。

■2030年（STEP３試行開始）を想定し、下記についてご意見を記入ください。

■その他、ご意見・質問事項等あればご自由に記入ください。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは12月13日17時までに、<y_sekido@j-eri.jp>へお送りください。

得られる

効果

在り方検討WG　アンケート調査票

社名 氏名

本アンケート調査結果を基に、在り方検討WG④で議論します。忌憚ないご意見をお願いいたします。

得られる

効果

解決すべ

き課題

2025年に目

指すべき姿・

到達点※どの

活用ステップ

かも含む。

2030年に目

指すべき姿・

到達点※どの

活用ステップ

かも含む。

課題解

決案

課題解

決案

解決すべ

き課題
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【戸建住宅等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは、2030年にSTEP3を試行するという目標を設定した場合の、2025年、2030年についてお聞きします。

■2025年（BIM確認申請試行開始＝STEP２の試行開始)のため、下記についてご意見を記入ください。

■2030年（STEP３試行開始）を想定し、下記についてご意見を記入ください。

■その他、ご意見・質問事項等あればご自由に記入ください。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは2023年1月13日17時までに、<y_sekido@j-eri.jp>へお送りください。

課題解

決案

課題解

決案

解決すべ

き課題

得られる

効果

在り方検討WG　アンケート調査票

社名 氏名

本アンケート調査結果を基に、在り方検討WG⑤で議論します。忌憚ないご意見をお願いいたします。

得られる

効果

解決すべ

き課題

2025年に目

指すべき姿・

到達点※どの

活用ステップ

かも含む。

2030年に目

指すべき姿・

到達点※どの

活用ステップ

かも含む。
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（３）調査結果 

  

＜調査項目＞ 

① 2025年に目指すべき姿・到達点等について 

１－１．2025年に目指すべき姿・到達点 

※どの活用ステップかも含む。 

１－２．得られる効果 

（赤：設計・審査に対する効果、青：次の STEPに向けた効果等） 

１－３．解決すべき課題 

（緑：国と連携、紫：ベンダー等と連携） 

１－４．課題解決案 

（緑：国と連携、紫：ベンダー等と連携） 

 

 ② 2025年に目指すべき姿・到達点等について 

２－１．2030年に目指すべき姿・到達点 

※どの活用ステップかも含む。 

２－２．得られる効果 

（赤：設計・審査に対する効果、青：「きれいなデータ連携」効果等） 

２－３．解決すべき課題 

（緑：国と連携、紫：ベンダー等と連携） 

２－４．課題解決案 

（緑：国と連携、紫：ベンダー等と連携） 

 

 

※調査結果は、次頁以降に表形式で整理 
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１
－
１
．
2
0
2
5
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

１
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
次
の
S
T
E
P
に
向
け
た
効
果
等
）

１
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

１
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

・
B
I
M
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
確
認
申
請
の
、
受
付
か
ら

交
付
ま
で
一
貫
し
た
運
用
（
B
I
M
デ
ー
タ
と
2
D
デ
ー
タ

の
完
全
整
合
）

・
確
認
申
請
手
続
き
の
ス
ピ
ー
ド
化
に
よ
る
、
ス
ム
ー

ズ
な
審
査

・
設
計
者
・
審
査
者
双
方
の
B
I
M
環
境
の
整
備

・
規
則
第
1
条
の
3
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
整
備

・
審
査
対
象
物
の
視
認
化

・
審
査
用
ビ
ュ
ー
ア
の
整
備
及
び
普
及

・
法
改
正
に
よ
る
確
認
申
請
受
付
か
ら
図
書
保
存
ま
で

の
取
り
扱
い
の
定
義
化
（
B
I
M
デ
ー
タ
の
保
存
含
む
）

・
審
査
項
目
を
審
査
ビ
ュ
ー
ワ
で
抽
出
で
き
る
機
能
の

構
築

審
査

1

１
）
S
T
E
P
2
-
1
と
2
-
2
が
実
審
査
に
利
用
で
き
る
。
申

請
図
書
は
P
D
F
。
B
I
M
デ
ー
タ
は
参
考
情
報
。

確
認
審
査
機
関
が
個
別
ビ
ュ
ー
ア
又
は
共
通
ビ
ュ
ー
ア

ソ
フ
ト
で
デ
ー
タ
連
携
し
て
い
る
こ
と
が
判
別
出
来
る

場
合
に
は
、
整
合
性
確
認
に
利
活
用
し
を
し
て
よ
い

旨
、
国
土
交
通
省
の
技
術
的
助
言
を
発
出
。
B
I
M
デ
ー

タ
の
保
存
等
は
任
意
。

２
）
将
来
の
D
X
に
向
け
申
請
書
の
E
X
C
E
L
デ
ー
タ
を

B
I
M
へ
の
取
り
込
み
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

３
）
一
部
求
積
や
法
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
表
が
自
動
生
成
表
示
と
、

P
D
F
出
力
が
出
来
る
。
記
名
を
し
て
設
計
図
書
に
す
る

事
も
可
。

４
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
に
B
I
M
デ
ー
タ
を
取
り
込
ん
だ
時

に
省
エ
ネ
適
判
の
審
査
も
終
了
す
る
。

５
）
消
防
同
意
を
P
D
F
デ
ー
タ
に
て
一
律
ど
こ
の
行
政

で
も
同
一
ル
ー
ル
で
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

６
）
4
号
特
例
改
正
に
向
け
て
壁
量
計
算
、
N
値
計
算
等

の
審
査
に
B
I
M
デ
ー
タ
を
利
活
用
で
き
る
。

１
）
S
T
E
P
2
は
B
I
M
デ
ー
タ
を
参
考
と
し
て
扱
う
た

め
、
共
通
ビ
ュ
ー
ア
よ
り
、
個
別
ビ
ュ
ー
ア
で
審
査
に

活
用
す
る
方
が
効
率
的
で
あ
る
。
（
共
通
ビ
ュ
ー
ア
の

開
発
で
機
能
が
す
べ
て
わ
か
る
よ
う
に
な
る
場
合
は
除

く
）

国
が
B
I
M
デ
ー
タ
を
整
合
性
確
認
に
積
極
的
に
活
用
し

て
よ
い
旨
を
発
出
す
る
だ
け
で
2
0
2
5
年
段
階
で
は
B
I
M

デ
ー
タ
が
確
認
審
査
に
活
用
し
や
す
く
な
る
。

２
）
B
I
M
デ
ー
タ
内
の
情
報
を
申
請
書
に
合
わ
せ
て
修

正
す
る
よ
り
、
最
終
的
な
申
請
書
を
取
り
込
ん
だ
方
が

設
計
者
に
と
っ
て
ス
ト
レ
ス
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

３
）
B
I
M
デ
ー
タ
に
よ
る
自
動
審
査
の
足
が
か
り
と
し

て
、
設
計
者
記
名
有
り
の
自
動
生
成
法
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
表
等
は

メ
リ
ッ
ト

４
）
2
0
2
5
年
の
省
エ
ネ
適
判
範
囲
拡
大
に
向
け
て
手

続
き
の
簡
素
化
省
力
化
に
繋
が
る
。

５
）
電
子
申
請
に
お
け
る
消
防
同
意
の
制
度
が
一
律
と

な
れ
ば
、
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

６
）
4
号
特
例
改
正
に
よ
り
業
務
増
大
に
よ
る
人
員
不

足
を
軽
減
で
き
る
。
審
査
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
る
。

１
）
参
考
デ
ー
タ
を
整
合
性
審
査
に
活
用
し
て
よ
い

旨
、
国
土
交
通
省
か
ら
の
技
術
的
助
言
な
ど
が
必
須
。

B
I
M
ソ
フ
ト
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
個
別
ビ
ュ
ー
ア
の
無
料

使
用
権
を
確
認
審
査
機
関
に
提
供
し
て
い
た
だ
く
。

個
別
ビ
ュ
ー
ア
は
加
工
や
変
更
が
で
き
な
い
こ
と
以
外

に
つ
い
て
の
機
能
は
通
常
の
ソ
フ
ト
と
同
様
な
も
の
。

２
）
改
正
が
多
く
さ
れ
る
申
請
書
の
入
力
情
報
を
パ
ラ

メ
ー
タ
と
し
て
取
り
込
む
の
か
、
D
X
の
為
の
一
時
的
情

報
と
し
て
取
り
込
む
だ
け
に
し
た
方
が
よ
い
の
か
総
合

的
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
方
法
の
検
討
が
あ
っ
た
方
が
よ

い
。

３
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
に
必
ず
取
り
込
む
パ
ラ
メ
ー
タ
を

決
定
し
、
必
ず
整
合
す
る
領
域
を
確
定
さ
せ
る
。
共
通

パ
ラ
メ
ー
タ
を
初
期
設
定
と
し
て
持
ち
合
わ
せ
た
各
ベ

ン
ダ
ー
の
図
面
作
成
ス
タ
ー
ト
パ
ッ
ク
の
開
発
が
不
可

欠
。
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
共
通
パ
ラ
メ
ー
タ
の
枠
組
み
を

一
か
ら
開
発
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

４
）
省
エ
ネ
適
判
の
入
力
フ
ォ
ー
ム
を
パ
ラ
メ
ー
タ
と

し
て
取
り
込
み
及
び
出
力
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

５
）
所
轄
消
防
に
よ
り
電
子
申
請
に
対
す
る
デ
ー
タ
の

受
け
渡
し
方
法
を
ル
ー
ル
化
す
る
。

６
）
壁
量
計
算
や
N
値
計
算
等
は
B
I
M
ソ
フ
ト
内
で
自

動
計
算
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
整
合
確
認
に
利
活
用
を

可
能
と
国
の
技
術
的
助
言
が
必
要
。

７
）
B
I
M
デ
ー
タ
の
容
量
が
大
き
い
。
デ
ー
タ
受
け
渡

し
に
利
用
で
き
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
誰
が
確
保
す

る
か
。

８
）
い
ま
い
ち
B
I
M
申
請
を
す
る
制
度
的
な
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
が
一
般
的
な
人
々
に
感
じ
ら
れ
な
い
。

・
国
の
技
術
的
助
言
な
ど
に
よ
り
、
B
I
M
デ
ー
タ
の
整

合
性
確
認
へ
の
利
活
用
を
可
能
と
す
る
技
術
的
助
言
の

発
出

・
個
別
ビ
ュ
ー
ア
の
使
用
権
限
及
び
使
用
方
法
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
に
対
し
無
料
提
供
い
た
だ
く
。

・
各
ベ
ン
ダ
ー
か
ら
コ
ン
バ
ー
タ
な
ど
で
取
り
出
す
こ

と
と
な
る
共
通
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
、
共
通
ビ
ュ
ー

ア
に
取
り
込
ん
だ
時
に
不
具
合
が
な
い
か
早
期
に
検
証

を
す
る
。

・
共
通
パ
ラ
メ
ー
タ
の
整
理
。

・
総
務
省
か
ら
電
子
申
請
に
お
け
る
消
防
同
意
の
デ
ー

タ
受
け
渡
し
方
法
に
つ
い
て
統
制
を
取
っ
て
い
た
だ

く
。

・
国
が
デ
ー
タ
共
有
ク
ラ
ウ
ド
を
準
備
す
る
。

・
省
エ
ネ
適
判
を
同
時
申
請
で
き
る
等
、
制
度
的
メ

リ
ッ
ト
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

審
査

2

S
T
E
P
2
-
2
く
ら
い
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
S
T
E
P
2
-
1
に

つ
い
て
は
、
現
在
の
状
況
で
も
一
部
の
審
査
機
関
は
対

応
可
能
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
規
則
改
正
に
よ
り
い

つ
で
も
実
現
で
き
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

・
S
T
E
P
3
に
移
行
す
る
た
め
の
新
た
な
知
見
や
課
題

・
設
計
お
よ
び
審
査
双
方
に
と
っ
て
作
業
時
間
の
短

縮
、
設
計
精
度
の
向
上

・
設
計
、
審
査
双
方
に
よ
る
B
I
M
設
計
お
よ
び
審
査
の

た
め
の
技
術
習
得

・
建
築
主
、
中
小
の
設
計
事
務
所
、
建
設
会
社
な
ど
関

係
者
へ
の
B
I
M
導
入
の
促
進

・
B
I
M
技
術
習
得
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
や
サ
ポ
ー

ト
体
制
の
構
築

・
B
I
M
導
入
促
進
の
た
め
の
補
助
金
制
度
の
創
設
や
費

用
対
効
果
の
周
知

審
査

3

高
い
精
度
で
運
用
で
き
る
共
通
ビ
ュ
ー
ア
の
開
発
に
向

け
て
、
個
別
ビ
ュ
ー
ア
で
の
審
査
実
績
を
重
ね
、
新
た

な
審
査
手
法
の
検
討
、
問
題
点
の
抽
出
を
行
う
（
活
用

ス
テ
ッ
プ
2
-
1
～
2
-
3
）

運
用
情
報
の
収
集

・
設
計
・
審
査
に
使
用
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
に

つ
い
て
（
コ
ス
ト
、
操
作
ス
キ
ル
）

・
図
書
の
種
類
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
検
討
（
現
行
の

明
示
事
項
に
代
わ
る
ル
ー
ル
の
作
成
）

検
討
中

審
査

4

活
用
ス
テ
ッ
プ
2
-
2

B
I
M
モ
デ
ル
を
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
り
審
査
す
る
こ
と
で
、

数
値
の
不
整
合
等
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
に
関
す
る
指

摘
は
な
く
な
る
た
め
、
効
率
的
な
審
査
が
行
え
る

「
ビ
ュ
ー
ア
図
面
を
目
視
に
よ
り
読
み
取
る
審
査
方

法
」
が
従
来
の
図
面
に
よ
る
審
査
と
か
け
離
れ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と

ビ
ュ
ー
ア
の
操
作
方
法
を
簡
易
化
し
、
審
査
者
の
知
り

た
い
情
報
が
明
快
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

審
査

5

回
答
者

【
一
般
建
築
】
①
 

20
25

年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点
等
に
つ
い
て
（
そ
の
１
）
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１
－
１
．
2
0
2
5
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

１
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
次
の
S
T
E
P
に
向
け
た
効
果
等
）

１
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

１
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

2
-
2

B
I
M
デ
ー
タ
を
、
申
請
図
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る

建
築
確
認
に
お
け
る
B
I
M
活
用
の
加
速

事
前
の
み
で
B
I
M
を
活
用
す
る
状
況
は
、
そ
の
後
に
2
D

に
よ
る
正
式
な
審
査
が
必
要
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
事

前
の
段
階
か
ら
2
D
図
面
で
行
う
場
合
に
比
べ
て
手
間
が

増
え
る
の
で
、
広
く
活
用
さ
れ
る
の
は
難
し
い
と
思
い

ま
す
。

規
則
1
条
の
３
等
の
提
出
図
書
、
機
関
省
令
等
の
保
存

図
書
の
整
理

設
計
者
の
記
名
に
代
わ
る
も
の

B
I
M
ビ
ュ
ー
ア
で
表
示
す
る
規
定
と
、
2
D
図
面
等
で
表

示
す
る
規
定
で
、
併
用
す
る
際
の
ル
ー
ル

図
書
に
「
明
示
す
べ
き
事
項
」
に
対
応
し
た
B
I
M

ビ
ュ
ー
ア
に
「
表
示
す
べ
き
事
項
」
を
追
加
（
同
時

に
、
指
針
告
示
8
3
5
号
の
「
審
査
す
べ
き
事
項
」
に
も

追
加
）
。
保
管
す
べ
き
図
書
は
、
ビ
ュ
ー
ア
の
P
D
F
化

（
表
示
す
べ
き
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
）
で

し
ょ
う
か
。
B
I
M
ビ
ュ
ー
ア
で
表
示
で
き
る
規
定
を
、

規
則
で
限
定
す
る
。

審
査

6

・
設
計
者
が
使
用
し
よ
う
と
思
え
ば
、
B
I
M
を
使
用
で

き
る
環
境

・
B
I
M
デ
ー
タ
の
ビ
ュ
ー
が
提
出
物
（
図
面
？
）
と
し

て
扱
わ
れ
る

・
図
書
の
整
合
性
の
大
幅
改
善

・
指
定
確
認
検
査
機
関
が
コ
ス
ト
面
で
入
手
し
や
す
い

ビ
ュ
ー
ア
の
開
発

-

審
査

7

申
請
方
法
は
2
D
で
も
B
I
M
で
も
良
い
と
し
て
い
る
こ
の

ス
テ
ッ
プ
の
内
に
、
B
I
M
の
方
が
良
さ
そ
う
だ
と
思
わ

せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
仕
込
む
こ
と
が
大
事
か
と
考

え
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
B
I
M
デ
ー
タ
か
ら
だ
と
容
易

に
自
動
化
、
最
適
化
と
い
っ
た
成
果
に
繋
が
る
よ
う
な

設
計
者
が
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
る
仕
込
み
（
求
積
か
ら

L
V
S
、
省
エ
ネ
結
果
な
ど
）
を
同
時
に
提
供
で
き
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
。

設
計
者
が
思
考
す
る
段
階
で
も
利
用
で
き
る
法
チ
ェ
ッ

ク
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
（
あ
る
い
は
W
e
b
）
が
こ
の
時
点

で
装
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
取
組
み
の
本
気
度
の
周
知
と

入
り
口
と
し
て
の
取
っ
付
き
や
す
さ
が
得
ら
れ
る
。
そ

の
両
面
か
ら
高
評
価
に
繋
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

B
I
M
の
普
及
で
一
番
の
ネ
ッ
ク
は
、
手
書
き
⇒
C
A
D
の

よ
う
に
感
覚
的
に
は
道
具
が
変
わ
っ
た
だ
け
と
思
え
な

い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
B
I
M
を
本
当
に
使
い
こ
な
し
て
い

る
人
か
ら
伝
導
し
て
い
く
よ
う
な
広
が
り
が
無
い
と
、

従
来
の
外
注
化
（
B
I
M
オ
ペ
は
設
計
す
る
目
的
感
が
無

く
て
も
入
力
で
き
る
）
に
よ
る
弊
害
が
多
く
残
る
と
い

う
点

B
I
M
が
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
描
け
る
と
良
い
の
で
す

が
・
・
。

B
I
M
に
よ
る
不
整
合
チ
ェ
ッ
ク
か
ら
、
間
違
い
が
無
く

な
る
、
次
に
は
設
計
者
が
楽
に
な
る
、
よ
う
な
ス
テ
ッ

プ
が
示
せ
れ
ば
良
い
で
す
ね
。

設
計

1

到
達
点
と
し
て
は
2
-
2
（
ビ
ュ
ー
ア
＋
P
D
F
保
存
）
が

妥
当

鶏
と
卵
の
関
係
で
あ
る
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
る
審
査
と
施
行

規
則
第
1
条
の
3
に
対
し
て
、
法
改
正
が
2
5
年
ま
で
に

整
理
で
き
る
と
は
到
底
思
え
な
い
た
め
、
P
D
F
に
よ
る

図
面
の
担
保
性
は
実
行
さ
れ
た
ま
ま
で
ビ
ュ
ー
ア
保
存

に
は
行
き
つ
か
な
い
か
ら
。

B
I
M
モ
デ
ル
の
提
出
＝
ビ
ュ
ー
に
よ
る
審
査
→
確
認
、

省
エ
ネ
、
構
造
適
判
の
一
元
化
担
保
性
＝
整
合
性
が
図

ら
れ
る
。

B
I
M
デ
ー
タ
に
入
れ
込
め
な
い
審
査
に
必
要
な
情
報
の

過
不
足
も
別
の
P
D
F
デ
ー
タ
に
よ
り
補
完
が
可
能
。

ビ
ュ
ー
ア
に
不
慣
れ
な
指
定
確
認
検
査
機
関
で
も
P
D
F

を
見
る
こ
と
で
S
T
E
P
２
は
完
了
可
能
。

共
有
サ
ー
バ
ー
（
共
有
ク
ラ
ウ
ド
）
の
よ
う
な
仕
組
み

に
設
計
者
、
各
審
査
者
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
環
境
が
必

要
。

ビ
ュ
ー
ア
で
何
を
見
る
の
か
（
審
査
す
る
の
か
）
の
共

通
化
、
項
目
選
定
→
将
来
の
ビ
ュ
ー
ア
保
存
へ
の
布
石

質
疑
応
答
も
含
め
て
ビ
ュ
ー
ア
で
関
係
す
る
仕
組
み
、

設
計
者
（
発
注
者
）
へ
の
審
査
内
容
の
開
示
お
よ
び
共

有

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
ク
ラ
ウ
ド
を
活
用
し
、
実
施
例
を
増
や

す 懸
案
事
項
を
抽
出
し
、
将
来
の
「
共
通
ビ
ュ
ー
ア
」
へ

の
展
開

確
認
済
証
、
検
査
済
証
な
ど
の
電
子
デ
ー
タ
交
付

設
計

2

活
用
ス
テ
ッ
プ
2
-
3

B
I
M
ビ
ュ
ー
ワ
ー
に
よ
る
事
前
審
査
と
本
審
査
の
実

現
。

図
書
保
存
を
P
D
F
で
は
な
く
B
I
M
デ
ー
タ
に
す
る
こ
と

で
、
社
会
基
盤
デ
ー
タ
整
備
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図

る
。

B
I
M
普
及
の
加
速
。

B
I
M
審
査
の
合
理
化
、
申
請
図
書
作
成
の
合
理
化
を
実

現
。

建
築
確
認
申
請
で
必
要
と
す
る
B
I
M
デ
ー
タ
を
収
集
す

る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
基
盤
デ
ー
タ
整
備
を
加
速
化
で

き
る
。

B
I
M
ビ
ュ
ー
ワ
ー
で
合
理
的
に
審
査
す
る
た
め
の
合
意

形
成
。

図
書
保
存
に
B
I
M
デ
ー
タ
を
含
め
る
こ
と
に
よ
る
技
術

的
課
題
。

B
I
M
ビ
ュ
ー
ワ
ー
を
開
発
・
改
善
・
維
持
し
て
い
く
た

め
の
運
営
組
織
の
設
立
。

B
I
M
ビ
ュ
ー
ワ
ー
に
よ
る
3
D
ビ
ュ
ー
や
集
計
表
を
利
用

し
た
審
査
は
、
確
実
に
合
理
化
が
図
れ
る
も
の
に
絞
っ

た
上
で
、
従
来
の
2
次
元
で
の
図
面
表
現
で
も
遜
色
な

い
も
の
は
、
B
I
M
ビ
ュ
ー
ワ
ー
の
2
D
ビ
ュ
ー
(
平
面
図

系
も
含
む
)
を
使
っ
て
、
従
来
通
り
の
審
査
と
す
る
こ

と
で
、
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
す
る
。

当
初
は
、
保
存
す
る
図
書
を
、
B
I
M
デ
ー
タ
だ
け
で
は

な
く
P
D
F
(
主
要
な
申
請
図
面
)
も
含
め
る
こ
と
で
、
弾

力
運
用
を
図
る
。
ま
た
、
B
I
M
デ
ー
タ
に
求
め
ら
れ
る

情
報
量
は
極
力
厳
選
す
る
。

設
計

3

S
T
E
P
3
の
「
B
I
M
デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
審
査
す
る
こ
と

で
、
整
合
性
審
査
を
（
原
理
的
に
）
不
要
と
す
る
」
を

含
め
た
S
T
E
P
2
を
到
達
点
と
し
た
い
。
2
D
加
筆
が
残
る

と
し
て
も
、
そ
の
情
報
を
1
か
所
だ
け
の
加
筆
（
B
I
M

に
情
報
を
入
れ
る
効
果
が
薄
い
）
に
し
、
複
数
個
所
に

表
示
す
る
情
報
は
B
I
M
に
組
み
込
め
ば
、
整
合
の
確
認

は
不
要
に
な
る
と
考
え
る
。

整
合
性
確
認
審
査
を
不
要
に
で
き
る
。

・
申
請
上
の
手
続
き
に
よ
る
課
題
(
申
請
前
の
申
請
・

届
出
、
消
防
同
意
な
ど
)

・
B
I
M
デ
ー
タ
の
電
子
申
請
環
境
の
構
築
、
デ
ー
タ
変

換
の
是
非
(
真
正
性
の
確
保
)
、
ビ
ュ
ー
ア
で
の
P
D
F
出

力 ・
審
査
側
の
ス
キ
ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足

・
す
べ
て
の
申
請
・
届
出
、
消
防
同
意
も
ビ
ュ
ー
ア
、

B
I
M
デ
ー
タ
、
P
D
F
で
行
う

・
図
面
不
要
で
ビ
ュ
ー
ア
で
提
出
図
書
す
べ
て
出
力
も

し
く
は
B
I
M
デ
ー
タ
の
み
提
出
が
可
能
な
ら
デ
ー
タ
変

換
は
是
に
な
る

・
学
習
コ
ン
テ
ン
ツ
、
検
定
な
ど
の
整
備

設
計

4

回
答
者

【
一
般
建
築
】
①
 
20
25

年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点
等
に
つ
い
て
（
そ
の
２
）
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【
一
般
建
築
】
②
 
20
30

年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点
等
に
つ
い
て
（
そ
の
１
）

 

２
－
１
．
2
0
3
0
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

２
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
「
き
れ
い
な
デ
ー
タ
連
携
」
効
果
等
）

２
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

２
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

・
B
I
M
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
自
動
チ
ェ
ッ
ク
の
導
入
及

び
一
元
化

・
デ
ー
タ
の
一
元
化
に
よ
る
他
部
門
と
の
ス
ム
ー
ズ
な

連
携

・
B
I
M
デ
ー
タ
の
真
正
性
の
確
保
と
、
保
存
方
法
の
確

立 ・
建
築
士
の
責
務
の
線
引
き

・
建
築
士
法
を
含
む
法
改
正

審
査

1

S
t
e
p
3
-
1
を
実
審
査
に
利
用
で
き
る
。
共
通
ビ
ュ
ー
ワ

+
P
D
F
表
示
図
面
+
B
Ｉ
Ｍ
デ
ー
タ

１
）
B
I
M
申
請
を
行
う
と
確
認
申
請
、
省
エ
ネ
適
判
が

同
時
審
査
終
了
す
る
。

２
）
一
部
共
通
ビ
ュ
ー
ア
表
示
が
出
来
る
法
令
に
つ
い

て
確
認
審
査
省
略
可
能
。

３
）
申
請
書
は
パ
ラ
メ
ー
タ
情
報
か
ら
申
請
書
が
自
動

ビ
ュ
ー
ワ
表
示
、
抽
出
、
印
刷
可
能
。

４
）
各
行
政
か
ら
公
開
さ
れ
る
都
市
計
画
情
報
を
共
通

化
し
、
G
P
S
情
報
等
か
ら
情
報
を
だ
れ
で
も
検
索
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
B
I
M
デ
ー
タ
に
共
通
パ
ラ

メ
ー
タ
と
し
て
取
り
込
み
、
及
び
抽
出
が
出
来
る
。

５
）
消
防
同
意
も
（
共
通
ビ
ュ
ー
ワ
+
P
D
F
表
示
図
面

+
B
Ｉ
Ｍ
デ
ー
タ
）
で
出
来
る
。

６
）
デ
ー
タ
の
受
け
渡
し
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
ク
ラ

ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

１
）
申
請
書
、
図
面
な
ど
が
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
多
方
面
へ
D
X
が
し
や

す
く
な
る
。

２
）
設
計
者
が
作
成
す
る
図
書
を
共
通
ビ
ュ
ー
ワ
が
自

動
生
成
す
る
こ
と
で
、
設
計
者
、
審
査
者
の
省
力
化
に

繋
が
る
。

３
）
デ
ー
タ
か
ら
申
請
書
が
抽
出
で
き
れ
ば
、
申
請
書

自
体
は
不
要
と
な
り
、
そ
の
体
裁
が
必
要
で
あ
れ
ば
共

通
ビ
ュ
ー
ワ
で
表
示
す
れ
ば
よ
く
な
る
。
行
政
報
告
も

デ
ジ
タ
ル
で
対
応
が
可
能
と
な
る
。

４
）
都
市
計
画
情
報
と
の
連
携
が
と
れ
れ
ば
、
正
確
性

が
確
保
さ
れ
る
。
先
の
D
X
活
用
も
可
能
に
な
る
。

５
）
当
然
で
は
あ
る
が
、
消
防
同
意
に
提
出
す
る
図
書

が
確
認
申
請
図
書
と
同
じ
も
の
と
な
る
。

６
）
デ
ー
タ
の
受
け
渡
し
方
法
が
統
一
さ
れ
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
問
題
な
ど
も
一
律
に
解
消
さ
れ
る
。

１
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
で
表
示
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
規

則
の
明
示
す
べ
き
事
項
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
改

正
が
必
要
。
審
査
す
べ
き
事
項
の
範
囲
に
対
す
る
明
確

化
。
設
計
者
、
審
査
者
の
責
任
の
範
囲
の
明
確
化
。

２
）
申
請
図
書
（
デ
ー
タ
）
を
ど
の
よ
う
に
形
式
で
1
5

年
残
す
の
か
決
定
す
る
。
B
I
M
デ
ー
タ
本
体
の
容
量
は

大
き
い

３
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
で
ど
れ
だ
け
法
適
合
確
認
に
利
用

で
き
る
内
容
を
整
理
し
て
表
示
で
き
る
の
か
、
継
続
的

な
開
発
と
、
ベ
ン
ダ
ー
と
の
協
力
が
不
可
欠
。
一
般

ユ
ー
ザ
は
共
通
パ
ラ
メ
ー
タ
を
自
分
で
法
改
正
に
合
わ

せ
て
改
修
で
き
な
い
。

４
）
都
市
計
画
情
報
を
H
P
な
ど
か
ら
C
S
V
出
力
等
で
き

る
よ
う
に
全
国
で
統
一
し
、
ど
の
B
I
M
ソ
フ
ト
で
も
同

じ
形
式
で
取
り
込
め
る
よ
う
に
す
る
。

５
）
消
防
同
意
の
連
携
。
デ
ー
タ
の
や
り
取
り
方
法
が

行
政
機
関
に
よ
っ
て
違
い
、
統
制
が
取
れ
て
い
な
い
。

６
）
B
I
M
デ
ー
タ
容
量
は
大
き
い
が
デ
ー
タ
の
受
け
渡

し
は
ど
の
よ
う
に
行
う
か
？
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
は
誰

が
準
備
す
る
の
か
。
消
防
同
意
も
含
む
。

１
）
国
土
交
通
省
に
よ
る
規
則
改
正
。
そ
の
際
に
モ
デ

ル
形
状
か
ら
任
意
に
測
定
・
目
視
で
き
る
だ
け
の
形
状

に
つ
い
て
、
設
計
者
が
明
示
す
る
寸
法
表
示
等
が
優
先

さ
れ
て
審
査
す
べ
き
事
項
と
な
る
こ
と
も
同
時
に
決
め

る
必
要
が
あ
る
。
個
別
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
る
整
合
性
確
認

の
利
活
用
の
継
続
促
進
。

２
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
に
表
示
で
き
る
デ
ー
タ
の
み
又
は

B
I
M
デ
ー
タ
又
は
法
適
合
確
認
が
出
来
る
2
D
表
示
P
D
F

の
み
を
保
管
す
る
等
を
明
確
に
す
る
。
D
X
活
用
を
考
慮

し
た
上
で
誰
が
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ
ー
を
準
備
す
る
の

か
を
明
確
に
す
る
。

不
動
産
情
報
や
防
災
に
も
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国

が
保
管
す
る
方
が
利
活
用
に
な
る
。

３
）
共
通
ビ
ュ
ー
ア
で
通
常
の
審
査
が
出
来
る
の
か
、

ど
の
B
I
M
ソ
フ
ト
で
も
同
様
に
設
計
者
が
意
図
す
る
表

示
が
出
来
る
の
か
を
早
期
に
検
証
す
る
。
独
自
開
発
が

で
き
な
い
一
般
設
計
者
は
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
共
通
パ
ラ

メ
ー
タ
の
更
新
を
随
時
行
う
保
守
契
約
が
必
要
と
な

る
。

４
）
都
市
計
画
情
報
を
H
P
な
ど
か
ら
誰
で
も
検
索
で

き
、
共
通
の
C
S
V
フ
ァ
イ
ル
形
式
等
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
よ
う
、
国
が
統
一
し
た
方
針
を
発
出
す
る
。

５
）
総
務
省
が
統
一
し
た
電
子
消
防
同
意
の
方
法
を
発

出
し
整
備
す
る
。

６
）
国
が
デ
ー
タ
共
有
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
。
消
防
同
意
に
も
同
じ
ク
ラ
ウ
ド
が
使
え
る
と
よ

い
。

審
査

2

S
T
E
P
3
-
1

・
自
動
審
査
の
た
め
の
新
た
な
知
見
や
課
題

・
B
I
M
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
副
次
的
な
デ
ー
タ
の
利

活
用

・
竣
工
後
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
で
の

利
活
用

・
自
動
審
査
の
責
任
の
所
在

・
（
引
き
続
き
）
建
築
主
、
中
小
の
設
計
事
務
所
、
建

設
会
社
な
ど
関
係
者
へ
の
B
I
M
導
入
の
促
進

・
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
改
正

・
B
I
M
確
認
申
請
に
は
容
積
率
緩
和
な
ど
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
付
与

審
査

3

・
共
通
ビ
ュ
ー
ワ
で
の
運
用

・
数
値
情
報
に
よ
り
明
ら
か
な
部
分
に
係
る
一
部
審
査

の
自
動
化

審
査
の
効
率
化
、
時
間
短
縮
を
期
待
す
る

・
設
計
・
審
査
に
使
用
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
に

つ
い
て
（
コ
ス
ト
、
操
作
ス
キ
ル
）

・
図
書
の
種
類
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
検
討
（
現
行
の

明
示
事
項
に
代
わ
る
ル
ー
ル
の
作
成
）

・
ス
テ
ッ
プ
2
の
結
果
に
よ
る

検
討
中

審
査

4

回
答
者
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２
－
１
．
2
0
3
0
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

２
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
「
き
れ
い
な
デ
ー
タ
連
携
」
効
果
等
）

２
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

２
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

活
用
ス
テ
ッ
プ
３
－
１

図
書
の
保
存
が
B
I
M
デ
ー
タ
等
と
な
る
た
め
、
P
D
F
に

変
換
す
る
際
の
エ
ラ
ー
が
な
く
な
る

現
時
点
で
思
い
つ
き
ま
せ
ん

-
審
査

5

2
-
3

B
I
M
デ
ー
タ
を
、
申
請
図
書
、
保
存
図
書
の
一
部
と
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る

床
面
積
な
ど
単
純
な
計
算
は
、
B
I
M
で
表
示
さ
れ
る
値

を
正
と
し
算
式
等
を
不
要
と
す
る
（
自
動
チ
ェ
ッ
ク
の

足
掛
か
り
）

保
存
時
の
P
D
F
化
が
不
要
に
な
る

保
存
図
書
の
活
用
の
幅
が
広
が
る

設
計
、
審
査
側
の
手
間
が
削
減
で
き
る
こ
と
で
B
I
M
を

活
用
す
る
意
義
や
魅
力
が
高
ま
る

法
令
（
審
査
す
べ
き
事
項
）
ど
の
規
定
に
つ
い
て
、

B
I
M
で
表
示
で
き
る
値
等
を
使
用
し
て
適
合
確
認
が
で

き
る
か
の
整
理
。

-

審
査

6

-
-

-
-

審
査

7
情
報
の
一
元
管
理
が
一
般
的
に
な
る
。
建
築
分
野
で

は
、
そ
れ
を
B
I
M
と
呼
ぶ
。
そ
の
よ
う
な
建
付
け
で
、

情
報
の
切
り
口
と
し
て
確
認
申
請
と
い
う
フ
ェ
ー
ズ
で

抜
き
取
る
と
本
受
け
で
き
る
よ
う
な
未
来
。

C
D
E
上
に
あ
る
情
報
の
塊
か
ら
切
り
出
す
こ
と
で
、
図

面
に
な
っ
た
り
、
確
認
申
請
に
な
っ
た
り
、
施
工
図
に

な
っ
た
り
す
る
。
F
A
B
加
工
も
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
、
調

達
も
、
製
作
も
、
資
産
管
理
も
、
維
持
管
理
も
、
税
金

も
・
・
・
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
。

3
D
に
拘
ら
な
い
情
報
、
デ
ー
タ
の
見
え
る
化
。
キ
ー

ボ
ー
ド
を
打
つ
こ
と
で
、
P
C
上
に
エ
ク
セ
ル
で
表
や
図

が
出
来
る
こ
と
を
不
思
議
と
思
わ
な
い
感
覚
が
そ
の
世

界
で
も
起
き
る
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
作
れ
る

か
が
課
題

例
え
ば
、
R
e
v
i
t
を
O
f
f
i
c
e
ソ
フ
ト
の
よ
う
に
一
般
化

す
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
（
も
し
か
し
た
ら
ゲ
ー
ム
感

覚
）
が
必
要
。

設
計

1

3
-
2
＋
施
工
報
告
書
、
工
事
監
理
報
告
書
も
含
め
て
帳

票
が
モ
デ
ル
か
ら
紐
づ
け
ら
れ
る

こ
の
段
階
で
は
、
デ
ー
タ
の
整
合
性
と
か
担
保
性
は
完

了
し
て
い
て
、
自
動
チ
ェ
ッ
ク
が
で
き
て
い
る
も
の
と

す
る

中
間
、
完
了
検
査
を
遠
隔
で
可
能
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
ツ

イ
ン
に
よ
る
「
共
通
ビ
ュ
ー
ア
」
の
活
用
　
検
査
の
合

理
化

施
工
管
理
、
工
事
監
理
報
告
書
に
依
存
し
な
い
、

B
I
M

デ
ー
タ
に
紐
付
い
た
施
工
管
理
記
録
の
収
納
　
デ
ー
タ

保
存

事
業
主
へ
の
B
I
M
デ
ー
タ
納
品
に
よ
り
、
一
連
の
確
認

申
請
書
類
を
ビ
ュ
ー
ア
で
見
ら
れ
る
と
い
う
大
箱
　
F
M

法
文
改
正
に
よ
る
適
法
自
動
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
即
時
更

新
が
追
い
付
く
か
ど
う
か

審
査
に
必
要
な
デ
ー
タ
が
全
て
共
通
ビ
ュ
ー
ア
の
中
に

入
り
込
め
る
か

ビ
ュ
ー
ア
で
見
せ
る
、
V
R
で
見
せ
る
、
と
い
っ
た
リ
ア

ル
と
デ
ジ
タ
ル
の
並
存
が
可
能
か
ど
う
か

従
前
の
特
定
行
政
庁
や
各
指
定
確
認
検
査
機
関
の
様
式

お
よ
び
添
付
図
書
の
洗
い
出
し
と
B
I
M
デ
ー
タ
の
紐
付

け
整
理

設
計

2

活
用
ス
テ
ッ
プ
3
-
1

B
I
M
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
自
動
審
査
の
実
現
。

外
部
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
、
自
動
チ
ェ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
を
活
用
し
た
、
審
査
の
合
理
化

自
動
チ
ェ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
、

B
I
M
デ
ー
タ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
整
備
。

自
動
チ
ェ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
証
方
法
と
責
任
区
分

の
整
理

自
動
チ
ェ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
単
純
な
ロ
ジ
ッ
ク
の

審
査
項
目
に
限
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

設
計

3

法
的
に
定
義
、
標
準
化
、
構
造
化
さ
れ
た
情
報
を
持
つ

B
I
M
デ
ー
タ
の
み
を
自
動
審
査
し
、
審
査
結
果
を
入
力

し
た
上
で
デ
ジ
タ
ル
証
明
書
を
付
与
し
、
編
集
で
き
な

い
（
改
ざ
ん
不
可
能
な
）
デ
ー
タ
（
正
本
）
と
し
て

C
D
E
環
境
に
保
存
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
確
認
済
み
と

す
る
。
計
画
変
更
時
に
は
、
特
定
行
政
庁
や
検
査
機
関

が
編
集
可
能
状
態
に
戻
し
、
編
集
後
に
再
審
査
。

申
請
B
I
M
デ
ー
タ
が
特
定
の
オ
ー
サ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
に

依
存
せ
ず
、
編
集
可
能
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
が
ク
ラ
ウ

ド
上
で
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
だ
け
で
完
結
し
、
効
率

化
、
デ
ー
タ
の
価
値
向
上
に
つ
な
が
る
。
竣
工
後
は
そ

の
ま
ま
ア
ー
カ
イ
ブ
さ
れ
、
公
開
可
能
部
分
の
み

P
L
A
T
E
A
U
な
ど
で
共
有
で
き
れ
ば
利
用
価
値
は
さ
ら
に

大
き
く
な
る
。

・
法
体
系
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
可
能
な
（
構
造
化
さ
れ
た
）

状
態
に
改
正
す
る
こ
と

・
デ
ー
タ
の
対
価
の
負
担
（
無
償
？
）

・
自
動
判
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
妥
当
性
確
保
・
法
改
正
な

ど
信
頼
性
を
確
保
で
き
る
体
制
構
築

・
デ
ー
タ
保
管
の
安
全
性
、
デ
ー
タ
の
正
本
性
、
真
正

性
を
担
保
す
る
N
F
T
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
類
す
る

技
術
の
開
発

デ
ー
タ
を
作
成
す
る
設
計
者
、
施
工
者
、
あ
る
い
は
専

門
業
者
や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
自
動
判
定
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
開
発
、
管
理
者
に
報
酬
与
え
ら
れ
る
か
、
全
て
の
関

係
者
に
報
酬
以
外
の
メ
リ
ッ
ト
（
生
産
性
向
上
な
ど
）

が
得
ら
れ
れ
ば
、
可
能
に
な
る
。

設
計

4

回
答
者

【
一
般
建
築
】
②
 

20
30

年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点
等
に
つ
い
て
（
そ
の
２
）
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１
－
１
．
2
0
2
5
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

１
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
次
の
S
T
E
P
に
向
け
た
効
果
等
）

１
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

１
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

【
図
面
が
主
流
で
B
I
M
デ
ー
タ
が
補
完
す
る
時
期
】
：

設
計
者
が
審
査
用
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
り
法
適
合
確
認
し
た

う
え
で
確
認
申
請
図
書
を
提
出
す
る
流
れ
が
で
き
て
欲

し
い
と
思
い
ま
す
。

審
査
用
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
り
設
計
者
が
事
前
に
法
適
合
確

認
を
行
え
ば
、
設
計
者
・
審
査
者
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
図
面
間
の
整
合
の
と
れ
た
信

頼
性
の
高
い
図
書
に
よ
り
面
積
、
高
さ
等
の
計
算
間
違

い
や
誤
記
等
の
単
純
ミ
ス
が
減
少
し
審
査
の
効
率
化
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

紙
ベ
ー
ス
か
ら
B
I
M
デ
ー
タ
に
よ
る
審
査
へ
の
周
知
移

行
期
間
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
手
設
計
事
務
所
や
ハ
ウ

ス
メ
ー
カ
ー
は
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
で
し
ょ
う

が
、
零
細
工
務
店
や
個
人
事
業
の
設
計
事
務
所
等
が
取

り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
情
報
提
供
と
B
I
M
導
入
サ
ポ
ー

ト
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
。

・
B
I
M
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
周
知
＆
操
作
講
習
会
、

B
I
M

導
入
費
用
補
助
制
度
、
B
I
M
に
よ
る
申
請
図
書
作
成
の

た
め
の
無
料
技
術
サ
ポ
ー
ト
窓
口
開
設
・
・
・
な
ど
現

状
よ
り
も
手
厚
い
支
援
策
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

審
査

1

確
認
申
請
特
例
縮
小
化
が
施
行
さ
れ
る
年
と
な
る
た

め
、
軸
組
工
法
・
枠
組
壁
工
法
に
お
け
る
構
造
チ
ェ
ッ

ク
、
省
エ
ネ
チ
ェ
ッ
ク
を
試
行
開
始
。
（

S
T
E
P
2
）

便
利
な
道
具
と
し
て
の
理
解
を
得
、
講
習
会
等
も
行
い

な
が
ら
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
普
及
の
方
向
へ
も
っ
て

い
く
。

B
I
M
導
入
の
た
め
の
機
器
等
購
入
費
の
問
題

各
社
ベ
ン
ダ
ー
B
I
M
を
一
つ
の
ビ
ュ
ー
ア
（
I
F
C
)
で
見

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
須

審
査

2

S
T
E
P
2
-
2
く
ら
い
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
S
T
E
P
2
-
1
に

つ
い
て
は
、
現
在
の
状
況
で
も
一
部
の
審
査
機
関
は
対

応
可
能
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
規
則
改
正
に
よ
り
い

つ
で
も
実
現
で
き
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

・
S
T
E
P
3
に
移
行
す
る
た
め
の
新
た
な
知
見
や
課
題

・
設
計
お
よ
び
審
査
双
方
に
と
っ
て
作
業
時
間
の
短

縮
、
設
計
精
度
の
向
上

・
設
計
お
よ
び
審
査
双
方
に
よ
る
B
I
M
設
計
お
よ
び
審

査
の
た
め
の
技
術
習
得

・
建
築
主
、
中
小
の
設
計
事
務
所
、
建
設
会
社
な
ど
関

係
者
へ
の
B
I
M
導
入
の
促
進

・
B
I
M
技
術
習
得
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
や
サ
ポ
ー

ト
体
制
の
構
築

・
国
交
省
の
建
築
B
I
M
加
速
化
事
業
の
継
続
化
お
よ
び

補
助
対
象
の
拡
大
（
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
た
め
小
規
模
な

建
築
物
ほ
ど
補
助
を
手
厚
く
す
べ
き
？
）

審
査

3

B
I
M
に
含
ま
れ
る
必
要
最
低
限
の
情
報
量
の
統
一
化
・

情
報
の
書
き
出
し
方
法
決
定
（
集
約
し
た
情
報
を
書
き

出
す
の
で
あ
れ
ば
I
F
C
以
外
？
）
・
書
き
出
し
た
情
報

の
判
定
や
申
請
書
生
成
（
例
え
ば
エ
ク
セ
ル
C
S
V
で
書

出
し
、
所
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
読
み
込
ま
せ
る
と
様
々

な
判
定
が
出
来
る
等
）

現
状
で
省
エ
ネ
計
算
に
つ
い
て
は
上
記
の
よ
う
な
フ

ロ
ー
が
と
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
（
C
A
D
や
省
エ

ネ
ソ
フ
ト
で
作
図
、
情
報
の
整
理
、
C
S
V
書
出
し
か

ら
、
建
築
研
究
所
の
W
E
B
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
読
み
込
ま
せ

る
と
判
定
ま
で
行
え
る
）

建
築
基
準
法
の
法
令
の
一
部
の
判
定
や
、
審
査
し
や
す

い
情
報
の
整
理
、
申
請
書
の
生
成
を
行
え
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
あ
る
と
良
い
と
感
じ
ま
す
。

審
査
の
簡
素
化
、
迅
速
な
判
定

設
計
者
の
B
I
M
化
へ
の
意
識
向
上
、
読
み
込
ま
せ
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・
管
理
に
つ
い
て

引
き
続
き
B
I
M
に
対
す
る
知
見
を
広
め
る
セ
ミ
ナ
ー
が

定
期
的
に
必
要
。
先
行
し
て
B
I
M
活
用
の
申
請
実
績
を

増
や
す
等

審
査

4

S
2
-
1

B
I
M
デ
ー
タ
へ
暗
記
シ
ー
ト
の
よ
う
な
（
審
査
項
目
外

の
内
容
を
隠
せ
る
）
フ
ィ
ル
タ
ー
を
行
え
る
ビ
ュ
ー
ア

の
完
成
。

※
B
I
M
ソ
フ
ト
又
は
、
申
請
方
法
に
よ
り
、
同
一
デ
ー

タ
の
担
保
が
前
提
。

審
査
項
目
（
基
準
法
）
が
根
幹
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い

る
為
、
そ
れ
以
上
の
加
筆
（
設
計
意
図
と
な
る
表
現
）

に
つ
い
て
は
、
審
査
上
見
え
る
必
要
は
無
く
、
加
筆
内

容
を
正
と
し
、
根
幹
へ
影
響
す
る
場
合
、
変
更
の
手
続

き
を
要
す
る
事
か
ら
加
筆
内
容
を
隠
す
こ
と
も
方
法
の

一
つ
と
考
え
ま
し
た
。

基
準
に
適
合
す
る
設
計
図
書
デ
ー
タ
か
ら
抽
出
す
る
の

で
は
な
く
（
抽
出
内
容
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
可
能

性
）
、
審
査
項
目
の
み
を
表
示
で
き
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を

か
け
る
事
が
可
能
な
ビ
ュ
ー
ワ
と
す
る
。
審
査
用
の
図

書
を
作
成
す
る
と
い
う
手
間
・
過
不
足
に
対
す
る
補
正

の
両
方
を
削
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

・
補
正
、
変
更
が
あ
る
場
合
、
同
一
デ
ー
タ
で
あ
る
事

の
担
保
方
法

・
申
請
図
書
へ
フ
ィ
ル
タ
ー
加
工
す
る
事
に
な
る
為
、

申
請
図
書
と
し
て
の
取
り
扱
い
に
問
題
が
あ
る

思
い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た

審
査

5

S
t
e
p
-
2
-
2

・
共
通
ビ
ュ
ー
ア
に
よ
る
審
査
、
本
申
請

・
ビ
ュ
ー
に
表
示
さ
れ
た
形
状
・
文
字
情
報
を
審
査
範

囲
と
取
り
扱
う

・
機
関
は
個
別
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
導
入
せ
ず
に
、

B
I
M
デ
ー
タ
を
受
領
・
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
申
請
者
は
確
認
申
請
用
の
2
D
図
面
を
別
途
作
成
す
る

手
間
を
無
く
す
こ
と
で
、
転
記
ミ
ス
な
ど
の
不
備
を
削

減
で
き
る

・
共
通
化
さ
れ
た
B
I
M
由
来
の
申
請
図
書
が
提
出
さ
れ

る
こ
と
で
、
審
査
の
効
率
化
が
期
待
さ
れ
る

・
申
請
図
書
へ
の
書
き
出
し
／
読
み
込
み
ル
ー
ル
を
策

定
す
る

・
行
政
報
告
、
消
防
同
意
、
保
健
所
へ
の
通
知
な
ど
も

オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
え
る
よ
う
に
す
る

・
審
査
の
範
囲
（
設
計
図
書
の
範
囲
）
を
明
確
に
す
る

・
⼾
建
て
建
築
物
向
け
の
B
I
M
の
モ
デ
リ
ン
グ
ル
ー
ル

の
共
通
化
を
行
う

・
特
定
行
政
庁
、
消
防
長
等
、
保
健
所
長
な
ど
に
も
協

力
を
求
め
る

・
ビ
ュ
ー
に
表
示
さ
れ
た
形
状
・
文
字
情
報
を
(
自
動

的
に
)
P
D
F
化
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
(
本
申
請
の
)
設
計
図

書
と
取
り
扱
う

回
答
者

【
戸
建
住
宅
等
】
①
 
20
25

年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点
等
に
つ
い
て
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２
－
１
．
2
0
3
0
年
に
目
指
す
べ
き
姿
・
到
達
点

※
ど
の
活
用
ス
テ
ッ
プ
か
も
含
む
。

２
－
２
．
得
ら
れ
る
効
果
（
赤
：
設
計
・
審
査
に
対
す

る
効
果
、
青
：
「
き
れ
い
な
デ
ー
タ
連
携
」
効
果
等
）

２
－
３
．
解
決
す
べ
き
課
題
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

２
－
４
．
課
題
解
決
案
（
緑
：
国
と
連
携
、

紫
：
ベ
ン
ダ
ー
等
と
連
携
）

【
B
I
M
デ
ー
タ
が
主
流
で
図
面
が
補
足
資
料
と
な
る
時

期
】
：
B
I
M
デ
ー
タ
の
信
頼
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
前

提
で
、
こ
れ
ま
で
手
計
算
で
検
算
し
て
い
た
審
査
項
目

を
一
部
省
略
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。

面
積
、
高
さ
、
採
光
換
気
排
煙
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
の
審
査

項
目
に
つ
い
て
申
請
図
書
間
の
整
合
性
確
認
に
要
す
る

審
査
効
率
が
ア
ッ
プ
す
る
と
思
い
ま
す
。
明
示
事
項
審

査
と
法
適
合
審
査
に
つ
い
て
は
入
力
デ
ー
タ
の
信
頼
性

に
左
右
さ
れ
る
面
が
あ
る
の
で
、
紙
ベ
ー
ス
と
同
じ
よ

う
に
目
視
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
審
査
方
法
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

ビ
ュ
ー
ア
だ
け
で
は
確
認
で
き
な
い
情
報
を
各
社
の

B
I
M
ソ
フ
ト
か
ら
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

審
査
側
に
も
設
計
者
と
同
等
レ
ベ
ル
の
B
I
M
操
作
ス
キ

ル
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
審
査
機
関
が
4
社
す
べ
て
の

B
I
M
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
れ
ば
審

査
担
当
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
き
め
細
か
い
サ

ポ
ー
ト
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

4
社
い
ず
れ
の
B
I
M
ソ
フ
ト
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
も
読

み
取
れ
る
共
通
の
ビ
ュ
ー
ア
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ビ
ュ
ー
ア
だ
け
で
は
確
認
で
き
な
い
情
報
は
設

計
者
に
書
面
（
P
D
F
等
）
で
追
加
提
出
し
て
も
ら
え
ば

よ
い
と
思
い
ま
す
。

審
査

1

構
造
チ
ェ
ッ
ク
、
省
エ
ネ
チ
ェ
ッ
ク
実
質
開
始
を
し
、

オ
ー
ト
チ
ェ
ッ
ク
に
も
す
で
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
統
一
の
入
出
力
ル
ー
ル
に
て
の
モ
デ
リ
ン

グ
の
試
行
開
始
し
オ
ー
ト
チ
ェ
ッ
ク
確
立
に
向
け
進

む
。

確
認
検
査
員
の
不
足
を
補
う

B
I
M
ビ
ュ
ー
ア
を
使
用
し
た
検
査
員
の
さ
ら
な
る
育

成
。

こ
れ
か
ら
の
最
新
の
技
術
を
前
面
に
出
し
、
若
手
の
方

か
ら
魅
力
あ
る
仕
事
と
思
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
分
野

の
若
年
齢
化
を
は
か
る
。

審
査

2

S
T
E
P
3
-
1

・
自
動
審
査
の
た
め
の
新
た
な
知
見
や
課
題

・
B
I
M
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
る
副
次
的
な
デ
ー
タ
の
利

活
用

・
竣
工
後
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
で
の

利
活
用

・
消
防
同
意
は
確
認
申
請
と
並
行
審
査
が
可
能
に
な

る
？

・
自
動
審
査
の
責
任
の
所
在

・
（
引
き
続
き
）
建
築
主
、
中
小
の
設
計
事
務
所
、
建

設
会
社
な
ど
関
係
者
へ
の
B
I
M
導
入
の
促
進

・
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
改
正

・
B
I
M
設
計
・
施
工
に
は
容
積
率
緩
和
・
住
宅
取
得
に

掛
か
る
各
種
税
金
の
控
除
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

付
与

審
査

3

確
認
申
請
時
、
図
書
間
の
整
合
、
検
算
不
要
、
図
面
提

出
の
時
点
で
の
適
合
は
前
提
と
し
た
上
で
、
審
査
員
が

設
定
条
件
の
み
審
査
を
執
り
行
う
環
境
で
あ
る
と
良
い

と
感
じ
ま
す
。

例
え
ば
、
道
路
斜
線
検
討
も
自
動
計
算
で
提
出
時
の
図

示
の
状
態
で
は
自
動
判
定
で
確
実
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
外
構
等
の
後
退
緩
和
の
要
件
が
適

切
か
の
審
査
を
確
認
申
請
で
は
行
う
等

審
査
の
簡
素
化
、
迅
速
な
判
定
、
A
I
判
定
を
メ
イ
ン
と

す
る
こ
と
で
必
要
人
員
の
少
数
化

改
め
て
B
I
M
に
含
ま
れ
る
情
報
の
整
理
、
B
I
M
操
作
の

知
識
・
技
能
の
向
上
、
共
通
ビ
ュ
ー
ア
と
個
別
ビ
ュ
ー

ア
の
差
別
化
（
自
社
で
開
発
し
た
ツ
ー
ル
等
が
継
続
し

て
活
用
で
き
る
か
）
、
A
I
自
動
判
定
は
大
臣
認
定
等
に

な
る
？

-

審
査

4

S
3
-
1

属
性
等
、
入
力
デ
ー
タ
（
根
拠
）
の
認
証
制
度
（
認
証

デ
ー
タ
の
取
り
込
み
）

例
）
各
種
認
証
制
度
又
は
、
住
宅
性
能
評
価
・
表
示
協

会
の
温
熱
・
省
エ
ネ
設
備
機
器
等
ポ
ー
タ
ル
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ

・
手
入
力
の
場
合
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
防
止

・
認
証
デ
ー
タ
で
あ
る
か
ど
う
か
の
差
別
化

・
根
拠
デ
ー
タ
が
最
新
か
判
別
（
商
品
デ
ー
タ
等
、

メ
ー
カ
ー
管
理
の
場
合
）

・
デ
ー
タ
の
作
成
・
管
理
を
ど
う
す
る
か

・
種
類
の
多
さ
に
対
応
で
き
る
か

・
認
証
方
法

思
い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た

審
査

5

S
t
e
p
-
3
-
2

・
審
査
の
一
部
自
動
化
（
高
さ
、
面
積
、
省
エ
ネ
検
討

の
面
積
部
分
な
ど
）

・
属
性
情
報
（
パ
ラ
メ
ー
タ
）
や
位
置
情
報
（
G
I
S
）

を
活
用
し
た
審
査

・
審
査
の
効
率
化
、
時
間
短
縮
、
人
為
的
な
審
査
過
誤

の
防
止
が
期
待
で
き
る

・
地
域
性
の
あ
る
制
限
（
都
市
計
画
に
基
づ
く
地
域
・

地
区
な
ど
）
の
審
査
の
効
率
化
が
図
れ
る

・
図
書
の
種
類
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
改
定
（
規
則
第

1
条
の
3
）

・
確
認
審
査
等
に
関
す
る
指
針
に
お
け
る
「
確
認
審

査
」
の
解
釈
（
H
1
9
国
土
交
通
省
告
示
第
8
3
5
号
）

・
特
定
行
政
庁
ご
と
に
異
な
る
『
建
築
基
準
法
の
取
り

扱
い
』
へ
の
対
応

・
都
市
計
画
情
報
等
提
供
サ
ー
ビ
ス
、
建
築
行
政
共
用

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
、
温
熱
・
省
エ
ネ
設
備
機
器

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
等
と
の
連
携

・
建
築
基
準
法
の
取
り
扱
い
に
対
応
し
た
自
動
チ
ェ
ッ

ク
機
能
ま
た
は
ア
ド
オ
ン
ソ
フ
ト
の
開
発

回
答
者
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４．審査における確認項目のアンケート調査 

（１）調査票 
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（２）調査結果 

 ａ）各分野（意匠・構造・設備）の１回目の審査プロセスにかかる時間の割合 

   (※合計 100％になるように数値を記入) 
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審査プロセス（１回目）にかかる所要時間の割合について

規制要否の確認 （％） 明示事項の確認（％） 整合性の確認（％）

法適合の確認（％） その他
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ｂ）規則要否の確認について 

   ◆手間・時間がかかる項目 

・地域ごとの関連する条例、関係規定の把握 

・HPで公開していない情報等の問い合わせ、道路幅員確認等 

・駐車場付置義務等の関係規定の確認 

・都市計画図情報、・地区計画、・土砂災害特別警戒区域の位置特定、・関係規定条例の確

認（建築基準条例、駐車場、駐輪場、都市緑地法、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ等） 

・条例、道路、地域地区など 

・地方公共団体が都市計画情報を HPに掲載していない、若しくは細かく掲載し切れてい

ない場合の情報収集 

・関係法令の確認や条例等での指定状況の確認、行政庁及び関係部局との調整（取扱い

等） 

・地域情報の把握、敷地情報の把握 

・都市計画情報等の調査 

・所管する特定行政庁の確認および特定行政庁の取り扱いの確認 

・特定行政庁の条例の把握、建築計画・構造計画の把握、構造の仕様材料の把握 

・地盤調査、敷地の高低差、仕様規定の適合の可否による構造計算の要否・設計ルートの

選択、適判の要否・構造一級の関与の要否 

・建物用途・規模から必要設備のチェック 

・整合性の確認、法適合の確認 

・各種許可の要不要、中間検査の特定工程の工区分けがある場合の検査回数 

・用途地複数の地番にまたがる敷地形状を把握する作業 

・都市計画情報の確認、道路の確認（都市計画道路や 2項道路、位置指定道路の整備状況

関連手続きの有無等の確認）、敷地周辺の土地の高低の確認（土砂災害特別警戒区域、

災害危険区域の指定の有無等の確認） 

◆誤り・指摘が多い項目 

・条例・関係規定の該当要否 

・道路種別、区域・地域・地区等の不整合 

・危険物数量 

・都計法 29 条許可の要否の事前協議漏れ・都市計画法 53 条許可の取得忘れ・準防火地

域対応漏れ・建築基準条例、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、駐車場、駐輪場の付置義務条例等への適合確認

漏れ。 

・設計者の事前調査不足による手続きの不備、周辺状況（隣地・道路）の誤記 

・敷地の情報（道路関係が特に多い） 

・高度地区、地区計画、都計法（開発、53条許可など）、バリアフリー条例等の漏れ、間

違い等 

・特定行政庁が定める数値の採用間違い 

・敷地形状及び境界線明記（明示事項にも重複する項目） 

・調査地点との関係、周辺の地盤高さが不明。設計ルートに合った、仕様規定の除外と
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なっていない。 

・敷地内雨水排水計画、前面道路のライフライン状況の未記載 

・明示すべき事項、法適合 

・例：東京都建築安全条例 8条(直通階段からの避難経路）大阪府建築基準法施行条例 8

条の 2（避難口誘導灯） 

・都市計画法施行規則第 60条証明書を取得していない 

・単位積雪量の不整合(建設地の標高から積雪量を算出する場合に標高の誤りで算出結

果が異なる事例が多い)  

・都市計画による規制の記載漏れ 

・古い地積測量図の数値が読み取れない、尺貫法換算による敷地面積の誤記 

・必要な手続きの有無の確認（都計法の許可、他関係規定の手続き、行政庁の指導によ

る手続き等） 

ｃ）明示事項の確認について 

◆手間・時間がかかる項目 

・どこに何が書かれているかを把握する作業 

・煙区画、防火区画等 

・特定行政庁ごとの建築・バリフリ条例に関する項目 

・面積算定に必要な寸法・土地の高低や崖に対する対応の明示。 

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法に対応する表示の有無の確認。建築士の記名。特定行政庁ごとの明示内容 

・明示事項不足に関しては、１回目の審査において審査できない事項となるものも多い。

質疑→回答（訂正）→再審査の一連のやり取りが増えるほど、トータル審査時間が増

加する 

・確認申請書等書類の記載内容の確認 

・防火区画（位置、仕様など）、排煙（構造）、地盤面（特に領域分けのある場合）、日影 

・規則 1条の 3 表 2のただし書計算、既存不適格調書、令 137条の 2 の規定に関する事

項など 

・求積図(棟別に算出できているか）。申請書に明示された設計者の表記の整合（全ての

図枠確認）。 

・使用材料、設計方針、計算方針、各部詳細図、基礎地盤説明書 

・延焼ﾗｲﾝや屋外避難階段から 2ｍの範囲 

・各図面の精査 

・「図面のどこかに明示がある」というのは設計者毎にレイアウトが異なるので間違い探

しのようで時間がかかる。 

・定性的な明示事項、及び構造詳細図 

・規則第 1 条の３の表 2 で規定する図書の種類に対する明示すべき事項の各項目の記載

有無の確認 

・敷地情報、平均地盤確認、準耐火構造仕様確認 法 42条 2項道路境界線位置斜線検討 

・配置図に明示すべき事項の確認 

・下水管、ためます等の施設の位置・排出経路の明示、建物の位置の明示、擁壁・塀の高
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さ構造・安全上適当な措置明示 

◆記載漏れ・指摘が多い項目 

・質疑でもどこに何が書かれているかを質疑することが多々ある。 

・根拠の明示不足、防煙区画の垂れ壁不足、道路・隣地斜線等の緩和根拠等 

・主要構造部の耐火構造等や防火設備の性能 

・LVS 算定に使用している寸法明示・敷地内通路位置幅員、避難歩行距離、廊下幅の明

示・平面図への寸法表示の不足・材料の仕様、認定番号の明示・防火設備認定番号・排

煙窓の手動解放装置の位置、開放角度の明示・隣棟間延焼ﾗｲﾝ・関係規定の明示事項の

記載漏れ 

・防煙区画、歩行距離（重複距離）、廊下幅 

・確認申請書の記載漏れ 

・内装制限、排煙上有効高さ、区画貫通処理、 

・圧縮材の有効細長比、既存不適格調書、令 137条の 2の規定に関する事項 など 

・平均 GLの検証(EXP.Jごとの棟別の数値になっているか）。それに倣った高さ数値にな

っているか。 

・計算書の積載荷重・追加荷重の設定根拠の記載漏れ 

・使用材料、準拠した基規準、計算式に用いた記号、計算に用いた数値の算出方法、部

材の位置・寸法、特別な調査研究（学会や評定） 

・防火設備などの仕様の記載不備 

・各種記号並びに特記事項文章の記載漏れ 

・定性的な明示事項例；配管設備の仕様書構造詳細図：添付無し 

・石綿の不使用、法 37 条、法 42 条道路種別、汚水放流先、アルミサッシの大臣認定番

号、敷地内通路の幅員 

・安全証明書,地盤説明書の添付漏れ,申請書第 6面の未記入、地盤調査の結果 

・地盤レベル、外構関連記載漏れ、平均地盤算定根拠記載漏れ 法第 42条２項道路後退

距離記載漏れ、準耐火構造仕様の錯誤、道路斜線後退緩和寸法記載漏れ 延焼の恐れ

のある範囲・防火設備記載漏れ 

・敷地境界寸法と建物離れ寸法合計との不整合、地盤レベルの誤記 

・擁壁・塀等の高さ・構造・安全上適当な措置の明示 

ｄ）整合性の確認について 

◆手間・時間がかかる項目 

 ・各種面積チェック 

・面積根拠（計算式と求積図の整合） 

・建具のサイズと LVS・法ﾁｪｯｸ図や避難安全検証法と内装及び建具性能の内容・確認申

請書・建物求積図と平面図・準耐火ﾘｽﾄと告示構造・平均地盤算定と配置図の土地の高

低 

・面積や平均地盤面などの細かな計算 

・面積求積、地盤面算定、防火区画等の開口部性能、内装（下地含む）等 

・一般図と検討図等の整合確認、各許認可との整合確認 
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・避難安全検証法、防火区画（意匠図⇔設備図） 

・整合確認は、全てにおいて、時間を要する。設計者によって図書の作成方法が異なる

ため、案件ごとに全く異なる感覚がある。 

・部材の位置及び断面寸法の確認。意匠図、構造図、構造計算書との整合確認。 

・計算書の部材符号配置・断面寸法・配筋リストと構造図の照合計算書の鉄骨大梁継手

位置・継手リストと構造図の照合追加荷重・外力の設定と計算書の照合計算書の積載

荷重・固定荷重（スラブ厚さ）と構造図の照合 

・意匠図の立面・矩計図と構造図・計算書、施工方法と構造計算の仮定、設計・計算方

針と図面・計算書の内容 

・意匠図を正として防火区画・排煙区画をチェック 

・意匠図と当該検討図並びに各種計算表との整合性確認 

・<煙感知器連動の防火設備等の整合確認（大規模案件の場合）>自火報図、意匠図、ダ

クト図及び排煙ダクト図を同時に比較し整合確認を実施するため時間がかかる。<換

気計算に関する整合確認（大規模案件の場合）>換気計算書、PQ 線図、圧力損失計算

書、ダクト図を同時に比較し整合確認を実施するため時間がかかる。 

・意匠プランとの整合、機械設備と電気設備との整合 

・意匠図・構造図の整合確認,構造図相互の整合確認,構造図・2 次部材等計算書の整合

確認 

・平面図・立面図 開口部の整合性、採光・換気・排煙検討数値の整合性、天空率数値

の整合性、シックハウス気積算定・計画風量の整合性 

・屋上・外壁仕様の確認（申請書、仕上表、矩計図の整合） 

・申請書と図面間での数値の整合確認、求積図と平面図の寸法の整合確認、LVS 検討と

居室面積・開口部面積の整合確認、斜線検討の算定式と図中の検討寸法の整合確認、

地盤面の算定  

◆不整合が多い項目 

・図面間の不整合、計算ミス 

・計算根拠の不整合 

・建物高さ、平均地盤高さ、道路中心高さ等 

・LVS 計算式の建具サイズ、個数、排煙窓の開放角度の間違い・床面積算定が出来るだ

けの寸法表示が平面図になく整合確認ができない・法ﾁｪｯｸと平面図で室面積が不整

合・設備図のプランや区画位置、室面積が意匠と不整合・用途地域別敷地求積や各階

求積表、用途別建物求積表の面積集計結果を出す時に小数点第 2位で面積結果を集計   

しない為総合計がずれ、申請書の面積が整合しない 

・申請書と図面の不整合 

・面積や平均地盤面などの細かな計算のミス 

・図書間の不整合、法チェック図等と各種図書（建具表（開口部構造詳細図）、内部仕上

げ表等） 

・ALVS、天空率、避難安全検証法の検討書と一般図との不整合 

・避難安全検証法、防火区画（意匠図⇔設備図） 
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・意匠図との不整合、部材断面入力、荷重配置 

・意匠図と構造図間の壁の位置、ｽﾗﾌﾞの種類の整合性(意匠図の変更が反映されていない

等)構造図と構造計算書間の二次部材を含む部材の種別及び断面寸法の整合性。 

・計算書の部材符号配置、断面・配筋リストと構造図の不整合計算書の鉄骨大梁継手位

置と構造図の不整合架構詳細図と断面情報の不整合 

・突出部の高さ・長さ、開口の位置・寸法、ピット形状、準拠するとした基規準と、採

用している設計式や適用範囲、施工手順の考慮ないモデル化 

・煙感連動防火設備・排煙口位置、区画面積 (意匠・排煙・自火報の不整合) 

・寸法、面積等の不整合 

・意匠プランとの整合例；各床面積（排煙、換気等）、区画機械設備と電気設備との整合

例；防災負荷容量、防排煙制御 

・計画変更時に意匠の変更を反映した設備図が添付されない 

・構造図・計算書における断面,部材符号の不整合,安全証明書の記載内容の不整合 

・計画変更時に意匠の変更を反映した設備図が添付されない、 

・採光・換気・排煙検討根拠不明 天空率入力数値不整合、領域不適切 シックハウス

気積算定根拠不明瞭・計画風量根拠資料添付漏れ 

・屋上・外壁仕様と防火認定番号の不整合 

・申請書記載内容と図面との齟齬、求積図の検討値と図面の寸法の齟齬、LVS 検討と検

討開口部の齟齬    

ｅ）法適合性の確認について 

   ◆手間・時間がかかる項目 

・採光・換気・排煙、24時間換気、天空率の検討 

・避難規定 室が多いと ALVSの確認や歩行距離・避難経路等 

・排煙検討、面積算定、検証法等の条件 

・採光補正係数算定・排煙有効 Hと防煙区画・高度斜線検討・避難歩行距離・天空率・

日影図・避難安全検証法・煙突の構造・内装制限告示 225号・準耐火ﾘｽﾄ・面積区画及

び高層区画・建築基準法関係規定（建築基準条例、バリアフリー法） 

・LVS、天空率 

・排煙検討、下地・仕上等の内装確認、避難経路・形態の適合判断 

・ALVS、面積関連、避難安全検証法 

・避難安全検証法、天空率、日影、自然排煙 

・「適正」であることについての判断が非常に困難な場合が多い。法規定が明確であれば、

時間がかかることはなく、規定が不明確であればあるほど、時間を要する。 

・小梁・スラブの計算で計算した部材位置・荷重値・部材スパンの確認横補剛材の計算

で計算した大梁と取り付く横補剛材の確認 

・継手・仕口の詳細、鉄骨柱脚の設計、Dsの設定根拠、 

・設置緩和・免除などの要件確認 

・LVSAチェック 

・排煙、空調・換気、非常照明 
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・日影規制、天空率、排煙規定、内装制限、避難安全検証法、バリアフリー法 

・構造計算ルートの確認,またルートごとに求められる検討項目の内容と妥当性の確認 

・日影規制、天空率、排煙規定、内装制限、避難安全検証法、バリアフリー法 

・道路斜線検討・高度斜線検討・天空率検討・日影検討・床面積、建築面積算定がけ、

高低差検討 

・階・床面積の算入範囲の確定 

・斜線検討の各緩和要件の適否について、シックハウス検討の換気経路の確認、敷地内

外の土地の高低、道路について 

◆不整合・指摘が多い項目 

    ・図面間の不整合、検討方法の誤り 

・根拠の明示不足 

・排煙告示適用条件、自然排煙有効面積、防煙区画、内装 

・採光補正係数算定根拠寸法の明示漏れ、検討位置の錯誤、地域別係数の錯誤。・排煙有

効 Hと防煙区画下端の不整合・内装制限、避難階段、排煙告示 1436号や避難安全検証

法と仕上表の材料性能が不整合・準耐火ﾘｽﾄに記載の告示番号、認定番号と仕様の不整

合・平均地盤の計算誤記、不整合・天空率への外構、設備、地盤の入力漏れ・後退緩和

（令 130条の 12）の要件の錯誤。・隣棟間中心からの延焼ﾗｲﾝ表示位置の錯誤。・屋外避

難階段２ｍ範囲内への開口部設置。・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の設置範囲と面積区画の緩和範囲の

不整合・主要構造部不燃への不適合・階段への避難重複距離不適合・建築基準関係規

定に関する明示又は図書の不足“ 

・接道、道路高さ制限、北側高さ制限 

・防煙区画及び有効排煙の算定、法チェック及び避難規定に基く不燃性能等の適否 

・排煙規制 

・避難安全検証法、天空率、日影、自然排煙 

・意匠図との不整合の指摘が多い。使用上の支障についても不適合は比較的多く見つか

る印象がある。 

・定性的な規制に対して、準拠した基規準のいいとこどりとなっている。 

・換気計算書・排煙計算書の対象面積の不整合 

・機械排煙、空調・換気共通；防火区画貫通処理（ダンパー）不備非常照明；照度範囲の

不備 

・床面積計算過程での端数の切り捨て、屋外階段の竪穴区画なし、防煙区画の位置が不

明、令 111 条無窓居室の判定（無窓居室としている根拠や区画の仕様がわからないこ

とが多い） 

・一貫計算プログラムでは行えない検討内容、一貫計算プログラムに直接入力している

項目の妥当性（モデル化に関する設定条件や個別の部材の設定条件等） 

・床面積計算過程での端数の切り捨て、屋外階段の竪穴区画なし、防煙区画の位置が不

明、令 111 条無窓居室の判定（無窓居室としている根拠や区画の仕様がわからないこ

とが多い） 

・斜線検討根拠数値未記入、検討位置不足、天空率、日影検討数値不整合、床面積・建築
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面積算定根拠寸法記載漏れ・がけ調書、法適合根拠不明 

・算入・不算入の考え方の誤解 

・道路斜線後退緩和に影響する門塀の有無、シックハウス検討における風量の確認、給

気口・アンダーカット・排気機の位置・換気経路の確認 

ｆ）その他について 

◆手間・時間がかかる項目 

    ・図面補正時に設計者が変更した箇所/変更していない箇所を把握する作業 

・指摘事項の入力、補正内容の確認 

・各面積等求積、平均地盤チェック 

・１）省エネ適判、２）壁量計算、３）構造計算と図面の材料ｻｲｽﾞ及び仕様の照合 

・がけ条例 

・避難安全検証法の整合確認 

・質疑事項の入力 

・事前審査、相談事項の対応 

・整合確認（図面間、補正の前後など）、各計算チェック（面積、高さ、長さ等）、（図書

保管） 

・整合の確認 

・質疑内容を纏める。 

・不整合が多い場合の質疑書の作成 

・補正・追加説明が多岐にわたり、申請・通知時の構造図・計算書との関係を整理する

こと 

・指摘事項の入力(室名・通り芯の確認) 

・質疑のやりとり、打ち合わせ、ダブルチェック等 

・事前審査の修正確認、本申請時の図書内容確認 

・補正のない図面を差し替えられた時の審査記録の転記。 

・審査結果連絡書の作成 

・面積算定計算・地区計画審査・準延焼防止建築物審査 

・屋根からの落雪防止措置の確認（屋根勾配、軒先離れ寸法、階数等により市町村ごと

に異なる制限がかかる） 

・質疑書の作成、質疑内容について申請者との相談、判断に苦慮する内容における行政

庁との協議・相談 

 ◆作業を効率化したいと思う項目 

・図面補正時に設計者が変更した箇所/変更していない箇所を把握する作業 

・整合確認（図と表等） 

・図示された計算式のチェック 

・１）開口部面積や外皮面積の確認、断熱仕様の確認、２）必要壁量、存在壁量の集計

３）計算書と図面の材料の仕様や配置の照合作業 

・LVS、省エネ（2025年以降） 

・確認申請書（ほぼ確認申請書で指摘ゼロがない） 
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・質疑書（活字）のみでは質疑の意図が伝わり切れず、思うような回答を得られないケ

ースが多々ある。補足的に図面に書き込みを行い。質疑を送るケースもあるが、この

作業には相当時間を要す。 

・整合確認（図面間、補正の前後など）、各計算チェック（面積、高さ、長さ等）、（図書

保管） 

・整合を確かめるべき内容と責任範囲を、限定的かつ明確にしてほしい。 

・確認申請書の二面の設計者の記名、六面の記載内容の確認の効率化 

・補正・追加説明箇所が一目瞭然となること。意匠図・構造図・構造計算モデルの 3Dビ

ューの重ね合わせによる整合確認 

・図面体裁の確認(図面枠・件名・図面名称・設計者名・設備設計一級建築士) 

・<質疑書の効率化>質疑書を設計者が分かりやすいよう作りこむと時間がかかってしま

う。一方、質疑に対する回答は暫く経ってから送られてくるので質疑書を作りこんで

おくと後々自分も思い出しやすいというメリットもある。質疑交付までの時間を優先

するか、後々の回答確認の円滑を優先するか常々悩んでいる。 

・指摘を図面に直接記載したい 

・補正の確認 

・審査結果連絡書の作成(ビューア内でメモした内容を csv出力するなど) 

・計算式の整合性確認作業の効率化 

・複雑な屋根形状の場合はどうしようもない。 

・質疑書の作成、質疑内容について申請者との相談  

ｇ）その他意見等  

    ・審査に関わる「その他」に占める割合は、物件規模が大きい程に高まる傾向にあるた

め、審査の効率化と並行してどのように BIMを活かせるのか検討していきたい。 

・審査プロセスにかかる時間は物件の規模、用途などにより大きく差が出ます。今回の

回答は規模難易度を中規模で想定している。 

・「規制要否の判定」は物件に関わらず一定の時間がかかる為、小規模になれば比率が

大きくなると思われる。 

・明示事項と整合性、法適合は同時に審査していることが多いので、おおよその比率と

なる。 

・設計者と審査側でデータ共有が可能な整備が必要と思う。 

・平 19国交告 835号 別表について、整合の確認にかかる負担が大きすぎる。整合にか

かる責任は、第一義的に申請者側にあることを明らかにして、確認側の責任範囲を限

定的かつ明確にして頂きたい。これは BIM活用だけで解決できる問題ではないと考

えるが、BIM活用とセットで改正を進める必要があると考えている。また、整合確

認のアンケートの趣旨からは外れるとも思われるが、同別表について、「適切である

こと」についての審査は、多分に工学的判断を要する内容であり、羈束行為としてほ

ぼ不可能な行為を求められているように感じている。この点についても、改正によ

り、善処していただきたいと考えている。 
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・規則 1条の 3の明示事項と、平 19国交告 835号に規定の審査すべき事項との対応関

係を、一度整理してほしい。確認すべき事項が何で、確認するために何を明示すべき

か、といったように関係をわかりやすくしてほしい。 

・構造計算適合性判定機関での判定補助員として業務している為、建築基準法等(技術

的助言(国住指第 3425号))の規定に於ける業務内容の範疇で記入。（「法適合の確認」

の項目を、工学的判断を要する審査項目とみなし、数値を振り分けた） 

・審査プロセスの時間については 500㎡以上の特殊建築物の前提で回答した。建築物の

種別（特例あり、住宅、避難施設の適用の有無）などによっても、大幅に時間の割合

が変わってくると思う。 

・条件が明確になっていないと回答にばらつきが生ずるため条件整理が必要と感じた。

（それぞれの項目と各分野毎の具体例があると回答しやすいと思った） 

・「明示事項の確認について」その項目のみで時間を取って審査しているわけではない

ので、回答し辛い。この作業だけを抜き取った場合に「手間・時間のかかる項目」は

あまり思いつかない。 

・審査に必要な明示すべき事項の記載漏れが多く見受けられた。 

・現状における 4号建築物の確認申請をイメージして回答した。整合性の確認項目が

BIMの活用により効率化が図れれば、審査に集中すべき内容が限定され、迅速かつ

適正な法適合確認が実施できるように感じた。BIMによる申請で各明示すべき内容

もきれいなデータ（情報を持った表現）で作成されていれば明示内容の抽出・確認も

BIMを通じて行うことができ、かなりの効率化を図れるように感じた。一方で、き

れいなデータを作成できる設計者が多いとは限らないため、設計者、申請者への

BIMの普及を加速させ、BIM申請が行える基盤が整う前に多くの設計者、申請者が

きれいなデータを作成できるような環境の準備も必要と感じた。  
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■５．まとめ 

5-1）今年度の活動の総括と検討の方向性について 

・今年度の活動について 

[一般建築]作業部会の検討については、昨年度作成した検証用試審査環境の機能強化を行い、

BIMモデルの数的情報を活用する審査手法を考究することを目的として、「申請・審査の効率化・

合理化の視点」と「申請・審査の共通化の視点」から検討を実施した。  

申請・審査の効率化・合理化の視点からは、審査機序に対して、「法チェック手順」を意識した

ビューの設定と、各ビューにおいて、数値等の情報を集計、一覧できる「法チェック表」の表現

を実装した。また、凡例については、色塗り表現による凡例表示を可能とする「カラーフィルタ」

の設定を行うことで、各ビューに対する視認による形状や空間構成の確認が出来るようにした。 

設計者、審査者に対するアンケートでは、これらの新しい表現方法は、これまでの図書による

表現を代替しうるという意見が過半であり、概ね好意的に受け止められていた。また、マス表現

による空間構成の表現については、意欲的な取り組みとして評価があった。一方で、これまでの

確認申請図書の作成では求められなかったビューを表現するための事前の設定について、誰が行

うか、負担とならないか、法適合の確認の根拠として取り扱えるのか、といった懸念についても

意見が示された。  

申請・審査の共通化の視点からは、審査の機序（法チェック手順）に対応した表現を得るため

のパラメータを一つの「標準」とみなし、多様な設計方法で作成された BIMモデルのパラメータ

の対応関係を指定して変換する「パラメータマッピング」を試行した。  

パラメータマッピングの動作原理は、標準のパラメータに対して、閲覧表示するモデルの具体

のパラメータ項目を一意に対応付けすることで実装が可能であることを明らかとし、具体のモデ

ルによる検証も行うことができた。一方で、パラメータの入力方法は、必ずしも 1 対 1 の関係で

ない場合も想定されるため、あらゆる数量の関係について動作を担保できないこと、また、対象

とするビューによっては、情報項目が複雑になることも予見される。このことから、技術的には

可能ではあるが、運用上の煩雑さを考慮すると、申請・審査の共通化の方向性は、審査に必要な

標準パラメータを定めたうえ、提出するモデルの作成時に、標準パラメータを用いてモデリング

する方が合理的である事を示した。 

[戸建住宅等]作業部会の検討については、一般建築作業部会の検討で使用する検証用試審査環

境を使用し、昨年度作成した戸建住宅サンプルモデルに、法適合確認の項目の情報を追加したモ

デルを改作したものについて、ビューア上における視認による確認の可否について検討を行った。 

空間構成要素の確認としては、斜線の表現、延焼のおそれのある部分について、その形状をモ

デルに入力し、カラーフィルタの機能を用いて表示をさせる機能を審査環境に実装することによ

り、審査用の表現を実現させた。また、個別の部位、部材の性能や位置の確認については、換気

の性能に係る部位（アンダーカット、給気口、排気機）の区別、住宅用防災機器の区別について

属性値を入力し、カラーフィルタの機能を用いて表示をさせる機能を審査環境に実装することに

より、審査用の表現を実現させた。 

いずれの表現も、モデルの形状表現に対して、審査に必要となる情報が分かりやすく表現され

ている他、審査環境が持つ計測機能を活用することにより、モデルに入力されている区画位置の

適切さについて、審査画面上で確認が可能である事を示すことができた。 

また、これまでに得られた知見を広く還元するため、特定行政庁、及び指定確認検査機関の審

査担当者向けに、今後の確認審査におけるデジタル化にむけた電子申請や BIM活用の現状とその

仕組み、BIM ソフトウエアの操作を通じた BIM の理解を深めるための講習会を、日本建築行政
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会議にて開催した。 

BIM操作講習会は、令和 3年度に日本建築士会連合会が受託した「建築基準法・建築士法等の

円滑な執行体制の確保に関する事業（建築分野における IT活用・リモート化の検証等への支援）」

において、同一の設計内容に対して市販 4ソフトウエアによる、設計者向けの「BIM操作マニュ

アル」、「確認申請図書作成マニュアル」に対応する形で、審査員向けの「確認申請図面審査用マ

ニュアル」が整備され、BIMの基本知識の教材と本マニュアルを利用した講習会を、全国計 11回

開催し、特定行政庁、指定確認検査機関の審査担当者が延べ 195名受講する結果となった。 

 

・活動を通じての課題と今後の検討の方向性 

今般、国土交通省では、令和 4年度補正予算、令和 5年度予算において、それぞれ、建築 BIM

加速化事業、建築 BIM活用総合推進事業により、「建築 BIMの社会実装の加速化」を行うことと

なった。その中で、建築 BIM 推進会議の工程表の改訂（増補）、タスク型の環境整備に移行する

ことが示されており、この方針に対応した検討を、他部会等の連携を図りつつ検討を進めること

が求められている。 

 

 

図１-建築 BIM 推進会議の体制とタスクフォース型検討の構成 

（出典：国土交通省建築 BIM推進会議「建築 BIM の将来像と工程表(増補版)」(令和５年３月)） 

 

今年度の取り組みでは、検証用試審査環境の機能強化を行い、一般建築作業部会においては、

数的情報の表現による審査の可能性を、また、戸建住宅等作業部会では、一般建築作業部会で行

った 3D モデルにおける法的要素の視認についての検討に着手するに至った。後者については、

戸建住宅を対象とした審査についても、一般建築同様に 3D モデルにおける法的要素の視認が実

施可能であり、今回は、審査者に対する評価まで及ばなかったが、BIM操作講習会の反応なども
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考慮すると、一般建築における試審査と同様な審査者の評価が得られることが想定され、BIMに

よる建築確認の方向性として、一般建築部会の知見が活用できることを示している。 

今後の検討については、一般建築作業部会における試審査の所見を踏まえた共通の作業目標や

課題設定を行うことで、社会実装に向けた着実な検討を進めることが求められると思料する。 

 

5-2）今後の検討事項の整理  

上記を踏まえ、今後の検討事項は、下記のとおりである。  

 

(1)「BIM図面審査」の検討とタスクフォースへの対応 

・建築 BIM 推進会議で提示された 2025 年度中の BIM 図面審査について、タスクフォースにお

ける主導的立場で、その実装に向けた検討をする。その際、タスクフォースと協議会との関係に

ついて整理し、タスクフォースにおける検討内容の共有、意見反映などを司る協議会の検討体制

を構築する。[一般建築] 

・タスクフォース型検討については、主として一般建築に係る検討が中心となることが想定され

るため、戸建住宅、特に、4 号建築物を想定する同等の仕組みについて、BIM 図面のあり方や具

体的な技術の検討を実施する。[戸建住宅等] 

 

 

図２-建築 BIMの将来像と工程表 ロードマップ（１．BIMによる建築確認の環境整備） 

（出典：国土交通省建築 BIM推進会議「建築 BIM の将来像と工程表(増補版)」(令和５年３月)） 
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図３－BIM図面審査と BIM データ審査の概要 

（出典：国土交通省建築 BIM推進会議「建築 BIM の将来像と工程表(増補版)」(令和５年３月)） 

 

 

(2)検討成果の普及促進 

・令和 4年度に実施した検討成果の説明会を実施する。 [一般建築]、 [戸建住宅等] 

・4 号建築物を対象とした BIM の操作を通じた BIM の理解と、ビューアを用いた試審査の体験

ができる BIM操作講習会について、引き続き支援を実施する。 [戸建住宅等] 

 

(3)その他 

・BIMデータ審査についてのあり方や検討の方向性等について、検討を進める。[一般建築]、[戸

建住宅等] 

・国土交通省建築 BIM推進会議、同部会と、これまでの成果を踏まえ、会議、同部会の行う検討

等に成果を反映するとともに、BIM建築確認に求められる技術的要件等のフィージビリティの検

討を行う。 [一般建築]、 [戸建住宅等] 
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